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　上水道の水質管理上の諸問題と

その技術的対応に関する二・三の研究

山　　村　　勝　　美
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「上水道の水質管理上の諸問題とその技術的対応

　　　　　　　　　　　　　　　に関する二・三の研究」

●

緒 言

口

●

‘

　筆者も参加する機会を得た国連水会議（1977、アルゼンティン国、マルデル

プラタ）において、　「水系伝染病は開発途上国のあらゆる疾病の中で第一にラン

クされる」とし、「潤沢にして安全な水の供給をうけているのは、都市人口の50

％以下、農村人口の10％以下で、少くとも都市人口の20％、農村人口の75％

が安全な水の供給をうけていない」と指摘し、更に同会議においてWHOは「全

世界の人口の2／3が安全な水の供給をうけておらず、少くとも1／4が危険な状態

にあり、毎日2万5千人が水を介しての疾病により死亡している」と報告してい

る。このような事情に対応して同会議は1980年～1990年をDrinking　Wa　ter

and　Sanitation　Decadeとして、全世界的に安全な飲料水の確保とその衛生

的環境の改善を図ることを決議した。

　それはさておき、このような開発途・L国における病原細菌の汚染に対する恐畏

は、わが国において江戸末期から明治にかけてコレラ、赤痢の大流行を経験し、

これに対して政府が「飲料水注意法」（明治11年）を発して井戸等の汚染防止

を指導し、又「水道敷設ノ目的ヲ決定スルの件」（明治20年）を閣議決定して、

衛生の確保のため公営水道の布設の方針を決定した水道創設期を想起させる。

　このようにコレラ等の水系伝染病り予防を目的として出発したわが国の水道は、

先ず開港都市からその整備が進められ、順次全国の主要都市に及ぶが、とりわけ

高度経済成長期にめざましい発展を遂げ、昭和30年度末の人口普及率37．7％

は、昭和50年度末には87．6％に達し、20年間に総人口の増加を含み、普及

率にして実に50％の増をみた。その背景として、水道の国民生活における衛生

性の確保や文化生活の維持・向上にかかる不可欠性に対する意識の向上、都市化
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の進展と諸産業の振興に伴う水需要の増という必然性に加えて、水道事業が公営

企業としての独自性と起債中心の財源確保が比較的容易であったこと、採算性の

低い農山漁村地区の普及対策として国庫補助制度による簡易水道の整備などが大

きく寄与していると考えられる。また技術問題としては、水源も比較的に、近接

した点で、清浄な水が得られたことも、順調な水道整備を促したものといえよう

し、又関係者の尽力があったことはいうまでもない。

　しかしながら、今日の水道の発展をみるまでには、近代産業の発達及び都市化

の進展に伴なって、水道の水質問題も多様化をたどり、概していえば、初期の細

菌学的汚染に無機性及び有機性の化学的汚染が逐次拡大していったといえる。例えばわが

国における飲料水の水質表示を公的な水質検査法や水質基準についてみると、

第1編第皿章で詳述するように、明治初期から第二次世界大戦直後までは、主として細菌

汚染とこれに関係する有機汚染にかかる指標が中心で、僅かに鉛（明治37年）、

鉄（大正15年）、銅（昭和11年）があったに過ぎなかったが、戦後、シアン、

水銀、フッ素、ヒ素、六価クロム、亜鉛、フェノール（昭和25年）が加わった

のをはじめ、その後有機リン（昭和33年）、陰イオン活性剤（昭和41年）、

カドミウム（昭和49年、暫定基準）、セレン（昭和53年、暫定基準）

が追加された。また最近ではアセトアルデヒド等の地盤凝固剤、PCB等の新化

学物質による汚染の危惧、家庭下水等の有機汚染に伴なう微量有機汚染物質、ビ

ールス等も問題視されるに至っている。

　水道の水質問題とその対応の主要なものを列記すれば次のようである。

　（1）河川、湖沼の水質汚濁の進行と水資源の不足による質的選択性の抑制

　　ア　大都市周辺の高汚濁と汚濁の地方分散

　　イ　シアン、フェノール等の混入など突発事故の増加

　　ウ　湖沼、人工貯水池の富栄養化の進行と異臭味問題

　　工　新規化学物質、未確認有機物質に対する不安

　（2）　水質指標とその検査法及び基準値の見直し、又は追加

　（3）’人工貯水池に伴なう濁水の長期化、高汚濁河川水や下水処理水の活用（雑

　　用水道）、酸性河川の利用、海水の利用（海水の淡水化）

一2一
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　（4）　浄水処理の高度化、浄水場排水・汚泥の処理・処分

　（5）　水道用薬品、資材からの不純物質の溶出、赤水の発生、ビル等の受水槽以

　　下の水質汚染等、水道施設での水質汚染

　（6）　水質管理体制の拡充

　L（7）　水質関連技術の研究開発の促進、水質関係技術者の育成、再訓練等

　これら水質にかかる諸問題への対応には、個々の課題にっいての基礎的及び応

用面の技術的調査研究が基本となることはいうまでもないが、その成果を行政技

術として採択し、普遍化し、必要に応じて基準化し、助成し、あるいは法制化し

ていくことが、その調査研究の目的を具体化させるうえで重要な役割を果してい

ると考えるものである。

　筆者は幸いにして長い期間水道行政に掌わり、又廃棄物行政、水質保全行政に

も相当期間にわたり関与し、それぞれの行政分野で管理職としての経験も積むこ

とができた。

　本論文は「上水道の水質管理上の諸問題とその技術的対応に関する二・三の研

究」と題して、第1編においては水道をめぐる水質問題を歴史的に考察し、現状と課題

を網ら的に整理する（第1章）とともに、最近における主要な課題に対する工学

的対応に考察を加え（第皿章）、水道水の水質基準の変遷、そのあり方P運用法

及び水道原水基準や水質汚濁にかかる環境基準とその運用について考察し（第皿

章）、それぞれに若干の提言をした。っぎに水道事業における水質管理体制の現

状を解析し、将来の方向にっいて提言した（第IV章）。

　第ll編においては、原水水質の浄水管理上の水質特性を、わが国の主要浄水場

の水質値について主成分分析法を用いて総合指標で表示し、原水水質の類型化を

行なうとともに、類型と浄水管理上の留意点について考察した。

　これらの課題はいずれも筆者が公的な立場から、あるいは個人として、何らか

の形で発表してきたものであるが、今回これをとりまとめることにより、水道水

質に関する行政技術の一つのステップとなり、今後の進歩の礎となれば幸いであ

る。
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第1編　わが国における上水道の水質管理に関する研究

第1章　わが国における上水道の水質問題の現状と課題 o

　　第1節　　水道創設期における水質問題

　わが国における近代水道の創設期の水質問題は、コレラ、チフス、赤痢等の消

化器系伝染病による汚染が主たる関心事であつた。水道は伝染病予防の抜本的な

対策として位置づけられ、中央政府の政策として枝術的、財政的援助が行なわれた。

　すなわち、江戸末期から明治にかけて外国との交易が開かれると間もなく、外国からの

病原菌の侵入が始まり、文政5年（1822年）と安政5年（1858年）万延元年（1860

年）にはコレラの大流行が発生している。続いて明治元年から明治20年までの間をみる

と、コレラの流行しない年はなく、その間の患者総数は412，570人、うち死亡者数

273，816人に達しており、とくに明治12年（1879年）、明治19年（1886年）に

は10万人を超す死亡者が出ている。また赤痢および腸チフスは、明治11年以降毎年発

生して、患者総数はそれぞれ157，876人（死亡38，996人）、250，867人（同

59，350人）に達している。

　このような伝染病流行の原因は飲料水の汚染によるものであり、当時の東京は神田、

玉川両上水に依存し、又、大阪市、横浜市などは河水を水売りの手によって求めてい

た所が多かったし、その他の都市においては井戸などの構造、環境が悪いことによるもの

であった。

　このような事情を背景として、政府は明治11年（1878年）5月に「飲料水注意法」

を発して、井戸側の修理、新設、井戸流しの修理による汚水の浸透防止P便所の位置、汚

物・ごみの投棄禁止、井戸さらいの励行など、井戸水の清潔保持を指導した。

　しかし、前述のようにコレラの大流行は繰り返えされ、抜本的対策としての近代式水道

の布設の必要性が強調された。

　明治20年6月には、政府の諮問機関であった中央衛生会は、「水道布設促進の建議文」

を政府に提出して、コレラの予防には上水道および下水道の布設が必要であり、財政E同

¶

●

4
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時に布設できなければ、まず上水道を布設することが必要であることを強調して、その普

及のための政府の強力な措置を要望した。

　政府としても、近代式水道の布設が大きな世論となったことに伴って、各都市が急速に

水道の布設を企画するに及んで、明治20年（1887年）には「水道布設ノ目的ヲー定ス

ルノ件」を決定した。水道布設の目的は、衛生の確保、とくに悪疫流行の予防にあり、従

って、水道の経営は営利主義を排し、公益優先主義を採用することとし、地方公共団体に

よる布設・経営を原則とする旨の基本方針を樹立して、水道行政の向うべき方向を決定し

た。

　これらの史実は日本水道協会編の日本水道史等に詳しく収録されているが、水道創設期

における、水道布設の目的は、悪疫の流行の予防、いいかえればコレラ、赤痢、腸チフス

に代表される水系伝染病の予防にあったことは明らかであり、水源の選定、浄水方法の選

定、施設および水質の管理という一連の水質への配慮も、主として病原菌汚染の予防ある

いは除去の観点から行われたであろうことは推察に難くない。

　このようなわが国の近代的水道の有史以前の状態は、まさに現在の多くの開発

途上国において再現されているところである。筆者も出席する機会を得た国連水

会議（1977年3月14日～26日、アルゼンティン国、マルデルプラタ）に

提出されたResources　and　Needs；Assessment　of　the　worldwater

situation（2，July，1976）において、「水系伝染病は開発途上国のあ

らゆる疾病の中で第一にランクされる」とし、「潤沢にして安全な水の供給をう

けているのは、都市人口の50％以下、農村人口の10％以下で、少くとも都市人

口の20％、農村人口の75％は安全な水の供給を受けていない」と指摘している。更に

WHOから提出されたReport　on　CommunityWater　Supplies（19，Jan．，

1977）においても、「全世界の人口の2／3が安全な水の供給を受けておらず、少くとも

1／4が健康に危険な状態にある」と指摘し．毎日2万5千人が水を介しての疾病により

死亡していると報告している。また同会議の総会において開発途上国の代表の大部分が、

その代表演説の中で安全な飲料水の確保を訴えている（表1－1－1）。

　また、筆者がパキスタン国イスラマバード水道調査団長として訪パした時に見たラホール、カ

チラ等の都市の周辺、あるいは他の機会に見聞した東南アジア諸国の都市の周辺のスラム
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地区の生活環境、飲料水の確保、排水状況に関する衛生状態の劣悪さは、開発途上国にか

かる世界的規模での現実であることを確認した。勿論、各国の社会経済的事情によって状

況は異るであろうが、近代化の遅れたこれら開発途上国の水問題における最大の関心事は、

わが国における近代水道史の創始期と同様に病原菌汚染からの回避にあることは明白であ

る。

　このような飲料水に伴う消化器系伝染病の流行の恐怖は、わが国においても比較的最近

まで継続した。表1－1－2、図1－1－1は、わが国における水道普及率と水系消化器

伝染病患者数との関係を示す。消化器系伝染病の消長は、その国の医療事情、栄養状態も

関係があろうが、図から水道普及率が50％を超えた昭和35年以降の消化器系伝染病患

者数の減少が顕著である。また衛生的な水の確保のためには水源汚染が生じないようなし

尿の衛生処理率が間接的な影響をもつであろうが、水系消化器系伝染病患者数発生数は水

道普及率の上昇とともに減少しているといえよう。反面、過去水道を媒介として消化器伝

染病が集団発生したいくつかの事例がある。これは主として塩素消毒が十分でなかったこ

とによるが、最近は管理水準が向上したことのほか、むしろし尿の衛生処理率の向上に伴

ない細菌汚染が減少したことも大きく寄与しているものと推察している。

匂

●

閥

’
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表1－1－1 世界の飲料水の確保状況と改善目標（1990）；国

連水会議（1977．3）WHO策定

，

1975 1990
区　　　分

都市・農村

諱@　　分
サービス形態 サービス人口

i対区分人口比）

サービス人口
i対区分人口比）

飲料水供給施設

都市部
各戸給水

､同栓給水

@計

　億人　　（％）

R．35　（57）

P．15　（20）

S．50　（77）

　　億人　　（％）

U．20　（57）

S．68　（43）

P0．88　（100）

農村部
　　　㊧
e　　　種

3．13　（22） 18．82　（100）

計 7．63　（38） 29．70　（100）

し尿処理施設

都市部

公共下水道

e戸処理

@　計

1．48　（25）

Q．89　（50）

S．37　（75）

2．72　（25）

W．16　（75）

P0．88　（100）

農村部 各戸処理 2．09　（15） 18．82　（100）

計 6．46　（32） 29．70　（100）

囲　L　中国等、一部の国は含まれていない。

　　2．飲料水供給施設の各種とは、各戸井戸、わき水等を含み、安全な水の供給を意味する。

　　3．年間投資額（1990年までの平均）は、71’～751の平均の都市部約2倍、農村部

　　約4倍になるとしている。
声

、
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表1－1－2　水道普及率と消化器系伝染病患者数（水系）の推移

年 次
水　道

{設数
計　　画

巨?l口
　実
巨?l口

普及率
消化器系伝染病

ｳ者数（水系）
備　　考

ヵ所 万人 万人 ％ 人

Ml2 1879 一 一 一 一 181，456
コレラによる死者
@　　　105，786人

19 1886 一 一 一 　 246，473
同　上
@　108，405人

M．23，28
20 1887 1 7

一 0．3 64，824 コレラの大流行
（死者3～4万人）

30 1897 6 93 一 2．2 118，969
M．26，29
ﾔ痢の大流行

（死者2～4万人）
40 1907 10 176 一 3．7 54，488

44 1911 23 418 ・一 8．4 63，675

T　5 1916 43 741
一 13．9 81，441

10 1921 55 1，009 一 18．0 68，674

14 1925 106 1，226 一 20．7 66，164

S　5 1930 198 1，500 一 23．4 75，506

10 1935 277 1，997 一 29．1 91，ll7

15 1940 339 2，415 一 33．8 130，646

20 1945 357 2，511 　 34．8 164，454

25 1950 383 2，609 一 （約35） 56，374

30 1955 8，226 一 3，368 37．7 83，183

35　　 1960　　14，970

40　　　1965　　18，845

45 1970　　19，503

50　　　　1975　　　19，039

4，991

6，840

7，800

9，840

53．4

69．9

76．9

87．6

95，862

49，481

10，257

2，103

匂

‘

【

㊧　患者数は、「衛生局年報」（S．11まで）、「衛生年報」（S．12～23）、「伝染病精

　密統計年報（S．24～26）、「伝染病および食中毒精密統計年報」（S・27～32）、

　「伝染病および食中毒年報」（S．33～34）、「伝染病および食中毒統計」（S・35～）

　による。
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図1－1－1　水道普及率と消化器系伝染病患者数（水系）の推移
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　　第2節　水質汚濁の概況と水道被害

1－2－1　水質汚濁の現状とその特徴

　最近における公共用水域の水質汚濁の状況は、近時の排水規制の強化等を反映して、総

体的には改善の傾向にある。

　水質汚濁防止法第15条により、都道府県知事は公共用水域の水質汚濁の状況を常時監

視することになっており、都道府県毎にそれぞれ毎年測定計画を作成し、これに従って国

および地方公共団体は水質の測定を行っているので、その結果から水質改善の状況をなが

めてみると次のようである。

　まず人の健康に関する項目（シアン、アルキル水銀などの9物質）にっいては、環境基

準値を超える検体数の総検体数に対する割合（以下「不適合率」という）は逐年低下して

一9一



おり、昭和46年度（環境基準が設定された翌年度に相当）においては0．6％

（504／89，074）であったの比し、昭和51年度は0．09％（140／161，258）となって

おり、前年度におけるアルキル水銀ならび有機リンに加え、6価クロムについても全く検

出されなかった。（表一1－2－1）

　また生活環境項目について、有機汚濁の代表目標であるBOD（湖沼にっいてはCOD）

でみると不適合率は、昭和46年度において河川43．1％（6，054／14，053）、湖

沼77．4％（438／566）であったのに比べ、昭和51年度においては、河川30．7

％（16，450／53，566）、湖沼62．1％（1，926／3，102）となり各水域とも低

下し、水質改善のあとがみられる。なお生活環境項目についてこれを環境基準類型の当て

はめが行われている2，　106水域（河川2，024、湖沼82）におけるBOD又はCOD

の環境基準達成状況をみると、1，198水域（河川1，164、湖沼34と全体の56・9％

が達成されており、改善のあとがみられるとしている。（表1－2－2）

　概して湖沼や大都市を後背地とする河川P海域では、他の水域と比べその達成率は依然

として低く、なお改善を要する状況にある。このように最近の水質汚濁の状況は、有害物

質というより、むしろ有機汚濁に基因していることが大きいといえる。もちろん新たな化

学物質による汚濁の顕在化することも予想して有害物質による未然防止について厳しい対

処が必要なことはいうまでもない。

　これら水質汚濁の状況を主として有機汚濁に着目して水域分類別に整理すると以下のよ

へlm　trろ一

（1）河　　川

　　第一は、大都市又はその近効の河川についてである。隅田川、木曾川、淀川等の大都

　市又はその近効を貫流する大河川にあっては、排水規制の強化ならびト水道の整備など

　の対策がIFくから講じられており、水質は流域人口の増大にもかかわらず改善の方向に

　ある。しかしながら、流域において急テンポで宅地開発が追められている鶴見川、日光

　川、多摩川、大和川等にあっては、生活排水等の増加により、依然としてBOD

　10ppm以上の水質であり、下水道の整備促進を図っていかなければならない状況であ

　るo　（図1－2－1）
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　　第二は都市内の中小河川にっいてである。東京、大阪等の大都市内河川P大都市の衛

生都市及び地方の中核都市を流れる中小河川は、共通して流域人口の増加がみられる反

　面、河川流量が少なく、水質が悪い河川が多い。例えば、綾瀬川、立会川（東京）等は、

　BOD値で10ppmをはるかに超え、魚介類が生息しないだけではなく、長年の汚濁物

　質が河床に堆積し、悪臭を発生する原因ともなっている。他方、同じ都市内の中小河川

　である堀川（愛知）、土佐堀川（大阪）のように下水道の整備及び河床のヘドロのしゅん

　せっにより、水質が環境基準以下に改善されてきている河川もある。

　　第三は、地方の大河川にっいてである。地方の大河川は、一般的に流量が多く、地域

　に大きな汚濁負荷量を有する工場が立地していない場合には、本川においてBOD値で

　1～3ppm　程度の比較的良好な水質を維持しており、利水上特に大きな障害を生じて

　いない。江の川、吉野川等は、流域に特に大きな汚濁源がなくBOD値でlppm程度

　の良好な水質を示している。また最．L川、信濃川等では、工場排水P生活排水により汚

　濁された支川の流入により部分的に影響を受ける箇所があるが、排水規制の強化等によ

　り水質の汚濁状態eg　．ほぼ横ばいあるいは改善されるという方向にある。

（2）湖　　沼

　　湖沼は、自然の状態においても窒素、燐等の栄養塩類が流入することにより、湖水中

　の生物が繁殖生長し、生物体内に移行した栄養塩類が湖水中に蓄積され、累進的にその

　水質が悪化する。このようないわゆる富栄養化現象は、人為的にも促進されており、一一

　度富栄養化すればその後に汚濁源を排除しても湖沼の停滞性に起因して、容易に元の状

　態に戻らないのが特徴である。湖沼水質汚濁は、このように河川とは異なった側面をも

　っている。このように富栄養化された状況の下で、その発生機構は科学的になお十分解

　明9れているわけではないが、アオコの大量発生、魚介類の大量へい死、水道原水の異

　臭等の被害がしばしば生じている。琵琶湖、霞ケ浦における栄養塩類の経年変化を表1

　－2－3に示しているが、各種の水利用1重要な他の湖沼においても富栄養化の進行が

　みられ、今後の富栄養化対策が緊急に要請されている。
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表1－2－1 不適合率の推移〔健康項目〕

項　　　　　目 年　度 調査対象検体数E
環境基準を超

ｦる検体数F
割合F／E（％）

46 15，944 114 0．7

47 27，951 95 0．34

48 30，567 98 0．32
カ　ド　ミ　ウ　ム

49 31，915 119 0．37

50 32，851 103 0．31

51 30，248 45 0．15

46 12，453 142 1．2

47 22，223 113 0．5

48 23，969 49 0．2
シ　　　ア　　　ン

49 25，060 16 0．06

50 26，037 4 0．02

51 24，464 7
0．03

46 5，116 11 0．2

47 12，004 0 0．

48 11，403 0 0．

有　機　リ　ン
49 12，304 0 0．

50 10，713 0 0．

51 9，810 0 0．

46 14，515 202 L4
47 27，067 181 0．7

鉛

89014455

30，228

31，818

31，939

30，606

166

118

101

　29

0．55

0．37

0．32

0．09

ク・ム（6価）

46

47

48

49

50

51

11，532

22，437

23，856

25，438

25，722

25，088

550840

0．1

0．07

0．08

0．03

0．02
0
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項　　　　　目 年　度 調査対象検体数E
環境基準を超
ｦる検体数F

割合F／E（％）

46 11，530 48 0．4

47 21，991 64 0．29

48 23，848 75 0．31
砒　　　　　素

49 26，005 71 0．27

50 28，447 67 0．24

51 26，520 51 0．19

46 12，360 32 0．3

47 22，727 8 0．04

48 24，611 3 0．01
総　　水　　銀

49 一 一 一

50 一 　 ．一

51 一 一 一

46 5，624 0 0．

47 10，968 ・　　　　　　0 0．

48 12，590 0 0．

アルキル水銀
49 12，246 0 0．

50 11，695 0 0．

51 10，785 0 0．

46 一 一 一

47 一 　 一

48 一 一 一

P　　C　　B
49 　 一 一

50 3，130 12 0．38

51 3，737 8 0．21

46 89，074 504 0．6

47 167，368 476 0．3

48 181，072 411 0．23
計

49 164，786 332 0．20

50 170，534 291 0．17

51 161，258 140 0．09

一13一



表1－2－2 ｛1）不適合率の推移〔生活環境項目～河川〕

項目 PH DO BOD
類型 年度 E F F／E（％） E F F／E（％） E F F／E（％）

u

46
S7
S8
S9
T0
T1

　352
@984
P，594

Q，260

Q，536

Q，881

　1

P4

R7

U2

U9

X1

0．3

P．8

Q．3

Q．7

Q．7

R．2

　347

@．978

P，542

Q，254

Q，432

Q，983

　2

P8

Q9

V4

R6

T7

0．6

P．8

P．9

R．3

P．5

P．9

　　338

@　968

P，549

Q，257

Q，442

Q，931

124

R72

U11

W56

V66

X10

36．7

R8．4

R9．4

R7．9

R1．4

R1．0

A

46
S7
S8
S9
T0
T1

4，038

P0，724

P5，373

P9，999

Q1，006

Q2，386

109

R09

T63

S89

T49

T03

2．7

Q．9

R．7

Q．5

Q．6

Q．2

4，124

P0，288

P4，577

P9，459

Q0，632

Q2，104

　224
@750
P，530

P，622

P，700

P，390

5．4

V．3

P0．5

W．3

W．2

U．3

4，068

P0，236

P4，636

P9，498

Q0，519

Q2，271

1，257

R，197

T，069

T，307

S，999

T，315

30．9

R1．2

R4．6

Q7．2

Q4．4

Q3．9

B

46
S7
S8
S9
T0
T1

3，877

U，813

P0，128

P1，747

P1，754

P4，202

218

S11

U59

T57

T10

S84

5．6

U．0

U．5

S．8

S．3

R．4

3，742

U，724

P0，044

P1，628

P1，556

P3，841

135

Q45

T06

S53

S24

S41

3．6

R．6

T．0

R．9

R．7

R．2

3，805

U，708

P0，021

P1，509

P1，478

P3，924

1，354

Q，286

R，855

R，526

R，147

R，933

35．6

R4．1

R8．5

R0．6

Q7．4

Q8．2

C

46
S7
S8
S9
T0
T1

1，902

R，278

S，290

T，858

T，325

U，220

23

U0

P37

P50

P26

P31

1．2

P．8

R．2

Q．6

Q．4

Q．1

1，931

R，247

S，279

T，359

T，239

U，170

173

T43

W49

W55

W18

W91

9．O

撃U．7

P9．8

P6．O

撃T．6

P4．4

1，919

R，勿3

S，270

T，403

T，036

U，146

　　766

P，523

Q，187

Q，371

Q，144

Q，604

39．9

S7．0

T1．2

S3．9

S2．6

S2．4

D

46
S7
S8
S9
T0
T1

1，148

Q，321

Q，312

Q，644

Q，583

Q，690

27

R3

R0

R9

Q2

Q8

2．3

P．4

P．3

P．5

O．9

P．0

1，113

Q，309

Q，300

Q，607

Q，531

R，433

93

Q10

Q61

Q16

P73

Q01

8．4

X．1

P1．3

W．3

U．8

T．9

1，162

Q，291

Q，313

Q，619

Q，560

R，433

　614
P，002

P，068

P，010

@967
P，461

52．8

S3．7

S6．2

R8．6

R7．8

S2．6

E

46
S7
S8
S9
T0
T1

2，812

R，880

S，695

S，572

S，409

T，728

71

U4

S3　　，

T1

T2

R5

2．5

P．6

O．9

P．1

P．2

O．6

2，712

R，876

S，531

S，431

S，164

S，861

　917
P，087

P，374

P，046

@939
@　926

33．8

Q8．0

R0．3

Q3．6

Q2．6

P9．0

2，761

R，862

S，552

S，420

S，195

S，861

1，939

Q，569

R，110

Q，452

Q，085

Q，227

70．2

U6．5

U8．3

T5．5

S9．7

S5．8

合計

46
S7
S8
S9
T0
T1

14，129

Q8，000

R8，392

S7，080

S7，613

T4，107

　449
@891
P，469

P，348

P，328

P，272

3．2

R．2

R．8

Q．9

Q．8

Q．4

13，969

Q7，422

R7，273

S5，738

S6，554

T3，392

1，544

Q，853

S，549

S，266

S，090

R，906

11．1

P0．4

P2．2

X．3

W．8

V．3

14，053

Q7，308

R7，341

S5，706

S6．230’

T3，566

6，054

P0，949

P5，900

P5，522

P4，108

P6，450

43．1

S0．1

S2．6

R4．0

R0．5

R0．7

（備考） E：調査対象検体数 F：環境基準を超える検体数

一14一

、

●

司



「

●

S　S 大 腸菌群 数 合 計

E F F／E（％） E F F／E（％） E F F／E（％）

316 32 10．1 261 187 1L6 1，614 346 21．4

978 38 3．9 842 645 76．6 4，750 1，087 23．1

1，579 62 3．9 1，318 1，034 78．4 7，582 1，773 23．4

2，261 134 5．9 1，954 1，529 78．2 10，986 2，655 24．2

2，451 122 5．0 2，203 1，685 76．5 12，064 2，678 22．2

2，851 177 6．2 2，528 1，946 77．0 14，174 3，181 22．4

3，961 791 19．7 2，634 1，806 68．6 18，825 4，177 22．2

10，331 1，965 19．0 8，488 5，938 70．0 50，067 12，159 24．3

14，897 2，281 15．3 12，489 8，458 67．7 71，972 17，901 24．9

19，870 3，320 6．7 16，430 11，143 67．8 95，256 21，881 23．0

20，375 2，960 14．0 17，746 12，447 70．1 100，278 22，655 22．6

22，535 2，973 13．2 18，590 12，627 67．9 107，886 22，808 21．1

3，450 904 26．2 2，230 1，146 51．4 17，104 3，757 22．0

6，662 1，729 26．0 5，489 3，053 55．6 32，396 7，724 23．8

10，034 2，107 21．0 8，806 4，716 53．6 49，033 11，843 24．2

11，527 2，661 23．1 9，834 5，891 59．9 56，245 13，088 23．3

11，502 2，249 19．6 10，103 5，697 56．4 56，393 12，027 21．3

13，712 2，593 18．9 11，480 6，195 54．0 67，159 13，646 20．3

㍉948 336 17．2 7，700 1，298 16．9

3，246 582 17．9 13，014 2，708 20．8

4，193 481 1L5 17，032 3，654 21．5

5，362 737 13．8 21，982 4，113 18．7

5，082 501 9．9 20，682 3，589 17．4

6，381 573 9．0 24，917 4，199 16．9

1，234 113 9．2 4，717 847 18．0

2，306 185 80 9，227 1，430 15．5

2，132 168 7．9 9，057 1，527 16．9

2，609 140 5．4 10，479 1，405 13．4

2，352 93 4．0 10，026 1，255 12．5

3，376 164 4．9 12，932 1，854 14．3

8，285 2，927 35．3

ll，618 3，720 32．0

13，778 4，527 32．9

13，423 3，549 27．1

12，768 3，076 24．1

15，450 3，188 20．6

10，909 2，166 19．9 5，125 3，139 61．2 58，185 13，352 23．0

23，523 4，499 19．1 14，819 9，636 65．0 121，072 28，828 23．8

32，835 5，099 15．5 22，613 14，208 62．0 168，454 41，225 24．5

41，629 6，992 16．8 28，218 18，563 65．8 208，371 46，691 22．4

41，762 5，925 14．2 30，052 19，829 66．0 212，211 45，280 21．3

48，855 6，480 13．3 32，598 20，768 63．7 242，518 48，876 20．2
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②不適合率の推移〔生活環境項目～湖沼〕

項 目 PH DO CO
類型 年度 E F F／E（％） E F F／E（％） E F F／E（％）

46 36 0 0．0 36 0 0．0 36 5 13．9

47 365 45 12．3 346 26 7．5 345 189 54．8

48 578 99 17．1 604 65 10．8 597 331 55．4

AA
49 429 63 14．7 437 22 5．0 437 249 57．0

50 472 71 15．0 492 17 3．5 492 305 62．0

51 575 103 17．9 600 33 5．5 600 321 53．5

46 437 68 6．4 427 43 10．1 433 344 79．4

47 1，285 311 24．2 1，279 207 16．2 1，281 1，112 86．8

48 1，397 301 21．5 1，323 237 17．9 1，386 969 69．9

A
49 1，579 209 13．2 1，604 293 18．3 1，526 957 62．7

50 1，598 310 19．4 1，613 266 16．5 1，436 997 69．4

51 2，381 416 17．5 2，427 516 21．3 1，940 1，210 62．4

46 97 32 33．0 97 9 9．3 97 89 91．8

47 172 60 34．9 170 7 4．1 172 128 74．4

48 163 62 39．7 163 11 6．7 163 100 61．3

B
49 173 51 29．5 173 14 8．1 173 153 88．4

50 341 140 41．1 341 19 5．6 331 270 81．6

51 514 143 27．8 512 20 3．9 514 371 72．2

46 　 一 一 　 一 　 一 一 一

47 5 1 20．0 5 0 0 5 5 100

48 ll 9 81．8 10 0 0 11 9 81．8

C
49 59 33 55．9 58 0 0 69 14 20．3

50 80 35 43．8 56 0 0 54 22 40．7

51 48 27． 56．3 48 0 0 48 24 50．0

46 570 100 17．5 560 52 9．3 566 438 77．4

47 1，827 417 22．8 1，800 240 13．3 1，803 1，434 79．5

A口
48 2，149 471 21．9 2，101 313 14．9 2，157 1，409 65．3

49 2，240 356 15．9 2，272 329 14．5 2，205 1，373 62．3

計
50 2，491 556 22．3 2，502 302 12．1 2，313　　　　， 1，594 68．9

51 3，518 689 19．6 3，587 569 15．9 3，102 1，926 62．1

（備考） E：調査対象検体数 F：環境基準を超える検体数
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B

S　S 大 腸菌群 数 合 計

E F F／E（％） E F FンE（％） E F F／E（％）

36 21 58．3 36 4 11．1 180 30 16．7

335 240 71．6 260 97 37．3 1，651 597 36．2

579 331 57．2 542 178 32．8 2，900 1，004 34．6

465 221 47．5 398 169 54．3 2，166 724 33．4

487 267 54．8 410 105 25．6 2，353 765 32．5

600 171 28．5 401 110 27．4 2，776 738 26．6

424 255 60．1 331 218 65．9 2，052 928 45．2

1，175 863 73．5 1，090 389 35．1 6，110 2，882 47．2

1，245 777 62．4 1，219 321 26．3 6，570 2，605 39．6

1，500 743 49．5 1，409 438 31．1 7，618 2，640 34．7

1，619 1，029 63．6 1，444 411 28．5 7，710 3，013 39．1

2，127 1，193 56．1 1，897 490 25．8 10，772 3，825 35．5

89 59 66．3 380 189 49．7

172 153 89．0 686 348 50．7

158 104 65．8 647 277 43．3

173 115 66．5 692 333 48．1

341 197 57．6 1，354 626 46．2

501 258 51．5 2，041 792 38．8

　
A

『

15 6 40．0

32 18 56．3

186 47 25．3

190 57 30．3

144 51 35．4

549 335 61．0 367 222 61．0 2，612 1，147 43．9

1，682 1，256 74．7 1，350 486 36．0 8，462 3，833 45．3

1，982 1，212 61．2 1，761 499 28．3 10，149 3，904 38．5

2，138 1，079 50．5 1，807 607 33．6 10，662 3，744 35．1

2，447 1，493 6LO 1，854 516 27．8 11，607 4，461 38．4

3，228 1，622 50．2 2，298 600 26．1 15，733 5，406 34．4
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図1－2－1　多摩川、大和川におけるBODの経年変化

（ppm）

　　10

5

　　0

（備考）

　　①多摩川
　田園調布（C）　　　　　（ppm）

　　　　　　　　　　　　　　45

　　　　　　　　　　　　　　40

　　　　　　　　　　　　　　35

　＼　　／へ、　　　　　30

　　　　　日野橋（C）
　　　　　　　　　　　　　　10

　　　　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　　　　0

　②大和川

浅香（D）

　　，”、、、、

ノ＼＼”’＼、

　　河内橋（C）

4142　434445　4647　484950（i年）　　　41　424344　45　46　474849　50（f．P

1．建設省「日本河川水質年表」（41～48年）及び「一級河川の水質

現況」による。

2。O内は水質環境基準の類型である。

4

表1－2－3　琵琶湖及び霞ケ浦における水質の経年変化

年 琵　　　琶 湖 霞　　ケ 浦

度 北湖 （平均） 南湖（平均） 湖 心

T－P T－N T－P T－N T－P T－N
44 　 一 一 0．31

45 一 0．14 一 0．35

46 0，012 0．18 0，027 0．36

47 0，010 0．18 0，031 0．40 0．06 1．3

48 0，OlO 0．15 0，027 0．33 0．05 1．3

49 0，010 0．16 0，023 0．38 0．04 0．9

50 0，008 0．19 0，027 0．38 0．03 1．0

51 0，011 0・16 0，025 0．34 0．05 0．8

備考　L　単位はppm

　　　2．琵琶湖については建設省の調査による（数値はケルダール法による

　　　　窒素である）。

　　　3．霞ケ浦については、建設省の調査による。
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1－2－2　水質汚濁による水道の被害状況

（1）被害の経年的変化

　　厚生省が行った「水質汚濁による水道の被害状況調査」（昭和39年度～48年）、

　「水質汚染事故による被害状況調査」（昭和49年～51年）によると、被害を受けた

　水道数の経年変化は、表1－2－4のようになっている。すなわち、被害は昭和39年

　以来毎年増え続け、昭和46年にはピークを示している。その後、環境行政の強化の効

　果もあって、やや減少の傾向を示している。昭和49年以降は、水質汚染事故により実

　際に被害をうけたものに限定して集計しているが、被害を受けた水道数は、毎年約80

　ケ所で横ばいの状態にあり、環境白書等でいう改善の傾向とは必ずしも一致しない。

　　また汚濁源別にみると表1－2－5のようであり、鉱工業排水、汚水汚物、廃油など

　が多いが、最近は汚水汚物の比率が増大している。また水道施設にとっては土木工事、

　採砂など濁質増加に対する被害意識が強いのが特徴的である。

表1－2－4　水道水源の水質汚濁、汚染により被害を

　　　　　　受けた水道数の経年変化　　　（ケ所）

年度又・ ｹ上水道1簡易⇒専用水道1・

昭和39年度

　40　〃

　41　〃

　42　〃

　43　〃

　44　〃

　45　〃

　46　〃

　47　〃

　48　年

　49　〃

　50　〃

　51　〃

51

T5

U9

R5

T6

P7

Q9

ｶ一猟606653

1

14

Q0

Q4

S3

Q8

R5

R8

S1
@一43171621

　注）48年度までは，水質汚濁による水道被害として，水質汚栗事故のほ

　　　か，一般的な汚濁も含んでいる。49年度以降は，水質汚染事故に限

　　　定して調査したものである。

表1－2－5　水質汚染事故の原因

・，

嬬翻鰍㌶霞螂‖非・i…1・・
被害箇1

　　　8　　　1　　16」竺1
15 　　1　！　1　1

‘1°12411317194

昭和49年厚生省調査
　水道協会雑誌昭51．11（506号）浜田康敬より

（2）昭和51年の水質汚染事

　故による被害

　　厚生省が行った「水質汚

　染事故による被害状況調査

　（昭和51年）」の結果は、

　表1－2－6のようになっ

　ている。

　　これを水源の種別で見る

　と、表流水々源における被

　害のあった水道が最も多く、

　被害を受けた水道の78％

　（62ケ所）を占めており、

　次いで伏流水々源における

　被害が15％（12ケ所）

　である。各種排水の影響を

　直接的に受ける表流水が被
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害を受ける危険を多くはらんでいることは当然としても、伏流水にも河川水質の影響を

受けるものがかなり多い。

　昭和50年度版水道統計によると、E水道、簡易水道の水源の種別は、表1－2－7

のように、上水道では表流水々量の比が簡水のそれに比して圧倒的に多く、被害実況に

もそれがあらわれて、上水道における被害水道数は53ケ所で、被害を受けた水道（80

ケ所）の66％を占めている。

　地方別に見ると、関東、近畿、九州の表流水で被害が多く、この三地方で全国の約

70％を占め、地域特性が顕著にあらわれている。前述の環境庁調査によると、大都

市又はその近郊の大河川は、流域人口の増加にもかかわらず改善の方向にあるとしてい

るが、被害状況からみて多少の改善は見られるものの、なお汚濁レベルは高いといえる。

　また、水源におけるこれらの水質事故により、取水制限又は停止あるいは給水制限又

は停止の措置をとった水道は、被害を受けた水道の約60％にも及んでおり、その汚濁

の態様は水道にとってなお深刻であるといえる。

「

4

表1－2－6　水質汚染事故による被害状況
（51年度）

一一　． 一一一一一一 一 一　
T一「「一

」一 水 道 簡 易 水 道 専 用 水 道 合 計

11
п@＼　㌔　　水　源

衷琉水 伏佑水 地r卜水 他 表τ《L水 伏1‘L水 地下水 他 表沈水 仇㎡L水 地丁水 他 表流水 伏流水 地下水 他

ヒ、

一一
北　　海　　道 1 2 1 4

東　　　　　　北 2 1 1 2 3 2 1

関　　　　　　東 16 2 1 2 1 18 4

北　　　　　陸 1 1

東　　　　　海 1 1 1 1 2 2

近　　　　　畿 12 3 1 2 1 1 】5 3 2

中　　　　　国 1 】 1 2 1

四　　　　　　国 3 2 1 1 5 2

九　　　　　　州 7 4 1 12

沖　　　　　縄 1 1

小　　　　　計 43 8 2 14 5 1 1 4 2 62 12 5 1

合 計 53 21 6 80

取水制限・停止，
給水停止等を行っ
た事業体数

31　（58％） 13　（62％） 3　（50％） 47　（59％）
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表1－2－7水源の種別とその割合

（％）

1・⇒伏⇒地下水1・・他1備考

上水道

簡易水道

65．5

27．4

9．4

8．8

22．5

33．6

2，6

30．2

取水1比

事業数比

昭和50年度版「水道統計」による

　　第5節　水道における水質問題とその対応の概観

　さきに考察したように、わが国の水道の水質問題は、創設期から比較的最近まで細菌学

的な汚染に関心があったが、高度経済成長期に入ってからは、諸産業の振興と人口の都市

集中に伴う各種排水による水質汚濁の進行に加えて、環境問題への住民、科学者の関心の

高まり、新規の化学物質の開発、分析技術の進歩、情報量の増加によって、多種多様な水

質問題が顕在化してきた。総じてみれば、細菌学的汚染に始まり、BODで標示される有

機物による汚濁、重金属、新規化学的物質による汚染が順次付加されてきたような印象を

うける。

　現在の水道における水質問題は、現象的にみて外部環境に起因する外的要因と水道施設

あるいはその運営に起因する内部要因にわけることができる。これをとりまとめたものが

表1－3－1である。外的要因に区分できるものは次のようである。

（1）大都市周辺の高汚濁と汚濁の地方拡散

（2）水資源の不足に伴う水源の質的選沢の自由度の抑制

（3）シアン等の突発的混入に伴う水質事故の増加

（4）湖沼、人工貯水池の富栄養化の進行と異臭味の発生

（5）既存及び新規の化学物質の有害性に対する不安

（6）未確認有機物質の有害性に対する不安

⑦　アンモニア性窒素等の増加

⑧　ダム築造に伴う濁水の長期化

⑨　酸性河川、高汚濁河川の水道への活用

⑩　分折技術の進歩

　また、内的要因としては次のようである。
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⑪　浄水操作の高度化

⑫　浄水場排水・汚泥の処理・処分

⑭　水質基準の見直し、水質クライテリアの作成、及びこれらの運用指針の策定

⑮　水道用薬品、資材等に起因する不純物質の溶出等に対する危惧

鴎　赤水等の発生

⑰　受水槽以下の建築設備における水質問題

⑱　道路下及び建物内の各種用途の配管相互間のクロスコネクションの危惧

⑲　給配水管の老朽化等による汚染物質吸引の危惧

⑳　水質管理体制の強化

　以上に列記したように、水道における水質問題は多岐多様にわたるが、課題の多くは水

道をめぐる技術的環境一遠因として社会経済的、自然的環境の変化P多様化に起因する

ものである。

　例えば地方都市を含み人口の都市集中P諸産業の振興は、水資源の不足P水質汚濁の進

行を招く。水資源の不足は水源の質的な選択の自由度を抑制し、酸性河川P高汚濁水の活

用、雑用水道、浄水操作の高度化の問題を提起する。ダムの築造は富栄養化に伴う異臭味

問題Jp　va水の長期化をもたらしている。水質汚濁の進行は突発的な濃厚汚染、慢性的な富

栄養化P各種の有機・無機の汚濁物質に伴うトラブルを増大させ、直接的な影響を与える。

環境、産業の分野での分析技術の進歩は水質分析にも影響を与える。これらを受けて水道

水の水質基準の項目、検査法など基準の見直しが必要とされる。環境保全のための排水P

廃棄物に対する規制は浄水場から排出される排水P汚泥の処理、処分の適正化を要請し、

又処分地の不足は汚泥処理の高度化を必要とする等、外部環境の変化が直接、間接に水質

関連技術の新しい対応を要請し、その動向を支配しているような印象をうける。

　しかし本来は逆の発想であるべきものであり、住民生活に不可欠であり、水の衛生性は

何よりも先ず優先的に確保されるべきものである。そのためには水道サイドとして受ける

べきものは受け入れ、改善されるべきものはこれを主張する必要がある。例えば分析技術

等、関連技術の進歩は積極的に導入をはかって浄水処理あるいは水道システム全体の合理

化を進めるべきことは当然である。反面水質汚濁の進行・や防止にかかる他の施策について

は、未然にこれが防止され、あるいは改善されるよう主張すべきである。上述のように水
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道の水質問題はその遠因が中央及び地方の社会経済的施策にかかる問題であり、又その対

応策についても中央及び地方の行政庁の果すべき役割が大きい。われわれ水道行政に掌る

ものは毅然たる姿勢を保持しつつ、行政技術を駆使してこれらの諸問題の解決に当る必要

があり、そのための基礎的な調査研究の蓄積が必要である。

　これらの諸問題のうち、主要なものについては第II章以降において技術的な対応を中心

に論じたい。

　　第4節　第1章のまとめ

　第1章においては、わが国における水道の水質に関する諸問題にっいて、若干歴史的な

考察を行ない、現状の問題点と対応策について考察を加えて概説した。

　第1節では、わが国の近代水道の創設期における水道問題は消化器伝染病の抑制にあり、

又水道の普及とともに激減したことを創設期から現在に至る間の水系消化器系伝染病

患者数の消長と水道普及率との関係について考察した。消化器系伝染病の発生は、医療医

薬、生活内容、あるいはし尿、下水の処理状況の改善により減少するであろうが、水道普

及率の上昇に伴い減少し、とくに水道普及率が50％を超えた昭和35年以降の減少が顕

著であることが考察された。

　水と伝染病との関係は、わが国におけるヒ記のような経験に限らず、筆者も参加した国

連水会議（1977、アルゼンティン国）でもWHOの報告において、「水系伝染病は開

発途一L国のあらゆる疾病の中で第一にランクされる」とし、「全世界の2／3が安全な水の

供給をうけておらず、少くとも1／4が健康に危険な状態にあり、毎日2万5千人が水系の

疾病で死亡している」と指摘しているように、多くの開発途上国がわが国の水道創設期と

同様な事情にあることを報告している。

　このように水道初期の水質問題は、生活汚水や汚物に起因する細菌学的汚染問題であり、

その後近代的諸産業の発展とともに、重金属、新化学物質等が問題とされるに至るが、第

m章第1節において述べるように水質基準指標の変遷がその間の事情を物語っているとい

えよう。

　第2節では、後述するように水道の水質問題の多くはその原水の汚濁に起因しているこ

とから、環境行政の情報に基づき全国的な水質汚濁状況とその特徴にっいて考察した。す
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なわち、最近における河川等の水質汚濁は、規制の強化、下水道整備等の諸対策の進行を

反映して総体的には改善の傾向にあり、例えば健康項目については、環境基準に照しての

不適合率は、46年のO、　6％以降減少を続け、51年には0．09％で著しく改善され、又

生活環境項目についても、河川について｝t　43．1％が30．7％に、湖沼については77．4

％が62．1％にそれぞれ改善されたとしながらも、なお大都市又はその近郊の河川につい

ては汚濁のていども高く、一一部には進行しているものもあり、湖沼については全般に富栄

養化の進行がみられる等の問題があることを指摘している。

　これに対し、われわれ水道サイドの調査による、原水の水質汚濁による被害状況の経年

的変化及び原因別について考察した結果、被害件数については、39年の69件は46年

には281件のピークまで急増し、その後」PK）改善がみられるが、最近は横ばい状態であり、

環境庁調査による全国的な改善の傾向とは必ずしも一致しない。また大都市近郊の入河川

は改善の方向にあるとしているのに対し、水道被害は関東、近畿、九州の三地区で全国の

約70％を占めていることから、なおこれら地方の汚濁レベルは高いことが考察された。

なお全国的にみて水道被害件数の約60％が取水又は給水の制限P停rEを行っているこ

とは、水質汚濁の態様は水道にとってはなお深刻なものである点を指摘したc、

　第3節では、現時点での水道における水質問題を網ら的に概観した。すなわち水道にお

ける水質に関する課題を列記して、対応策の現状及び今後の改善策にっいて1要’」噸をk

記してとりまとめた。その課題は次のようである。

　（主として外部環境に起因するもの）

（1）大都市周辺の高汚濁と汚濁の地方分散

（2）水資源の不足に伴う水源の質的選択における自由度の抑制

（3）シアン等の突発的混入に伴う水質事故の増加

（4）湖沼、人上貯水池の富栄養化の進行と異臭味の発生

（5）既存及び新規の化学物質の有害性に対する不安

（6）未確認有機物質の有害性に対する不安

⑦　アンモニア性窒素等の増加

（8）ダム築造に伴う濁水の長期化

（9）酸性河川、高汚濁河川の水道への活用
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0Φ　分析技術の進歩

　（主として水道施設Pその運営にかかるもの）

⑪　浄水操作の高度化

⑫浄水場排水・汚泥の処理・処分

⑯　雑用水道

⑭　水質基準の見直し、水質クライテリアの作成等

⑮　水道用薬品、資材等に起因する不純物質の溶出等に対する危惧

傾　赤水等の発生

⑰　受水槽以下の建築設備における水質問題の増加

⑱　地下及び建築物内の各種用途配管相互間のクロスコネクションの危険性の増大

09給配水管の老朽化等による汚染物質吸引の危惧

⑳　水質管理体制の強化

　以上に列記したように、水道における水質問題は多岐多様であるが、課題の多くは外部

環境一社会経済的、自然的及び技術的環境の変化や多様化が直接、間接に起因して、水

道技術に新しい対応を要請していることを指摘し、水道サイドとしては受けるべきはこれ

を受けとめ、外部環境に対しその改善を要するものにっいてはこれを主張する姿勢をもっ

て対処すべきことを強調した。その具体的な対応は行政にかかるものが少くなく、行政技術

の拡充が必要であり、そのための基礎的な調査研究の蓄積が要件であることを指摘した。

　これら諸問題のうち主要なものについては第皿章以降で考察することとした。

∀

■

4

一28一



第II章　最近における主要な水質管理上の課題と

　　　　　工学的対応に関する考察

レ

’

　第1章において水道水源の水質汚濁の概況と、それに伴う水道施設とその管理をめぐる

諸問題を網ら的に列挙し、課題ごとに主として行政技術上の対応にっいて概観した。

　この章では最近とくに水道において新しい対応が必要とされる課題について、行政的及

び工学的対応の現状と問題点、今後の方向にっいてとりまとめ、考察し、若干の提言を行

った。

　すなわち、一っは最近における水道水源のダム依存度の増大と水質の汚濁に伴って、湖

沼、人工貯水池の富栄養化の進行は水道施設とその管理上様々な影響をもたらしており、

その実態をとりまとめるとともに、その主要な対策としての活性炭処理についてわが国の

実態、その機能にっいて従来の研究成果をとりまとめ、及び活性炭処理の今後の課ee“p方

向性にっいて考察した。・

　さらに最近の課題の一っとして、水質汚濁防止法の規制に新たに追加された浄水場排水

の処理とそれに伴う汚泥の処理、処分について現在までの研究成果をとりまとめ、今後の

方向について考察した。

　また特殊な水質問題として、とくに人工貯水池における濁水の長期化現象、強酸性河川

の水道水源への活用、及び雑用水道について、行政的、工学的対応の現状をとりまとめ、

若干の考察を加えた。

　　第1節　湖沼等の富栄養化と水道被害

　水道水源の汚濁の形態の一っに富栄養化がある。すなわち陸水学的に定義される自然的

遷移過程の富栄養化のほかに、人為的影響をつよく受けた自然水域の栄養塩の増加とそれ

にともなう生物生産の増大が水道水源としての価値を低下させている。水域は生物をも内

在するところの比較的応答の遅い有機体であり、与えられた環境条件に反応して徐々に変

化していくが、その反応の機構にっいては未知の点が多い。ゆえに一旦富栄養化した場合

には効果的に貧栄養の状態に戻すことは容易ではない。
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　富栄養化によってもたらされる水道に関する被害には、炉過閉塞、臭味、着色、鉄マン

ガンによる障害、凝集障害などがある。

H－1－1　水道被害の概要

（1）炉過池の閉塞

　　湖沼や貯水池を水源とする上水道はそこで増殖するプランクトンによって炉過池の閉

　塞の被害を受ける。プランクトンは緩速炉過池の炉過膜の形成に何んらかの形で関与す

　るにしても、ある量以上になれば炉過時間を極端に短縮させる。また急速炉過池にとっ

　てはプランクトンは単に爽雑物にすぎない。富栄養化すれば生物生産は増大するから、

　炉過の立場からみれば、富栄養化とは水域における自生的な來雑物の発生をもたらすも

　のということになる。

　　プランクトンのために炉過池が塞閉して炉過持続時間が短縮し、必要水量を得るのが

　困難になったという例は枚挙にいとまがない。たとえば、テームズ河の水を一・旦貯水し

　てから導水しているロンドン市は古くから緩速炉過池における生物による炉過持続時間

　の短縮に悩まされている。ミシガン湖水を原水とする都市では毎年5～6月および11

　～12月に閉塞障害が起き易い状態になり、シカゴ市では80池の急速炉過池をもつ南

　部浄水場では1日の洗浄回数の合計が300回に及ぶことを経験している。

　　わが国でも貯水池につながる各地の浄水場でこの種の障害が広く知られている。たと

　えば東京都、長崎市、門司市、福岡市、加茂市、銚子市、相模ダムの水を取水する横浜

　市と川崎市およびその下流で取水する神奈川県営水道などでプランクトンによる炉過障

　害を経験している。最近の富栄養化に伴う炉過障害の例を揚げると、霞ケ浦から取水す

　る茨城県企業局霞ケ浦水道の取水点では昭和43・44年ごろのBODは4，2ppm位

　であったものが昭和48年では9．　4ppmに達し、その年の3～5月va　Syn・dγaα・us

　が大発生し、急速炉過池の炉過持続時間が通常の％以下に減少し、前年の同月比から計

　算して損失水量77，602〃mS、金額に換算して167万円の損害をこうむった。琵琶湖南

　湖は湖岸域の人間活動の増大とともに近年富栄養化が進行しているところとして知られ

　ている。この琵琶湖南湖から取水している京都市では毎年のようにプランクトン藻類の

　影響を受けるが、1964年には年間のうち4ケ月ほど炉過作業に支障を来たし、急速炉

　過および緩速炉過とも持続時間が大幅に減少した。1969年と1970年にはSyn・Clrα
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　が大増殖し1970年4月にはその数が1，100，000個／ntにも達し、その時は下流の

　大阪市の柴島浄水場においても急速炉過池の炉過時間が半減した。

　　相模湖から取水している川崎市水道局では湖の富栄養化が進んでいなかった昭和30

　年頃より散発的な炉過障害の発生を経験していたが、富栄養化の進行とともにその様相

　が変化してきた。すなわち、炉過を障害するプランクトンとして、A・t・ri・nedlαP

　Fγα9tdartaが影をひそめ、最近ではSyn・dra　acusによる障害が顕著となってきた。

　またその障害の発生時期が春～夏に限られていたものが、最近では冬季にも起るように

　なった。この場合の炉過障害に対応する凝集用薬品費は昭和48年に249万円、昭和

　50年に409万円と見積られている。

（2）異臭味の発生

　　近年の水源の富栄養化にともない全国的に発生事例が増加し、かっ水消費者に対して

　飲料水としての価値の劣下を認識させるものとして、生物由来の異臭味の発生がある。

　とくにカビ臭の発生が富栄養化の過程の中途で起こっている。水道水源の観点から、少

　くともカビ臭を発生しない程度に水質を維持すれば、富栄養化に起因する多くの障害か

　ら免れることができる。

　　藻類による異臭味は欧米において古くから研究されているが、対策としては結局は藻

　類発生のコントロールに帰せられる。一方、カビ臭についてはAdams（1929）によっ

　水のかび臭は水中の放線菌に由来するものであると指摘されてから、カビ臭と原因生物

　との関連性について多くの研究がなされるようになった。日本水道協会の上水の脱臭方

　法では、カビ臭の原因として次の四っをあげている。（1）放線菌、その他の土壌中の細菌、

真菌によるカビ臭、土臭、（2）植物体の分解によるカビ臭、③プランクトン藻類によるカ

　ビ臭、（4）貯水池の停滞によって起こる底泥の腐敗、分解によるカビ臭。

　　しかし臭気原因物質に関する研究は1960年前後からのガスクロマトグラフィーなど

　の分析機器の進歩によってようPく進展した。すなわちGerberらがStr・pt・my・・s

　gγ・S・usから分離濃縮したものをgeosminと命名したのにっづき、同一一物質をSaf－

　fermannらは藍藻類Sympt・・a　mtas・rumから、　MedskerらはOsetllαt・rta　te－

　nues　から分離した。さらにMarshallらはgeosminカくTrans－1－1，10－Di－

　methyl－Trans－9－Decalであることを明らかにした。またRosenらはA・t一
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n・my・・t・sがカビ臭物質2－Methylisoborneolを生成することを見出した。

その後各種の放線菌、藍藻類P真菌よりこれらのカビ臭原因物質が生成されることが明

　らかになった。

　　わが国でのカビ臭発生については1951年神戸市の千苅貯水池での事例報告が最初で

ある。その後小野田市、長崎市など主として西日本に異臭味問題が起こり、1960年代

　後半には全国的な規模でカビ臭の発生がみられるようになった。

　　わが国でカビ臭原因生物として放線菌や藍藻類が注目を浴びるようになつたのは

　1963年頃からであり、それ以来カビ臭発生事例の増加と比例して、琵琶湖、千苅貯水

　池、印旛沼、江戸川、山口貯水池、大路池など多くのところからカビ臭を発する微生物

が分離され、臭気物質が分離、確認された。

　　わが国のカビ臭発生の事例をみると、前述のプランクトン藻類の増殖による炉過障害

　の多発のあとにカビ臭発生の問題が生じること、その間に富栄養化指標生物である藍藻

　類が多く出現するようになるという経過を辿る。過マンガン酸カリウム消費量が2．9

　ppm以下の貯水池ではカビ臭発生はほとんどみられないのに有機物濃度が高くなるに

　したがって発生例が多くなり、過マシガン酸カリウム消費量9ppmぐらいのところで

　はまずカビ臭発生を覚悟しなくてはならない。しかしそれ以上に有機物濃度が高くなる

　と水質が発臭生物の生育に適さなくなり発臭例が少くなる。透明度とカビ臭発生の関係

　見ても透明度2初以下のところでは発生例が多くなる。このように富栄養化が進行して

　生物生産が増大し、かっ直接的有機汚染も加わって水域の有機物含量が増大するような

　条件下にカビ臭の発生の機会は多くなる。しかしあるレベル以上に汚濁が進むとカビ臭

　はかえって発生しなくなるが、そのような水域はもはP水道水源としては好ましいもの

　ではない。

（3）マンガンの溶出等

　　湖沼、貯水池が富栄養化して底層部に嫌気的状態が生じるようになると、底泥中のマ

　ンガンが溶出し、水位低下時や降雨時などに流出する。マンガンイオンは塩素によって

　酸化されて赤い水になったり、管壁に沈着したものが流速の変化によってはく離して黒

　い水となって水道水の水質悪化の原因となる。相模湖の水を利用する川崎市では湖の浅

　化と富栄養化による深層の酸素欠乏が顕著となった1967年ころよりマンガンイオンに
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　対する特別の考慮が必要になってきた。溶解性マンガンの対策費用として薬品代に

　1971年には451万円、1974年には36万円が平常時より余分に使われた。北九州市

　では1966年に力丸貯水池から取水している穴生浄水場給水域において黒い水の障害が

　発生した。これは池底からのマンガンの溶出に起因するが、毎年夏季から秋季にかけて

　底層では溶解性マンガンが3ppm以上存在しており、そのため種々の対策がとられて

　いる。

　　マンガンと同様、湖沼、貯水池の底部が嫌気状態になるとアンモニア性窒素が著しく

　増加し、水槽が悪化するとともに塩素使用量が増大する。

　　わが国のように流程の短かい河川では河川特有のプランクトンの生育はみられず、河

　川の汚濁とともに生ずる生物起因の問題は主として底棲、着生生物によるものである。

　そのうちの特異的なものva　Sph・eγ・tilusなどの糸状性細菌による被害がある。　Spん一

　α・r・t・lusは有機汚染を受けかっ酸素が存在するような河床にマット状に着生するが、

　これが何んらかの要因によってはく離して下流の停滞水域に菌体が沈澱すれば死滅、分

　離して酸素を消費し二次汚染の原因となり、またはく離したコロニーによって炉過閉塞

　がひき起こされる場合もある。1963年頃に江戸川から取水していた東京都水道局金町

　浄水場における緩速炉過池の炉過時間の短縮がs　phα・r・t・t・sの綿状コロニーの流入

　のためであると判断された。

ll－1－2　行政技術上の対応

　以上に述べたように、水源の富栄養化はそれにともなう生物の活動を通した水質変化に

よって、炉過障害、異臭味の発生、着色、凝集沈澱反応の阻害、浄水費用の増加など水道

水源としての価値を著しく低下させている。

　富栄養化対策の基本は第一義的には環境行政として排水規制、とくに窒素、リン等の生

物生産にかかる汚濁物質の規制が要件である。しかしながら現時点では未だ規制対象とは

されていない。その主たる理由は、これら栄養塩類の発生が生活排水に基因する部分がか

なり大きく下水道が未整備な現状においては、規制の効果が期し難いこと、いいかえれば

規制等の行政的な実行（効用を含む）可能性の見透しが定かでないことのほか、規制対象

となる各種排水に関し処理技術と費用効果の検討が不十分である点にあるように思われる。

このような水環境改善のための富栄養化対策にっいては多くの調査、研究があるが、本論
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文の主旨でないので他に委ねたい。

　水道として最大の問題は異臭味の発生による水質への影響であり、水源のダム依存度の

増加に伴って全国的な問題として拡大の傾向にある。その工学的な対応の主体をなす活性

炭処理にっいては節を改めたい。
ご

　　第2節　活性炭処理の現状と今後の方向

　水道の浄水過程で異臭味及び塩素除去のため炭（chacoal）が用いられた歴史は古く、

1910年には英国Reading　Corporation　Waterworksで脱塩素のためのフィルタ

ーが最初に設置され、米国ではシカゴで1928年にはじめて炭素（Carbon）が使用さ

れ、又、ほぼ同時期にドイツのHammでルール川でのフェノールに起因する異臭味除去

のため用いられた。

　わが国においては、原水が清浄であったため昭和20年代までは活性炭の使用例の報告

はなく、わずかに水中の遊離塩素除去の実験が行われたにすぎないが、脱塩素法はわが国

では普及せず、従って、活性炭処理が広く用いられるようになったのは昭和30年代後半

以降、全国的に必要となった異臭味対策としてであった。

　異臭味の問題は、まず、貯水池の築造、又はかさLげにより生じ、昭和33年（1958）

長崎市、松江市、34年（1959）宇部市、37年（1962）大牟田市、有田町、39年

1964）佐賀市などで水道水に異臭味を生じ、いずれも粉末活性炭を5～20ppm使用し、

ほぼ脱臭の目的を達した。これらの事例はいずれも一時的なものであったが、異臭味問題

は次第に定常的となり、かっ湖沼から河川へと全国的な問題となった。

　東京都水道の水源の一っであった多摩川下流は、昭和35年頃を境として急激に水質汚

濁が進行し、とくに渇水期には深刻な汚濁障害を引き起していた。多摩川を水源とする玉

川浄水場では昭和36年に泡立ち障害の対策として粉末活性炭の注入を開始した。粉末活

性炭の注入率は、通常ABS濃度（ng／L）の20倍に設定され、薬品処理池で約40分

間混和の後、凝集沈澱処理および砂炉過が行われた。

　このように、水道の浄水処理工程に活性炭を用いるのは、通常の浄水処理では除去でき

ない異臭味、合成洗剤、フェノール類、その他有機物等の除去のためであったが、最近で

はオゾン処理後の残留オゾン除去のためにも推奨されており、また、適正な残留塩素のコ

）
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ントロールのために脱塩素を行う必要性が生じている等、活性炭処理への期待が高まって

いる。さらに最近は、化学汚染物質への対応策として、水道水の安全性を高めるため活性

炭処理が重要視されるようになった。

　さらに、粒状活性炭の普及にっれて、下水処理水の再生のための1プロセスとして活性

炭処理が組み込まれるようになり、用水排水処理での使用ひん度は増大している。

ll－2－1　わが国の水道における活性炭処理の実態

　わが国上水道における活性炭処理の現状を表H－2－1に示す。その概要をとりまとめ

ると次のようである。

1）活性炭処理を行っている浄水場は49浄水場であり、このうち粉末活性炭注入による

　もの34浄水場、粒状活性炭炉過（砂戸過層の上層に設置したものを含む）によるもの

　が15浄水場である。後者の15浄水場はいずれも粉末活性炭を常備し、状況に応じ併

　用している。

2）稼動日数は、粉末活性炭注入では30日未満が19浄水場（56％）、30日以上

　100日未満が10浄水場（29％）で季節的あるいは汚染事故時などに短期に使用して

　いるものが多い。その他では100日以L200日未満3浄水場（呉市焼山、高松市川添、

　長崎市浦上の各浄水場）、200日以上は草津市ロクハ浄水場（琵琶湖）、常時は千葉県

　柏井浄水場（印旛沼）である。また活性炭炉過によるもの15浄水場のうち、常用して

　るものは京都の蹴上、松ケ崎、山の内、新山科、九条山の各浄水場（琵琶湖疏水）、宮

　城県岩沼市玉崎浄水場（阿武隈川最下流部）、和泉市和田浄水場（槙尾川、光明池）、

　小野田市高天原浄水場（厚東川ダム）である。

3）水源の種類別にみると、湖沼、人工貯水池及びその影響をうける河川等が31、それ

　以外の河川18であり、湖沼等の富栄養化に伴う異臭味対策として活性炭処理を行って

　いるものが63％を占める。他は大都市周辺の有機物、ABSによる汚濁度の高い中小河

‘（1（猪名川、山中町など）、工場排水による化学物質、フェノール類など塩素消毒に伴う

　発臭対策（利根川・江戸川；東京都、埼玉県等）である。

　　平均使用日数は、湖沼等が126．5日（約4カ月）で、河川の63日（約2ヵ月）に比

　して長い。

4）処理コストは、粉末活性炭注入方式や粒状活性炭の砂層設置が大部分である
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ため、施設費は少なく、殆んどが薬品費と人件費及び運転費である。通常処理（急速炉

過法）と比較するため、人件費等が計上されているもの（施設費を除く）について処理

コストをみると、粉末活性炭注入方式の8浄水場の注入期間中の費用は、0．5～11．1

円／mS（平均3．　g円／MS）で、通常処理の平均11．7円／mSの33％に当る。なおこの

さいの注入率は3．6～1＆4ppm（平均9．　O　ppm）であり、　l　ppm当りの費用は0．43

円／㎡になる。

　平均処理コスト3．9円／㎡のうち活性炭の費用は2．1円／mSである。注入率によっ

てコストが相異することは当然であるが、活性炭そのものの単価もかなり異るようであ

■

1

る。

　活性炭炉過法にっいては岩沼市のみであり、活性炭処理3．2円／mSCi同市の通常処理

14円／㎡の23％である。このうち活性炭の費用は1．4円／MSである。

表皿一2－2　　活性炭処理費用（50年度）

都市名 浄水場名 平均注入率 使用日数 活性炭処理費（薬品費のみ） 通常処理

（鯨活性炭注入）

焉@　　市 平　原

ppm

T．2

　日

W6

円／㎡　　　　円／㎡

R．4　　　（1．1）

円／㎡

R．0

〃 石　内 7．4 67 4．4　　　（1・9） 6．0

〃 焼　山 18．4 122 ll．1　　　（4・9） 10．0

入間川市 鍵　山 6．3 51 6．7　　　（5・1） 16．0

福　岡　市 高　宮 3．6 27 0．7　　　（0．6） 11．3

〃 松　崎 16．0 56 2．7　　　（2・1 14．0

〃 乙　金 5．4 1 1．3　　　　（1・0） 10．6

鹿児島市 河　頭 10．0 22 0．5　　　（0・3） 23．0

平　均
（8）

9．0 54 3．9　　　（2．3） 11．7

（活性炭炉過）

岩　沼　市 玉　崎 一 常　時 3．2　　　（1・4、 14．0

4

囲　　1．活性炭処理費は、使用期間中の単価で、施設費は険き、薬品費・人件費・動力費を含む。

　　　通常処理も同様である。

　　2．京都市（砂層の上層に10　cmの活性炭層を設けている）の51年度の費用についてみると、

　　　給水原価72．24円／㎡、浄水費11．03円／㎡、薬品費のうち通常処理（凝集剤、塩素）0．4

　　　円／㎡、活性炭0．54円／㎡（年間費用280百万円）である。なお51年度は少なく、計画

　　　ベース（6ヵ月入替、粉末活性炭1ヶ月分備蓄）では1，20円／㎡となる。
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　なお表ll　－2－2の闇2の京都市（砂層hに10　cmの粒状活性炭層を設置）の例にみる

ように給水原価中に占める活性炭処理費の占める比率は、薬品費にして1～2％である。

また後述するようにUSEPAの試算では、再生処理を含む活性炭炉過の場合、3人世帯

で年間6～10ドルの負担増としているが、これを仮りに年間使用水量300　mSとして計

算すれば4～7円／〃23になる。

　概してみれば、粉末活性炭の常時注入及び粒状活性炭炉過の場合の施設費を除く費用

は3～4円／m3ていどであり、給水原価（51年度、80．4円／M3）を5％ていど押し上

げることになる。

　表II－2－2によれば、炉過法の方が粉末注入法より安いような印象をうける。しかし

粉末活性炭注入法の場合は注入期間中のコストであるから、異臭味発生期間中、短期的に

使用するような場合には粉末活性炭注入法の方が明らかに経済的である。

　なおHyndshawは粉末活性炭と粒状活性炭の経済分岐点を図1－2－1のように示し

ているが、この図からもわが国の現状のように主として異臭味発生時において、比較的短

期間使用する場合には、粉末活性炭が明らかに経済的であるといえよう。

図H－2－1 紛末活性炭と粒状活性炭の経済分岐点

　　　　　　　　　　　　北川ら「活性炭工業」による

罪　塩嬬凱

袈。、

　　102050100　　　　1000　　　10000

　　　粒状活性炭の使用期間（日数）

　　　｛a）粒状活性炭使用による逆

　　　　　洗時の消耗率3％として
　　　　　計算

籔

竃
ll

　　lO2050100　　　　1000　　　10000

　　　粒状活性炭の使用期間（日数）

　　　　（b，　粒状活性炭使用による塩

　　　　　　素所要量の増加1ppm，
　　　　　逆洗時の消耗率3％とし
　　　　　　て計算

一57一



表H－2－1 活性炭処理等

都市名 浄水場名 水　　源　　名 処理能力 特殊処理
平均注入率
i範　囲）

㎡／日 ppm

寝屋川市 第　　2 淀　川 R　　9，000 PC 12．5（15～20）

呉　　　市 平　原 三永・本庄
S　24，000
q　l7，000

〃 5．2（2．5～9．3）

〃 石　内 三永・郷原
S　　4，000
q　27，000

〃 74（5．5～13．1）

〃 焼　山 本　庄 R　　6，500 〃 184（11～24）

柳　井　市 和田山 黒杭（溜池） R　14，600 CF 　

日　立　市 森　山 久慈川 R　89，863 PC 5．9（2．2～13）

入間川市 鍵　山 入間川 R　22，800 〃 6．3（2．3～8．7）

狭　山　市 第　　1 〃 R　20，000 〃 5

千葉　県 柏　井 印旛沼 R360，000 PC、0 16（10～44）

愛　知　県 豊　　田 矢作川 R173，250 PC 15

岩　沼　市 玉　崎 阿武隈川 R　l5，050 CF ｝

稚　内　市 荻ケ丘 サラキトマイナ川 R　32，000 PC 23（16－30）

山　中　町 柏　野 大聖寺川 R　20，000 〃 9（7～10）

松　江　市 忌　部 千本・貯水池 R　30，000 〃 7（4～ll）

名　張　市 大屋戸 大屋戸 R　22，500 CF 一

高　松　市 川　添 四ケ池 R　20，000 PC 18．2（5～32）

長崎　市 矢　上 八郎川 R　l5，600 CF 　

〃 浦　上
大井手川、川手川、
@　　　　長与川

R　33，900 PC 5．8（3．9～13）

〃 道の尾 郡　川 R　12，000 〃 5．4（5．2～5．8）

京　都　市 蹴　　上 琵琶湖疏水 R198，000 CF ｝

〃 松ケ崎 〃 R206，000 〃 一

〃 山ノ内 〃 R200，000 〃 　

〃 新山科 〃 R193，000 〃 一
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卜

の特殊処理の現況（昭和50年度）

年’ ﾔ
使用時期

浄 水　　薬　　価
目　的 備　　　　　　考

使用日数 通常処理 特殊処理

日 月 円／㌶ 円％（円／ff）

4 2、7．12 38．7 0．6 脱　臭 1）R；急速炉過

86 5～11 3 Ll（34） 〃 S；緩速炉過

67 5、6、8～11 6 1．9（4．4） 〃 2）PC；粉末活性炭処理

122 5～10 10 4．9（11．1） 〃 CF；粒状活性炭処理

149 9～　1 11 2．9 〃
0；オゾン処理

62 5～7、2 0．82 1．7 〃
3）特殊処理単価は、使用

51 12～　3 16 5．1（6．7）
陰イオン活

ｫ鴨去
期間中の薬品費のみの単

ｿ、ただし（　）は人件
7 2 20 4．4 〃

費、動力費を含む。
常　時 常　時 6 45 脱　臭

2 11 L7（2．7） 〃

常　時 常　時 14 L4（3．2） 〃

87 6、7、9、10 12．7 12．2 〃

40 9～11 4．9 2．4 〃

52 6～　8 11 3．3 〃

143 6～11 79 11 〃

191 3～9、12、1 22．2 40 〃

64 6～　8 21．3 5．9 〃

149 4～10、12 10．7 0．9 〃

40 4～　6 139 1．1 〃

常　時 常　時 5．88 0．3 〃 PCも常備

〃 〃 9．75 0．4 〃
〃

〃
〃 〃 6．96 0．5 〃

〃
〃 〃 5．1 0．3 〃
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都市名 浄水場名 水　　源　　名 処理能力 特殊処理
平均注入率
i範　囲）

仇〃日 ppm
京　都市 九条山 琵琶湖疏水 R　30，000 CF 一

佐賀市 神　野 多布施川 R　55，000 PC 12

和泉　市 和　田 槙尾川光明池 R　lO，000 PC、　CF 9．8（2．3～17）

草津　市 ロ　クハ 琵琶湖 R　l2，000 PC 5．7（24～11）

鹿児島市 河　頭 R　70，000 〃 10

福　岡　市 高　安 那珂川 R199，000 〃 3．6（3．4～3．8）

〃 松　崎 多々良川 R　35，000 〃 16

〃 乙　金 小石原川 RlOO，000 〃 5．4

倉敷　市 片　島 高梁川 R　34，500 PC、0 一

東京　都 三　園 荒川・利根川 R300，000 PC 27

〃 金　町 江戸川・中川 R1，820，000 〃 69

〃 朝　霞 荒川・利根川 R1，700，000 〃 26

伊　丹　市 千　僧 猪名川 R　90，000 〃 一

尼崎市 神　崎 淀　川 R　86，000 PC、0 一

仙　台　市 茂　庭 釜房湖 R200，000 PC 一

豊　中　市 柴　原 猪名川 R　28，000 〃 一

茨城県 鹿　島 霞ケ浦（北浦） R　25，000 CF 一

〃 霞ケ浦 〃　　（西浦） R　55，600 〃 一

京　都府 宇　治 天ケ瀬ダム R　72，000 〃 一

泉佐野市 日根野 大　池 R　　5，000 〃
一

小野田市 高天原 厚東川ダム R　26，000 〃
一

宮崎市 下北方 大淀川 R100，000 PC 一

久留米市 放光寺 筑後川 R　63，000 〃 17

奈良　市 緑ケ丘 須川ダム R　74，000 PC、0 一

大　阪　市 柴　島 淀　川 R800，000 PC 一

〃 庭　窪 〃 R600，000 〃 一
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Pt

年　　間 浄 水　薬　価
使用日数 使用時期

通常処理 特殊処理（年間）
目　的 備　　　　　考

日 月 円／肌3 円％（円／rf）

常　時 常　　時 15．5 0．6 脱　臭

34 7、10．12 2．6 1．8 〃

125
常　時 4～6、9～1 35．5 6．1 〃

237 4～12 11．1 0．7 〃

27 11 230 0．3（0．5） 〃

56 12～　2 11．3 0．6（0．7） 〃

1 10 140 2．1（2．7） 〃

22 8 10．6 1．0（1．3） 〃

0年度使用せず 9．6 50年度使用せず 〃

3 1 6．1 4．5 〃

3 1 35 11．0 〃

3 1 4．0 4ユ 〃

0年度使用せず 14．1 50年度使用せず 〃

〃 17．4 〃 〃

〃 4．6 〃 〃

〃 38．0 〃 〃

〃 85．4 〃 〃

〃 30．1 〃 〃

〃 68 〃 〃

〃
一 〃 〃

常　時 常　　時 （144） 不　　明 〃 （　）は活性炭処理分を含む

0年度使用せず 一 50年度使用せず 〃 PC；34ヵ所
3 7 5．5 〃 CF；15　〃

0年度使用せず 0．8 50年度使用せず 〃 C；　4　〃

〃
一

〃 〃

〃
一 〃 〃
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H－2－2　活性炭の性状

（1）水道用活性炭の条件

　　活性炭は、やしがら、のこぎりくずおよび石炭等を原料とし、乾溜装置で赤熱し、炭

　化水素を揮発させ、でき上った炭は高温で酸化ガスに接触させて賦活処理をして製造さ

　れる多孔性の炭素質の物質である。

　　活性炭はサイズにより粉末状と粒状に分類されており、水道の浄水工程で使用するに

　は表皿一2－3のような得失がある。

　　水道用活性炭として要求される条件は下記の通りである。

　1）臭気、ABS等の除去対象物質に対する吸着能力が大きく、かっ、その持続性に優

　　れていること。

　2）処理水の水質に悪い影響を与えるような溶解性物質」〈’5aj雑物を含まないこと。

　3）製造方法は、水蒸気賦活法によるものとし、塩化亜鉛等による化学的賦活法を使用

　　しないこと。

　4）品質が均一’であるほか、使用方法にょり、粉末については分散性、粒状については

　　堅硬性等を満足すること。

　　これらの条件を満たすか否かの性能評価についてはまだ開発途上にあり、また、市販

　されている活性炭には吸着能力等に相当の差のあることが報告されているので、使用に

　あたっては適切な検討が不可欠である。

　　活性炭の細孔特性は一般に、（1）比表面積、（2）細孔容積、（3）平均細孔径、（4）細孔径分布

　などで示され、活性炭の水処理用性能評価方法として、（1）充填密度、（2）粒度分布、（3）硬

　度、（4）吸着力試験一乾燥減量、充填密度、粒度、硬度、pH、比表面積、細孔容積、

　空隙率、気孔率、フェノール価、ABS価、メチレンブルー脱色力、ヨード吸着力、カ

　ラメル脱色力等の試験項目が考えられている。水道用活性炭の選定標準の例を表ll－2

　－4、表皿一2－5に示す。
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表ll　－2－3 粉末活性炭処理と粒状活性炭処理の利害得失

‘

項　　　目 粉末活性炭処理 粒状活性炭処理
■　　　　　　　．　　　・

（D処理施設 O既設の施設を用いて △ろ過そうを作る心要
処理できる がある（建設費大）

（2｝短鯉毘処理の場 O必要量だけ購入すれ △炭素が薄くても厚く

合 ばよいから経済的 ても不経済である
（3辰期間処理の場

@合
△経済性は向上しない ゜麟〉ξ灘

済的となる

（4注入作業および △困難捌半う O容易（機摘ヒしやす

⌒
いし飛散がない）

（5処理中断の危険 △ある（機械の故障、 ○ない

性 停電あるいまホッパ

一内ブリッジ）

（6再生使用 △困難が伴う O可能
（7）微生物の繁殖 C使い捨てだからじ配 △繁殖するおそれがあ

ない る．

（8廃棄の際のトラ

@ブル

△沈積し宇塵末を含む　黒色汚で咽ま公害の 　・nどうを生じないので
@公害のおそれがない

因となる

（9漏出による黒水 △ことに冬季には起こ Oぽとんどじ配がない
のトラブル りや巾・

征0処理管理の難易 今困難を伴う（注入時

嚇の急変マッチング困
難）

日本水道協会；水道施設設計指針・解説より

表ll　－2t－4 粉末活性炭の選定標準（JWWA　K　113－1974）

と購入仕様例

項　　　目 選定標準 購入仕様例 摘　　要

粒　　　　度 74μのふる 100メッソユ

い残分10％ （0．147ππ）

以下 のふるい残分

◆ 5％以下
メチレンフルー
E　　色　　力 　 ※150〆，乍 ※100メッシ

?ﾌふるい通
過分について

ヨウ素吸着力 一 ※1，000mg ※同上

／9以上

乾燥減量 20～50％ 45～50％
pH 4～11 4～11

塩　　化　　物 0．5％以下

鉛 10ppm以下 10ppm以下
亜　　　　鉛 50ppm以下 50ppm以下
カ　ドミウム 1ppm以下 1ppm以下
ヒ　　　　素 2ppm以下 2ppm以下
導　　電　　率 900μU／㎞

一
以下

日本水道協会；水道施設設計指針・解説より
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表ll　－2－5　　粒状活性炭の購入仕様例

項　　　目 購入仕様例 摘　　要

粒　　　　　度 8～32メッシュ
（2．362～0．495π鴛）

メチレンブルー
E　　色　　力

　95％以上
P50〆／9以上 100メッシュ

ﾟ分について
ヨウ素吸着力 1，000mg／9以上 同　上
乾　燥　減　量 5％以下

pH 4～11
塩　　化　　物 0．5％以下

鉛 10ppm以下
亜　　　　　鉛 50ppm以下
カ　ド　ミ　ウ　ム 1ppm以下
ヒ　　　　　素 2ppm以下

日本水道協会；水道施設設計指針・解説より

（2）粉末活性炭

　　粉末活性炭処理は、凝集沈澱、炉過等の浄水工程と組み合せて行うもので、応急的

　あるいは短期間使用する場合には経済的であり、また原水水質の変動に伴なって注入率

　を任意に設定しうる利点を有している。その反面、注入作業時における粉じん飛散、漏

　出による黒水のトラブル等を生じPすく、管理上、十分な注意が必要とされる。

　　粉末活性炭は、原水と混合し、被吸着物質を吸着させた後、一部は沈澱池で、残り

は髄池護去するため、接断過鯖法といわれている．猷繊注入都繰的

　に定められることが多い。粉末活性炭も回収再生の方法が開発されているが、水道の浄

　水工程で用いる場合には、通常、回収されず、汚泥として処理される。

（3）粒状活性炭

　　粒状活性炭は、炉材として活性炭を用い、炭層炉過を行うのが通常であり、次の2つ

　の方法がある。

　1）活性炭と炉砂の複層炉過

　2）活性炭のみを炉材とする活性炭炉過

　　1）は、通常の砂炉過池を用いて応急的に異臭味対策として採用されることがあるが、

　逆洗時の活性炭の流出、活性炭層の安定性の欠如等が生じゃすく、恒久的方法としては

　不十分である。このため、2）の活性炭炉過のための専用炉過池（槽）が採用される傾向
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●

■

レ

にあり、最近の活性炭処理の中心はこの活性炭炉過設備である。

2）の活性炭炉過には、

　　ア　固定層式

　　イ　流動層式

があり、通常アの形式が用いられている。通常の急速砂炉過と同様、重力式炉過と、圧

力式炉過（下向流式又は上向流式）がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重力式固定層炉過は、原理的には重力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
表H－2－6　粒状活性炭処理

複層炉過

活性炭炉過

1ゴ：｛
下向流式

上向流式

式急速砂炉過池と同様の機能を有し、大

容量の処理に適している。砂炉過水を粒

状活性炭の炉層を大気圧のもとで通水さ

せるもので、吸着の進行にともなって炉

過抵抗が増大するので逆洗によって懸濁

物質の排除を行うものである。

　圧力式固定層炉過は、鋼板製のタンク

に粒状活性炭を充墳し、加圧状態で炉過し、炉過抵抗が増大したときは、逆洗により、

懸濁物質の険去を行うものである。

　流動層式活性炭炉過は、原水を上昇流で通水することによって粒状活性炭を流動状態

に保ち両者を向流接触させて吸着を行わせる方式である。この方式は、千葉県水道局水

質問題研究会（会長・南部祥一）により、水道用の実験がくり返され、流動床のメリッ

トが確認された。この実験には、石油系ピッチを原料に、熔融成形法により球形とし高

温で炭化、賦活して製造した粒状活性炭が用いられ、形状は真球（平均粒径0、4mm）に

近く、強度が大きく流動性にすぐれている。このように流動床に適した形状の活性炭の

採用によって、固定床方式にともなう閉塞および逆洗を解消することが可能となった。

実験結果のうち、固定床方式との比較に関するものを表皿一2－7にまとめてみた○適

当な粒状活性炭のもとでは、流動床方式の有利性が確認されたといえる。
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表ll－2－7　　固定床と流動床についての実験結果

固定床方式
i高層　2仇） 流動床方式

平常時 24　～　30ppm（D　処理倍量
i活性炭量処理水量）

発臭時 45　～　60ppm
30　ppm

f

（2）水　　頭　　損　　失

炉過抵抗　1週間で4m

P週間に1回以上の逆洗

ｪ必要

　　　　　　、ｷ期間使用してもほとんど

ﾏ化なし

（3）通　　水　　速　　度 S．V．10が適当 L．V．15抱／hが適当

（4｝活性炭の出し入れ 難点あり

スリラー化して行えるので

e易

建設費 215，000万円 165，000万門
⑤　コ　ス　ト

@（38万η£／日） 管理費
74，000万円／年
@　（5．32円／㎡）

31，000万円
i223円／㎡）

旬　千葉県水道局水質問題研究会「原水汚濁等を原因とする水質問題の処理に関する研

　究調査報告書」より作成した。

④再生工程
　　粒状活性炭を用いる処理は、被吸着物質の活性炭への吸着工程と、その付着した物質

　を逆洗等の物理的作用で脱着させる洗浄工程、および、加熱あるいは薬品処理により付

　着物を除去する再生工程からなる。水道においては前2っの工程は浄水場内で行われ、

　再生工程は再生メーカーの手により行われている。

　　再生工程へまわす時期の判定には、未だ確立された計算方式はないため、メチレンブ

　ルー脱色力等によりライフの推定を行ったり、実験室で臭気濃度の除去率の測定を行っ

　たりした上で判定している。

　　活性炭の再生方法として

　　　　加熱再生法

　　　　湿式空気酸化法

一46一



，

レ

レ

，

　　　　薬品再生法

　　　　電解酸素酸化法

　　　　微生物分解法

　などの方法があるが、水道用には、衛生的配慮から700～1000℃　に加熱し、水蒸気

　の存在下で賦活する水蒸気賦活法によるものとしている。

ll　－2－5　活性炭による吸着作用

（1）概　　説

　　活性炭による処理は吸着作用を中心にするものと考えられているが、その理論的解明

　は十分なされておらず、水処理においては実際的考察によって、その効果の判定が行わ

　れている。

　　水処理における吸着プロセスは分子（吸着質）が溶液を離れて、固形質（吸着剤）表

　面に化学的あるいは物理的結合によって定着すると考えることができる。吸着質と吸着

　剤の結合が強固な場合は、プロセスはほとんど必ず非可逆的で、化学的吸着が生じたと

　いう。一方、結合が非常に弱い場合、物理的吸着が生じたといわれ、この場合は吸着質

　の溶液濃度を変えることによって容易に吸着面から除去、すなわち脱着される。したが

　ってこのプロセスは可逆的だといわれる。

　　活性炭の場合は、主として後者の物理的吸着が起っていると考えられ、「吸着」と

　「物理的吸着」は同じ意味に用いられていることも多い。

　　吸着プロセスは、次の3段階に分類されている。

　　1）吸着剤を取りまいている境膜を通っての吸着分子の移動

　　2）多孔質吸着剤の場合は、細孔を通じての拡散

　　3）活性表面における吸着質および活性炭の結束力を含む吸着質の取り込み

　　吸着能力はpH、温度に関係し、臭味除去では酸性側で有効性が強く、フェノール除

　去ではpH8以下がよいと報告されている。

　　以下、水質項目ごとの活性炭処理の特性を実プランでの結果を中心に考察する。

（2）ABS

　　玉川浄水場で昭和36年以降実施されたABSの除去のための活性炭処理の効果につ

　いては図H－2－2のらうな結果が報告されている。ABS濃度（㎎／1）の20倍を
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標準とする粉末活性炭の注入により、沈澱段階までで大略90％以上のABSが除去

された。

　下水処理水についての各種実験でも活性炭処理によりABSはほぼ完全に除去できる

ことが示されている。

図ll－2－2　　活性炭処理によるABSの除去状況

原 水 沈 殿　　水 流 過 水 浄 水
20 40 60 80 20 40　60　80 20　40 60 80 20 40 60 80

i…

多 ；… 112 103 78 110
i手

摩 1£

号

川 呈

：

三

（注）　水高度利用委員会報告（44．3）より

（3）異臭味

　　水道の浄水］二程に活性炭が用い

　られる場合は異臭味対策が通例と

　なっており、オゾン処理と併用し

　て計画される事例も多くなってい

　る。異臭味は、臭い水と俗称され、

　最近における水道水の水質問題の

　中心的課題となっている。

　　異臭味については、測定方法と

　その測定結果の表示に未解決の問

　題が残されている。水道法では、

図H　2－3　多摩川原水ABSに対する活性炭注

　入率（原水ABSを0．5ppmに低減するのに要

　する活性炭量）：東京都

5．0

40

3．0

2．O

LO

O

　　　　　　　　　　　　　　〆　　　　　　　　　　　　　　〆　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　，！　　　　　　 ！！
　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　／　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　ノ

　　　　　／／／
　　　　　ノ　　　　　　　　ノ
　　　　！！／〆〆
　　／z／／
／z／！　　！

10　　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80

　　　活性炭注入量（ppm）

「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く」と規定され、検査方法は

4’0℃ないし50℃にあたためた後、異常な臭気や味があってはならないとしている。

この基準は水質基準に適合しているか否かの判定基準であって、処理効果を表示する
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指標とはなりえない。そこで、希釈水を用いる臭気濃度を用いているが、測定者の個人

差も大きく、指漂としての普遍性に欠ける面があることは否定できない。しかし、人間

の嗅覚はきわめて鋭敏であるので、臭味は未だ計器的測定ではカバーしえない。

　第二に、発臭原因について必ずしも明らかとなっていない状況があり、このため即物

的対応が要求され、実験室での基礎的研究が進められないケースが多い。発臭原因にっ

いては琵琶湖の異臭発生原因について、京都市はStreptomyCes系の放線菌より

代謝されるジェオスミンがその原因物質であることを突きとめた。

　千葉県営水道の水源である印旛沼の原水に発生する臭気は、放線菌が生産した強いカ

ビ臭を発するジェオスミン、ドブ臭を発する2一メチルイソボルネオールおよび芳香臭

を発するフルフラールが同定され、ジェオスミンが主要な異臭源物質の一っであること

は間違いないと判定されている。

　臭気発生に関しては、臭気源物質、発生機序の問題など基礎的な部分の解明が十分と

は言えない状況にあるが、水源水質が清浄であれば異臭味問題は発生しないことから、

異臭味対策の基本は水源の水質保全におくべきであると考えられる。一方、諸外国の動

向を観察すると異臭味問題の歴史は古く、最近は問題が拡大する傾向を示しているので、

わが国も諸外国の進んできたパターンをとることも十分予想されるところである。

　実プラントでの臭気除去の状況を21i　ll　－2－8、表II・－2－9に示す。この京都市の

実例では、粉末活性炭の注入率10～15ppmで50～60％の臭気除去が行われた。

また・粒状活性炭を10・cm敷設した重力式複層炉過池を用いることで約50％の臭気除

去率が安定して得られたとしている。

　この結果、原水の臭気濃度が80程度までは、粉末活性炭と複層炉過の併用によって、

最終的に処理水の臭気濃度を人間が通常感じない値といわれる10～15まで下げるこ

とが可能となっている。この場合の粒状活性炭のライフは平均6ヵ月程度で、処理水量

に対する活性炭使用率は約3．5ppmである。

　阿武隈川を水源とする岩沼市水道は、昭和45年7月以降、「カビ臭」に悩まされ、

47年7月、粒状活性炭によるフィルターを急速炉過後に設置した。

　　　形状寸法　　内径4m×層厚2．5m

　　　形　　式　　堅型圧力式鋼板製、1基
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表一1－2－8　粉末活性炭注入中のTOと除去率

原　　　　　　水 処　　理　　　水 除去率

@％
i平均）

測　定

�@数

　　　　項　目

酷?匇ﾔ 最　大 最　小 平　均 最　大 最　小 平　均

注入率

垂垂香

i平均）

①46．7．10

@　　～7，19

A46．8．16
@　　～8．31

B46．12．25
@　　～47．1．27

40

R3

W0

20

Q2

P3

29

R0

T4

10

P1

R3

566 7922 75

V1

T5
U0

8．9

U．4

X．4

P5．2

91325

4

（注）今川；日本水道協会雑誌485号による

表一ll－2－9　粒状活性炭処理中のTOと除去率

原　　　　　　水 処　　理　　水 除去率％

i平均）

ろ過速度

香^d
測定回数

　　　　項　　目

氏@　別 最　大 最　小 平　均 最　大 最　小 平　均

46年　　　5

@　　　6
@　　　7
@　　　8

30
U0
T0
R0

71388 13

R0
Q3
P8

15

R0
Q5
P5

2755 615129 62
S6
S8
S8

133
P28
P41
P51

17

Q6
P8
P2

（注）　今川；日本水道協会雑誌485号による

　　処理能力　　7，500　mS／日

　　　　　　　ミ戸過速度25m／且

　　　　　　　接触時間6分

　　活性炭　ヤシ殼活性炭、6～20メッシュ

　このフィルターによ’り、原水のTO2，000～6，000、炉過水のTO90～170の

水が、TO20～40に処理された。臭覚限界は60と考えられており、活性炭処理は所

期の効果をあげている。
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（4）重金属類

　　重金属類に対する活性炭処理の効果については、いくつかの実験室レベルの研究報告

　がある。

　　厚生省水質基準策定除去試験研究班の報告から、活性炭処理実験に関する部分を抜粋

　し、とりまとめたものが表ll－2－10である。または表ll　－2－11のとおりである。

表ll－2－10　　重金属等の活性炭吸着

重金属等 除去率 活性炭
Y加量

重金属
Y加量

摘　　　　　　　要

Cd

　　　％

S～17

㎎／z

Q00

れ1～　9

Cd濃度約4㎎／Zの場合、吸着量は0．5～0．6

rCd／200㎎活性炭で、粘土を用いた場合よ

闥痰｢。

Ni 5～　8 200 1～　9 粉末活性炭の方が粒状活性炭より吸着性が高い。

As （70） （一） （0．2）
（Pattersonら）一般には不溶性の状態が

ｽく、濁質除去により除去可能。

Ba ほとんどなし 一 5～10 塩化バリウム、ヨウ化バリウム

Hg 33～85 10～50 1～10

塩化第二水銀、塩化メチル水銀によるもの。

L機水銀化合物は極微量であることが必要で、

ｻのためには大量の活性炭を使用しなければ除

獅ﾅきない。

Se 　 一 一

水中ではSeO2一等の陰イォンで存在するから

ﾙとんど吸着できないと考えられる。

V ほとんどなし 0～50 0．10 水中では陰イオンの形で存在している。

PCB 83～86 1000 0．5～1．0
実験回数が少く、又完全な飽和吸着状態に達し

ﾄいるとは考えにくいので簡単に評価できない。

囲　厚生省水質基準策定除去試験研究班；通常の浄水処理による重金属等汚染物質の除去に関す

　る研究（水道協会雑誌495号、496号（50．12，51．1））から抜粋し、筆者がとりまとめ

　た。

　これから、鉄、マンガン、ヒ素のように自然状態又は前処理によって不溶性の状態

とされたものにっいては相当の効果があり、又無機水銀についても明らかに吸着効果

がみとめられるが、カドミウム、ニッケル、バリウム、セレン、バナジウムにっいて
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表皿一2－11　　鉄、マンガンの活性炭処理（岩沼市）

原　　水 急速炉過水 活性炭炉過水

鉄 0．48 0．10 0．08

マンガン 0，Ol5 0，005 ND

囲　阿武隈川水質調査報告書（昭4712）による。

　は除去効果は期待できない。また有機水銀のように極微量でも毒性上問題とされるもの

　にっいても通常の注入率（10～30ppm）では安全とはいえず、大量の粉末活性炭を

　使用しなければ高度の除去は期待できない。

（5）有機物質等

　　水道水中の有機物質量を示す現行の指標は過マンガン酸カリウム消費量である。これ

　は有機性及び無機性の被酸化物質を含めて測定されるので、過マンガン酸カリウム消費

　量の低下をもって、即有機物質量の低下とみることはできないが、相対的に、かつ総合

　的に評価するうえでは用いうる。

　　東京都玉川浄水場における粉末活性炭の使用例では、80～90％の除去効果を示し

　ている。

　　岩沼市玉崎浄水場の凝集沈澱一急速炉過後の水（4～8ppm）に対する活性炭炉過

　では10～20％の除去にとどまっている。

　　活性炭処理による有機物質の除去については多くの研究がある。とくに下水、廃水処

　理の分野において多い。

　　例えば丹保らはマト．リックスによる都市水代謝の水質評価に関する報告の中で、一般

　家庭下水の活性汚泥処理水を用いた一連の実験において、凝集、沈澱処理によって分子

　量1500以上の溶解性有機成分はほとんど除去されるが、これ以下の低分子量側に対し

　ては有効な除去が期待し難いとし、活性炭吸着処理（固定層）ではこの低分子側の領域

　で紫外部26伽μに大きな吸収を示す有機成分はほとんど除きうるとし、総じて生物処

　理一凝集処理一活性炭吸着処理のプロセスによって、下水性の一般溶解性有機物はほと

　んど完全に近く除去されるとしている。
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図皿一2－4　活性炭処理による過マンガン酸カリウム消費量の除去状況

原　　　　水 沈　　殿　　水 流　　過　　水 浄　　　　水

20　40　60　80 20　40　60　80 20　40　60　80 20　40　60　80
i…

i…

132 120
≡

132 132

豊　年　川

10
：

←
言

……

ザ

i：

i…

≡ 112 110 78 110

多　摩　川

寄
；

…

…

三

稽

14 112 112 112 112
；…

i；

…

二

…

2
1

二

‡…

125 104 107 125
≡
…

二

；

…

1

（注）　水高度利用委員会報告vaよる木曽川は通常処理である。

　また合田博士らは国立公害研究所の一般廃水に関する高度処理の実験の中で、TOD、

SSで表現すればほとんど除去されるとしている。（表ll－2－13）

　また水中に溶解した農楽にっいても相当の除去効果を有することが報告されている。

（表ll　－2－12）

　しかし一方において、合田博士らは紫外吸光度で表示すれば、上記の実験において、

活性炭処理水中には蒸留水にくらべてなお相当量の有機化合物が含まれていることが推
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表ll　－2－12　河水に溶解した農薬の除去

農薬除去率（％） （原水中濃度10ppb）

DDT Lindane Parathion Dieldrin
2，4．5－T

@Ester Endrin

塩素処理（5ppm） ＜10 ＜10 75零 〈10 ＜10 ＜10
凝　集　炉　過 96 〈10 80 55 65 35

活性　炭　処理
粉　　　末5ppm 30 ＞99 75 80 80

10ppm 55 ＞99 85 90 90

20ppm 80 ＞99 92 95 94

粒状炭層0．5gpm　ft3 ＞99 ＞99 ＞99 ＞99 ＞99 ＞99

（注）　RobeckらのLittle　Miami川の河水を用いてパイロットプラント

　　試験結果による。AWWA，57，｛2）（1965）
　　北川ら；活性炭工業（昭和50年6月）

　　＊Parathion以上に毒性の強いParaoxonに酸化された。

表皿一2－13生活廃水の高度処理水質

活性汚泥法 凝集沈殿＋ 逆 浸　　透 装　　置

水質項目
処　理　水 砂炉過水

活性炭処理水
ブレコートフ
Cルター原水 逆浸透原水 逆浸透処理水

伝導度（μて泌π） 220 228 215 230 220 39

pH 7．40 7．10 7．00 6．90 6．80 6．05

蒸発残留物（mg／D 223 176 165 160 162 25

浮遊物（mg／の 58．1 0．8 0．3 0．2 0．0 0．0

T－P　（mg／8） 0，315 0，035 0，022 0，074 0，072 0，032

PO4－P（mg／z） 0，100 0，010 0，009 0，025 0，029 0，009

NH3－N（mg／ど） 0．57 0．38 0．21 0．97 0．76 0．48

NO2－N（mg／ζ） 0，218 0，000 0，000 0，000 0，000

NO3－N（mg／Z） 4．30 2．47 2．27 2．69 2．98 0．98

C「（mg／ど） 16．4 18．3 11．3 13．5 15．5 3．2

Sio2　（mg／ど） 一 一 一 31．2 27．6 6．5

TOD　（mg／ど） 25．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0

＊藻類増殖能 577」 12．5 ll．6 一
0．2 0．0

章クロロフィルa量（μg／t）

（注）　合田、田井；廃水の高度処理と水質の限界、用水と廃水vo1 18，孤9（1976）

一54一



B

，

察されるとしており（図II　－2－5）、また染料分子の活性炭吸着特性に大きな差のあ

ることを指摘し、同様なことが脂肪酸、アミノ酸、糖類などについてもいえるとしてい

る。（表ll・－2－14）

　またZuckermanらは下水中のクロマトグラフ的分子量1200前後あるいはそれ以

上のものは吸着除去されにくいとしているが、北川は高分子物質は吸着速度は小さくな

るが吸着される可能性があり、又吸着に影響を与える要素として分子量、分子径のほか、

溶解度の大小も関係し、一般的には溶解度の小さいものがよく吸着される傾向があると

している。

　活性炭処理法の採択にっいては、北川はその処理効果を上げるためには実際の対照水

にっいて平衡吸着、吸着速度を測定し、粒状活性炭の場合はカラム通水実験の結果をも

とに判定するのが最も当を得た方法であるとしている。また合田らは有機化合物につい

ては極端にいえば一つ一つが固有の吸着特性を有するから、下水処理水のような多種類

の有機化合物を含んでいる場合には、その構成物質について種別、量を同定することが

　　　　　　　　　　　　A
理想であるが、CCE、　ceEのような水処理側と分析側とを結びつける新たな中間指

標を導入して設計の合理化を図る必要があると提言している。

表H－2－14　　染料分子の活性炭吸着特性

S・一・，’／nの・と1／nの値

P

，

染　　料　　名 分子量 k 1／n

メ チルオレン ジ 327 30×10－4 0．10

プリリアントグリーン 483 26×10－2 0．83

ビスマルクブラ ウン 419 46×10－4 0．39

工 オ　　シ　　ン Y 692 12×10－2 0．48

オ レ　ン　ジ 1 350 3．2×10－2 0．47

オ レ　ン　ジ G 452 42×10－4 0．18

ナフトールエローS 412 8．3×10－4 0．20

タ 一　ト　ラ　ジ ン 534 19×10－3 0．47

イ ンジゴカルミ ン 466 3．5×10－4 0．15

フ ロ　キ　シ　ン B 830 28×10－7 0．02

（注）　合川、日井、須藤；染料に対する活性炭吸着特性

　　第27回全国水道研究発表会（1976）
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図皿一2－5　　高度処理水の紫外吸光度
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プレコートフィルター原水（5倍希釈）

逆浸透原水（5倍希釈）
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プレコートフィルター原水（5倍稀釈）
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　300
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400

4

囲　合田、田井；廃水の高度心理と水質の限界、用水

　と廃水Vol　18，ma　9（1976）

ll－2－4　USEPAの合成有機化学物質の除去のための活性炭処理の義務づけ

　USEPAは53年2月9日にSafe　DrinkingWater　Actに基づくNatio－

nal　Interium　Primary　DrinkingWater　Regulationを一部改正して、

トリハロメタンの最大許容濃度を設定するとともに、飲料水中の有機化学物質を除去する

ための処理基準として、粒状活性炭処理を義務づけることを公表した。（この改正案に対

し5月31日までに意見の申立てを受付け、最終的な規定を6ヵ月以内に出す予定。）

　前段はさておき、粒状活性炭処理については、当面給水人口が7万5千人を超える水道

に現在の浄水システムに粒状活性炭処理を付加することを義務づけ、将来は粒状活性炭の

使用や代替の消毒剤にっいての運転P技術面での経験がさらに積まれれば、その適用範囲

を拡大することとしている。

この粒状活性pm理媚的は・飲料水中にク゜°ホノレム 奄№ﾇのトリハ゜メタンや・亙

有機化学物質が存在すれば、人の健康に悪影響を及ぼす可能性があるという認識に基づく
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ものであり、予防的にこれら有機化学物質を最大限減少させようとするものである。

　ここで人工有機化学物質は、工業、農業などの人間活動に基因するものといい、天然の

有機化学物質P水処理の副生成物として混入する物質以外のものとしている。

　すなわちEPAが行った全国監視調査では、①ハロゲン化脂肪族炭化水素及びハロゲン

化芳香族炭化水素（四塩化炭素、ジク・・エタン、塩化ビニル、ク・・ベンゼン）、②農薬

ではデルドリン、リンデン、③芳香族ではベンゼン、トルエン、スチレン、④多環芳香族

ではフルオランセン、⑤窒素化合物ではアニリン、ニトロベンゼン、⑥エステルではフ

タル酸ジブチルなどを検出している。平均濃度は数ppbレベルで、最も多く検出されたのは

ペンタクロロフェノール、ジクロロベンゼン及びトリクロロエチレンであったとしている。

　一方国立科学アカデミーは、ある水道水中に発がん性物質または発がん作用をもつおそ

れのある物質22種を同定したと報告している。物質の発がん性については議論が別れる

点が多いが、この報告では、①動物に対して発がん性をもつ多くの化学物質は、人に対し

ても発がん性をもつものが多い。②発がん性物質については安全濃度は存在せず、腫瘍出

現率は投与量に直接比例する。③飲料水中の人工有機化学物質の濃度は一般にppbレベル

以下であるが、生涯摂取した場合の影響が憂慮されている。④物質問の相乗作用による危

険の増大もありうるとしている。

　今回のEPAの予定する措置（活性炭処理）は、このような微量有機化学物質の存在に

よる人体影響が医学的に否定し切れないことを背景とし、また水道サイドとしてこれら多

様な物質の同定P日常的な監視が不可能であることから、予防的にこれら有機化学物質を

最大限に減少させようとするものである。

　次に人工有機化学物質の処理方法にっいては、すべての人工有機化学物質の濃度を日常

的に測定することが不可能であるので、処理水中の最大許容濃度は設定せず、処理方法の

みが規定された。

　処理方法にっいては、活性炭吸着、樹脂吸着、ばっ気等が検討されたが、粒状活性炭の使

用がこれらの中の最も効果的で、適用範囲の広い方法であるとして、粒状活性炭のみを指

定したとしている。

　粒状活性炭処理設備の設計の目標として、連続3回の試験結果の平均値が次の3条件に

適合するよう、活性炭の種類、接触時間及び再生頻度を定めるものとしている。すなわち、
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　1）処理水中の揮発性有機ハロゲン化合物（トリハロメタンを除く）の濃度がO．　5

　　μg／L以下であること。

　2）新しい粒状活性炭によるTOC除去率は50％を超えること。

　3）処理水のTOC値は、新しい粒状活性炭を使用した時のTOC値を0．5㎎／L以上

　　は超えないこと。

　1）の条件は、パージ・トラソプ法で測定される揮発性有機ハロゲン化合物は、他の分子量

の大きい化合物より早く粒状活性炭層を通過する傾向があること、飲料水から普遍的に検

出される工業化成品であること、他のより検出しにくい有害物質の存芒1を標示しうること、

このグループに族する四塩化炭素Pトリクロロエタンなどは発がん性物質であることが確

認されていることから代表指標とされ、又O．　5μg／Lは運転上の基準として選定し、新

しい活性炭を用いて適当な接触時間を与えればこの値以下にすることができると解説して

いる。また多くの場合、活性炭の再生頻度は数ケ月運転毎に1回以上と推定されるが、設

計上は3週間に1回再生するよう示嵯している。

　2）、3）の条件は、揮発性有機化学物質を含むおそれの少ない水源による水道に対するも

のである。TOCはそのほとんどすべてが有害性はないと考えられる天然の高分f化合物

に由来するので、TOCのみで基準を示すことは適当ではない。しかしTOCがかなりの

量通過する場合には、粒状活性炭の能力が飽和して有害な人工有機化学物質の一’部は除去

できなくなる。活性炭再生の目安を与えるものである。2）の条件を充たすことは容易であ

り、むしろ3）の条件に意味がある。

　以上の設計条件に基づき原水水質に対応してケースバイケースに設計仕様が作られ、E

PA又は州政府による認可によって決められる。

　なお粒状活性炭以外O．処理技術については、人工有機化学物質の除去効率が同等以上で

あることが証明されれば、代替処理技術として認められる。

　また原水水質からみてこのような処理をしなくても人の健康に影響がないことが証明さ

れれば例外的に適用除外される。

　この規則には発効後3年半の猶予期間が与えられている。設計と建設の期間である。

ll　－2－5　　行政技術上の所見

　現在わが国上水道における活性炭処理は、前述のように生物又は化学物質に基因する異
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臭味除去を目的としたものが大部分であり、一部にABS除去のために行われている。一

般に異臭味問題は、生物的原因によるものは季節的に、化学的原因によるものは事故的に

発生し、又ABSによる発泡問題も渇水期等に発生するから、緊急、臨時的措置であると

いう認識と、発生頻度あるいは継続日数が少ない場合には経済的であるという理由で、粉

末活性炭注入法による間褐処理が主流をなしている。このような実態は対処療法として当然

に必要であり、かつ経済的であるから一応の合理性を有する。

　しかしながら現状では、日常の水質検査では多くの場合事後になり、あるいは塩素注入

後に異臭物質化するものもあることから、事一
多くの場合、脹酷情で親』！その措置をとっ坤例紗くない．（53

年琵琶湖赤潮一大津市等）　このような突発事故に対して各浄水場での監視の強化、及び

流域ごとに関係水道事業者、河川管理者、公害行政担当者等で構成する水質汚濁連絡協議

会を組織し、相互の情報交換等による監視強化により、事故の早期発見体制がとられてい

る例もあるが、この場合でもL流部の水道ではこの組織による受益は少ない。

　また粉末活性炭注入が応急措置であることから注入設備そのものが簡易で活性炭取扱い

者の労働条件がよくないという例もある。設備改善によりある程度対応できようが、問題

は残る。

　このように事故発生一粉末活性炭注入方式のみでは、何よりも異臭水が供給される危惧

があることから不十分で、再検討が必要であると考えるが、これに加えて筆者は次の観点

から活性炭処理法を見直すべきことを強調したい。

　すなわち水道水源には生活排水P産業排水から有機・無機の化学物質P生物が不可避的

に排出され、一部の河川ではその汚濁度も高く、質も多様である。このうち懸濁

性成分にっいては通常の廃水処理で相当部分が険去されるが、俗解性成分の除去は困難

であるから今後下水処理の整備が進んでも問題が残る。これらの廃水が排出される河川水

中には、前述のUSEPAの全国有機物質監視調査において多くの人1有機化合物を同定

しているように、多種類の有機化合物を含有している（参考資料A）。その中には、US

EPAのいうように発がん性物質とされている四塩化炭素なども含まれ、又これら物質の

相乗作用も否定されていないとしている。

　また筆者らの調査でも浄水場における塩素処理の結果、有機化合物と塩素とが結合して
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トリどロメタンが数ppbから数10ppmレベルで生成されることを認めており（参考資料B）

又、処理過程中のトリハロメタンの生成も認められている（表ll・－2－15）。これらの

物質が生物に対して毒性が高いことはよく知られているところである。

　このように水中の微量な主として溶解性の有機化合物は不可避的に供給され、かっこれ

ら有機化合物のすべてを同定することは不可能であり、日常の監視はできないことを考慮

すれば、USEPAが主要水道に対して活性炭炉過の設置義務を課することとしたように、

これら物質に対する連続的な浄水機能を保持する必要があるような印象をうける。

　以上のように異臭問題は不測的に発生すること、人工有機化合物等の微量の有機化合物

の有害性について不安があり、かつこれらを固定し、日常監視できないことから、予防的

に常時活性炭処理を行なうことが適当と考えるものである。これに要する費用は、京都市

の各浄水場が炉過砂層上に10・cm厚さに活性炭層を設けているほか、異常時に対応して粉

末活性炭を貯留しているような例で薬品費にして1．2円／M3（51年度は異臭発生が少な

‘

表ll－2－15　柴島浄水場1系における処理過程中のトリハロメタン

塩素注入後痔間 遊離塩素 残留塩素
クロロホルム

ippb）
CHCL2　Br
iμV・S×10う

CHCZBr2
iμV・S×103）

原　　　　　　水 0　（分） 0 0 0．5
一 一

塩素注入直後 1　　〃 2．0 2．4 11．9 31
一

硫酸ばんど注入前 6　　〃 1．8 2．4 15．9 49
｝

硫酸ぽんど注入後 7　　〃 1．6 1．8 16．1 50 一

混和池中央 35　　　〃 1．6 1．8 19．5 80 3

混和池　出　口 60　　　〃 14 1．6 21．6 102 4

沈でん池入口 80　　〃 0．75 0．85 33．1 167 9

第　1整流壁 L5（時） 0．50 0．60 32．5 187 16

第　2整流壁 2．5　〃 0．45 0．55 39．1 219 15

沈でん池出口 3．5　　〃 0」5 0．25 43．5 231 16

ろ　　　過　　　水 4．2　〃 0．35 0．45 44．5 268 23

浄　水　当　日 14　　　〃 1．0 1ユ 46．9 272 18

浄水　2　日　目 38　　〃 一 一
73．9 309 21

浄水　4　日　目 86　　　〃 一 一 79．5 352 21

浄水　7　日　目 158　　　” 一 一 85．8 603 32

旬　ヘッドスペース分析法（20℃）：測定条件A

　　原水濁度28度、色度36度：前塩素注入率4．6～6．2ppm、後塩素注入率0．2～1．2ppm

　　梶野；水道協会雑誌514号（和52．7）
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く0．54円／㎡）、岩沼市は活性炭フィルターを別途に設置しているが、この場合薬品費

として約3円／MS（新炭、47年度）、施設の減価償却費及び電力費等を加えて3．5～4

円／MS（同）としており、給水原価が全国平均80円（51年）となっていることからみ

れば著しく大きいものとはいえない。

　以上のような観点から行政上活性炭処理を強制することが必要であると考えるものであ

り、そのための技術基準が必要である。

　USEPAは7．5万人以上の水道に原則として粒状活性炭炉過（次の条件に適合するも

の、又はこれと同様の効果を有する他の方法を含む）の設置を規定している。

　1）処理水中の揮発性有機ハロゲン化合物（トリハロメタンを除く）の濃度が0．5μg

　　／Z以下であること。

　2）新しい粒状活性炭によるTOC除去率は50％を超えること。

　3）処理水のTOC値は新しい粒状活性炭を用いた時のTOC値を0．5㎎／L以上は超

　　えないこと。

　USEPAのとったこのような措置について、その行政的決断とそれに至るまでの一連

の基礎的な調査研究成果については敬意と評価を与えるが、その技術的基準を考える場合

次のような観点から行うことを主張したい。すなわち結論的にいえば活性炭処理の浄化機

能とリンクするような指標、例えばCCEなどを用いて、これがある水準以上の場合に活

性炭炉過を義務づけるような方策の方が合理性があるように見える。

　合田博士らは水処理側と分析側を結びっける新指標の導入の必要性を提唱し、活性炭処

理については、標準として白サギ活性炭のある粒度のものを選び、それにある状態で吸着

される割合を新しい水質評価因子とし、例えば米国等で用いられているCCE、　CAEな

どはその一例であると述べている。

　いいかえれば筆者としては、例えばCCEのような水質表示と浄水機能とが合理的に結

びつく指標を用いて、これがある水準以上の場合に、活性炭処理を義務づけるような措置

をとることが適当と考えるものである。今後このような方向で、その効用と意義を確認す

るための基礎的な調査研究を進め、具体的な設置条件、操作法などの技術上の基準化を図

るべきことを強調したい。
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（参考資料A）

CHEM工CAI、　INDICATORS　OF　INDUSTR工AI、　CONTAMINATION

工NDUSTRIAL　CHEMICALS PESTICIDES

　　Benzene
　　Bi8　（2・－chloroethyl）ether

　　Bi8　（2－chloroi80propy）ether

　　Bromobenzene
　　4－Brom◎phenylphenyl　ether
　　Carbon　tetrachloride
　　Chlorinated　Naphthalenes
　　Chlorobenzene
　　4－Chlorophenylphenyl　ether
　　Chlorophenols
　　2－Chlorovinyl　ether
（）Dichorobenzenes

　　Diehlorodifluoromethane
　　1，1－Dichloroethane

　　1，2－Dichloroethane
　　1，1－Dichloroethene

　　1，2－Dichloroethene

　　Dichloromethane
　　1，2－Dichloropropane
　　1，3－Dichloropropene

　　Dinitrotoluenes
　　Ethylbenzene
　　Hexachlorobenzene
　　Hexachlorobutadiene
　　Hexachlorocyelopentadiene
　Hexaehloroethane
　Nitrobenzene
　Phthalate　ester8
　Polychlorinated　biphenyls
　Propylbenzene　　　　　　　　　，

　　Styrene
　　1，1，2，2－Tetraehloroethane

　Tetrachloroethylene
　　Toluene
OTrichlorobenzenes
　　1，1，1－Trichloroethane
　　1，1，．2－TrichlorQethane

　Trichloroethylene
　Trichlorofluoromethane
　Vinyl　Chloride
　Xylene8

　Aldrin
　Atrazine
　Chlordane
　DDD，　DDE，　DDT

　Dieldrin
　Endrin
　Heptachlor
　Heptachlor　epoxide
　Kepone
　Lindane　and　Hexachlorocyclohexanes
OPentachlorophenol

　Toxaphene

POLYNUCLEAR　AROMATIC　HYDROCARBONS

3，4　Benz◎fluoranthene
1，12　Benzoperylene
11，12　Benzofluoranthene　（Benzo（K）
　　Fluoranthene）

Benz。（a）pyrene
Fluoranthene
工ndeno（1，2，3－cd）pyrene

1

1）USEPA、National　InteriumPrimary　DrinkingWater　R　egulation
　　（1978年2月）による月1回検査義務項目

2）○は全国有機物質監視調査において数ppbレベルで最も広く検出されたと指摘している

項目
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（参考資料B）

表B－1　朝霞浄水場原水の塩素処理による低沸点有機塩素化合物の生成

塩素注入量 8　ppm 9　ppm 10ppm

塩素接触時間
@（hr）

1 24 1 24 1 24

遊離型残留塩素
@（ppm）

1．0 0．7 2．0 L　3 3．0 2．0

1 7　1 16．7 10．1 18．2 10．8 18．4CHCZ3

ｪ定値
ippb）

2 7　1 16．7 10．1 17　5 10．8 20．6

3 8．0 16．7 10．7 16．7 10．1 19．1

平　均（ppb） 7　4 16．7 10．3 17　5 10．6 19．4

塩素注入量 8　ppm 9　ppm 10ppm

塩素接触時間
@（hr）

1 24 1 24 1 24

遊離型残留塩素
@（ppm）

1．0 0　7 2．0 1．3 3．0 2　0

1 1．5 4　7 2　5 5．4 3．2 5．6CHCZ2　Br

ｪ定値
@（ppb）

2 L　7 4　8 2　5 5　1 3．3 5．4

3 1．6 4．7 2．6 5．　1 3．2 5．6

平　均（ppb） 1．6 4．7 2．5 5．2 3．2 5．5

塩素注入量 8　ppm 9　ppm 10ppm

塩素接触時間
@（hr）

1 24 1 24 1 24

遊離型残留塩素
@（ppm）

1．0 0．7 2．0 1　3 3　0 2　0

ll，L2

1 0．6 2．8 0．7 3．9 0．9 3　81．1．1，2

bH2CZCCZ2

ｪ定値
@（ppb）

2 0．6 3．0 0．7 3．7 0．9 3．9

3 0．6 2　9 0．8 3．7 0．9 3．9

平　均（ppb） 0．6 2　9 0．7 3．8 0．9 3　9

闇　分析機関；国立公衆衛生院
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表B－2　各原水の塩素処理により

塩素注人量 塩素処理 遊離型
塩素処理による

試料採取地

?@　　系
供試水

（ppm）
時　　間
ihr）

残留塩素
ippm） CHCム

1．1．1

bH3CCム CCム

原　水 0
｝ 一

0 0 0

小雀浄水場

〃 5．0 1 1．5 4．0 0．08 0，003

相模川系
〃 5．0 24 1．0 6．0 0．07 0，003

原　水 0
｝ ｝

0 0．03 0

西谷浄水場

〃 2．0 1 1．6 2．8 0．03 0，002

相模湖系
〃 2．0 24 1．2 3．7 0．04 0，002

原　水 0
一 一 0　4 0．05 0，004

西谷浄水場

〃 1．5 1 1．1 2．5 0．03 0，033

道志川系
〃 1．5 24 0．9 3．3 0．04 0，010

原　水 0
　 一

0 0．26 0

長沢浄水場

〃 3．0 1 1．2 2．5 0．17 0，002

相模湖系
〃 3．0 24 0．8 3．3 0．14 0，002

原　水 0
　 一

0 0．71 0

生田浄水場

第二着水井 〃 2．0 1 1．7 1．7 0．32 0，001

地　下　水
〃 2．0 24 1．1 1．4 0．25 0，003

原　水 0
一 一

0 1．72 0，058
砧浄水場

〃 1．5 1 0．9 9．0 0．51 0，016

伏流水
〃 1．5 24 0．7 9．3 0．49 0，008

原　水 0
一 一 一 0．53 0

多摩川表流水

％希釈水 11．0
1 1．2 14．0 0．44 0，012

二子橋付近
〃 11．0 24 0．8 14．8 0．32 0，012
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生成される低沸点有機塩素化合物

低沸点有機塩素化合物の生成量（ppb）

CHCZ
@＝CCZ2

CHCムB　r
CCZ2
@＝CCム

1・1・1．2CH2

bZCCム
CHCZBr2 CHB　r3

T．T．H．M

iμ9／’L）

T．T．H．M

iμM／Z）

0．5

O．5

O．5

00．91．2 0．04

O．09

O．07

0．2

O．3

O．6

0．15

O0

000

　　一

S．9

V．2

0，039

O，057

000．05 00．40．7 00．030．03 0．2

O．2

O．2

000 000

　　一

R．2

S．4

　　一

Z，025

O，035

0．05

O．15

O．20

0．01

O．12

O．60

0．06

O．05

O．06

000 000 000

　　　

Q．62

R．9

　　一

Z，022

O，032

0．50

O．45

O．35

00．480．76 00．050．04 0．2

O．1

O．1

000 000

　　一

Q．98

S．06

　　一

Z，024

O，033

1．45

O．50

O．45

00．400．66 0．87

O．33

O．24

01．01．9

0．15

O．05

O

00．30．9

　　』

Q．15

Q．96

　　『

O，016

O，016

　　0．55

ﾌ　　0，20

@　0．20

00．280．52 2．74

P．73

P．50

00．71．3 000

000．3
　　一

@9．28

P0．12

　　｝

O，077

O，081

0．80

O．60

O．40

01．843．04

1．75

O．88

O．68

02．02．4 000 000

　　　

P5．84

P．7　84

　　　一

Z，128

O，143
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試料採取地 塩素注入量 塩素処理 遊離型 塩素処理による

水　　　系
供試水

（ppm）
時　　間
ippm）

残留塩素
ippm） CHCム

1．1．1

bH3　CCム CCム

原　　水 0 一 一
0 0 0

霞　ケ　浦

表　層　水 〃 4．0
1 1．1 2．4 0 0，014

潮　　　来
〃 4．0 24 0．7 3．4 0 0，Ol4

原　水 0
一 一

0 0 0

霞　ケ　浦

表　層　水 〃 3．0
1 1．3 0．6 0 0

牛　　　堀
〃 3．0 24 0．8 2．0 0 0

原　水 0
一 一

0 0 0

北　海　道

石狩泥炭地水 〃 2．4 1 1．4 36．7 0 0，042

角　　　山
〃 2．4 24 0．9 38．1 0 0，068

⑰　1）分析機関；国立公衆衛生院

　2）T．T．H．MはTotal　Tri－Malo－Methane＝CHCZ．，＋CHC；e．　2　B　r十CHCLBr2

参考　水道水から検出された

試料採取地 採取年月日 CHCム
1．1．l

bH3CCム
CCム

CHCZ

@＝CCL2

浅香山浄水場
求@　　水　　　栓

53．1．24
9． 0．16 0，086 0

北海道江別市
]北浄水場給水栓

53．1．22 15．5
0 0，103 0

国立公衆衛生院
求@　　水　　　栓

52．1．30 9．2
0 0，170 0．3
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‘

，

低沸点有機塩素化合物の生成量（ppb）

CHcZ＝CCZ2 CHCZ2Br ㏄ム
@＝CCZ2

1．H．2　CH2

bZCCム
CHCZB　r2 CHBr3

T．T．H．M

iμ9／tL）

T．T．H．M

iμM／Z）

02．84．3 00．10．1 02．34．0
000 000

　一

T．2

V　7

　　一

Z，034

O，054

02．33．6 000．4 01．52．8
000 000

　一

Q．9

T．6

　　　

O，Ol9

O，039

05．05．7 00．050．27
000 〇一一 0・一一

　　一

S1．7

S3．8

　　　

O，338

O，354

十CHBr3

低沸点難機塩素化合物

（単位：ppb）

CHCZ
@　＝Br

CCZ2

@；CCZ2

　1．1、1．2

bH2CLCCL2 CHCZB　r2 CHBr3

2．08 0．64 0
一 一

2．94 0．15 0．6 一 一

6．9 1．19 2．6 一 一
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　　第3節浄水場排水・汚泥の処理・処分の現状と今後の課題

　水質汚濁防止法施行令の改正により、浄水能力1万mS／日以上の浄水場の「沈でん施設」

及び「ろ過施設」が「特定施設」として指定され、これらの施設を備えた浄水場からの排

出水は、当該水域にかかる排水基準を守らなければならなくなつた。そのため、沈澱池

に堆せきしたスラッジP炉過池の洗浄排水を主体とする浄水場排水をそのまま河川等に放

流することができなくなり、何らかの処理を行うことによって排水基準をクリヤーしなけ

ればならず、ここに新たな浄水場排水処理の問題が生じた。

　わが国における浄水場の排水処理に関する技術の歴史は極めて浅く、実施設規模ではわ

ずか十数年に過ぎない。

　即ち、排水処理施設としての脱水施設が設置されたのは、昭和39年、東京都東村山浄

水場が最初のものである。この場合は、浄水場の立地条件から、浄水場排水を放流する河

川が小河川のため河川管理者から放流を禁止され止むなく排水処理を行うこととなったも

のである。当時考えられる各種の脱水方式が検討され結局、硫酸処理→濃縮→石灰処理→

真空炉過機による脱水という方式が採用された。

　その後、加圧炉過ue“〈）造粒脱水機の開発、更に乾燥処理、焼成処理など機械による脱水

技術の開発が進められてきた。

　スラソジの濃縮性の向上や脱水性の改善のための前処理法に関する研究も進められ、高

分子凝集剤の適用等実用化されたものもある。一方、当初有効と考えられた前処理法も、

運転管理上からの問題が顕在化し、採用例が少なくなったものもある。

　現在採用されている主な処理方式は次のとおりである。

　　図皿一3－1　脱水前処理と脱水機の組み合わせ

無 薬 注

真空ら過機

酸 処 理 凍結処理
加圧ち遇機

凝集処理 農頃そち 石灰処理

遠心分離機

そ の 他 凝集処理

造粒脱水機

そ　の　他

濃縮前処理　　　　濃　　　　縮 脱水前処理　　　脱　水　機 囲　日本水道協会；水道施設設計

　指針・解説による。
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表皿一3－1　前　処　理　方　式　の　特　性

酸　　処　　理 石　灰　処　理 高分子凝集剤処理 アルカリ処理 熱　　処　　理 凍結触解処理

使　用　薬　品 硫　　　　　酸
消　　石　　灰

ｶ　　石　　灰
高分子凝集剤 カセイソー　ダ 一 一

脱水性の向上 一 大 大
一

　　中
i有機性スラッ

Wの場合）

大

脱　水　機　　種 一

真空ら過加　圧　ろ．過加圧圧搾ろ過

遠　心　分離

｢　粒　脱　水 一
真空ろ過
刀@心　分　離

真空ち過
刀@心　分　離
ﾁ圧　ち　過

脱水ろ液等の性状
おおむね清澄

垂g低い

清　　　　　澄　←pH高い

清　　　　　　澄

uｪ子凝集剤残留

おおむね清澄　←pH品い

不　　　　　良 良　　　　　好

脱水ろ液等の処理

再生ばんどとし

ﾄ再利用又は

垂g調整後河川

坥ｬ

アルカリ剤とし

ﾄ利用又はpH
ｲ整後返送か河

?坥ｬ

濃縮そうへ返送

Z縮そう上澄水は

ﾍ川放流

アルカリ剤とし

ﾄ利用又はpH
ｲ整後返送か河

?坥ｬ

排水池等へ返送
原水として再利

p又は河川放流

ケーキの力学的性

ｿ（無処理と比較

ｵて）

不　　　　　良 良　　　　　好 良　　　　　　好 不　　　　　良 普　　　　　通 良　　　　　好

固形物量の増減 減　　　　　少 増加（1卜50％） 不　　　　　　変 減　　　　　少 不　　　　　変 不　　　　　変

処分上の問題点 pH低い pH高い 高分子凝集剤を含有 pH高い

注）酸処理は、濃縮前処理であって石灰処理等と組み合bせて使用される。また、アルカリ処理、熱処理は今のところ実用

　化されていない。（厚生省：浄水場排水処理施設の手引き、昭和48年5月を一部修正）

　　水道施設設計指針・解説（1977）

表ll－3－2各種脱水機の特性

真　空　釦　過　機
加　　圧　　ヂ　　過　　機

加　圧　ヂ　過　機 加圧・圧搾炉過機
遠　心　分　離　機 造　粒　脱　水　機

使用されている形式 ベルト形が多用され

ﾄいる
横　　　　　　　形 縦　　　　　　　形

｡　　　　　　　形
デカンター形が一般
Iである ド　ラ　　ム　　形

脱　　水　　機　　構

減　　圧　　㌍　過（－03～0．6

@　　　k9／㎝2）

給でい圧力（5～6
s／㎝2によるポ
ﾟ）

　・・汲ﾅい圧力（3～5
s／㎝うと圧搾（lo～15㎏／〔m2）によ

髦F過

遠心分離による周液
ｪ離（150〔ト300｛〕

f）

凝結Lたスラソンの
d力による水の分離

　　．・求@で　い　方　法 連　　　　　　　続 間　　　　　　　欠 間　　　　　　　欠 連　　　　　　　続 連　　　　　　　続

適用比抵抗値 109－11m．旬 lol°－Um承9 loは二13m佃 一 ．1．

脱水面積当たりの処
摧¥力

大
　　　小
E水面積を大きくす
驍ｱとで対処

中 大 人

前　　　処　　　理
石灰

_処理後石灰
?距Z解

石灰、酸処理後石灰
i高分子凝集剤）

石灰、酸処理後石灰
i高分子凝集剤）

高分子凝集剤
?距Z解

高分子凝集剤
i水ガラスを加える
鼾№烽?驕j

ケーキ含水率 60～80％ 55～70％ 45～65％ 60～80％ 65～80％

分離液の性状 おおむね清澄 清　　　　　　澄 やや不良 前処理いかんκよる 清　　　　　　　澄
uｪ子凝集剤残留

そ　　　の　　　他
スラッジ性状による
e響大

スラ・ジ性状によっ
ﾄは前処理を必要と
ｵない場合もある

乾燥、焼成の工程が
K要の場合もある

スラッジ濃度が低く
ﾄも使用できる。
｣燥、焼成の工程が
K要の場合もある。

注）　含水率については．ケーキ性状がそれぞれ異なるので、いちがいに数値だけで優劣をきめられない。

　　（和田ほか：施設計画、水道協会雑誌　昭和48年7月を一一部修11．）

　　水道施設設計指針・解説
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H－5－1　排水処理の現状と問題点

（1）排水処理方式

　　浄水場の排水処理とそれに伴うスラソジの脱水処理技術は、実施設としては十数年の

　歴史しかない。そのため処理技術はもちろんのこと、それに関連する理論体系も未だ確

　立されていないのが現状である。

　　このような現状下にあって、法律により一定規模以上の浄水場は排水処理施設の設置

　を義務づけられたわけであるが、その計画、設計の指針となるものは、厚生省がまとめ

　た「浄水場排水処理の手引き」（昭和47年）及び日本水道協会が作成した「浄水場排

　水処理施設設計指針解説」（昭和50年）であった。

　　水質汚濁防止法に基づく排水規制が、浄水場からの排出水に課せられ（新設は昭和

　51年6月1日、既設浄水場は昭和52年6月1日）てから、少くとも半年余を経過し

　た現在、未だ整備の遅れている浄水場も見うけられる。

　　昭和52年の厚生省調査によれば、浄水場の規模別の排水処理方式は表ll　－3－3の

　とおりである。

　　　　　　　　　　表H－3－3浄水場規模別排水処埋方式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生省調査（昭52）

　　　規　模
?摯緖ｮ

1万㎡／日以下 1～5励／日 5～10万㎡／日 1〔ト50万ら〆日 50万沈シ日以止 計

ヵ所数 比率 ヵ所数 比率 ヵ所数 比率 ヵ所数 比率 ヵ所数 比率 ヵ所数 比率

自然乾燥方式

@械脱水方式

@真空炉過

@加圧炉過

@遠心分離

@造粒脱水

�ｩ己処理方式

@他の浄水場へ

@下水放流

ｻ．の　他

　％
i50）

i36）

i21）

i14）

i7）

i7）

i7）

94

i73）

V6

i44）

19

i15）

R5

i20）

　％
i15）

i74）

i2）

i57）

i5）

i10）

i10）

i5）

i5）

i2）

13

i8）

　％

i100）

i8）

i76）

i16）

128

i100）

P72

i100）

P0

i100）

撃撃P

i100）

R9

i100）

P2

i100）

R7

i100）

Q2

i100）

@15
i100）

@26
i100）

計
14

i4）

（100 218

i60）

（100） 60

i17）

（100） 58

i16）

（100） 13

i4）

（100） 363

i100）

（100）
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　　全体でみると、機械脱水方式を採用している例が最も多く（47％）、次いで自然乾

　燥方式となっている。機械脱水方式の内訳では、加圧炉過方式によるものが圧倒的に多

　く（機械脱水方式中の65％）、次いで遠心分離、造粒脱水、真空炉過の順となってい

　る。これをみても、脱水ケーキの含水率が低くなる方式の採用例が多く、わが国で最初

　に用いられた真空炉過が現在ではあまり用いられていないことが判る。

　　また、他の浄水場と共同で処理したり、下水道に放流したりして当該浄水場で処理を

　行っていない浄水場も全体の10％を占めている。

　　次に浄水場の規模と排水処理の関係をみてみると次の様な特徴がある。

　　この調査の対象となった浄水場では、1万M3／日～5万M3／日の規模のものが全体の

　60％と最も多くなっている。

　　自然乾燥方式は、1万mS／日～5万mS／日の浄水場が最も多いが、5万M3／日～50

　万M3／日の規模のところでもかなり採用されている。そのうち真空戸過は1万MS／日～

　5万M3／日が最も多く、加圧炉過は浄水場の規模にかかわりなく採り入れられている。

　遠心分離は5万m3／日以下で大部分を占めているが、造粒脱水は10万mS／日以上の大

　規模浄水場で多く採用されている。

　　非自己処理方式は、5万mS／日以下の浄水場で行われている例が多い。

　　以Lのことから概括すると、

　①　5万㎡／日以下の中小規模浄水易では、自然乾燥方式と機械脱水方式はほぼ同様に

　　採用されており、共同処理P下水放流を行っているものも多い。

②5万M3／日～50万MS／日の比較的規模の大きな浄水場では、機械脱水方式を採っ

　　ているものが圧倒的に多い。

　③　50万M3／日以上の大規模浄水場ではすべて機械脱水方式を採用している。

（2）排水処理に関する問題点

　1）スラソジの量と質

　　　排水処理の対象となるものは：①沈澱池から排出されるスラッジ（以下、沈澱ス

　　ラソジという）、②炉過池の洗浄排水、③炉過炉過池の削り砂の洗砂排水、④排水

　　処理施設からの排水、⑤浄水場内で発生する雑排水などである。

　　　このうち沈澱スラッジは、SS量が最も多く、河川放流等に支障を来たすため脱
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水施設等による処理の対象となる。

　炉過池の洗浄排水は、水源事情の良好な所を除き、着水井等に返送されて循環利用

される例が多い。排水処理の対象とする場合でも沈降分離されたスラッジのみの場合

が一般的である。

　緩速炉過池の削り砂の洗砂排水量が少ないため、それ程問題にはならないが、東京

都砧浄水場の場合には、造粒脱水を行った後自然乾燥を行っている。

　排水処理の対象となるスラッジは、浄水処理によって除去されるSS量が主体とな

る。そのため原水中のSS量の把握は欠くことができないが、原水中のSS量を測定

している例は少なく、濁度からSS量を推定している場合が殆んどである。

　一般に、薬品沈澱方式を採用し、凝集剤として液体硫酸ばんどを使用した場合の

スラッジ量は次式によって算定される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2AZ．（OH）3の分子量
　S＝Q×（α（T－t）＋fi．d．m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）×10－6
　　　　　　　　　　　　　　　　Ae．csq，＞i・t8ff・Dの4＞S1

　ここにS：スラッジの乾燥重量

　　　　α：係数

　　　　T：原水濁度

　　　　t：沈澱水濁度

　　　　β：硫酸ばんど注入率

　　　　d：　　〃　　の比重

　　　　m：　　〃　　の濃度

　実際に浄水場で使っているスラッジ量の推定方法を例示すると表ll－3－4のとお

りである。

　　　　　　　　表皿一3－4　スラッジ量の推定方法

係数一定型　　　α

（s＝aT）　　1．0

　　　　　　　1．2

浄水場名

呉、大久保（埼玉県）

犬山・大谷（愛知県）

阿賀野川　　（新潟　）
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t

係数変動型

（s＝α”T）

1．3

1．4

1，5

1．7

乙金（福岡）、ツバメ

新津

村野、庭窪（大阪府）、宇治（京都）

豊野（大阪市）

　　　季節
@　浄水T　　　　　　場 5月～10月 11月～4月

柴　島 庭　窪 柴　島 庭　窪

　＜10

@＜20
R0〈

1．8

P．4

P．4

2．0

P．6

P．5

1．5

P．3

窒Q

1．8

k5

k4

T〈50

　＞50

平常時

高濁時

T＜10

aノ＝1．0

s　＝1．76T－38

1，0

1，2

Ct＝1．84

10〈T＜30a＝1．83

30＜T　　　a＝1．45

緑井・牛田（広島）

茂庭（仙台）

小雀（横浜）

　このように

　　　　　S＝－Q・αT・10－6

型が殆んどである。その中でも大部分の浄水場で、年間を通じてaを一定としている。

　浄水場の規模がある程度以上になると、排水処理施設の運転管理の上からも、より

正確なスラッジ量を把握する必要が生じ、推定方法の検討がなされている。その結果、

仙台市の茂庭浄水場Jpma浜市の小雀浄水場では、原水の濁度によって係数αを変えて

おり、更に大阪市の柴島浄水場や庭窪浄水場では、原水濁度の外に、季節によって濁

質が変ることから、その要因も加えた推定方法を採っている。また東京都では、原水

濁度、凝集剤注入率とSS量との関係を実験によって求め、一次回帰式を当てはめて

用いている。この場合も原水濁度によって係数を変化させている。
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（寧）

ここで排水処理の計画、運転に際し問題となる事項について考察する。

D原水の平均濁度

　処理施設計画に使用する「年平均濁度」を求める場合、年間の濁度変化が小さい

場合には、算術平均による濁度を使用しても大きな誤差は生じないが、河川水を水

源とする場合には、台風P集中豪雨などによって高濁度が発生し易く、場合によっ

ては数百度から千度以上にも達することがある。このようなデータをそのまま算術

平均した場合には実状にそぐわない値が出ることになり、施設設計が過大となるこ

ともある。そのような不合理を避けるため、濁度の生起確率分布を求め、累積相対

度数が、一定値以上となる時の濁度をもって設計濁度とする方法が用いられている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　高濁の影響と排水処理
　　図ll－3－2　原水濁度確率図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台風等によって原水濁度が急激に
　99．99

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増加し、これを取水した場合には、
　99．9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生スラッジ量はぽう大な量となる。

　　9．9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図H－3－3は表流水を水源とす

5　　

1

0．1

0．Ol

1　　2　345　　10　2030　　　　　　　　　　　50　100
　　　　　　　　　　40
　　　　濁度（ppm）

囲　土木学会「汚泥処理上からみた合理的浄

　水方法に関する研究一昭和50年度報告

る東京都朝霞浄水場、図皿一3－4

は主に貯水池水を水源とする同東村

山浄水場の流入スラッジ量の想定図

である。

　図ll・－3－3において、昭和49

年には7月と9月の2回、台風によ

る影響を受け原水濁度が大きく上昇

した。これが仮に前年並であったと

すれば、台風によるスラソジ量の増

加は7月で12，200t、9月で

14，700t、合計26，900tとなり

49年の年間流入スラソジ量の67

％を占めることになる。

図U－3－4における昭和49年のピークは、一部表流水を取水したため、台風
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　　による影響をもろに受けたためである。このピークを除けば年間の変動係数は20

　　～40％程度と安定した流入スラッジ量となっている。

　以上のように高濁度の原水を取水した場合の流入スラッジ量は予想外に多く、排水処

理に与える影響は大きい。特にクローズドシステムを採用している浄水場では、後述の

ように沈澱池内にスラッジを計画量以上貯留させ浄水処理に悪影響を及ぼしたり、排

水処理施設に過剰負荷をかけることになるので、高濁時への対策は、排水処理の計画時

から十分検討する必要がある。

2）スラッジの性状

　　水道水源には、河川表流水、湖沼水、貯水池水、伏流水、地下水等があり、これら

　水源の相違により濁質の性状が異なり、スラッジ性状や脱水ケーキの性状も変ってく

　る。一般に、貯水池や湖沼を水源とする場合には、比較的大きい粒子が、停滞水域で

　除去されるため、原水中の濁質は微細粒子が多くなる。また藻類等の生物が発生しや

すく、有機質が比較的多いため、スラッジの濃縮性、脱水性に悪影響を及ぼす場合が

　多い。

　　主な水系におけるスラソジの性状を表皿一3－5に示す。

表H－3－－5スラッジの性状
（単位：％）

水系名 木 曽 川 酒匂川 荒　川 信濃川 吉野川 多摩川

浄水場 　A
i伏山）

　B
i大谷）

　C
i上野）

　D
i小田原）

　E
i朝霞）

　F
i青木）

　G
i綾川）

　H
i東村山）

強熱減量 22．72 23．00 18．43 13．24 16．51 1702 43．6 16．61

Sio2 39．20 39．19 44．41 39．80 49．47 28．6 46．52

AZ203 28．13 28．81 27．05 23．32 19．13 11．53 22．0 22．32

Fe203 4．65 4．18 4．86 760 8．18 4．93 2．68 6．77

CaO 0．92 1．19 0．75 3．76 2．02 0．65 0．39 1．17

MgO 0．76 0．50 0．73 3．61 1．99 1．44 0．38 2．08

K20 1．78 1．29 1．97 0．45 1．67 1．64

Na20 0．83 0．53 0．90 1．60 1．31 1．15

P205 0．50 0．29 0．34 0．73

出　　典 （土木学会） （　〃　） （　〃　） （水協誌） （　〃　） （土木学会） （　〃　） （水協誌）
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　スラッジの化学的組成についてみると、ケイ酸は吉野川を除けば、40％前後となっ

ている。アルミニウムは凝集剤として注入されたものがスラッジ中に移行するためかな

り高い構成比を示す。信濃川を除けば20数％と差はない。鉄は荒川、多摩川、酒匂川

で大きい値を示している。荒川、多摩川を水源とする浄水場では再生ばんどを用いた処

理を行っているためその影響も含まれていると思われる。

　強熱減量は西日本の河川の方が東日本のそれより高い値を示している。

　重金属の存在についてまとめたものが表II－3－6である。

表ll－3－6　自然界及びスラッジ中の重金属

（単位：ppm）

地　　　　盤 土　　　　壌 河川底泥
浄水場沈澱ス　ラ　ッジ

カドミウム 0．2 0．2
0．01～

@　　0．7
@（0．06）

0．4　～

@　　15．4
@（244）

L8　～　2 0．65～　2

鉛 13 15
2　　～

@　　200
@（10）

27　～

@　　271
@（76）

47　～　76 39～　97

ク　　ロ　　ム 100 200
5　　～

@3，000
@（100）

59．2～

@　　471
@（ll3）

42．5～198 102～522

ヒ　　　素 1．8 2
0．1　～

@　　40
@（　6）

1．12～

@　683
@（3，54）

2．9～11．2 18．8～375

水　　　銀 0．08 0．5
α01～
@　　0．3
@（OO　3）

0．12～

@　　1．26
@（0．36）

0．17～0．31 0．19～059

亜　　　鉛 70 65
10　～

@　　300
@（50）

87　～

@1，170
@（365）

一 一

銅 55 45
2　　～

@　　100
@（20）

42　～

@　　286
@（111）

一 一

鉄 一 50，000
　 一

35，000

`38，400

37，900

@～58，700

マ　ンガン 一 1，000
100～
@4，000
@（850）

480～
@1，800
i1，000）

1，300

`2，400

3，600

`12，200

摘　　要

Mason
i1966）

喜田村正次

i1976）

Swain
i1955）

n内は平均値

東京都内の土

?i都公害局）

（荒　川） （朝霞浄水場）
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次に、濃縮性、脱水性等に関連するスラッジ性状のうち粒径分布についてみてみる

と、表H－3－7に示すとおり水系によって大きな違いがある。

表皿一3－7　粒度分布と排水処理方式

‘

浄　　水　　場　　名 　Ai朝　霞）
　B
i東村山）

　C
i名古屋）

　D
i広　島）

　E
iつばめ）

砂　　分　（74μ～2，000μ） 1 1 5 9 10

シルト分　（5μ～　74μ） 56 26 90 63 53

粘土分　（　5μ以下　） 43 73 5 28 37

（水協誌） （　〃　） （土木学会） （　〃　） （　〃　）

酸処理

排　水　処　理　方　式
石灰処理

ﾁ圧ろ過
同　左

石灰処理

ﾁ圧ろ過

加圧泪過 凍結融解処理

^空ろ過
真空ろ過

　浄水場A及びBのスラッジは、砂分が殆んどなく、シルト分、粘土分が主体となっ

ており、沈降・濃縮性が悪い。そのため濃縮性改善のための前処理施設を必要とする。

…方D及びE浄水場においては砂分が10％程度を占めており比較的処理しやすいス

ラッジとなっており、濃縮性P脱水性を改善するための前処理も必要としない場合も

ある。

　以上のようにスラッジの性状、特に濃縮性、脱水性の面から見た性状は、排水処理

方式選定に際してもっとも重要となるので、十分なデータをもとに検討する必要があ

　る。

3）脱水ケーキの性状

　D化学的性状

　　浄水場で発生するケーキは、沈でんスラッジを主体としていることからも判ると

　おり、無機性のものである。

　　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上は、産業廃棄物としての扱いをうけ、

　無機性汚でいに係る規制を受けている。廃棄物処理法に基づく有害物質の検定方法

　　によるケーキの分析結果は、表ll－3－8のとおり、いずれの浄水場においても基
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準値を下まわっており、問題のないケーキ性状となっている。

表ll－3－8　脱水ケーキの性状一1

（単位：ppm）
■

有害な産業
A B C D E F G 廃棄物に係

’（大阪市 （大阪市 （京都 （広島市 （埼玉 （桐生） （東京 る判定基準
�閧ﾟる総

柴島） 庭窪） 宇治） 緑井） 庄和） 金町） 理府令によ
る基準

アルキル
?@　銀

不検出 不検出 分析せず 　 0，000 不検出 0，000 検出されないこ

水　　銀 0，000 0，000 0．0008 0，000 0，000 0，000 0，000 0．005以下

カドミウム 0．00 0．00 α005以下 0．00 0，001 0．00 0，000 0．3　　以下

有機リン 0．0 0．0 不検出 一 0．00 不検出 0．00 1　　以下

6価クロム 0．00 0．00 0．02以下 0．00 0．00 0．00 0．00 1．5　　以下

ヒ　　素 0，002 0，001 0，009 0．00 0．00 0，025 0，000 1．5　　以下

シ　ア　ン 0．00 0．00 0．025以下 0．00 0．00 0．00 0．00 1　　以下

PCB 0，000 0，000 不検出 0，000 0，000 不検出 0，000 0．003以下　　　、

鉛 0．00 0．00 0．05以下 0．00 0．00 0．00 0．00 3　　以下

（環境庁告示第13号による検定方法）

　ケーキ性状は、スラッジ性状はもちろん、濃縮性の改善や脱水性の向上等のため

に添加された薬品の性状や量に左右される。ケーキの処分上の問題をできるだけ小

さくするためには、何ら薬品を加えない、いわゆる無薬注方式が望ましいが、先に

述ぺたように、濃縮性や脱水性の悪いスラッジは何らかの前処理を必要とするので、

このような場合にも、ケーキの性状に悪い影響を与えないよう十分検討しなければ

ならなレ、。
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表ll　－3－9　脱水ケーキの性状一2

声

水系名 荒　川 筑後川 淀　川 相模川 酒匂川

浄水場 　A
i朝霞）

　　B
i久留米）

　C
i京都）

　D
i小雀） 　Ei小田原）

Ig－10SS 22．48 1707 29．6 14．64 19．4

Sio2 31．74 26．4 31．20 31．2

Al203 12．60 19．17 19．3 14．81 15．6

Fe203 6．29 5．24 3．06 6．77 5．89

CaO 18．00 0．73 16．3 21．35 19．9

MgO 0．86 0．67 0．84 3．69 3．69

K20 0．95 0．17 1．05 0．66

Na20 0．69 0．04 1．00 1．65

P205 1．13 1．17

SO3 5．61 0．73

（水協誌） 土　木 （　〃　） （　〃　） （水協誌）

」

　現在前処理としては石灰添加処理が脱水性改善方法として広く採り入れられてい

　る。石灰処理を行った場合の脱水ケーキは、pH値が高く、処分上若干の問題を含

んでいる。石灰処理に伴うケーキの高pH問題に対処するためpH調整用薬品を添

加する施設を設けた例があるが、脱水性が大幅に低下してしまうため、実運転は行

われていない。石灰に代わるものとしてフライアッシュ等の検討も行われたが、現

状では満足のいく結果は得られていない。

　処分を容易にするためにも、濃縮性、脱水性の改善のための研究を強力に進める

必要がある。

め土質的性状

　ケーキの処分上の問題P、処分後の跡地利用の問題等を検討する上で、ケーキの

土質的性状を把握しておく必要がある。しかし、いくっかの浄水場を除き把握され

ていないのが実状である。
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　ケーキ処分の際の運搬、埋立の場合の巻出し方法等を検討する場合P、跡地利用

形態によっては地盤改良の必要が生じた場合などは、ケーキの土質工学的性状が重

要な判断資料となる。

　排水処理方式の相違によるケーキの土質的性状を表皿一3－10に行す。
■

表fi－3－10　脱水、乾燥ケーキの土質的性状（例）
薗

項　　　　　目 醗゜討 　A　浄　水　場
i酸処理、石灰添加）

B　浄　水　場
iポリマー、粒状麓燥）

C　浄　水　場
i無　　処　　理）

D　浄　水　場
i凍　　　　　結）

碑　　　　分　％ 0 0 0 0 0

粒 砂　　　　分　％ 15～35 0 65 10 3

度 シル　ト　分　傷 30～40 26～61 435 220 60

粘　　土　　分　％ 40～45 38～73 500 770 37

自 然　含　水　比　％ 80～150 100～130 100～108 1134 1001

液 性　　限　　界　多 50～150 135～145 137～140 1202 1477

塑 性　　指　　数　％ 30～70 60～75 64～70 580 584

単位体積重量g／㎝2 13～145 13～135 11～125 134 135

一軸圧縮強さ㎏／㎝2
（0．2～10）

O5～25 005～04 139 166～223 049

軸

三｛1。1。1ご
（　0～03）

O2～0．6

i20～30）

@5～17

0．05～02

Q0～30

0～044

Q2～25

036

Q3

021

X5

透 水　　係　　数㎝／縦
（1σ与～10一丁）

P（ド～1r4
10－4～10　7

（10－＄～10，7）

P0⌒2～10－2
466×10－7 6×10－7

許 容　支持　力t／珊2 10～15 6（改良後） 5～7 一 一

囲　千葉　　，「浄水場の排水処理」水道協会雑誌ylra　500

（3）ケーキの処分

　　排水処理方式、特に脱水方法の選定に当っては、ケーキの処分方法、処分地の条件等

　から検討することとされているが、現実には十分な配慮が払われているとはいい難い。

　　処分の現状は表皿一3－11のとおりで、調査対象浄水場の半数以．Lが自己保有地に

　処分している。4分の1が業者委託で処分場の確保も業者まかせになっている。

　　ケーキ処分の主体となっている内陸埋立処分は、今後用地の確保等困難性がますます

　増大することは明らかで、特にケーキが大量に発生する大規模浄水場においては、周辺

　地域に埋立処分用地を求めることは至難にならざるを得ない。そのため従来のような処

　理方式では対処しきれなくなる場合が多くなることが考えられ、処分をどう行うかを十

　分検討した上で、それに見合うケーキをつくるための処理方式を採用しなければならな

　くなる。

■
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表ll　－3－11 ケ　ー　キ　処　分

声

L

　　浄水場規模

`　態
1万滅／日以下

1万湯／日

`5万㎡／日

5万砿／日

`10万砿／日

10万㎡／日

`50万砿／日

50万㎡／日

@　　堤
計

自己保有地

ﾆ　者　委　託

ｻ　　の　　他

922 98

S5

S9

30

P5

P0

20

P8

P5

724 164（％51）

W2（25）

W0（24）

計 13 192 55 53 13 324（100）

（昭和52年厚生省調査）

　表H－3－12は東京都における浄水場の排水処理方式とケーキの処分方法を経年的に

示したものである。これからも判るとおり、処分地の確保が困難になるにつれ、より良

質（低含水率・中性等）のケーキが要求され、それに見合う処理方式が採用されてきた。

表ll　－3－12　排水処理方式とケーキ処分（東京都の例）

浄水場名 設　置　年 排水処理方式 ケーキ処分方法

H浄水場 昭和38年

酸処理→石灰処理→真空ろ過

iヶ一キ含水率　70％）

局用地に投棄

ﾆ者の自由処分
i浄水場から数㎞～10数㎞

�x）

A浄水場

　　昭和41年

攝ﾝ昭和47年

V　昭和51年

　　同　上

iヶ一キ含水率　．70％）

_処理→石灰処理→加圧ろ過

iケーキ含水率　50％）

業者の自由処分

i浄水場から数㎞～10数㎞

�x）
ﾟ県の用地を確保の上埋立

?ｪ
i浄水場から数10㎞）

K浄水場 昭和51年 造粒脱水→ドラムプレス→熱風乾燥

@（乾燥土含水率　45％）

宅地造成用盛土

ﾞ料として建設業者に有償

щp
i浄水場から10数㎞）
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　　まだ都市化が進んでいなかった時代には、浄水場から比較的近い所に処分用地を求め

　ることができた。また法律的にも厳しい規制を受けていなかったので、ケーキ性状にそ

　れ程神経を使わないで済んだ。ところが、次第に都市化が進行するにつれ、処分用地の

　確保はもちろんのこと、埋立処分完了後の跡地を積極的に利用する必要が生じ、跡地の

　利用に支障のないような土質工学的、化学的なケーキ性状が求められるようになった。

　　ケーキ含水率を例にとれば、初期に採用された真空ろ過方式では70％前後の含水率

　しか得られなかったが、その後開発された加圧ろ過方式では50～60％のケーキが得

　られるようになった。更に2次脱水施設として乾燥施設をとり入れる浄水場も現われ、

　より良質のケーキが造られるようになった。

　　浄水場で発生するケーキは、廃棄物処理法上の汚でいとして種々の規制を受けている

　が、性状的には無機性汚でいで有害物を含むことはない。しかし埋立処分を行うに当っ

　ては自然環境の保護P地下水汚染の防止に配慮すべきことはいうまでもない。

　　将来の処分の困難性を想定して、ケーキの有効利用のための調査・研究がいくつかの

　事業体において行われている。また、埋立処分後の跡地を農業用地として利用する例も

　多くなり、ケーキ性状が植物に及ぼす影響についても調査されている。

　　ケーキの有効利用の方策を検討することは、恒久的なケーキ処分対策として必要とな

　ろう。

ll－5－2　排水処理のとらえ方

　これまでの浄水場排水処理への技術的な対応は、排水処理の各単位操作の改善及び効率

化を目途とするものが主体となっており、最近、浄水処理一　排水処理一　ケーキ処分

という体系的なとらえ方の必要性が認識され、一部で研究が始められている。今

後は、更に水源管理P原水の運用までも含めた水道全体システムの中で排水処理をとらえ

ていく必要がある。

（1）　単位操作としての把握

　　浄水場からの排出水を処理する必要のなかった時代の認識の延長上にあるとらえ方で、

　各浄水操作で発生した排水Pスラッジを無条件で排水処理プロセスに受け入れ、排水処

　理の各単位操作の効率化を追求するものである。すなわち、沈澱スラッジ等の濃縮性

　の改善、脱水性の向上、脱水機の改良・開発等個々のプロセスの実験・調査研究を主体
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とするものであり、これらの単位操作を効率的に行い排水処理の効率化を計るものであ

る。

　排水処理系を含めた浄水場のシステムがオープンシステムの場合、すなわち排水処理

系で生成あるいは排出される物質（最終生成物であるケーキを除く）を浄水場外に排出

可能な場合には、この方法での対応が有効であった。しかし環境（社会環境も含む）か

らの要求が増すに従い、生成物等を無思慮に場外へ排出できなくなり、脱水炉液等を浄

水処理系へ戻さなければならない場合が多くなってきた。このような場合、従来は有効

であった単位操作が逆に他の系に悪影響を及ぼす結果となることがある。

　例えば、濃縮・脱水性を改善するための酸処理法P脱水性の向上のための石灰処理法

などはその代表的なものである。

　酸処理法は、沈澱スラッジ中に含まれるアルミニウム分がスラッジの濃縮性・脱水

性を阻害するので、硫酸を添加することによりアルミニウムストリッピングを行うもの

である。この方法によって、一般に脱水性は酸処理を行わない場合の数倍から10数倍

向上する。また、この酸処理操作で発生する溶液（通常「再生ばんど」とよばれる稀薄な

な硫酸アルミニウム）は、凝集剤として浄水処理系で再利用できる利点がある。

　しかし、硫酸によるアルミニウムストリッピングは、スラッジ中に存在する鉄Pマン

ガン等の重金属類も同時に溶出してしまい、再生ばんど中に含まれることになる。再生

ばんどが浄水処理系と排水処理系を循環するにつれて、これら重金属類も次第に濃縮さ

れることになり、浄水処理薬品としての適性を欠くことにもなりかねない。また再生ば

んどはアルミナ分の濃度が薄いため、他の凝集剤P助剤を必要とし、薬品注入管理を複

雑にする。

　更に、浄水処理と排水処理との間にはタイムラグがあるため、高濁時に於て注入した

多量の凝集剤が再生ばんどして回収される時には、原水濁度が低下し回収した再生ばん

どの何分の1かで足りることになる。余剰となった再生ばんどは貯留するか、注入する

かのいずれかで対応しなければならず、貯留するためには大容量の貯留施設を必要とす

る。そのため通常、凝集剤として注入する方法がとられている。この場合、適正注入率

を：オーバーしたばんどが使用されることになり、助剤としてのアルカリ剤も必要となり

その分だけ凝集剤等に起因するスラッジ量を増やすことになる。この問題に対しては再
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　生ばんどの中和処理や濃縮処理等が検討されている。

　　石灰処理は、濃縮スラソジに石灰を添加することにより脱水性を向上させるための操

作である。通常の石灰添加率はスラッジ中の固形物量に対し15～20％であるが、場

合によっては30～40％も添加している例もある。このように石灰処理は、後に続く

　脱水過程への負荷を大きくするばかりでなく、発生するケーキのpH値が10～12と

　高くなりケーキ処分上の問題となる。また脱水炉液のpH値も11～12と高く、排水

　処理系外に排出するためには中和処理が必要となったり、浄水処理系へ戻す場合には、

　返送地点、返送量を十分検討した上でないと浄水処理操作に思わぬトラブルを生じるこ

　になる。

（2）浄水処理・排水処理・ケーキ処分を一体としての把握

　　排水処理上からみた場合、スラッジの性状としては、①粒径が大きい、②有機物が少

　い、③アルミニウム含有率が低いことが望ましい。①及び②は水源の種別や原水状況に

　起因するものであるが、③は人為的に行う浄水処理操作によって左右されるものである。

　しかし、排水処理の効率化のために注入薬品の管理を行うということはこれまでなされ

　ていない。

　　凝集剤等の薬品注入管理をより適正に行うことにより、アルミニウム添加率の低威を

　計ることはもちろん、ポリマー等他の凝集剤及び助剤の検討や注入方法、撹拝方法の

　再検討、更には沈澱処理を省いた直接炉過法の採用等を行うことによりスラッジ中の

　アルミニウム分を減少させるための方策を検討する必要がある。この面からの検討が土

　木学会を中心として昭和50年から始められており、いくつかの知見が得られている。

　しかし実施設への適用までには至っておらず今後の研究が待たれる。

　　ケーキ処分の面から排水処理をみた場合にもいくつかの間題がある。

　　従来は、ケーキをっくりさえすればどこかに処分できていたケーキが多く、処分上か

　らの要求はそれほどなかった。最近浄水場ケーキに対する法的規制の強化P大都市周辺

　での処分用地確保難などから、排水処理をケーキ処分の面からとらえることの必要性が

　認識されるようになった。

　　ケーキの輸送という点から含水率をできるだけ小さくする必要があり、陸上埋立処分

　を行う場合には、処分後の地耐力が大きく、流動性の小さな土質工学的強度の大きいケ
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　一キが望ましい。また植物等への影響も少ないものが求められるが、石灰処理を行った

　脱水ケーキは好ましくないようなので今後検討する必要があろう。処分地周辺の地下水

　・や公共用水を汚染することのないケーキという条件も重要である。

　　脱水工程の後に乾燥・焼成工程を検討している事業体もみうけられ、乾燥工程まで採

　用した浄水場も増えてきた。この工程から発生する乾燥土は現時点では最高のもので、

　土質工学的性質も普通土と変るところがなく、道路用、盛土用、埋戻し用の土として利

　用することが可能である。また高温による熱風乾燥を行うので一種の滅菌が行われ、育

　苗用の培土としても利用可能である。

　　今後は更に処分条件が厳しくなるので、有効利用を計るための処理方法の開発等積極

　的な取組が必要である。

（3）今後の方向

　1）計画時の対応

　　　水道計画を策定する際に、排水処理の面から検討も必要となる。

　　　例えば、水源の選定に当って、できるだけ濁質量の少ない水源を選ぶようにしたり、

　　河川水を水源とする場合にも原水貯留池等の設置にっいて検討を加えたりして、浄水

　　場へとりこむ濁質量を最小にするようにする。

　2）水質汚濁の防止

　　　浄水処理上からはいうまでもなく、排水処理上からも原水水質の汚濁化は避けなけ

　　ればならない。原水の悪化は浄水処理薬品等を多量に必要とし、それだけ排水処理へ

　　の負荷を増加することになる。

　3）原水の管理・運用

　　　特に高濁時の原水運用は重要となる。高濁対策として、高濁時の取水停止が考えら

　　れ、流入濁質量を減らすためには有効な方法である。この方法を可能とするためには

　　配水池容量の増強P、原水又は浄水の相互融通施設の整備が必要となる。

H－5－5　排水の共同処理

　中小規模の水道において個々の浄水場に排水処理施設を設置することは、財政的、管理

技術的に得策でない場合が多い。そのような場合に数ヵ所の浄水場排水を1ヵ所に集中し

て処理したり、他の事業体と共同で処理施設を設けるなど、排水処理施設の共同化が有効
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となる。

　現在、共同処理方式を採用している事業体もいくっか見うけられ、代表的なものに次の

ものがある。

　横浜市の場合は、青山水系に属する川井、鶴ケ峰、西谷の三浄水場の排水を西谷浄水場

に設けた排水処理施設で一括処理する方式をとっている。

　東京都の長沢浄水場の場合は、隣接する川崎市の長沢浄水場に排水処理を委託している。

この場合水源が同一のため発生スラッジの性状が類似しているので共同処理が行い易い。

　排水処理施設のうちどの施設を共同化するかが問題となる。一般的には、調整施設は各

浄水場に設置し、濃縮施設以降を共同化するのが効率的である。浄水処理方式の相違によ

って調整施設に流入する排でいの性状P量が異なるため、各浄水場から共同施設へ送られ

るスラッジの性状をできるだけ均一にするため、排水池、排でい池等の調整施設は各個に

設置するのがよい。

　排水処理の共同化を計画する場合の検討事項は次のとおりである。

　第一に処理対象濁質量の把握の問題がある。同一水源P取水地点が同一河川でそれ程離

れていない場合には、単独処理の場合と同様であるが、取水河川が異なるような場合には、

各取水地点毎の濁度発生状況を詳細に把握して、統計的処理によって設計濁度を算出しな

ければならない。

　第二に経済比較を行う必要がある。

①イニシャルコストについて

　　排水処理施設に係る用地費及び建設費にっいて各浄水場単独で設置した場合と共同処

　理施設（スラソジ移送施設を含む）にした場合の比較

②　ランニングコスト

　　薬品費、動力費、人件費、修理費、燃料費等にっいて単独の場合と共同の場合の比較

③　ケーキ処分費

　　処分用地の取得費、運搬費等についての比較

ll　－5－4まとめ

　浄水過程から排出される沈澱池スラッジ、炉過池の洗糠排水、緩速炉過の洗砂排水等の

排水及び汚泥の処理、処分について、わが国の実態と技術上の諸問題につき考察し、将来
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の方向について二、三の提言を行った。

　わが国におけるこれら一連の排水処理は、古くから汚泥池等として沈澱・濃縮の上、上

澄水は排出し、汚泥は天日乾燥で処理する等の方式で行われてきたが、機械脱水等の本格的

な方式で行われたのは昭和39年東村山浄水場（東京都）が真空炉過方式を採択したことに

始まったといえる。その後主要都市で環境対策として排水処理を強化し、それに伴う汚泥

処理の機械化が進んだ。とくに昭和47年に、水質汚濁防止法に基づく排出規制の適用

（浄水能力1万M3／日以上のものにつき、新設は51年6月、既設は52年6月）された

ことを前提として、排水処理施設の国庫補助制度が設けられたことを背景として急速に整

備が進んだ。52年度における全国の主要な363浄水場のうち、脱水法の区分で機械脱

水方式172（47％）、自然乾燥方式128（35％）、他の浄水場での処理等63

（18％）となり、又浄水能力規模が大きいほど機械脱水方式の比率が高い。現在なお施

設整備は継続されているのでさらにこの比率は増加するものと推定される。

　上述のように排水・汚泥処理の歴史は浅く、なお多くの技術上の問題が残されている。

現在までのところ排水・汚泥の処理は浄水施設から発生する排水・汚泥を無条件に受け入

れることとして、濃縮性P脱水性の改善、脱水機の改良開発にっいてその効率化が追求さ

れてきた。その結果一．一応の成果を得て「浄水場排水処理施設設計指針解説」（日本水道協

会、昭相50年）等の技術指針も作成され、計画・設計上の基礎資料が提供されるに至っ

ている。今後ともこの単位操作について調査研究・開発を継続する必要があるが、加えて

浄水施設、あるいは水道施設の全システムとの関連において適切な位置づけをすべきこと

を強調した。

　すなわち浄水施設一排水・汚泥処理施設一最終処分（有効利用を含む）のプロセスで、

例えばアルミニウム添加量の低減、ポリマーP助剤の種類及び注入率の再考、撹拝方法

の再検討、更に沈澱池を省署した直接炉過法の採用等、浄水施設の設計P操作の変更で、

濃縮性P脱水性の改善の可能性があり、又最終処分段階への配慮としては輸送に適合する

含水率、処分後の地下水P植物等への影響の有無、処分地の跡地利用を考慮したケーキの

土質学的性状（地耐力、流動性など）の改善を図る必要性があり、そのために乾燥、焼成

技術、その他有効利用のための処理方法に関する研究を進めるべきことを強調した。また

水道施設の全体との関連にっいては、例えば量的には、2回の台風期に年間発生固型物量
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の67％が発生する（朝霞）等、量的には高濁時対策が重要であり、発生量を減少するた

め、例えば水源の選定条件として濁質量（及び質）を強調し、あるいは高濁時は取水停止

することとして、そのための配水池の増強、水系の異る原水P浄水の相互融通について検

討する等の配慮の必要性を指摘した。

　更に排水・汚泥処理には高度な技術と費用を要することから、中小規模浄水場では共同

処理を行うことを推奨し、例えば各浄水場では量・質の均等化のための調節施設を設け、

濃縮一脱水等は共同化する等について検討する必要があることを指摘した。

　以上、浄水施設、最終処分、あるいは水道施設全体との整合性及び共同処理については、

技術性と同時に、設備費及び処分費を含む管理費等の経済性にっいて配慮すべきことを付

言した。

「

’

　　第4節　ダムによる濁水の長期化現象とその対応

　水需要の増大とともに水道の原水を河川に依存する割合が全国的に多くなり、中でもダ

ムは水道水源として大きな役割を果している。また、治水、発電、かんがい、IL業用水等

を目的として全国各地でダムが建設され利用されている。

　このようにダムは重要な役割を果している一方、洪水時等の濁水が貯留し、長期聞にわ

たり下流の利水等に被害を及ぼすことがある。環境庁が昭和47年に行った全国的な調査

によると、概ね50ケ所のダムにおいてこうした濁水長期化現象がみられるとしている。

　濁水による被害としてea　．①水道では、従来必要でなか？た浄水施設の新設、処理薬品

費の増大P浄水機能の低下、②河川中の藻類等が成長しないためそれを餌としている魚類

に影響を与えるための魚獲最の減少、③濁水による観光価値の低卜、④遊泳不能、⑤家畜

の飲用不適等がある。

　ここでは、水道水源としてのダムの汚濁をとり上げ、その具体的な例として和歌山県の

新宮川と新宮市の水道を紹介する。

H－4－1　新宮川の汚濁経過と水道の対応状況

　新宮川は、奈良県、三重県、和歌山県に源をもつ1津川、北山川等の幾つかの支川を合

わせて熊野灘に注いでいる。その途中には瀞八丁のような風光明媚なところもみられる。

　新宮市では、昭和7年以来新宮川を水源として水道事業を経営してきた。当初は、新宮
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川の濁度が低いこともあって、普通沈殿池と緩速炉過池の組み合せによって浄水処理を

行ってきた。しかしながら、昭和30年代から開始された吉野熊野総合開発に伴うダム建

設によって濁水の継続期間が長くなり、緩速炉過方式ではまかないきれなくなった。

　そこで、一部の施設を急速炉過方式に変更して浄水処理を続行してきたが、昭和50年

8月の台風通過後相当長期にわたり高濁度が続き、一部残されていた緩速炉過池の炉過機

能の低下をきたし、短期日ながらも、新宮市水道史上初めて断水をせざるを得ない状況と

なった。その後の第2次拡張工事ではすべて急速炉過方式で対応することになっている。

　さて、吉野、熊野総合開発計画等に伴うダム建設の状況はつぎの通りである。

表ll－4－1　ダム建設の概要

ダム名 河川名 着工年月 完成年月 総貯水量

川　　迫 天　ノ　川 一 昭　15 113万㎡

九　　尾 天　ノ　川 一 昭　12 ll3

猿　　谷 天　ノ　川 昭28．10 昭32，　6 2，330

風　　尾 十津川 昭33．10・ 昭35 13，000

二津野 十津川 昭34．　7 昭37 4，380

坂　　　本 東　ノ　川 昭34．　7 昭37　4 8，700

池　　原 北山川 昭37．　3 昭39 33，800

七　　色 北山川 昭37　8 昭40 6，130

小　　森 北山川 昭37　10 昭40 970

⑰　猿谷、坂本の両ダムの水の大部分は紀ノ川水系に分水している。

　これら既に完成したダムの他に、瀬戸谷川の瀬戸ダムと旭川の旭ダムが昭和53年中に

完成の予定である。

　一方、新宮市では」二水道の取水口における濁度を毎日記録しており、その記録をもとに

図皿一4－1のような新宮川の濁度変化表を作製した。図では、年間を通じて270日、

　　　　　　　　　　　超
180日、90日、10日は越えない濁度ならびに年間平均濁度について昭和20年から

52年までの推移を見た。前4者は濁度の継続状況を見るため、おおむね9ケ月、6ケ，月

3ケ月及び10日間を通じての数値をとった。また、年間平均濁度は年間を通じて毎日の

濁度を加算しそれを365日で除したものである。
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　この図によると、昭和30年までは、年間平均濁度は5度以下であるが、その後は30

度前後で推移していることがわかる。3ケ月、6ケ月、9ケ月及び年間濁度も昭和30年

を契機に上昇の傾向にある。この濁度上昇は、ダムの完成とともに進んでいることもわか

る。とくに、濁度の」二昇傾向として、昭和30年までは年間3ケ月を通じてほとんど濁度

がなかった河川がその後は30度前後で推移していること、9ケ月濁度でさえ7度前後と

なっていることである。10日濁度は、昭和30年まで30度程度であったものが、その

後は100度以上となっている。

　これらの結果からいえることは、昭和30年までは台風時等に高濁度となることはあっ

ても短期間で元の河川のように清澄になったものが、30年以降は、年間を通じて河川の

濁度が高くなったということである。また、図によると昭和46、48、51年に一時濁

度が低下しているのは、その年台風による影響が少なかったことによるものである。52

年の低下は、この年から上流の風屋ダムにおいて表面取水を実施しており、その効果が出

たものと思われる。

　このような濁水の長期化に伴い新宮市では市長を会長とする新宮川水系対策連合会を設

け、濁水防止の運動を続けている。　「新宮川水系水問題に対する諸運動にっいて」と題す

るこの会のパンフレットにおいて、ダム建設等の吉野、熊野総合開発の結果その汚濁の被

害が広範に及び、飲料水や地域産業即ち製紙、漁業、観光等に重大な影響を与えているこ

と、また、今後の水関係の開発については、関係住民の参加による流域振興計画を樹立し、

住民の生活権の保障を基本にして地元住民による開発の方式を確立すべきとしている。

　また、昭和53年2月の新宮市広報によると、新宮川の汚濁が新宮市の上水道に与えた

被害補償にっいて、新宮市と電源開発株式会社とが交渉を続けていたが、昨年末6億800

万円で妥結したと報じている。これは、昭和37年から15ケ年間のE水道の被害をもと

に、現在進めている上水道第2次拡張工事の総費用額14億円のうち、自然増P拡張分を

除いた8億5，000万円を電源開発が負担すべきだとして要求していたものである。なお、

これに関して市長は、市議会全員協議会において、今回の妥結は清水問題と引き換えたも

のでは決してなく、今後とも清水運動をさらに続行していくと述べている。
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ll　－4－2　早明浦ダムの濁水と水道の対応状況

　早明浦ダムは四国吉野川の上流に築造された総貯水量3億1600万M3の多目的ダムであ

る。その水は、香川用水によって高松市等香川県下の水道水P徳島県においても利用され

ているとともに、下流の洪水防御の役割を果している。

　ところがこのダムが完成して以来、以前は洪水による高濁度の期間が1週間程度であっ

たものが長期化する傾向にあり、下流で取水している本山町、池田町等の上水道の浄水処

理に影響を及ぼすことになった。

　高知県本山町は給水人口4，000人の簡易水道があり、日最大取水量1，400　m3のうち

600mSを吉野川本川から取水している。従来から緩速炉過方式で給水してきたが、昭和

50年の台風5号、6号及び昭和51年の台風17号による濁水の長期化のため長期にわ

たって取水ができなくなり、その間断水P時間制限給水を実施し、一部の地域では水道の

水質基準を上廻る濁水を供給し、町民からの苦情があった。そのため、水源を吉野川本川

から支川の汗見川に移すことになった。

　また、徳島県池田町では給水人口14，400人で日最大7，450〃m3を吉野川本川を水源と

して供給している。ここでも、吉野川の濁水の長期化により、緩速炉過方式では対応しき

れなくなり、水質基準値を上廻る濁水を供給し町民からの苦情が出た。そこで、緩速炉過

方式を急速炉過方式に変更し対応することになった。

　これらはいずれも早明浦ダムの完成による濁水の長期化が原因となって浄水方法の変更

ないしは水源の変更を余儀なくさせられた例である。

皿一4－5　ダムにおける汚濁長期化現象

　ダムにおける汚濁長期化現象は、「一ツ瀬ダム貯水池におこる濁水長期化現象とその対

策」（昭和47年11月環境庁水質保全局）に詳しい。その概要にっいて取りまとめると

っぎのとおりである。

1）水理的現象

　　貯水池内の濁水分布型には一一般に2種類あり、その1つは貯水池内に濁水が帯状に停

　滞するもの、他は濁水が貯水池内に全体的に分布するものである。これらはいずれも洪

　水の規模、貯水池内水温分布特性と密接な関係がある。

　　一般UC　．ダム等貯水池の水温分布は季節的な外気の気温の変化及び流入水・貯留水の
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渇度等の変化に対応して周期的に変化する。

　　すなわち、秋から初冬の放熱期には主として表層から冷却されて表層水の密度が大き

　くなるため貯水池の水は上下混合を行い不安定である。

　　春先から夏にかけて表層から昇温が始まると、下層から取水している場合は、当分の

　間温度分布の一様な冷水範囲のみから取水され、Pがて温水層が取水口標高にまで到達

　すると今度は逆に上層の温かい軽い水が取水され、取水口付近に顕著な温度躍層が形成

　され、下層の冷水は静止する。

　　夏期に至って強い日射及び流入水の昇温により表層のある範囲は更に昇温して表層躍

　層を形成する。

　　このような状態においては、取水による流水は．ヒ下の密度差のためにある水深範囲に

　に限定されてしまい取水口付近に中間流が形成される。この中間流は平面的には貯水池

　の全巾に及び、深さ方向の厚さは温度勾配によって決まり、それが大きい程厚さは小さ

　くなる傾向がある。この中間流の存在が帯状型の濁水分布と密接に関連し、成層期の

　流入水は等密度の層に流入する。秋期に至り表層から順次冷却され冷却が2次躍層に

　達すると全層的に対流が生じ温度成層は消滅し一様な水温分布となる。

　　このような貯水池の水温分布は、洪水の流入によって変形ないし破壊される。⑤小規

　模洪水時（夏場の時）では表層躍層が破壊される程度であり、⑤中規模洪水では洪水が

　2次躍層上に流入し、躍層をかく乱し下層水を連行する。⑥大規模洪水の場合には、中

　規模洪水の状態が長期化するか、あるいは2次躍層が破壊され全体的な濁水分布の原因

　となる。

　　濁水対策上特に問題となるのは、⑤のケースで高濁度の中間流が形成される場合及び⑥

　の全層的に濁水が分布し放熱期に入って深層に及ぶ対流現象を生じる場合である。⑤の

　場合には上層部が1か月位経過すると清水化するのでこの部分を放流すれば濁水対策は

　可能であるが、⑥のケースでは長期間濁水が継続する。

2）濁水現象の原因

　　ダムにおける濁水現象の機構は上述のとおりであるが、濁水現象の原因としては以下

　の事項が考えられる。

　（1）ダム上流部地域に濁水発生源となる土砂崩壊地があること。
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（2）濁質の粒子が非常に小さく沈降し難いこと。

（3）ダム貯水容量が大きく、洪水時に貯水した濁水が容易に入れ替らないこと。

（4）発電用の取水口が比較的ダムの底部近くに設置されているためダムの底部近くに設

　　置されているためダムの一種の沈殿池的な効果を受けず、かえって濁度の高い箇所

　　から取水を行っていること。

（5）ダム下流において支川等の清水による稀釈があまり期待できないこと、等である。

3）技術上の問題点

（1）選択取水の限界

　　　温度成層が形成されている状況では濁水は取水に伴う中間流の層に帯状に停滞しこ

　　の間に表層は清水化するので、表層取水に切替えることによって清水を取水し得るが、

　　温度成層が破壊された場合には無効である。さらに選択取水を有効に行うためには温

　度成層の再成をまたねばならないこと、どの程度の温度成層の再成時に表面取水に切

　　替えるべきかについて検討を要すること及び表面取水設備の設計にあたっての限界取

　　水流速、取水深の決定等についての更なる検討が必要である等、ダムの水理特性に適

　　応した対応が必要である。

（2）混合稀釈による軽減化対策

　　濁水が帯状に停滞した後にこれを上層の清水と混合稀釈すれば取水濁度をある程度

　軽減できるといわれている。しかし、これには水中に空気を注入したりして浮上気泡

　の伴流によって混合しなければならず数多くの注気設備が必要となり、また、2次躍

　層を破壊しないように実施しなければならずその効果も50％くらいといわれ、今後

　　更に改良が必要である。

（3）ダム設計基準の改訂等

　　元来ダムには非常時における貯水池水位の低下を主目的として設けられる放流管が

　付帯しているが、これを蹴長期化防止のた2の酬鯛として活用する等の研究が

　　必要であろう。

以上「一ツ瀬ダム貯水池における濁水長期化現象とその対策」における概要等にっいて

まとめてみた。

総じてダムの濁水対策としては上流部からの土砂の流入を防ぐことが第一に必要であり、
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建設以前に上流部の土質を十分調査し、洪水時に高濁度が継続するような地点は避けるこ

とが基本であろう。こうした意味からも環境アセスメントの実施が不可欠であり、又その

内容の充実を図ることが緊要の課題である。

水道の暢からすれ、X　．水藷水噸浄である。とが望ましいが．　，，）、．va．ue保の面からダ

ムを造らざるを得ないことが多い。それに伴なって生ずる濁水問題を解決するために、上

記のようなダム地点における対策を講じるとともに、水道の側においても或る程度の自衛

策を講じる必要があろう。

　　第5節　酸性河川の活用例と課題

　火山国であるわが国では、河川上流部において強酸性の温泉水、硫黄鉱山の坑内水及び

その周辺の滲出水等に起因して、かなり下流部にいたるまで河川水が酸性化し、水棲動植

物の生存を否定した「死の川」となっているいくつかの水域がある。これらの河川流域に

おいては、その水質改善対策が主として経済性の面から困難なため、水産業のほか、農業、

上工水、発電等の各種利水を受容せず、その流域一帯の社会経済的発展を著しく阻害して

hる。

　周知のとおり、わが国の水需要は逼迫しており、新規のダム開発、各種水利用の合理化

等の水資源開発事業が行なわれているが、地域によってはなおかつ水需要を充足できない

地域がある。このような地域においては止むを得ず上述のような酸性河川の活用について

も検討せざるを得ない場合がある。

　元来飲料水等の生活用水を供給する水道の原水としては、何よりも質的にすぐれたもの

を選定すべきことはいうまでもない。したがって死の川とよばれる酸性河川には有害重金

属を溶存する可能性も高く、かつ浄水費が高くなることから、これを水源とすることは本

意でなく、何よりも水道技術としての経験もなく、又住民感覚からして抵抗を感ずるから、

慎重な検討が必要である。

　このような酸性河川の水道利用にっいて始めての経験を青森市上水道において持つこと

となった。現在基本計画を完了し、二、三の技術的検討事項は残されているものの、事実

上工事に着手することとなった。本節では酸性河川の利用をめぐる諸問題にっいて、わが

国の酸性河川とその水質改善対策の実情、青森市上水道の水源決定までの検討内容及び浄
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水計画を通して、今後の酸性河川の活用上の留意点について考察を加えたい。

H－5－1　わが国における主要な酸性河川とその水質改善状況

　わが国における主要な酸性河川をあげると、長流川水系弁景川等、折戸川水系精進川等、

（以上北海道）、堤川水系荒川等、駒込川（以L青森県）、北上川水系赤川（岩手県）、

雄物川水系玉川、田沢湖、高松川等、米代川水系熊沢川、岩瀬川等（以上秋田県）、最上

川水系松川、須川等（山形県）、阿武隈川水系松川、荒海川等（福島県、宮城県）、利根

川水系吾妻川等（群馬県）、信濃川水系松川等（長野県）、蒲田川水系小田川（鳥取県）、

吉井川水系金剛川（岡山県）、遠賀川水系西川（福岡県）等であり、硫黄鉱床の多い東北

地方に多く、北海道、長野にも見られるが、全国的にみてそれ程多くはない。発生形態別

にみると河川上流部の硫黄鉱山の坑内水、ズリの滲出水、同辺の地下水、沢水等及び温泉

水の硫酸に起因する強酸性水によるものが多く、かつ酸性の度合も強く、一’般に規模も大

であるが、銅鉱山（鳥取）、ろう石鉱山（岡山）、炭坑排水及びボタ山（福岡）のような

例もある。

　これらの酸性河川を水道水源として活用しようとする場合の水質改善対策を大別すると、

発生源対策、河川水質改善対策、及び浄水操作にわけることができる。

　発生源対策は、坑内水等の中和処理のほか流出又は滲出水量を減少させる方法、露出し

たズリ等を普通土で被覆するような方法もあり、北上川水系の松尾鉱山で実施されている。

石灰中和処理を行っている例として北上川がある。また、地下滲透による中和を行ってい

る例もある。

　河川水質改善対策としては、中和処理（吾妻川）、稀釈水の導入等が考えられる。

　このような河川全体の水質を改善すべきかどうか、及び対策事業の決定は、諸対策の技

術的効果の評価とともに．当該河川の農水産業、LL水道、環境保全（観光）の被害の防

止や利用度の拡大、河川施設の維持管理費の節減等の効用と、改善対策の費用について検

討の上、総合的に判断されなければならない。筆者らも北上川、玉川、堤川についてその

水質改善対策の基本計画調査を行った。図ll－5－1は一一般的な自然汚濁防止対策の調査

から事業実施に至るまでのフローを示したものである。事業の実施機関が多岐にわたるの

で総合的な調整が重要である。

　浄水操作、すなわち浄水場での中和処理は、凝集効果と水質基準に適合させるために必
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要である。現在まで実際に酸性河川を利用している例はない。

　表皿一5－1は水質改善対策の事例を示す。
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ll　－5　一一　2　酸性河川の水質改善計画事例

　河川水の水質改善計画の事例の一っとして「堤川水系自然汚濁対策調査報告書」

（昭和50・3環境庁委託により青森市が実施）がある。以下にその概要を紹介する。

（1）堤川水系の概要

　　堤川は、八甲田火山に発する荒川、駒込川を支川として青森平野を南北に流れ、青森

　湾に注いでいる。

　　荒川は八甲田火山の石倉岳等の山々に源を発する支川を集め、流域面積69．8K㎡、流

　路延長31．6Kmである。その中に酸ケ湯温泉等がある。

　　堤川水系の酸性汚濁は、秋田県玉川、山形県蔵王、群馬県草津温泉等の酸性温泉水、

　強酸性地下水とともに全国的に知られている。

（2）水質調査の経緯

　　荒川水系の酸性化は古くから知られているが、本格的な調査が行われたのは昭和15

　年以降である。その主な調査としては次のものがある。

　　昭和19年小林純による荒川毒水調査

　　　　　　　　荒川酸性化の原因の究明、被害調査、水質調査、農作物被害の防除の応

　　　　　　　急的対策等の検討

　　昭和22年　農林省（仙台農地事務局）の調査

　　　　　　　　地質調査、河川水質調査とともに荒川毒水の原因、機構の究明並びに毒

　　　　　　　水処理対策のための基本的調査

　　昭和49年　環境庁の堤川水系の汚濁対策にっいて（青森市に調査を委託）

　　その他調査に関する文献が幾つかある。

（3）汚染源

①汚濁泉源の主なものは、荒川上流では酸ケ湯沢、地獄沼、地獄湯の沢、新湯付近及

　　び駒込川上流の湯の川、空川等である。その他の泉源は、河川の自浄作用により短区

　　間の汚濁のみで本流汚濁の直接の原因とはなっていない。

②泉源の湧出口et・．殆んど火山噴気によるび欄地帯の中にあり、大量に湧出している

　　が地表からの封鎖、被覆は強酸性地下水の分散湧出を招くだけで抑止することは不可

　　能である。
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（4）河川の汚濁状況

①河川の汚濁状況は、主に硫酸イオンの濃度が高く、鉄、マンガン等の重金属類の溶

　　　　　　　　　　　　　　　　強
　　存があげられる。これらはとくに幾酸性地下水の湧泉源から供給されるものである。

　　河川の底質にっいては、下流において硫酸イオソの含有率が高く、重金属も多い。こ

　　れは、流速低下と河口付近における中和による二次沈殿物の中に含まれているもの

　　である。

②堤川水系の流量は、日量百万mS　uaのぼるが、流入する強酸性地下水が多量であるこ

　　とが河川の水質改善、浄化を極めて困難にしている。

（5）汚染対策

①酸性河川の汚濁防止のため一一般に行われてきた石灰中和法は、大量の添加中和剤に

　　ょる二次沈殿物の大量発生とその処理、さらに中和材料の運搬諸条件、水質Lの利

　　用制限など幾多の問題がある。

　　　堤川水系においてもこれまで地下滲透法をはじめとする水質改善に努力をしてきた

　　が、今なお解決されないところからみても狭い範囲の改善で満足する場合を除いては、

　　現段階において直接全河川の大量の水処理および改善はそのプラントの規模、経済性

　　等を考慮した場合不可能と考える。

②湧出水そのものを本流より分離し、さらに強酸性地下水の湧出量を徹底的に減量す

　　る方法を講じ、それを処理することが最善の方策である。

　③　本地域では、地下における段階から強酸性地下水の徹底的な減量、少量かっ濃厚な

　　状態での化学反応と水処理、少量の状態で深層地下注入或いは海水により中和する方

　　法などを採用することが望ましい。

　④　荒川においては、地獄湯の沢と地獄沼上流の河川水と地下水の遮断、新湯付近の湧

　　出口と湧出量の確定、酸ケ湯沢の湧水を含むこれらの強酸性地ド水の集中化により、

　　城ケ倉随道を利用することによって、本流から主な汚濁水源を分離することが出来る。

　　その場合湧出量或いは処理量を1万数千〃23にすることが可能と考える。

　　　駒込川についてもこれに準じて処理することが望ましい。

　⑤泉源実地における中和処理の実験を、石灰石、ホタテ貝殻を用いて、接触法乳剤

　　注入法により行った。
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　　　その結果、1）泉源で中和剤を乳剤として注入又は、そのまま接触させることによっ

　　て大柳辺付近（水道取水地点）でもある程度pHを上昇させることが可能である。

　　2）湧出量、濁度等の自然条件の変化に対応した実験により、操作条件を明らかにする

　　必要がある。3）中和剤の使用により生成される沈殿物の措置を検討する必要がある。

　　4）ホタテ貝殼は安い中和剤である。工夫次第では活用できる可能性がある。

H－5－5　青森市上水道の酸性河川水の利用計画の概要

（1）利用に至る経緯

　　青森市では、昭和54年度を目標に計画給水人口276，000人、1日最大給水量15

　万mSで第3期拡張事業を実施してきたところ、需要水量の増加等に伴い、昭和60年を

　目標に1日最大給水量18万mSの変更事業に取りかかることになった。

　　一方、青森市中心部の海岸は地下水の過剰汲上げによって地盤沈下が進行し、埠頭施

　設をはじめ多くの被害が発生するに至っており、そのため従来地下水として取水してい

　た水道原水を縮少すべきことが要請された。

　　このような情勢ドにおいて事業計画を樹てることになったが、青森市周辺には大河川

　はなく、すでに横内川、野内川を利用し、他の小河川も農業用水との競合等で利水不可

　能であり、更に視点を拡げて弘前地域の水源についても検討されたが適当な水源がなく、

　Pむを得ず、酸ケ湯温泉の酸性水を含んだ堤川水系荒川の水を水源とすることになった。

　この堤川水系荒川において県営下湯ダム（治水）が具体化したことが直接的なきっかけ

　となった。

　　厚生省では、青森県、青森市からこの堤川を水源とする件に関し、再三他の清浄な水

　源を求めるよう助言を行ったが、どうしても適当な水源がなく、次のような経緯により

　荒川を水道水源として利用することに決定をみた。

　　まず、水質の面から問題となったのは強度の酸性であり、それ以外の水質項目につい

　ては特別異常に高い含有物質はみられなかった。これを水源として利用するには酸性水

　を如何にして中和するかということと、後述のように堤川は従来から毒水として地元で

　も利水目的に使用していなかった経緯があるので、巾民の飲料水源とするには、それな

　りに市民の同意が必要であるとの助言を行った。

　　市では酸性水の中和化についての実験に力を入れるとともに、1‘∫生省の助、「を受けて
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　昭和51年10月、市民代表、学識経験者を含む青森市水資源委員会を設け、堤川の酸

　性水の水道水への利用について審議し、その結果が「堤川の水道水源に関する意見書」

　（昭51．11）としてまとめられた。

　　青森市水道部では、第3期拡張事業変更認可申請にあたり厚生省の要求により「青森

　市水源調査報告書」（昭和51年12月）をまとめた。本報告書はL、青森市の水道水源

　として堤川を利用する理由、及び利用にあたっての対応策等について記述したものであ

　り、そのうち、堤川に関連する部分についての要旨は次の通りである。

（2）堤川取水地点の水質

　　昭和51年7月28日～29日、8月24日～25日の2回にわたり行った水質調査

　等の結果によると、

　①水道の予定取水地点のpH値は、3．　7～4．・6の間にあり、水道水源として利用する

　　にはpH調整が必要である。

　②過マンガン酸カリウム消費量、NH、－N、　NOビNは基準値以下である。

　③有毒物質（シアン、水銀、有機リン）は検出されていない。

　④塩素イオン、硬度、蒸発残留物、銅、亜鉛、6価ク・ム、ヒ素、フッ素、フェノー

　　ル類、陰イオン活性剤は基準以下である。

　⑤　鉄、マンガンは基準を，ヒ廻っているが、pH調整と急速炉過方式で容易に除去可能

　　である。

　⑥　大腸菌群、一般細菌についても検査されているが、塩素処理で殺菌可能である。

⑦濁度の時間変動が大きいのでその対策が必要である。

　　以上から、特に問題とされる項目はpHのみである。

（3）pH値の調整

　　取水地点における水質項目のうち特に問題となるpH値の調整にっいて次のような考

　察を行っている。すなわちpH値の時間的変化からみて本河川の原水を水源としてpH値

　の調整を行うにはある程度まではソーダ灰を使用して、ある程度までpH値を上げ、そ

　の後カセイソーダや消石灰を用いてそれ以上のpH値の調整を行う方が処理作業も容易

　で経済的にも得策である。また、これに要する薬品費は3．19円／m3と試算された。
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　ll　－4－4　酸性河川の活用に関する考察

　　さきに述べたようにわが国の酸性河川はそれ程多くないが、当該地域にとってはその活

　用は重要な意義をもつ。水道原水をこれらの河川に求める場合の問題点は、さきに紹介し

　た「堤川の水道水源に関する意見書」（51．1）青森市水資源委員会）において浮き彫り

　にされていると思われる。すなわちその要旨は次のようである。

（1）従来、毒水という概念が行き渡っている堤川水系の酸性水を水道水源とすることに対

　　しては、市民感情として危惧と不安とを感ずる。しかしながら、

　①　地盤沈下対策との関係で市の地下水汲上には限度がきていること。

　②市周辺の中性表流水には多くを期待できないし、また、ダム設置等が必要で緊急な

　　　水源確保に間に合わないこと。

　③　酸性水の改善に対して、専門家による慎重な実験が行われていて、一応、水質基準

　　　に達する水が得られる見通しがついたこと。

　　　などの事態や理由を理解し、また、次に列記した諸条件が満たされることを前提に緊

．　　急の措置としての「市計画」に賛成する。

（2）　「市計画」について、より一・層の安全性が確保されるため、つぎの諸項につき、その

　検討研究等を実施することを要望する。

　①大量の中和剤等の投入によって生ずる汚染の処理にっいて、絶対に二次的公害を発

　　生せしめない具体案をねること。

　②「中和剤」自体の品質の検討ならびに、その常時監視システムをつくること。

　③　市民の健康と「改善水」の性質との関連について、より詳細な医学的、化学的テス

　　　トを行うこと。また、日常生活水としての水質テスト（煮沸、調味料添加、炊飯等の

　　影響）も実施すること。

　④「改善水」のコストを市民P産業の水利用者に対して、より負担とならないように

　　検討すること。

　⑤　処理の方法、安全性等にっいて…般市民の理解も納得を得られるよう努力すること。

　⑥　　「市計画」を指導、助言する専門家の常設の委員会をつくること。

（3）堤川の汚染源対策に取組むこと

　①強酸性水と堤川水系とを遮断し、強酸性水のみを地下注入もしくは、薬品、海水等
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　．によって処理する方法の検討および実現を期すること。

②市は水質改善を泉源と浄水場との2段式にするために必要な検討、実現を急ぎ、ま

　　た、県が実施した酸性水防除施設を改良復活されるよう県に要望すること。

③堤川水系の中性河川の利用について、その方策や関係方面との折衝を行うこと。

④野内川、合子沢ダムの建設を促進させること。

　　これらの方法、対策等の実施は、いずれも市はもとより国・’i｝’県の理解と努力なしには

　不可能である。とりわけ、堤川水系を昭和15年以前の魚の住むきれいな河川に復帰さ

　せ大量の水道源水たらしめることは、河川管理と水資源確保にっいて総体的な責任を負

　う国P県の重大な関心事であることを願うものである。

　以上のような青森市としての意見に対し、堤川の汚染源対策について、筆者の意見を

付したい。すなわちこのような水質改善計画は、一’般に水産業、農業、L工水．発電、レ

クレーション、観光等の効用と、水質改善対策に要する費用との均衡において評価され、

水質改善事業の実施が決定されるべきものであろう。しかし現時点では末だその計量的手
　　　　　　　　　　　　　　　　当6］・書ユス｝s↑鼻〆卵誉毛釧τ極力？テう．！12’・τ逗いt♂』ついて1‡

法は確立されていない。したがって
夜鴫汀田や才吻失を開リガ⇔しZ、　夜十り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥　を並列的に概察して、住民の選択と施政者

の決断により、所要の水質改善対策を決定する必要がある。筆者の経験によれば、そのさ

いの最大の問題は誰れがどのような形で負担するかであり、これに関連していかに最少の

費用で最大の効果をあげうるかという技術的手法の評価にあるが、何よりも上述のような

総合的な評価の困難さにあるよう，である。

　青森市h水道の例にっいてみれば、同市の浄水計画は、山元対策が行われないものとし

て、原水のpH値を3．　0と仮定して中和処理を予定し、山元において多少でも中和処理が

行われればそれだけ浄水コストは軽減されるとして山元対策の実施を期待している。山元

対策が未確定な現状においては安全な水の供給をはかるべき水道にとっては適当な計画で

あり、山元対策への期待は市民の負担をできるだけ少くする水道経営の立場として肯定で

きる。しかしながらこの流域の水経済全体の立場からみて山元対策の実施にっいては慎重

に検討すべきことを指摘したい。例えば、仮に荒川本川の水質がpH　5以下のレベルに改

善されたとすれば他の利水目的に対しては殆んどその効用は認められないから、そのため

の山元対策は専ら水道のコストの軽減にのみ作用することになる。流域全体の水経済の立
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場からみれば河川全体の水質を改善するよりも、上水道として必要な水量のみにっいて中

和操作を加えるほうが明らかに経済的である。ただホタテ貝殼の処分問題との関連で、処

分地を泉源に求めるとすれば、水質改善の効用を兼ねることができ、かつ従前の処分費と

の差引きで経済的であるような印象も受けることから注目に値いしよう。

　　第6節　雑用水道の意義と今後の方向

　各種の利水に対応する水質源は、主として都市用水の増加に伴ない今後ますます不足す

る傾向にあり、その合理的な利用と開発の進め方が重要な課題となっている。

　元来、水資源の確保は、地域ごとに水資源の賦存状況、利用状況、開発の可能性等が異

なるものであり、また他の地域との相互融通も地域の社会経済的密着性から容易でなく、

かっ導送水の技術的、経済的な制約があるから、原則として、ある地域内、例えば流域を

単位とした地域について、最も適した開発、利用法を検討すべきものであろう。

　しかし一部の地域において｝t　，既にダム等による水資源の開発は限界に達し、既存利水

の合理化による余剰水の活用などの従前の手法のみでは、将来にわたる水資源の見通しは

困難となりつっある。とくに大都市圏の事情は重大かつ緊急な課題となっているといえよ

う。

　このような水需給の状況から、高汚濁水や下水処理水の高度処理の技術開発が

進んできたことを背景に、再生利用水は新たな水源として期待され、又環境保全の面から

もその促進が要請されるに至っている。既に工業用水には下水処理水を再生利用する例が

かなりあるが、更に利用対象を拡大して、従来水道水でまかなってきた用途のうち、水洗

便所用水、冷却用補給水などの必ずしも飲用に適する水質を必要としない一部の用途に対

し供給しようとするものである。この供給システムを雑用水道と総称している。

　この供給システムはビル内での循環利用、地域的に雑用水を供給する等の様々な形態が

考えられるが、いずれにせよ雑用水道により、当該地区内の水道水需要の低減を期待する

ものであり、上述のような水需給の動向に対処する一手法として位置づけようとするもの

である。

　しかしながら雑用水道の実施に当っては末だ様々な問題が残されている。利用者の保健

衛生及び利用上の水質にかかる問題、二重配管及び高度処理による経済性の問題、水供給
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制度における位置づけ等、解決すべき課題が少なくない。

　本節では雑用水道について、その必要性と供給システムとしての概念、供給対象と水質

上の要件、工学的対応、及び行政的対応に関して、現時点までにわれわれが調査研究した

結果について概説し、若干の考察を加えたい。

ll　－6－1　雑用水道の必要性

（1）雑用水道の定義

　　水を人の飲用に適する水として供給する施設を水道というのに対し、人の飲用に適す

　る水を意図しない水を供給する施設を雑用水道と定義する。

　　人間の生活にとって飲用系の水は不可欠であるから、これを導管を用いて供給すると

　すれV±　．雑用水道は第2の給水系統となり、両者をあわせて2元給水と言うことa・でき

　る。

（2）雑用水道の沿革

　　個別のビルP工場での2元給水は、わが国では広く普及していた方式である。飲用水

　系には水道水を用い、その他の用途には自己水源たる井戸水を使用していたのは、飲用

　水系には安全性を、その他の用途には経済性を求めた結果であった。

　　特に工場では、地下水の利用が活発であったが、過剰汲み上げに伴う地盤沈下を生じ、

　地下水採取の規制が必要となり、代替用として、工業用水の建設が行われた。その後、

　地域開発のための工業用水道も加わり、飲用に適することを目的としない水を供給する

　大規模な給水系統が全国的に整備された。これも、水の多量利用者のために、水道水よ

　り安価に水を供給することを目指したもので、経済上の優位性を普及の原動力としたも

　のであった。

　　以上の事例は、数例の例外を除き、地表水や地下水に水源を求めているので、天然水

　型雑用水道ということができる。

　　これに対し、近年、関心を集め検討が進められている雑用水道は、再生水型雑用水道

　といってもよく、その水源を下水処理水に求めている。再生水以外に、汚染の著しい河

　川p都市内の降雨を貯留した水を水源としたり、海水を利用した雑用水道もケース・ス

　タディーされているが、目下の雑用水道の主流は、下水処理水の利用にある。下水また

　は下水処理水がもっとも普遍性を有し、かつ、このケースが解明できれば、その他の水
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源の場合も応用がきくためである。

　したがって、以下、下水または下水処理水を原水とする雑用水道について考察する。

　現在実施されている下水処理水の再利用には次の4つのケースがある。

（1）下水道終末処理場内で、消泡、ポンプ水封、炉布洗浄、清掃、散水．水洗便所等の

　用水として利用

（2）工業用水として利用

（3）工場、ビル等で雑用水として利用

（4）住宅団地で雑用水として利用

　このうち、事業としての形態をとってはじめて実施されたのls　．昭和39年8月一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：尾
通水した東京都江東地区工業用水道で、三河島処理場の処理水を、さらに池澱、炉過

して工業用水として供給している。その後、この再生水型工業用水道は、表皿一6－1

のように建設されたが、工業用水道による給水量におけるウエイトは現在のところ大き

くはない。再生水型工業水道水の初期の段階には、利用者の一部から、腐食の発生、ス

ケール、スライムの発生、発泡など、水質に起因するクレームがあったと報告されてい

る。

　これらの再生水型］二業用水道が計画されたのは、需要地の近くに放流される多量の下

水処理水に着目し、試験的に実施に移されたケースと見てよい。再生水型工業用水道が

布設された地域でも、その後、天然水型工業用水道が布設されてきたように、工業用水

道も、まだ全面的に再生水に依存する段階にまで至っていない。

表一ll－6－1　下水処理水を水源とする工業用水道

工業用水道名 水　　　　源
給水能力
@仇シ〆日

給水量
wシ日

処　理　の　プ　ロ　セ　ス

川崎市工業用水道

ｼ古屋市工業用水道

]東地区工業用水道

蜊緕s工業用水道

入江崎下水処理場

逕N下水処理場

O河島下水処理場

ﾃ守下水処理場

30，000

T7，000

R76，000

U0，000

　18，800

@30，000

P67，000

i休止中）

下水処理水→塩素滅菌

ｺ水処理水→凝集沈殿→砂炉過→塩素滅菌

ｺ水処理水→凝集沈殿→砂炉過→塩素滅菌

ｺ水処理水→凝集沈殿→砂炉過→塩素滅菌

（注）　東京都芝浦下水処理場では、下水処理水を300／in3日程度、国鉄（洗用車）及び屠場へ送っており、
　　また、場内雑用水として10，000m3／日を砂炉過して使用している。北九州においても下水処理水が
　　工業用水として供給されているが、市と企業との契約にもとつくものである。
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　　従来、水道水がカバーしてきた用途に下水処理水を利用しようという検討が開始され

　たのは、昭和49年代前半からであり、上記分類の（3）（4）に該当する雑用水道に相当する。

（3）都市開発と雑用水道

　　下水処理水の再利用が都市開発の面から検討され始めたのは、厚生省の行つた「北摂、

　北神広域水道調査」（昭和43年度）からであり、この場合は水資源開発のテンポが需要の

　伸びに追いつかず、既開発区域の需要量さえもまかないきれない状況下であった。そこ

　では、限られた水量で、最大限の人口を養うための手段として雑用水道が検討され．2

　元給水により約1．6倍の人口を有する新都市の建設の可能性が明らかにされたが、コス

　ト面での隙路が打開できず、調査段階を出ることはできなかった。

　　水資源開発に関する各般の施策が展開されてきたが、水資源の需給バランスは改善さ

　れないまま、河川開発の限界が認識されるようになり、水の有効利用の必要性が強調さ

　れ、その方策として図皿一6－1の方法が提唱されている。この段階になると、雑用水

　道の開発理由に、限られた水資源のもとでの都市の生存のためという一項が加わつた。

図ll　－6－1　水道用水の利用適正化対策

地域計画一水を制約要因とする人口等の適正配置

　　　　　一一難雛轡甑

ハー h面

　　　　　　　　　　　新システム導入　　　　　　雑用水道

　　　　　　　　　　　PR等による自主的節水

　　　　　　　　　　　用途別基準水量設定等にょる強力協力依頼

　　　　　ソフト面
　　　　　　　　　　　抑制型料金体系の採用

　　　　　　　　　　　法律等に基づく用途、使用量等の制限

囲　厚生省、「都市用水の利用適正化対策について」（昭48）

雑用水系の開発
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　一方、排水規制の強化が雑用水道計画を促進させている側面も指摘できる。新規開発

の場合、放流水質は通常の排出基準より厳しい条件が付くことがあり、下水処理場に高

度処理を適用すれば良質の処理水が得られることとなる。この水をそのまま放流するよ

りはもう一度循環利用する方が経済的である場合には、比較的スムースに雑用水道が実

現することとなる。また、既成市街地の再開発にあたって、下水道側に水量の点で受入

れ限麟量が存在する場合にも下水道への欝流量を抑制するため循環利用が行われ

るようになる。

　より広い視野のもとでの用水排水計画の考察も行われいるが、直接的要因を図H－6

－2にとりまとめておく。

　　　　　　　　　　　図皿一6－2　　雑用水系の開発要因

‘

水源地域の開発につい

ての理解を得るため

ll　－6－2　使用目的と水質の考察

（1）生活用水の用途区分

　　水の供給システムは従来、生活用水、工業用水、農業用水、発電用水という大区分で

　計画されてきた。図II－6－3の類型Aの区分である。
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　再生水型工業用水道を導入すると、その用途から清涼飲料水の原料水のような食品へ

移行する水が除外され、それらは水道水に依存することとなる。（類型B）

　さらに、生活用水の分野にまで再生水型雑用水道が入ってくると、類型C又はDのよ

うに受持区分が分れることになる。ここで麹型dl‡胞翻’k吋特袖屯季じ酬ノ瞳哩八V・丸
　　　　　　　　　　　　　　　　払型D（才嬉融奪ひ一辛9し・も推宙十③を卑八しし⑭である・

　供給システムの多様化により、大区分にも変更が生ずるわけであるが、以下、生活用

水における雑用水道の使用目的と水質について考察する。

　現在の都市において入手できる水は水道水に限定される地域が多いため、必要な生活

用水は水道により供給されているとみなせる。

図H－6－3　水の供給システムの類型

　　　類　　型
p　　途

A B C D

飲用系

生活用水 接触系
水　　　　道

’一一●一一
｡l　　i

その他
一＿一一＿』
1　雑用・k這□L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

食品系 ’三孝司

M直，一一・工業用水
その他

「一O一茶_示～τ一『一 ｳ
1

農　業　用　水 かんがい用水路等

発　電　用　水

［＝］
天然水を水源

「一　一　一　　一　一　一　一　一「
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

再生水を水源

　このため、水道水の用途はきわめて広汎にわたっている。

　実態調査によれば、家庭における水使用にっいては個人差が大きく、実態調査の平均

値をもって一律に判断することはできないけれど、下水道の普及している一般家庭にお

ける水の用途別使用量は、おおむね次のように推定される。

　　　飲用・炊事用水　　20～30％　　　　　掃除用水　　　　　4～8％

　　　風呂用水　　　　　　15～20％　　　　　水洗便所用水　　20％前後

　　　麟洗用水，：遮　：嶽｝・一・％

　雑用水道の施設計画を立てるにあたって、物理的に分離できる用途を考え、類型化し
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表一皿一6－2　業務用ビルにおける水使用

水洗便所用水量　　　　　×100 冷却用水量　　　　　×100
ビルの種類 規　模　等

総使用水量 総使用水量

大　規　模 30～50％
事務所ビル

小　規　模 50～80％

病　　　　　院 20～30％ 30～40％

百　　貨　　店 15～35％ 30～50％

文　科　系 35～70％
大　　　　　学

理　科　系 10～20％

一

（注）　東京都首都整備局：水の循環利用適合性予備調査報告書（1）、（皿）

　　　　　　　　　　昭和48．3、49．3

て水質を考察することが実際的である。この考えは、水の用途ごとに要求される水質レ

ベルを数値をもって明確に示すことが困難である事情からみても妥当な方法である。

　用途区分として、人間生活を中心におき

（1）径口により人間が摂取する可能性のある用途

（2）人体が接触する可能性のある用途

（3）人間が摂取したり接触したりする可能性が通常考えられない用途

の基本3区分が考えられる。

　このうち、（1）については、下水系の病原生物P有害物質等が人の健康に及ぼす影響が

完全には解明されていない現状においては避けるべきであり、水道水を充当するのが妥

当である。

　（2）（3）の用途に雑用水をあてるときの水質にっいては、利用者の健康を保護し、快適な

利用と供給の安定性を確保するため、次の条件を満足することが必要とされる。

（1）衛生上の問題を生じないこと

（2）利用上の支障がないこと

一114一
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　（3）利用上の不快感がないこと

　（4）施設Jpee具の機能に悪影響がないこと

　（5）水処理技術の安定性が確立していること

　（6）管理水準の確保及び判定のための適切な指標があること

　⑦　水質を維持するための処理コストが合理的であること

　　雑用水の水質基準は、当面、それぞれの計画ごとに定めていくことが合理的と考えら

　れる。使用目的と要求水質は雑用水道基準調査研究中間報告（厚生省委託研究、5L3）

　等で議論されており、表ll　－6－3のようにとりまとめた。

ll－6－5　工学的対応

（1）　雑用水道の形態

　　　雑用水道の形態として、次の3類型がある。

　　（1）個別循環方式……建築物等の所有者が雑用系用水を自ら雑用水道により給水する

　　　方式

　　（3）地区循環方式……建築物等の所有者が共同で雑用水道を運営し、それにより当該

　　　建築物の雑用水の需要に応じて給水する方式

　　（3）広域循環方式……一般の雑用系用水の需要に応じて雑用水道により給水する方式

　　（1）、②、（3）の順に規模が大きくなり、それにつれて、用水処理プ・セスの安定性が増

　大する。しかしコストについては対象範囲が大きくなる程低トするとは限らない。

（2）雑用水道のための技術

　　雑用水道に関する工学的対応としての課題は次のように考えられる、，

　（1）　2系統給水方式としての合理性を求める技術。すなわち、対象範囲、用途、規模を

　　決定する計画論としての課題。

　②　下水処理水を雑用水に転換させる技術。

　（3）雑用水を確保、供給するための技術。

　（4）安全使用のための技術。すなわち、誤接合等により水道水を汚染することのないよ

　　う、又、計画用途以外への誤使用を防止する技術

　　これらの課題にっいては、既存の技術の応用あるいは組合せで解決できるものと考え

　られている。（ただ臨海部で塩素イオンの含有鼠の多い1・水の場合にっいては、特別の
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　検討が必要である。）　しかし、多数の一般家庭にまで供給するとなると、意図的な目

　的外使用までチェックする工学的対応は困難であり、供給側のみの対応では安全性の確

　保は望めず、利用者側での態勢が問題となる。

　　こうした状況から、雑用水道水の用途を、人間が摂取したり、接触したりする可能性

　が通常考えられない用途に限定し、水洗便所用水及び冷却用補給水のみを対象とする考

　え方は妥当と思われる。なお、取扱い者を特定の者だけに限定する等十分な管理下で使

　用される、洗車用水、散水用水、消火用水、融雪用水、掃除用水、レクリエーション用

　水等に拡大することも、管理水準が確保できる場合は妥当な判断といえよう。

（3）雑用水道計画の要因

　　雑用水道計画を左右する条件は単一ではなく、次のような各種要因により、規模がき

　まるものである。

　（1）水道水の利用可能性

　（2）雑用水道の水源の位置、水量、水質

　（3）雑用水道水の用途と要求水質

　（4）（2）の水源から（3）の水質以上の水を得るための技術的可能性

　（5）雑用水道水が計画用途以外に使われないような施設の計画及び管理計画の確実性

　（6）使用者の受入れ態勢

　（7）水道水、雑用水道水及び両者を総合した経済性

H－6－4　行政的考察

　生活用zkにかかわる雑用水道は新しいシステムであるだけze　．まだ行政上の位置づけが

確立されていない。試験的整備の段階から実施段階に移行する以前に法制上、財政上の制

度を整備する必要があると思われる。

　行政的にみた雑用水道の特質は次の2つである。

（1）一般に雑用水道水の方が水道水よりコストが高い。

（2）雑用水道を布設することによって受ける利益は、雑用水道の対象区域に限定されない。

　水質的に低級の雑用水道水が水道水より高いとなれば、雑用水道が自発的に普及する可

能性はないということになる。家庭用水を供給するシステムにあっては、建設費における

配管費のウエイトが70～80％程度を占め、2系統給水は割高となる。また、水道水の
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コストは、過去において取得した資産も含め、総体的に計算するため、全体が新規投資に

かかる雑用水道水のコストより安くなるケースがほとんどである。このため、雑用水道に

よる低級水質水の方がコスト高となり、このままでは利用者の理解を得ることはできない。

　水道用水の需要増は都市全体に広く発生している現象である。一方、雑用水道は当面地

域的に限定され、雑用水道水の利用者は一部にとどまる。環境用水のような新規用途を除

けば、水道水の代りに雑用水道水を使うことによって受ける利用者にとっての利益は経済

性以外には見当らない。現在の技術水準のもとにあっては、雑用水道は地域全体には利益

をもたらすが、個々の利用者に対しては特別の利益はもたらさず、もし独立採算的に運営

するならば、個々の利用者の不利益をもたらすシステムである。

　このアンバランスを解消するためには、全体と部分が水道水の有効利用という観点で結

びついている点に着目し、水道のサブシステムとして雑用水道を位置づけ、両者を連けい

させる方式がもっとも合理的と考えられる。そこでは雑用水道は水道にとって補完的な水

源とみなすことができ、新規水道水源の開発コスト相当までは雑用水開発に投資したり、

補助金を導入したりする理由が生ずる。この運用により、雑用水道水の料金を水道水の料

金以下に設定することが可能となり、部分の利益も確保されることになる。

●

，

　　第7節　第皿章のまとめ

　この章ではわが国の水道において、最近とくに新しい対応が要請されている主要な課題

について、行政的、及び工学的対応の現状と問題点をとりまとめ、今後の方向について考

察し、若干の提言を行った。とりあげた課題は、富栄養化に伴なう水道被害、活性炭処理、

浄水場排水・汚泥の処理・処分のほか、特殊な問題としてダムによる濁水の長期化現象、

強酸性河川の活用、雑用水道である。

　第1節は富栄養化と水道被害として、最近における水質汚濁の進行と、水道水源のダム

依存度の増大に伴って、湖沼、人工貯水池の富栄養化と水道に及ぼす各種被害の態様一

プランクトンによる炉過池の閉塞、異臭味の発生、マンガンの溶出等一について、現在

までの各種調査報告や研究の成果をとりまとめた。その対応としては第一義的には還境行

政サイドとしての規制強化であることを指摘するにとどめ、水道の対応としての主体をな

す活性炭処理については第2節において詳述することとした。

舗
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　第2節では上水道における活性炭処理の歴史的経緯と、厚生省で行った実態調査に基づ

くわが国の現状の解析、水質項目ごとの浄水効果の従来の研究成果のとりまとめ、USE

PAの粒状活性炭炉過の設置義務規定（案）の紹介、及び今後の活性炭処理に関する筆者

の所見を述べた。その概要は次のとおりである。

（1）欧州を中心に活性炭炉過の歴史は古い。1910年に英国のReading　Corpera－

　tion・Wa・te・rworksで脱塩素のため炭（charcoa1）炉床が設けられ、1928年には

cicagoで炭素（carbon）が始めて使用され、ほぼ同時期にドイツのHa㎜でフ・ノ

　ールによる異臭（ルール川）を除去する目的で用いられた。

　　わが国では比較的最近まで水道原水が清浄であったため、昭和20年代までは遊離炭

　酸除去の実験が行なわれたていどで、昭和30年代に入って湖沼、人工貯水池における

　異臭対策として長崎市、松江市（昭33）、宇部市（34）等において粉末活性炭注入

　が行われたことに始まる。またABSによる泡立ち障害の除去のため東京都玉川浄水場

　でも粉末活性炭注入が行われた（昭36）。

（2）その後湖沼、河川の水質汚濁の進行に伴って活性炭処理を行う浄水場が増大し、昭和

　52年に筆者らの行った実態調査では49浄水場に達している。厚生省で行った実態調

　査の概要は次のようである。

　1）活性炭処理を行っている49浄水場のうち、粉末活性炭注入によるもの34、粒状

　　活性炭炉過によるもの15で、後者の場合はすべて粉末活性炭を常備している。また

　　オゾン処理を併用しているものが4浄水場ある。

　2）水源種類別にみると、湖沼、人工貯水池及びその影響をうける河川が31（63％）

　　で、その他の18は都市周辺の中小河川（猪名川等）、工場排水等による汚濁河川

　　（江戸川等）である。

　3）平均使用日数は、湖沼等126．5日で、河川系の63日に比して長い。

　　　粉末活性炭の注入日数は、30日未満が19（56％）、30日以上100　日未

　　満が10（29％）で季節的あるいは事故時において短期間使用しているものが大

　　部分である。100日以上200未満3、200日以上1、常用1（印旛沼）である。

　　粒状活性炭炉過15のうち常用しているのは8浄水場である。常用しているものは岩

　　沼市（阿武隈川）を除きすべて湖沼である。
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　4）処理コストは、薬品費、人件費等の運営費（施設費を除く）について、粉末活性炭

　　注入の場合、平均3．9円／Ms（0．5～11．1円／M3）で、通場処理の平均11．7円／

　　㎡の33％にあたる。なおこのさいの注入率は平均9．Oppm（3．　8～18．4ppm）

　　である。また平均3．9円／M3のうち薬品費et　2．1円／MSである。粒状活性炭炉過につ

　　いては岩沼市の場合3．　2円／MSで、このうち薬品費は1．4円／M3であり、通常処理費

　　14円／MSの23％にあたる。

　　　概してみれば、施設の原価償却費等を除く費用は3～4円／mSであり、給水原価の

　　全国平均80円／m3の4～5％程度である（いずれも昭和51年度）。

　以上は常用した場合の費用であるから、わが国の現状のように主として異臭対策として、

その発生時において比較的短期間使用する場合には粉末活性炭の方が明らかに経済的であ

ることが考察され、現在わが国の多くの都市で粉末活性炭注入方式がとられていることに

は一っの正当性があることが確認された。

　しかしながら活性炭処理を常時実施している8浄水場を除き、大部分の浄水場は異臭発

生時等の緊急、臨時的措置として間褐処理を行う対応では、住民の苦情を受けてからの事

後措置となる例も多く、そのため一時的に取水制限P取水停止を行う例も少くない。また

そのための監視体制も現時点では上流側の他都市の情報のみにたよる等、十分でない。した

がって現在主流をなす事故発生一粉末活性炭注入方式について再検討を加える必要がある

点を指摘した。更に筆者は次の観点から活性炭処理を見直すべきことを強調した。すなわ

ち、USEPAの指摘するように、生活排水や工場排水に基因して、原水中には微量の人

工有機化合物が含まれ、同定の結果、発がん性物質も含まれていること、これらの各種物

質の相乗効果も明らかでなく、又、日常監視ができないことから、相当規模（当面給水人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為
口7．5万人）以上の水道に対し粒状活性炭炉過を業務づける措置を予定しているように、

わが国でもこれら水質項目以外の微量有害物質にかかる危倶を未然に防止するため、予防

措置として原水の汚濁度がある水準以一ヒにあるものについては、常時活性炭処理の設置を基

準化することについて検討すべきことを提言した。このさいの汚濁度の表示についてはT

OC、　BODのような総合指標でもよいが、むしろ合田博士らの提言しているように、　C

C　E’、CAEのような処理側と分析側を結びつけるような新しい中間指標を考えることに

賛意を表し、このような指標を用いて活性炭処理を行政基準化するための基礎的な研究、
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及び具体的な設計指針、操作法に関する調査研究を進めるべきことを強調した。

　第3節では浄水過程から排出される沈澱池スラッジ、炉過池の洗糠排水、緩速炉過の洗

砂排水の処理、処分にっいて、わが国の実態と技術上の問題点、及び今後の方向について

考察し、若干の提言を行った。

　わが国において浄水場からの排水処理は古くから行われ、汚泥も天日乾燥処理を行って

いるものもあったが、汚泥の機械脱水等の本格的な処理が行われたのは昭和39年東京都

東村山浄水場においてである。とくに進展をみたのは昭和47年に水質汚濁防止法の規制

を前提として、国庫補助制度が設けられてからである。

　筆者らの行った実態調査では、52年現在の全国の主要363浄水場のうち、汚泥脱水

法の区分で機械脱水方式172（47％）、自然乾燥方式128（35％）、他の浄水場等

での処理63（18％）となっており、規模が大きい程機械脱水の比率が高い。現在なお

脱水設備の整備が進められているので、全国的に機械脱水方式の比率は増大している。

　このように排水・汚泥処理の歴史は浅く、なお多くの技術上の問題を残しているが、今

日まで主として濃縮性や脱水性の改善、脱水機の改良開発、及び処理の効率化が追示され

てきた結果、一応の成果を得て1浄水場排水処理の手引き」（昭47、厚生省）「浄水場

排水処理施設設計指針・解説」（昭相50．日本水道協会）等の計画設計上の基礎資料が提

供されるに至っている。

　筆者はこれら指針の概要をとりまとめるとともに、各都市のデータを基として、先ず計

画時点において、例えぽ東京都朝霞浄水場では年2回の台風時のスラッジ量が年間発生量

の67％を占めるように、わが国の多くの河川では濁度変化がはげしいから、計画スラッ

ジ量の算定、及び高濁度時の対策について十分留意すべきことを強調した。

　また今後とも単位操作にっいて調査研究、改良開発を継続すべきことは当然ながら、加

えて浄水プロセス、あるいは水道施設全体との関連において汚泥処理をどのように位置づ

けるかについて研究すべきことを強調した。すなわち、浄水一排水・汚泥処理一最終

処分（有効利用を含む）のプロセスで、例えばアルミニウム添加量の低減、ポリマー“P助

剤の種類及び注入率の再考、撹拝方法の再検討、更に沈澱池を省異した直接炉過法の採

用等、浄水施設の設計や操作の変更によって、スラッジの濃縮性P脱水性の改善の可能性

がある。また最終処分段階への配慮として輸送に適合する含水率、処分後の地下水P植物
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等への影響の有無、処分地の跡地利用を考慮したケーキの土質学的性状の改善を図る必要

性があり、そのために乾燥、焼成技術、その他有効利用のための処理方法の研究等を進め

るべきことを強調した。

　また水道施設全体との関連については、前述のように例えば朝霞浄水場の場合に2回の
　　　　　　　　　　　　　　　占
台風期の発生量が年間の67％を示める等、量的には高濁時対策が重要であることを指摘

したが、これに対して例えば水源の選定条件として濁質量及び質について十分な配慮を払

うべきこととし、あるいは高濁時は取水停止することとして、そのための配水池の増強、

水系の異る原水P浄水の相互融通についても検討する等の配慮が必要であることを強調し

た。

　さらに排水・汚泥の処理・処分には高度な技術と費用を要し、とくに小規模ではコスト

が嵩むので、中小規模浄水場では共同処理を行うことを推奨し、例えば各浄水場では量b

質の均等化のための調整機能を保有せしめ、濃縮一脱水一処分は共同化する等について検

討する必要があることを強調した。

　また当然ながら計画段階での浄水プロセス、水道全体での整合性については、技術性と

同時に設備費、管理費及び処分費にかかる経済性にっいて配慮すべきことを付言した。

　第4節ではダムによる濁水の長期化現象と水道への影響にっいて、新宮市浄水場の資料

に基づいて現象的に考察した。

　新宮市浄水場の原水水質の経年変化をみると、吉野、熊野総合開発計画による一連のダ

ム群の建設が開始されて、30年度以前の年間平均濁度は1～4度であるのに対し、31

年度以降のそれは14～70度（大部分は20～40度）で、その年度の台風等による出

水のていどによって差はあるものの、原水水質の平均濁度は著しく上昇した。90日は超

えない濁度、及び10日は超えない濁度をみると、それぞれ29年以前の1～3度、及び

23～28度であるのに対し、30年以降は20～40度、及び75～400度に達して

おり、濁質成分の増大とともに、長期化していることが明らかに推察された。

　これに対する水道側の対応として新宮市では緩速炉過を急速炉過に変更した。また吉野

川早明浦ダムの場合は、池田町は同様に緩速炉過を急速㌍過に変更し、又、本山町では水

源を他（支川）に求める措置がとられた。いずれの水道も変更事業が完了するまでの間、

浄zk機能の低下に伴なう時間給水措置がとられた。
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　環境庁調査の「一ツ瀬ダム貯水池における濁水長期化現象とその対策」（昭47．11）

では、湖沼等での温度分布による成層及び循環の現象を基本とし、洪水の流入によってこ

の温度分布が破壊ないし変形されて、取水口付近の高濁度が長期間継続する場合が問題で

あり、夏の成層期に小規模出水時では表層躍層が破壊される程度であるが、中規模洪水で

は洪水が2次躍層上に流入して撹乱し、下層水を連行し．又、大規模洪水では2次躍層

を破壊して濁度分布が全体に及び、通常中間流を取水（放流）するから、この部位の濁度

が上昇するよ5な中規模洪水、及び大規模洪水の場合は長期間濁水が継続するとしている。

　またダムでの対応策として選択取水があるが、温度層が破壊された場合は無効である。

したがって成層の再成を待たなければならないが、表面取水設備の設計にあたっては、ど

の程度の成層で表面取水に切替えるか、限界取水流速及び取水深をどうするかについて十

分な検討が必要であると指摘している。

　水道にとって新規水源の多くはダムに依存せざるを得ない状況にあるが、上述のような

濁水の影響は大であるから、ダムでの対策、及び水道での対策にっいて、時前にダム築造

に伴なう影響を評価し、所要の対策を予め講じておくべきことを強調した。

　第5節では、特殊問題の一っとして強酸性の河川水を水道水原として利用する計画例に

ついて紹介し、若干の考察を加えた。

　火山国であるわが国には強酸性の温泉排水や硫黄鉱山の坑内水等によって河川水が酸性

化し、水棲動植物の生存と否定しているような河川がいくつかある（北上川、吾妻川系）。

一般にこれらの河川流域ではその水質改善が主として経済的に困難なため、流域一帯の社

会経済的発展を阻害している。一方わが国の水需給は逼迫しており、このような河川の活

用についても考えざるを得ない地域が存在する。

　ここで紹介したわが国唯一の酸性河川の上水道利用の例は、堤川水系荒川を水源とする

青森市上水道である。同市は従来主として深井戸に依存してきたが、地盤沈下の影響が顕

EE化したため、地下水の一部を廃ILし、表流水に切替える計画を推進してきたものである。

　勿論、同市周辺の諸河川にっいて詳細な調査結果に基づき次善の策として決定され、筆

者ら厚生省とも十分事前相談の上事業決定したものである。

　酸性河川を水道水源として活用するさいの水質改善対策を大別すると、発生源対策、河

川水質改善対策、及び浄水操作の各段階が考えられる。
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　発生源対策については、中和処理（吾妻川）、希釈水の導入が考えられるが、

河川水質全体の改善については、諸対策の技術的効果、対策費、農水産業、上工

水道、観光その他河川環境の保護、利用度の拡大、河川維持費の節減等の効用等にっいて

総合的な評価を行ない、施策を決定すべきであり、筆者らの作った北L川における調査か

ら事業実施に至るまでのフローチャートを示した。浄水操作の段階では浄水場での中和処

理で、濁質除去のための凝集効果と水質基準に適合させるために必要である。青森市の場

合は山元及び河川での水質改善が行われないものとして、浄水場での処理を予定した。こ

の場合酸性河川の通例であるカドミウム、ヒ素等の存害重金属を含有しておらず、pHの

みが問題であった点が技術的には有利であった。したがって付加される浄水費は中和処理

だけであり、それに要する薬品費は3．19日／M3と試算されている。このように技術的、

経済的に酸性河川の利用が可能な場合であっても、このような酸性河川には毒水という概

念が地元住民に行き渡っているから、住民の説得には特段の配慮が必要であり、筆者らも

住民代表を含む委員会によって十分検討することを示嵯した。委員会でとりまとめられた

「堤川の水道水源に関する意見書」（昭51．1）は今後このような酸性河川を水道に使用

するさいの問題点が網羅されており、とりまとめて紹介した。

　第6節では主として生活排水の再利用による雑用水道について、その必ff性と供給シス

テムの概念、供給対象と水質上の要件について、主として筆者らが調査研究した成果を中

心にとりまとめるとともに、今後の工学的、及び行政的対応について若干の考察を加えた。

　雑用水道は人の飲用に供することを意図しない生活用水を供給する施設として定義され

る。人間生活にとって飲用系の水は不可欠であるから、雑用水道は第2の給水系統となり、

両者あわせて2元給水といわれる。また多元給水ともいえる。現在までのところ、下水処

理水の再利用の例として、（1）下水処理場内での消泡、ポンプ水封、炉布洗糠、清掃、散水、

水洗便所用水．（2）工業用水．（3）工場、ビル等の雑用水．（4）住宅団地の雑用水等がある。雑

用水道の開発要因は、1）水供給の制約、2）排水処理側の要請（高度処理）の両側面がある

が、とくに地域の水道用水の利用適［E化対策全体の中での位置づけが重要である点を強調

した。

　使用目的と要求水質は雑用水道基準調査研究中間報告書（昭5L3、厚生省委試研究）

等で議論されており、とりまとめておいた。
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　用途区分としては、（1）径口的に人間が摂取する可能性のある用途、（2）人間が接触する可

能性のある用途、（3）人間が摂取、又は接触する可能性が通常は考えられない用途にわけて

考えることができるが、（2）、（3）についても、1）衛生上、利用上の支障、2）利用上の不快感

3）施設や器具の機能への悪影響がないことが水質上の要件であり、又、4）水処理技術の安

定性、5）管理水準の確保、6）処理機能判定のための適切な指標、7）合理的な処理コスト等

について実用技術として確立されることが必要である点を指摘した。

　また雑用水道の形態として、（1）個別循環式、（2）地区循環式、（3）広域循環式の3類型が考

えられ、その工学的な対応としての課題は次の諸点であることを指摘した。

（1）　2系統給水方式としての合理性を求める技術、いいかえれば対象範囲、用途、規模を

　決定する計画論としての課題。

（2）下水処理水を雑用水に転換させる技術。

（3）雑用水を安定的に確保し、供給するための技術

（4）安定使用のための技術。例えば誤接合等により水道水を汚染ことのないよう、又s計

　画用途以外への誤使用を防止する技術。

　これらの課題については、既存の技術の組合せ、又は応用で解決できると考えられてい

るが、一搬家庭にまで供給するとなると、誤使用や意図的な目的外使用までチェックする

工学的対応は困難であり、したがって供給側のみの対応では安全性の確保は望めず、利用

者側での態勢が問題となる。このような観点から、雑用水道の用途は人間が摂取、又は接

触することとない用途に限定し、かつクローズな供給が可能な水洗便所用水及び冷却用補

給水のみを対象とする考え方が妥当であろうことを指摘した。なお取扱者を特定できる等

の十分な管理下で使用される、洗車用水、散水用水、融雪用水、消火用水、清掃用水、レ

クレーシ・ン用水等に拡大することも、管理水準が確保できる場合も実用可能性があるこ

とを述べた。

　生活用水にかかる雑用水道はまだ行政上の位置づけが確立されていない。現在の試験的

設置の段階から近い将来の実施段階に移行する以前に法制ヒ、財政Lの制度を整備する必

要がある。行政的にみた雑用水道の特質は、（1）一般に雑用水道水の方が上水道水よりもコ

ストが高いこと、（2）雑用水道による受益は、水需給の均衡上の役割を果すから、地域全体

に及ぶもので、雑用水道の対象区域に限定されないことであろう。
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　水質的に低級の雑用水道が上水道水より高いとなれば、利用者の理解を得ることはでき

ず、雑用水道が自発的に普及する可能性はなく、逆に利用者にとって雑用水道水を使うこ

とによって受ける利益は経済性以外には見当らない。また（2）のように雑用水道は地域全体

に利益をもたらすが、個々の利用者には特別の利益はもたらさず、もし独立採算的に運営

するならば、コスト高が全体に及びむしろ不利益をもたらす。

　この矛盾を理解するためには、全体（水道）と部分（雑用水道）が水道水の有効利用と

いう観点で結びついている点に着目し、雑用水道を水道のサブシステムとして位置づけ、

両者を連けいさせる方式が最も合理的と考える。そこでは雑用水道を水道の補完的な水源

とみなすことができ、新規水源の開発コスト相当まで雑用水道の開発に投資したり、補助金

を導入したりする理由が生ずる。この運用により雑用水道水の料金を水道水の料金以下に

設定することが可能となり、部分の利益も確保されることになる。
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第III章　水道水とその原水の水質基準等に関する考察

　飲料水等の生活用水が、人の健康上の安全性や生活利用上の利便性、快適性の観点から、

いかにしてその水質を表示するかについて努力が払われてきた。それは主として細菌学や

化学の分野における細菌の同定、化学物質の分析あるいは毒性va関する研究の累積にほか

ならないが、水道技術にとって行政運用上あるいは水道事業遂行上、供給する水の適否の

判断、原水水質とその浄水効果の検討等、一連の水質管理を科学的に評価するためには、

適確に水質を把握することが何よりも必要である。

　本章では、先づわが国における水質表示を歴史的に概察するとともに、今後の水質基準

のあり方、及びその運用上の留意点について考察した。

　さらに最近における水道水源の汚濁の進行を背景として、その原水水質に着目して、そ

の表示法、及び基準値について諸外国の事例も含めて考察した。水道にとってその原水の

水質特性を適確に把握することは、その原水に適応する浄水方法を選定し、及び日常の浄

水管理法を明らかにする上で重要である。いいかえれば原水水質は、窮局の目標である飲

料水の水質基準（以下水質基準という）に適合するよう、原水と浄水の間に介在する浄水

操作一浄水設備と浄水管理一の技術水準によって評価することができる。

　今日の技術をもってすれは・いかなる原水水質でも、水質基準に適合するよう浄化する

ことは可能であろう。しかし浄水操作の能率性、経済性、及び管理の技術水準等、実用上

の・］能性を考慮すれば、採択し得る浄水法には自ら限界があり、その限界に対応する原水

水質があろう。

　そしてこの限界の中で・原水水質の良否によるある区分と、それに対応する浄水方法が

あり・行政技術上もいくつかの類型化が行われている。

　筆者らも関与した「水道施設設計指針・解説」　（S52）においては、浄水方法の選定

の目安として、浄水方法の区分別に、代表的な水質指標とその濃度等の関連、及び浄水管

理上の留意点を示している。またこれを補完するために厚生省からの指導指針（46・6）

等もある。又、　「水道施設維持管理指針」においても水質管理上の留意事項を主要な水質

指標について示している。
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　これらの浄水操作上の浄水効率及び浄水コストからみた現実性のある技術水準を背景に、

飲料水の水質基準の各指標、及び流水の汚濁度を表示する上で重要な指標に関し、原水水

質をいくつかの類型に区分して作成された「水道の原水基準」がある。これ打、われわれ

が水質基準研究班（田辺弘班長）の協力を得て昭和45年に作成したものであり、生活環

境審議会の答申をえて公表されている。これを基として現行の公害対策基本法に基づぐ、

公共用水域の水質の「環境基準」が定められている。すなわち、現行の「環境基準」は、

尾介類汚染を考慮した総水銀及びPCBを除く健康項目、並びに河川（AA、A、B）及

び湖沼（AA、　A）にかかる生活環境項目の基準値は、ほぼこの「原水基準」に従って定

められているo

　この「原水基準」は、主として凝集沈殿一急速炉過法を想定し、一部の項目については

緩速炉過法につき配慮したものである。わが国の原水の汚濁度及び浄化法の実態（表皿一

a、表皿一2－1）からみて、主として急速炉過法の浄化効率を基として「原水基準」を定め、

水質汚濁防止の行政目標を主張することは適当であり、かつ必要と考えるが、現在すでに

この「原水基準」を超える原水があり、これに対し活性炭処理等の高度処理を行っている

点に着目する必要がある。米国、ソ連等でもわれわれが示した「原水基準」と同様に、急

速炉過法を標準として水道用の原水基準に類するものを発表している。又、OECDは一

つの研究報告として、高汚濁水の技術的、経済的に実用可能な浄水技術として・いくつか

のプロセスを想定し、原水水質と浄水後の水質、及ひコストの試算を行っており、高汚濁

水の水質限界の一つの目安を与えている。

　わが国の場合、既存水源の水質改善が大き〈期待できないものもあり、叉、清浄な新水

源の取得も今後益々困難となる情勢にあり、加えて高汚濁水の利用については、住民感情

からの抵抗もあるので、．説得力ある対応が要求されることから、現在行われている急速炉

過法を中心とし、一部に主として活性炭注入による異臭味対策程度の対応で事足れりと考

えることは危険である。今後公共下水道の普及と高度な処理が進むであろうが、アンモニ

ヤ性窒素や溶解性の有機物質についてはなお増大することが考えられることから、これら

有機汚染への対応に関心をもって浄水操作にかかる技術的研究を重ね〉実用できる準備を

する必要があろう。

　まfc、水質汚濁防止上の行政目標を与える環境基準が設定されているが　筆者が水質保
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全行政に掌わって、環境基準の類定指定を行う過程で、現行制度の運用上いくつかの疑問

を感じ、臨機にその運用を図ってきた。ここではこの経維に照して環境基準とその運用上

の諸問題について考察した。

’

表・皿一a　わが国の浄水法別の年間浄水量（昭和49年、水道統計）

浄水法 施　設　数 全左構成比 年間浄水量 全左構成比 1施設平均
@浄水量

％ ×106η23 ％ mシ日
消毒のみ 1，088 46．2 2，901 23．7 7，305

緩速炉過 393 16．7 958 7．8 6，678

急速炉過 652 277 7，978 65．2 33，524

特殊処理 223 9．5 407 3．3 5，000

計 2，356 100．1 12，245 100．0 14，23g

　注　1）特殊処理は除鉄、除マンガン等をいい、臨時に活性炭注入等を行っているもの、

，　　　　補助的にオゾン処理、過剰塩素処理を行っているものを除く。

　　　2）昭和52年現在、粉末活性炭注入叉は炉過を行っている浄水場は49ヵ所ある。

　　　　　（表・ll　－2－1）

　　　3）なお、沈澱池の形式別にみると次のようである（計画べ一ス）

　　　　　　　普通沈澱池　　343池　　1，813×103m」／日（　3．7％）

　　　　　　　薬品　〃　　1，257〃　16，023×103　〃　（32．2％）

　　　　　　　傾斜板〃　　　454〃　22，623×103　〃　（45．4％）

　　　　　　　高速凝集〃　　667〃　　9，380×103　〃　（18．8％）

第1節　我が国の水道水質基準の変遷

　皿一1－1　飲料水の水質管理の創始期

　我が国における近代水道は、明治20年（1887）の横浜水道の創設に始1まる。それ

までの水道らしき施設としては、戦国時代から江戸時代に主として築造された神田上水、
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玉川上水、金沢上水、水戸上水、福山上水、名古屋上水、鹿児島上水等自然の湧水、渓流水

を木樋や開きょ等によって導入する施設がわずかにあった。その他の地域では、飲用水は

そのeeとんどを井戸によって1まかなっていた。これらの飲用水の供給施設は、浄水処理施

設を併わなかったとともに、汚物や汚水の混入の危険もあるものであった。またコレラを

はじめ、腸チフス、赤痢等の消化器系伝染病の流行がしはしば生じてteり、明治初年以降

の状態は、図1－1－1に示したとおりである。

　水の汚れを科学的客観的に判定しようとする考え方は・明治に入り・文明開化の中での

欧米文明の移入にともなってもたらされ、明治7年（1874）10月には、東京司薬場

（現在の国立衛生試験場の前身）は、同場ドイツ人教師Dr．　G．マルチンにより玉川上水

の分析試験を行い、東京府に報告している。これが我か国における初めての水質分析であ

ると考えられるが、その分析内容は、「此上水ハ清澄ニシテ毫モ臭気ナク・且ツ味ナク・

「コロールバリュ・・一ム」及び硝酸銀液ヲ加ヘテ、少モ沈殿ヲ生ゼズ、蔭酸「アンモニアキ」

二由テ、只二僅二渥濁ヲ生ズ、金液及ビ過マンガン酸加里ハ・此水二由テ少モ分離セズ。」

　「此上水10リートル即チ壱万立方センチメートル中・左ノ固形成分を含ム・炭酸曹達

0．10738グラム、炭酸加里0．00176グラム、炭酸石灰0．23750グラム、炭酸亜

酸化鉄0．00493グラム、総計0．35237グラム」と記されている。

　明治11年（1878）になって、政府は、防疫上の見地から・飲料水注意法（明11・

5、内達乙18）　（資料一1）を全国に通達して、井戸及び流しの破損改修・井戸の汚水

排水施設の築造、汚水溜及び便所と井戸との間隔の保持、井戸近傍における汚物の洗條禁

止、井戸水に汚濁臭気のある場合の検査実施、年1回以上の井戸凌等について注意を促し

た。地方もまた、これにならい、東京府では警視庁か明治11年（1878）10月・神

田・玉川上水取締令、同14年（1881）12月、飲料水営業取締規制を・兵庫県では

1司11年（1878）9月、飲料水取締規則を、大阪府では同19年（1886）7月井

戸取締規制をそれぞれ公布した。

　このころ、最も進んでいたと考えられる水質分析項目については、イギリスから東京大

学へ分析学等の教授として来日していたアトキンソン（R．WAtkinson　1850～

19’　29、明治7年（1874）来日、明治14年（1881）帰国）が・明治10年

　（1877）11月東京大学で行った講演会での発表論文の中にあげている神田上水・玉
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川上水等についての水質分析項目（表皿一1－1）から推測することができるが、

この中には、現在の試験方法からみると、鉱質窒素、Previous　Sewage　Contam一

inationなどの極めて耳慣れない項目もあるものの、塩素（塩素イオンの意）、アンモニァ

に関しては原則的には今日と変わりないことを行っていることがわかる。

　さらに、明治18年（1885）に北里柴三郎の著した「衛生上飲料水簡易試験法」には

表一皿一1－2に示す14項目の試験方法が述べられており、この中では、微生物等の発見

のための顕微鏡試験が含まれている点が注目される。

　1また、明治17年（1884）から翌年の3月までの1年間、毎月1回の定期的水質試験

が東京府衛生局東京試験所の手により、神田上水及び玉川上水vaついて行われた記録があり、

定期的試験の原点として注目される。

　　　　　　　　　　　　表一田一1－1　アトキンソンの行った水質分析項目

項 目

1．固　　　　　形　　　　　物

2．塩　　　　　　　　　　　素

3．遊離アンモニア
4．タンパク質類似アンモニア
　　（Alburnenoid　Ammonia）

5．酸　　　化　　　窒　　　素

6．鉱　　　質　　　窒　　　素
　（Total　Mineral　Nitr㎎en）

7．　Previous　Sewage
　　　　Cantaminatiαn

8．石　　　灰　　　塩　　　類

方 法

検水100ernSを水浴で蒸発させ，器底の残渣を110℃で乾固，定量する。

硝酸銀標準液によって測定する。

検水を蒸留して，その留分をネスラー試薬で定量する。

過マンガン酸カリのアルカリ溶液とともに煮沸し，留分中のアンモニアを3．の方法で測定する。

遊離アンモ＝アを蒸発させた後の検水を水酸化カリウムと粉末亜鉛で処理するとアンモニアに変化して遊離する

硝酸塩と亜硝酸塩を3．の方法で測定する。

雨水中にアンモニアと酸化窒素の形で含まれる窒素の平均量を除去して水中に残留する窒素。

過去においてその水に混交した汚物量。雨水100万部あたりに含まれる化合窒素の且を0．32とみなし，この数

値を遊離アンモニアと酸化窒素の窒素の総計から差引いたもの。

炭酸カルシウムなど

（塩川久男「R．W．アトキン〃」化学史研究（1977．6）による）
，

表一皿一1－2　北里柴三郎による飲料水簡易試験項目

（第一）透明及着色

（第二）臭　　　気

（第三）有機物

（第四）格魯児抱合物

（第五）硫酸及硫酸塩類

（第六）炭　　　酸

（第七）亜　硝　酸

（第八）硝　　酸

（第九）安母尼亜

（第十）硫化水素

（第十一）石　　灰

（第十二）麻佃浬失亜

（第十三）鉄

（第十四）鉛及び顕徴鏡的

　　　　水試験
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　一方、明治10年代には、消化器系伝染病、殊にコレラの流行は著しく、死者10万人

を超す流行が2度もあり、中央衛生会※は、明治20年（1887）6月30日建議文を

提出し、コレラ予防のため、上下水道布設の急務であることを指摘し、政府は同年6月

「水道敷設ノ目的ヲ決定スルノ件」を閣議決定し、水道布設の目的は、衛生の確保、特に

悪疫流行の予防にあるため、水道の経営には、営利主義を排し、地方公共団体による布設

経営を原則とする旨の基本方針を明らかにした。

　さらに、政府は、中央衛生会の建議の趣旨にそい、上水道の普及を図り飲料水に起因す

る伝染病の防止に努めるため、明治23年（1890）、水道条例（明23．2．13法9）

（資料一2）を制定した。

　このような状況のもとで、上水道建設の気運は、港湾都市を中心に高まり、神奈川県は、

明治16年、イギリス人技師パーマーの指導の下に横浜市水道の調査を開始した。この水

道は相模川水系の道志川を水源として、44km導水を行い、横浜市内野毛山浄水場で浄

水し、計画給水人口7万人、計画一日最大給水量5，　700㎡の水道として、明治20年

10月17日に給水を開始した。

　パーマは、このほか、大阪市、神戸市の水道の調査設計にも従事し、1また、イギリス人

技師バルトンは、東京市はじめ10都市の水道の調査設計を行い、これらの人々の活躍に

より、明治の末期には、全国で23水道が給水を行うこととなり、計画給水人口は418

万人となった。

　この当時、近代水道の計画の際の水質検査は、布設計画を立案した技術者が直接行った

ものではなく、衛生関係機関に依頼されていた。たとえば、横浜市の水道創設のための水

質検査は・官立横浜衛生試験所が、明治16年（1883）3月から5月にかけて行った

し、甲府市水道では、年代が少し降った明治34年（1901）1月va水源の水質試験を

山梨県病院附属衛生試験所に依頼して行い表皿一1－3に示す項目の検査を行った。この

ように当時の水質試験は、国立の衛生試験所や県の衛生試験所（県立病院）などが主とし

て行っていた。また水質管理上の水質試験も他の機関に依頼して行われていた。東京市水

道では、明治35年（1902）から、昭和19年（1942）水道局内に組織が設けら

※　内務省に明治12年（1879）設置され、全国の衛生事務所に関する諸件を審議した。
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れるまでの40年間・東京市衛生試験所が担当していたほか、横浜市では、当初内務省横

浜衛生試験所が、大正2年からは、市営十全病院か担当し、大正7年（1918）から、

水道局内の水質試験所の担当とkった。また、他の大都市においても、第2次大戦前は、

各々衛生研究所等va依頼しているのが大部分であった。すなわち、大都市においても自己

水質検査が水道事業の中に位置づけられたのは、かなり後年になってからといえる。

　これらの各都市で行われていた水質試験の技術的内容はまちまちであり、また、当時の

水道条例の中には・第3条で・水道を布設する際の認可手続で内務大臣に提出する目論見

書の中に水源水質の分析表を添付するよう規定されてはいたものの、具体的な項目の指定

はなされていなかった。　（後に大正10年（1921）の改正の際、項目の指定がなされ

た。）このような背景をもとに、当時、東京市衛正試験所長だった遠山椿吉（1857～

1929）の提唱により、明治37年（1904）3月、上水道を持つ各都市の関係者が

東京市に集まり、「上水試験統一のための協議会」が開擢され、その結果、協定試験法が

制定された。同協議会は広く上水道に関する問題を討議するため、　「上水協議会」と改称

し、毎年会議を開くこととなり、後に昭和5毎（1930）水道協会へと引き継がれるこ

とになるo

表一皿一1－3　甲府市水道水源水質調査項目（明治34年）

　　　　　尼　　　　　母

　　　　鋤　　　　費　　水曝落　　化頗菌

　　皿一1－2　協定試験法（1904）の概要

　協定試験法では、採酌法・化学的試験法、細菌学的試験法及び飲料適否の判定基準値が

定められた。まず、採酌法としてね、水源（年2回）、浄水場（炉池、溜池、浄水場、沈

澄池は毎日1回を原則）、給水栓（頻度指定なし）において検査するものとし、採水方法

等も定めた。化学的試験法は14項目について、細菌学的試験法は培養方法について定め
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てteり（表皿一1－5）、このうち、アンモニア、クロール、有機物の定量（過マンガン

酸カリウム消費量）、臭気の検査方法は、現在の水質基準の該当項目と原理的に同じ方法

であったことが注目されるっ飲料適否の判定基準としては、6要件（関係項目数は12）

があるがそのうち、臭味、亜硝酸及びアンモニア、過マンガン酸カリウム消費量の基準値

については、現在の水質基準の該当項目と同じであった（表皿一1－4）。なお、基準値

超えるものについては、改善の方法が実行されるまでの間は、煮沸の後飲料するようにと

の規定があり、重金属関係の基準は鉛についてのみであったことと、この指導規定から見

ても下水、し尿等による細菌汚染、有機物汚染を中心に検査が行われていたことがわかる・

　　皿一1－3　協定試験法の改訂から第2次大戦まで

　明治37年（1904）の協定試験法制定後、上水協議会は毎年開催され、水質試験

関係のほか貯水池における藻類、炉過池における水中生物・緩速炉過速度と水質・痴過砂

の試験方法制定の必要性、硫酸ばんどによる沈澄法の研究、鉛管からの溶出鉛量等が議題

として討議された。『また、明治41年（1910）の総会の際決められた浄水場関係者の

健康診断は、明治45年（1914）の東京都におけるコレラの流行時に励行される等の

成果もあった。

　大正時代に入ると水の消毒が議題にのぼるようになり、大正11年（1922）には、

横浜市水道で液体塩素による消毒が開始された。大阪市水道でも大正12年（1923）

に塩素注入器を購入し、大正14年（1925）から昭和3年（1928）ごろには・大

都市水道では一応塩素消毒の態勢が整った。

　しかし、当時は常時注入は行われず、必要に応じて、0．2～0．5ppmの注入率で実施

されていたo

　一方、大正10年（1921）7月には水道条例が改正され認可申請時に提出する目論

見書に添付する水質試験結果については、表皿一1－6の12項目の試験結果を記載する

こととなった（内務省令第22号）。

　このように水質管理に対する技術と関心が次第に高まっていくなかで、協定試験法には

種々の小幅な手直しが重ねられていったが、大正13年（1924）ごろから試験方法改

定への動きがあり、大正15年（1926）の総会において改定された。改定内容は表皿
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「

一1－5の2のとおりであるが、その主な改正点は理化学試験において温度の測定法と鉄

の定量法が追加されたこと、亜硝酸の試験方法の改訂などであり、細菌学試験において、

一般細菌の培養に、従来、肉越幾斯膠質培養基を使用していたものを、寒天培養基叉は膠

質培養基に改めたこと、大腸菌の試験方法が付則として付加されたこと等であった。また、

改正協定上水試験法による水質判定基準値は表皿一1－4の2のようになった。

レ

表一皿一1－4　水質判定基準値の推移

，

1

1 2 3 4 5 6
＼　、、　　＼

協　定　試　験　法 改正協定上水試験法 水協協定上水試験法 飲料水判定標準 水質基準に関する省令 水質基準に関する省令
＼＼

@、、
〔19⑪4） （1926） （1936） （1950） （1958） （1966）

アンモニア性窒素

沛ﾉ酸性窒素

｝　　　’アノモニア）　不検出　　　　聯硝酸L

含有せぎることげンモニア｝

ﾜ有せざること博硝酸）

不検出

s検出
一一一一ﾋ」一一一’
鼈鼈鼈鼈黷c－一一一一一

｝同時に検出してはならない一一一一一≡O－一一一一

一一一一一 梭鼈鼈鼈黶ｨ

硝酸性窒素 5
　　10
|一一一c知・一一一一●芦

一一一一一一 梭鼈鼈鼈黶ｨ

塩素イオン 異常でないこと｛クローノい

@10
3° i搬勘伽⇒ 30 200

一～一一一 ｭ》一一一一→

過了ンガン酸が1ウム糖量 一一一一一〇一 ● ● ■o－一一一一 一一一一一 ｭ》一一一一→

一般細菌 100㈲菌聚落数） 70 100
一一一一一 i〉一一一一 一一一一一令4）一一一一一一 一一一一一 ﾂ一一一一→

大腸菌群 証明せざること 不検出 10ccずつ5本とも陰性 不検出／50cc 不検出
汚水性生物 不検出

シアンイオン 不検出 一一一一一 梭鼈鼈鼈鼈 一一一一一舗 揶鼈鼈鼈鼈黶

水　　　銀 不検出 一一一一一 Z一一一一一 一一一一一■ n－一一一一’

有機りん 不検出
一一一一一 C）一一一一一輪

銅 不検出 0．7 1 1．0

鉄 0．3 ｝・・ 0．3
一一一一一 梭鼈鼈鼈黶ｨ

マン　ガン
0．3

一一一一一 梭鼈鼈鼈黶ｨ

亜　　　鉛
1

一一一一一ﾂ一一一一→ LO
0．1鉛 適宜良否を判断 検川せさること 一一一一一 梭鼈鼈鼈黶ｨ 一一一一一〇一一一一一 一一一一一 ｩ一一一一一

六価クロム 0．05 0．05（クロム） 0．05

カドミウム
砒　　　素 0．05

一一一一一一 Z一一一一一一 一一一一一 ¥一一一●●
弗　　　素 L5 0．8

一一一一一 怦鼈鼈鼈鼈

硬　　　度 異常でないこと 18° 一一一一一一 i〉一一一一→ 300　（約17°） 300
一一一一一≡ 梭鼈鼈鼈鼈黶

蒸発残留物 異常てないこと個形物総量 500個形物総量） 確残渣） ひ ● ◆一一一一一●

フェノール類 0．001（フェノール） 0．005（フェノール）
フェノールとして　　0．005

陰イオン活性剤 0．5

硅　　　酸 50

硫酸イオン 異常でないこと疏酸1 小量なるべきこと硫酸） 200

鉱酸酸度 不検出
アルカリ度 5以卜
硝　　　酸 異常でないこと 小量なるべきこと

異常でないこと仮応） 中性溺アルカll性，嶺弱酸性 中性、弱アルか1性績弱酸性 5．8－8．0 5．8～8．6pH
一一一一一 怦鼈鼈鼈鼈

「 仮応｝
臭　　　気 異常でないこと嗅味） ← ■o－　　　　　　→

味 一一一一一 Z一一一一一 一一←一一一Z一 ◇

．

◇ ■o－　　　　　一●・

色　　　度 有せざること 2° 5°

濁　　　度 有せざること仕刷：よ「〕2’ 1°
川蒜鑑きは）

2°

　　　〈〉一　　　　　→

鼈鼈鼈鼈黶｡ 梭鼈鼈黶`一→

外　　　観 異常でないこと まで可｝ ほとんど無色透明

注）　表現方法は略記した。

　（　）内は項目名が最左欄と異なるものである。
　一一◇一一は左に同じであることを表わす。

　昭和10年（1935）には、さらに試験方法改定の気運か盛りあがり、水道協会内に

水質試験に関する委員会が設けられ東大教授野辺地慶三を主査として検討が行われた結果、

昭和11年（1936）10月「水道協会協定上水試験法」として表皿一1－4の3、表

皿一1－5の3のように定められた。これにより、新たに、硝酸性窒素、銅、鉄の基準値

が追加され、色度、濁度の基準値が数値化された。“方、硫酸イオン、硝酸については、
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基準値を定める項目からはずされることになった。さらに昭和15年（1940）には、

浮遊性生物の採集法、総量計算方法等を定めた生物学的試験方法が協定上水試験法に追加

され、理化学的、細菌学的、生物学的試験のすべてが包含されることになった。

表一皿一1－5　水質検査方法の推移

1 2 3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5 6

協　定　試　験　法　　　　（1go4）

改正協定．h水試験法
@　　　1926〕

水醐順i験法　㈱鵠轡準　水質㈱・関†る鈴・・領1 木質基季に関する省令［［9661

濁　　　度 白簡土●●堰 一　　　　　　　　〇 一一一一一一一 ｭレー一一一一一　　　一一一一一一一〇一一一一一一　　　一一一一一一イ〉←一一一一一一

色　　　度
白陶土，カラノル嬉椋ど比顧
@　　　（病潤債色1 ピスマルクアラウン●o濯 一一一一一一 ｨ一一一一一 塩1ヒ：「領ウ．▲塩fヒコ／＼，レト簡■液

→ ←
臭　　　気 40－50’加虐 1　　　　　　　　　　　　　　－一一一一く）一一一一一一　　一一一一一一←一一一一一一　　一一一一一一一一一一一一一

瞭 」5－20’加檀
∫4°．ぽ’㍉：痴1昌．呉味

一一一一一一 ﾌ一一一一一一　　　一一一一一一弁一’一一←一　　　一一一一一一“o■一一一一一一
ヨ ロゾーrレ校を用いるW応1 一一一一一◆←一●●◆阪尾 一一一一一一一揶黶@　◆［恒廷 ‘」「rfヨ又；≠Pk標巾液　　　　　　　　　　比　色　P去　　　　　　一一一一一一一〉一一一一一一一

アルカリ度 エllfロ〆　虐紅を用いる ’かレ■レ，〆’㌢酋rいる　　　　一一一一一一←一一一一一一

酸　　　度 ソユ／．・・レフタレで／鳥液を用いる 一一一一一一くンー一一一　　　　　　MR‘艮ブ丁術・，、、｝をノ勾いる（駈瞭簡度1

遊庖炭酸 “度より筒宣 一一一一一一←一一一＾一

溶存酸素 ラーの方法 一一一一一一 C〉一一一一一一一

アンモニア性　素 ネスラ．．鼠■を用‘・るげ，モニア1 一一一一 ｭ〉一一一←←け，モーγ‘

← o－一一一一一 ● ひ

アルブミノイ階嵩 プ　モニ　　　　　　　　　A　．　　　ヒ　6

@　‘　白　　7　　マw7ハ 唱o－一一◆．舶7．ぺ．珊●● φ一　　◆階臼ア・モニア柏劇 一一一一一一’ 怦鼈鼈鼈鼈鼈
憂硝酸性窒堵 漬■●齢■翰を用ヒ・る唖獅“） ス三元二一六了＝、，　一ス甲　　　　蒜＝＝＝＝＝8ニニ＝＝＝＝＿　　　燈怜竈　　セも二∫ト7膓，ご二s．　　　　　　　　　　　　　c　〈●“僧㎡凸　’剛・・る

を用い払 一一一一一一 汕鼈鼈鼈鼈鼈鼈
硝酸性窒素 サリわレ倍ナト’1ウムを用ヒ・る、硝喧） ←　　　一頑P「硝燈． プ．＿，厚るレ㌦　、，　　　G賊　　　　　　　　齢喧アニ．㌧爵■パ．・ヅ・・ プ’レノ／ス」’ア　ル倍ぴ

総　　．素 娩白て●泌
。ヂプ右」ア　　を用いる

塩素イオン 70み■巧’F．　　　　　　　い6
@　　　　■一ル〉 一一一一〇隔一一一一■駒クo　　’い ← 一一←一一一く畑一一一一一一　　　　一一一一一一く》一一一一一一一　　　一一一一一一◇

硫酸イオン クOルパリウムを用い6［鞠吐｝ 一一一一■揶鼈鼈鼈黶怐@　．硫但1 一一一一一一一 ｩ一一一一一 一一一一一一←ゆ一一一一一一　　　　　　　　　ト：P1∧‘9旅を刷いる

リン酸イオン モ，）プデ，酸ア，モニワムを期いる

■7ンわぼか1ウ瑚費ロ ク　ベル法 亀鹸暗停法
← → 一一一一一一 柱ﾋ一一一一一一　　　一一一一＾一くテー一一一一一一

∋ウ素消費量 千オ硫飯＋ト11ワムを用いる

残留塩素 す’」トトリ，’を用い6．■■塩禽」 ←一一一一一一レー一一一一一一

塩素要求■ ）S分績のe庖塩禽口

槙発残留物 ■　●　法 一一一一●一◆一一一一一一一 o
● o →

硬　　　度 クラーク法 標■イ1けん液を用いる
一一一一一一一 梭鼈鼈鼈黶怐@　　　　　ソーダぷ暮法又は↓1けん∂． 卜．［〉†A、8瀬を用いる 一一一一一ro－一一一一一一一

鼓 KMn〔｝♪、悦！アンカリを用いる 一一一一一一一〇一一一一一一　　　一一一一一一一【〉一一一一一一 L怜づ【＋’トOリンを用」る 一一一一一一 Z一一一一一一一
マンガン　・ 遇“但アノモニウムを用、．6

● ◇

アル三ニウム ヘマトキンリンを用いる

鋼 ヱチルキ廿，　トゲ　　積ウリを用いる　　　一一一一一一一ひ一一一一一一 ，Lチ’しノ千オカrレ・ミン酸法 一一一一一 怦鼈鼈鼈鼈鼈鼈
船 縫化木素を用いる o 一一一一一一一〇一一一一一一　　　　一一一一一一◆《一一一一一 ノチん．クロロ土’しム雄 ノ4／ベゼ．拡

カルンウム 鯵暗を用いる

マグネシウム オルトオキンキノリ／’刈いる

唖　　　船 貧畠塩を用いる （Bl溶液，εDTA癖液を婿いる ’．つ，止

ク　　ロ　　ム
ノフメニルカ’」パチノトタ用いる 一一一一一一 ﾓ一一一一一一 一一一一一 梭黶ｨ．・’、■クoム

砒 臭化束■眠を甫」・る
一一一一一 r一一一一一一 ノェ和」ノ＋オカ’」・　．簡銀法

バリ　ウム 70ム鯖力叩づムを申いる

水　　　領 ノチゾ，日視法 一一一一一●一一一一一一
弗　　　素 ヘマトキンリ／法 プレコニウムアリザリンをη1・・る や㌧ズ〆「ノロ．・ウム法

ケ　イ　霞 モ，6プデノロアノモニウムを隅い6 一一一一 怐@　　　　’一一一

ホ　ウ　酸 クルク7ほを申いる
ノ　　ア　　ン フ　　〃一’ト7グDφ■・・τ宣性　〆　　　f　●2　　　　て

7エノーノレフタリ，を明」．るら法 一一一一一一 Z一一一一一一一
フェノール

ノ　　　f　叉’ト7’ユル　　ペ　　● ギアス鼠桑を用・・る 4．ア；／アン＋ピ「レ法

温　　　度 べ，テン⊃一ヘル捨直路を用いる

一
o

外　　　観 沈員勒の有嵐禄相支頃束

有機りん ・．

ノγ／化法．P⇒ロ．，エ／一’し法併用

陰イオン活性剤 ．

ノチレイプメトー法

一般細畠数 閃尾貴斯■質嶋養箏を用いる 寝天培受基又“ロ質培蜜基を用い6 寧人靖●基を用いる ●直寧尺培㎏を用いる ● o
癌、衰●数 遺■靖聾杭を用いる

大■薗群 （付　則1 櫓定ぷ●　■竃猷験 借定鼠●　可定鼠験　完令試験 → 一生衡学的試験 ｛1940年に遷加〕 釘

注｝　特徴を略記した。

　（　）内は測定項目名が最左欄と異なるものである。

　一一Φ←は左に同じであることを表わす。

　　　　　　表皿一1－6　水道条例の改正で規定された目論見書に記載する水質試験項目

濁味澤応酸ア清　　　　

二

び　　　

硝モ

及　　　　　ン色臭沈反亜ア

エa3456 7．過マンガン酸カリウム消費量

8．　クロー　ル

9．硝　　酸

10．硬　　度

11．蒸　　渣

12．細菌聚落数
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　しかし、昭和16年（1941）になると、世界の情報は次第に険悪さを加え、その結

果輸入試薬類の入手が困難となり、これを使用しなければならない試験については「時局

の関係上、現行上水試験法所定の試薬入手困難の場合は代行するも支障なし」として代用

法（資料一3）が定められることとkった。さらに、戦局が次第に悪化していった昭和

18年（1943）には、戦時特別事情による暫定措置が設けられさらに代用法（資料一

3）を決めるとともに「戦時中重要に付」常時試験を行うべき項目として、遊離塩素が加

えられ、一方上水試験法のうち硬度、亜硝酸性窒素の定量、アンモニア性窒素の定量、蒸

発残渣の測定は、随時必要に応じて行う項目に変更された。

　そして・本］二空襲が激化した昭和19年（1944）には、防空警報発令中他必要を認

めた場合に劇毒物混入の有無の検査を行うための簡易毒物試験法（資料一4）が水道協会

により定められた。

　　皿1－1－4　戦後の水道と飲料水判定標準

　太平洋戦争か終結したとき、戦争末期における空襲の激化によb、東京、大阪、名古屋、

横浜をはじめ全国の主要都市の水道施設は破壊され、また漏水も甚だしく、惨憺たる状況

となっていたo

　終戦と同時に、水道施設の管理も連合国軍総司令部（GHQ）の指揮下に行われるよう

になったが・GHQは・まず第1に衛生的な面に重点を置いて、東京、横浜、川崎等の関

係地区主要都市の水道施設の実態を調査した。その結果漏水の甚だしい状況を考慮して、

～二れらの都市に対し塩素消毒については、注入率2ppm、管末端での残留塩素0．4ppm

とすることを指令した。この指令は、約1カ月程で残留塩素0．2ppmに引下げられたが、

戦前の水道では、塩素消毒は特定の期間だけ行われ、また注入率も低く管末端での測定も

一般には行われていなかったため、当時の水道関係者にとっては衝撃であった。しかし、

昭和21年頃には、態勢が整い、以後、常時の塩素消毒と管末端での残留塩素測定か→般

化した。

　また・GHQ（その中の技術本部にWater　SupPlySectionが置かれていた）には、

水道衛生関係の専門家（例えば、米国アイオア大学教授JJ．ヒンマン氏）も来てtoり、

これらの人々による指導等により、当時の米国の水質基準の考え方も、もたらされること
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となった。昭和24年4月になって、昭和13年（1938）に改訂されて以後そのまま

になっていた協定上水試験法の改訂か企画された。この改訂にはアメリカの試験法を導入

するとともに、戦前から井水・製薬用水の判定標準として用いられてきた日本薬局方中の

常水判定標準とも統一を図ることを目的として、水道協会内に東大教授広瀬孝六郎を委員

長として委員会が設置され「飲料水の判定標準とその試験方法」が作成され、昭和25年

（1950）に発表された。さらに、この試験方法をほとんど採用して、厚生省は、「飲

料水検査指針」を編さんし、水質基準が法的な規制力のあるものではなかったとしても、

水道行政の中に位置づけられる糸口か開かれた。

　昭和25年の「飲料水の判定標準とその試験方法」の主な内容は表田一1－4、表皿一

1－5に示すとおりであり、検査方法はアメリカの当時のStandard　Methods　for　the

Examination　of　W　ater　and　Sewage（1946年版）を範としたものであるo

それまでの基準と大きくかわった点は、硝酸性窒素、大腸菌群、銅、鉛、硬度、pHの基

準値が改訂されたこと、汚水性生物、シアン、水銀、マンガン、亜鉛、砒素、弗素、フェノ

ールの基準値が新たに設定されたこと、これらに付随する検査方法が大幅に改訂、追加さ

れたこと等である。この改訂により、有機物、細菌汚染のほか、重金属等の有害物質につ

いても基準が定められ、国際的レベルにも見合った水質基準となったほか、後述する「水

質基準に関する省令」あるいは、環境基準の基礎ともなったとも評価できよう。

ぐ

4

　　M－1－5　水道法の制定と水質基準の省令化

　明治23年（1890）以来60余年にわたり、我か国の水道を規制していたのは水道

条例であった。同条例は制定以来数次にわfcる改正をみたか、いずれも根本的な改正では

なく、水道の布設を主眼としていて、水道事業の経営、管理、特に衛生的管理への配慮に

乏しいという弱点は改善されなかった。従って、この水道条例に代わるべき新たな法律の

制定の必要は早くから関係者によって叫ばれており、政府もその具体案vaついて検討を重

ねてきたものの、水道行政の所管が複雑であることも関連して長い間実現をみないままで

あった。

　昭和30年1月18日1水道行政の取扱いに関する件」が閣議決定され、懸案事項であ

った水迫行政の所管問題が解決され、上水道行政は全面的に厚生省が所管することとなり、

4
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原生省は、昭和32年（1957）3月第26回国会に水道法案を提出し、同年5月その

成立をみた。

　「水道法」　（昭32．6．15法177）は、水道条例において規制対象としていた水道事

業のほか、水道事業にその用水を供給する水道用水供給事業及び自家用水道等の専用水道

のそれぞれについて、良好な水の確保とその管理の適正をはかること・市町村等の水道事業

の経営者に対し、給水その他の義務を課すること、各戸への給水装置の基準の設定等によ

り水道水の汚染防止を図ること等をその主な内容としており、明治時代に比べて著しく大

規模化し技術的に高度化した水道の現状に即応して、布設と管理の両面における規制の合

理化を期したものである。特にそれ1までになかった管理面の強調により、水道条例にはな

かった水質基準が法制度の中に位置づけられることになったことは、水質基準の歴史の中

で特筆すべきことであるo

　水道法の中で水質基準に関しては、第4条で資料一5のように規定され・さらに第13

条でいかなる場合に水質検査を行わねばならないかが明示された。

　これを受けて水道法施行規則でね、第10条va「水質検査は当該水道により供給される

水が水質基準に適合することが判断できる場所において、次の各号に掲げる項目について

行うものとする」として第10条に資料一6に掲げる試験項目を列挙した。

　また規則第14条では、第10条の項目vaついて、定期tsよび臨時の水質検査で行うべ

き試験項目の範囲を示し、また規則第16条では、水道事業者が講じなければならない衛

生上必要な措置を定め、特に、全ての水迫に塩素消毒を義務づけた。

　続いて、昭和33年（1958）7月には厚生省令第23号をもって「水質基準に関す

る省令」が公布され、施行規則10条に列挙された30項目についての試験方法並びに基

準値が表皿一1－4、表m－1－5のように定められた。この「水質基準に関する省令」

は、従来の厚生省編さん「衛生検査指針IV」の「飲料水検査指針」を参考とし、厚生省衛

生検査指針審議会飲料水部会（部会長小島三郎）と日本水道協会衛生常設調査委員会（委

員長広瀬孝六邸）の意見を徴して作成された。

　従来の判定標準と比較して変更された主要点は、次の通りである。

　（1）従来の判定標準では衛生上差支えなければよいとか消毒してあればよいとか環境上

　　の諸点を考慮しZ判定するような個人的判断の余地があったことが判定にそれらの余
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　地がなくなったこと

（2）検査項目が多くなったこと

　　（従来より5項目（有機燐、硅酸、硫酸イオン、鉱酸酸度、アルカリ度）が追加さ

　れ、30項目となり、水道布設時及ひ給水開始時に測定することとなった）

（3）基準値が一一部改定されたこと

　（アンモニア性窒素および亜硝酸性窒素、塩素イオン、大腸菌群、有機燐、弗素、マ

　ンガン、鉄、銅、硅酸、フェノール、硫酸イztン、アルカリ度、酸度、色度、濁度の

　各項目の基準値が改正または設定された。）

　　皿一1－6　現行の水質基準（1966）及びその後の動向

　現行の水質基準は、昭和41年（1966）に改正されたものである。　（昭41．5．6厚

生省令第11号）　（表皿一1－4の6、表皿一1－5の6）。改正にあたっては、まず、

昭和37年3月13日付で、厚生省から日本水道協会に諮問が出された。日本水道協会は

それを受けて、理学博士近藤正義を委員長とする衛生常設調査委員会で、約2年10ヵ月

にわたって検討を行い、昭和40年1月7日付で厚生省に対し回答した。その内容は、一

部を除いてほぼ全面的にとり入れられて省令改正の運ひとなった。

　旧省令と新省令の相違点は、次のとおりである。

　まず、項目及び基準値については、

○　水道水源の大半を占める河川表流水が、昭和35年～36年以来急速にABSにょ

　　る汚濁傾回を強めてきたことを背景として、陰イオン活生剤が新たに加えられ、その

　　基準値が0．5ppm以下とされたことo

O　クロムについては、毒性の面から検討され、有害な六価クロムを対象として基準が

　　設定されたことo

O　蒸発残留物は、旧省令では、法第4条第1項第6号に係る外観検査事項に入ってい

　　たが、本来属Sべき同条同項3号に係る項目に変更されたこと。

　である。また、検査方法についての相違点としては、

○　陰イオン活性剤の検査方法が加えられたこと。

○　硝酸性窒素、有機燐、マンガン、亜鉛、砒素、弗素、フェノール類の検査方法が全
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　　部改正されたこと。

○　シアンイオン、水銀、鉛、六価クロム、カルシウム、マグネシウム等（硬度）、濁

　　度の検査方法が一部改正されたこと。

　である0

　ーまた同時に、水道法施行規則も改正になり、認可申請の際の工事設計書に添付する水質

試験（法第7条第3項第3号）、給水開始前の水質検査（法第13条第1項）、定期及び

臨時の水質検査（法第20条第1項）は、施行規則第10条各号に掲げる項目について行

うものとされていたが、この改正により、新たな水質基準に関する省令に掲げる項目につ

いて行うものとされた。

　なお、マンガンについては、色度の増加や黒色浮遊物の流出kどの事例が増えているこ

とを考慮し、マンガンに由来して色度及び濁度の点で問題を生ずるおそれのある場合は、

O．05ppm以丁を目標として除マンガン設備を設けるよう、省令改正と同時に通知された

（昭41．5．6環水5033、環境衛生局長通知）。

　一方、戦後20有余年を経過した昭和40年代に入ると、短期間におけるきわめて早い

経済の発展と人口の著しい都市集中を背景として、様々の公害の発生が各地に見られ、人

の健康や生活環境に対する脅威となって、重大かつ深刻な社会問題を惹き起こしていた。

　このような社会情勢を背景として、昭和42年には公害対策基本法が制定された。厚生

省では、こうした環境汚染防止対策の政策の一環として、生活環境審議会公害部会VC「水

道水源の水質環境基準の設定」を諮問し、同部会は、日本技術士会水道部会長田辺弘を委

員長とする1水質に係る環境基準専問委員会」を設けて昭和44年4月より検討を開始し、

昭和45年4月に表皿一1－7に示すAB2群（それぞれ健康阻害項目、利用阻害及び機

能阻害項目）、3類からなる基準を答申した。

　一方、河川等の公共用水域の水質保全行政を担当していた経済企画庁は、昭和45年1

月から「水質に係る環境基準」の作成に本格的に取り組み、同年4月設定をみた。その作

成の段階で、厚生省の生活環境審議会で審議されていた「水道水源aL水質環境基準」の考

え方が大幅に取り入れられた。

　昭和45年になると、公害問題に対して特に社会的に関心が高まり、第64回国会は

「公害国会」とも通称されるように、公害対策基本法の一部改正をはじめ、公害関連の法
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表一皿一1－7　水道水源の水質環境基準（生活環境審議会公害部会答申　昭和45年4月）

A

B

群

群

水 質 項 目

シ

総有有

カ

ク

ヒ

フ

ア

ド

腸酸大硝濁

機機

鉛

ン

口

ツ

苗性

水

色∫染　料　以
度　t染

臭

味

ウ

イ

水

リ

オ ン

銀銀

ン

ム　（ppm）

　　（ppm）

ム　（ppm）

素　（ppm）

素　（ppm）

群　（MPN／leaml）

窒　　素　（ppm）

　　　度　（度）

外（度）

料（刺激純度％）

気（TO）

水　素　イ　オ　ン　濃

B

C

溶 解

0

O
性

ア　　ン　モ　　ニ　ア

塩総

マ

素

ン

イ硬鉄

銅

物

性　窒

ガ

オ

（TT）

度　（pH値）

D　（ppm）

D　（ppm）

質　（ppm）

素　（ppm）

ン　（ppm）

度　（ppm）

　　（ppm）

ン　（ppm）

　　（ppm）

亜　　　　　　　　　　　　鉛　（ppm）

フ　ェ　ノ　ー　ル　類（ppm）

陰　イ　ナ　ン　活　性　剤　（ppm）

基 準 値窃

1 類 2 類 3 類

検出されないこと．

検出されないこと。

検出されないこと。

検出されないこと．

0．01

0．1

0．　es

O．05

0，8

9

（全Fe）

（全Mn）

（全Cu）

50

2

5

L5

3

3

1

1

O．3

0，05

LO

1，000

　　　　　10
（豪雨時を除く）

　　　　　　5

（緩速炉過）

（急速戸過）

（緩速口過）

（急速」戸過）

（Fe2’）

1．5

5

3

【“3

6，5～8．6

（Mnt＋）

（緩速F過）

（急速F過）

（Cu2’）

1．0

2

2

O．1

0．3

0．05

0．1

1．0

5，000

（綾速〆過）　　30
（豪雨時を除く）

（緩速F過）

（急速苗過）

（緩速漢過）

（急速戸過）

（Fe2＋）

（Mn2＋）

10

1．b

5

3

5

3

3

3

400

0。5

180

300

0．3

0．05

（緩速Pt過）　0．1

（急速戸過）

（Cu2つ

1，0

0．005

O．5

一　は，この水準の原水では通常，特に問題とはならないが上限値を示すとすれば，2類又は3類の値となる。

t　基準値1類2類3類の区分は下記による。
　（1）基準値1類は，地下水，伏流水，、湧水と渓流水等の表流水を想定し簡易な浄水操作によって飲用に供し得る限界値とする。

　②　基準値2類は，地表水のうち，汚濁負荷が比較的小さい河川等を想定し，通常の浄水操作で処理することができる原水水質の限界値とする。

　（3）基準値3類は，地表水のうち，汚濁負荷がかなり大きい河川等を想定し，高度な浄水操作で処理することでがきる原水水質の限界値とする。

　　なお，その他の（注）iは省略した。
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レ

（参　考）

1．基準として設定する必要がないと認めた項目とその理由

　（1）蒸発残留物、浮遊物は、濁度、溶解性物質で補える。

　（2）溶存酸素は、BOD3ppm以下で規制すれば水道原水として十分なDOが期待できる。

　（3｝亜硝酸性窒素は、アンモニア性窒素、硝酸性窒素で補いうる。アンモニア性窒素の約】／10

　　量は不安定で硝酸性窒素に移行する。

　（4）一般細菌は、大腸菌群、BOD、　CODで補える。

2　区分の具体的基準

　ω　］類でいう簡易な浄水操作とは、塩素消毒のみ、または緩速拒過などによる浄水施設で浄水

　　を得るものを想定する。

　（2｝　2類でいう通常の浄水操作とは薬品沈澱および急速源過などによる浄水施設で、浄水処理に

　　必要な原水水質を定期的（毎月1回以上）に測定し、それに応じて、薬品注入量等を決定し、

　　浄水処理操作を行う程度の管理体制にあるものと想定する。

　（3｝　3類でいう高度な浄水操作とは、薬品沈澱、急速炉過に加え、前塩素処理を行なう浄水施設

　　で浄水処理に必要な原水水質を連続測定し、薬品を原水水量に応じて比例注入し得る設備等を

　　有し、水質に関する専門教育を受けた技術者が処理操作を行なう管理体制にあるものを想定す

　　る。

3　基準の根拠

（1）シアンイオン、総水銀、有機水銀、有機リン、カドミウム、鉛、クロム、ヒ素、フッ素は除

　却できない。原水中の3価クロムは塩素消毒により酸化されて6価クロムに移行するので、ク

　　ロム全体として定めた。

（2）大腸菌群は塩素消毒により完全に死滅させうる値は50MPN／］OOm4である。また緩速戸過

　　による除去率は約99％、急速源過の通常管理では約95％、高水準の管理では約98％であ

　　るから、これらの除去能力から逆算した。

｛3）硝酸性窒素は、アンモニア性窒素が遊離塩素で酸化されて移行するほか、浄水処理では除去

　できない。

（4）濁度は、汚染のない河川では平常時］0度以下。緩速源過処理の限界は30度。

（5）色度は、泥炭地以外の非汚染河川は5度以下。通常の除去率は、天然色度50％、人工色度

　　0％、色度5度は刺激純度1．5に相当する。

（6｝臭気（TO）については、一般人の感度の限界はTO3前後であることによる。また急速戸

　過では除去できないが、ff速lri過ではある程度除去できる。

｛7）味（TT）については、一般人の感度の限界はTT3前後であることによる。また急速痴過

　では除去できないが、緩速ヂ過ではある程度㌍過できる。

（8）pHは、管および給水装置の腐触の点から考えて7．0に近い方が望ましく、高すぎる場合は

　塩素殺菌効果が低下し、また低すぎる場合は凝集効果に悪影響をおよぼす等から定めた。
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｛9）BODは、総合汚染指標としての意味でとりあげた。

　　清浄な河川水、地下水では1ppm以下であり、通常の河川では2ppm以下である。厚生省の

　調査成績によると、BODlppm以下の上水道水源数は40．2％、2ppm以下39．2％、3ppm

　以下】30％、3ppm以上7．6％である。

　　BODの高い河川では水質変動が大きく大腸菌透過率も増大する。

　　BODは塩素消費量とほぼ相関関係にあり、　BOD3ppmでは塩素注入率が6ppmとなる。

　（塩素注入率6ppmは高水準管理下での限界である。）

⑩　CODは、総合汚染指標としての意味でとりあげた。

　　水道水源河川では通常BOD：COD・：：］：1である。

　　清浄な河川では1ppm以下である。

　　通常除去率は40％である。

aD溶解性物質の味、腐食性、ボイラー用、クリーニング等から考えた限界値は500ppmである。

　　浄水処理の過程で注入される薬品は溶解性物質として最大100ppmである。

働　アンモニア性窒素は、汚染の少ない河川や地下水ではO．　1ppm以下である。（地下水中のア

　ンモニアは硝酸性窒素の還元による）

　　また、アンモニア性窒素の約】0倍量の遊離塩素で酸化できる。（アンモニア性窒素O．　5ppm

　の場合、酸化のために塩素5ppm＋残留塩素1ppm＝6ppm。

　　緩速F過では約80％除去できるが急速源過では除去できない。

a3　塩素イオンの浄水処理薬品および塩素の注入による増分は最大20ppmである。通常の浄水処

　理では除去できない。

⑭　総硬度は除去できない。

㈹　第2鉄イオンは除去できるが第1鉄イオンは除去できない。（河川中の第］鉄はフミン酸塩の

　形で存在し除去できない。）

㈹　マンガンは、着色、黒水障害の限界である。Mn　5＋は緩速戸過、急速河過処理では除去でき

　ない。

0η　非イオン性銅は除去容易である。

　　緩速ヂ過ではCu2＋が0．lppm以上で炉過膜が損傷する。また、イオン性銅は急速痴過処理

　で除去できない。

aθ　亜鉛は除去できない。

09　フェノール類は、急速炉過処理では除去できない。

20｝陰イオン活性剤は、急速戸過処理では除去できない。
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，

律が軒なみ改正される、公害法史上特筆すべきものとなった。昭和46G7月には、環境

行政を拒当する環境庁が発足し、それまで経済企画庁が担当していた公共用水域の水質保

全行政は・環境庁の所管となった。こうした中で、経済企画庁が昭和45年に設定した水

質汚濁に係る環境基準は、昭和46年12月、環境庁告示第59号としてその制定をみる

ことになった（表1皿一1－8）。

　その他の水道水の水質基準に関連する動きとしては、水銀及びカドミウムに関する暫定

基準の制定がある。水銀については、昭和49年（1974）4月に、新しい分析測定技

術の開発にともなって、分析の精度が著しく回上してきたこと及び、公共用水域や水道原

水等の水銀に関する新しい諸資料が整ってきたことを背景として、生活環境審議会水道部

会水質専問委員会によって「水銀の水質基準についての意見」が出された。この意見では、

水銀の測定には、原子吸光法を採用し、基準値は「総水銀として0．001ppm以下であるこ

と」とするのが適当であるとされた。

これを受けて、厚生省は、都道府県あて通知を行い、水質基準に関する法令を整備するーま

での間、この基準を併用して実施することとした（昭49．4．19環水51水道環境部長通知）。

　　　　　　　　　　　　　夫　lt卜1－8　生活環境の保全に関する環境基準
①人の健康の保護に関する環境基準

項　目

基　準　値

測定方法

1・ド・ウ・

0．Ol　ppm以

下

日本工業規格

KOIO2（以下

この表，別表

2及び附表2

において「規

格」という）

40に掲げる方

法

1…

検出され

ないこと。

規格29．i

2．及び29．

3に掲げ

る方法

1有機・

検出されない

ことe

規格23に掲げ

る方法（ただ

し，メチルジ

メトンにっい

ては薄層クロ

マトーモリプ

デナム青法）

［・

0．1ppm

以下

規格39に

掲げる方

法

1紬・∋・水銀

0．05ppm

以下

規格51．2

に掲げる

方法

0．05ppm

以下

規格48に

掲げる方

法

0．0005p

pm以下

原子吸光

光度法

アルキル水銀

検出されない

こと。

ガスクロマト

グラフ法及び

薄層クPtマト

グラフ分艦一

原子吸光光度

法の両方法

lPCB

検出されな

いこと。

ガスクロマ

トグラフ法

備　　考

　1．基準値は最高値とする。ただし，総水銀に係る基準値については，年間平均値とする。

2．有機燐とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNをいう。

3．　「検出されないこと」とは，測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表

　2において同じ。

　　なお・アルキル水銀の項目について｛ま・ガスa…トグラ・法及び鯛クpvトグ・・分離源子吸光光度法の両方法によ。てアルキル水銀eSt．

　出した場合以外の場合をいうものとする．

4．総水銀に係る基準値は，河川においてその汚染が自然的原因によることが明らかである場合に限り，O．　CO1　ppm以下とする。

5．薄層クロマトーモリアデナム青法とは，附表1に掲げる方法をいう．

6．原子吸光光度法とは，附表2に掲げる方法をいう。

7・　アルキル水銀についてのガスクロマトグラフ法及び薄層クロvFグラフ分離一原子吸光法度法とは，それぞれ附表3に掲げる方法をいう。

8．PCBについてのガスマロマトグラフ法とは．附表4に掲げる方法をいう．
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②河川（湖沼を除く。）

類型

項目

AA

A

B

C

D

E

利　用　日　的　の

適 応 性

水　　道　　　1・　級

自然環境保全およびA以下

の欄に掲げるもの

水　　道　　　2　　級

水　　産　　　1　　級

水　　浴

およびB以下の欄に掲げる
もの

水　　道　　　3　　級

水　　産　　2　　級

およびC以下の欄に掲げる
もの

水　　産　　3　　級

工　業　用　水　　1　紙

およびD以下の欄に掲げる
もの

工　業　用　水　　2　級

農　　業　　用　　水

およびEの欄に掲げるもの

級全3　保水
用境業工環

測 定 方 法

基 準 値

水素イオン濃度

　　（pH）

6．5以上

8，5以下

6．5以上

8．5以下

6，5以上

8，5以下

6．5以上

8，5以下

生物化学的
酸素要求量
（BOD）

1ppm

以下

2ppm

以下

3ppm

以下

5ppm

以下

6．O以上

8．5以下

1

6．0以上

8，5以下

規格8に掲げ

る方法

8ppm

以下

10ppm

以下

規格16に掲げ

る方法

浮遊物質t

　（SS）

25ppm

以．ド

25ppm

以下

25ppm

以下

50ppm

以下

100ppm

溶存酸素量

　（DO）

7．5ppm

以ヒ

7．5pprn

以．ヒ

5ppm

以上

5ppm

以1：

以下

2ppm

以上

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。

規格10．2．1に

掲げる方法

2ppm

以上

規格24に掲げ

る方法

大腸菌群数

MPN／100

　ml以下

1，000

　MPN／100

　　m～以下

5，　OOO

　MPN／100

　　mt以下

最確数による

定量法

該当水域

第一の2の②

により水域類

型ごとに指定

する水域

4
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③湖沼（天然湖沼および貯水量1，000万立方メートル以上の人工湖）

類型

項目

有

AA

A

B

C

利用目的の

適 応 性

水　　道　　　1　　級

水　　産　　　1’　級

自然環境保全およびA以下
の欄に掲げるもの

級級浴る　　　げ3　　掲　　　に2　　

の

　　　下

道産助　　　が

水　　　産　　　3　　級

工　業　用　水　　1　級

農業用水およびCの欄に掲
げるもの

級全2　保水用境

業工環

測 定 方 法

基 準 値

水素イオン濃度

　　（pH）

6．5以上

8．5以下

6，5以上

8，5以下

6，5以ヒ

8．　5以下

6．0以上

8．5以下

規格8に掲げ

る方法

化学的酸素
要求量
（COD）

lppm

以下

3ppm

以下

5ppm

以下

8ppm

以下

規格13に掲げ

る方法

浮遊物質1

　（SS）

1pprn

以下

5ppm

以下

15ppm

以下

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。

規格102．1に

掲げる方法

溶存酸素t

　（DO）
大腸菌群数

　　　　　　｝，。

7，5ppm
　　　　　　　　MPN／100
　　　　以上
　　　　　　　　　　ml以下

7．5ppm

以上

1，000

MPN／100

　　ml以上

5ppm

以上

2ppm

以上

規格24に掲げ

る方法

最確数による

定t法

該当水域

第1の2の（2）

により水域類

型ごとに指定

する水域

備　　考

　水産1級，水産2級および水産3級については，当分の間，浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

　（注）1，　自然環境保全：自然探勝等の環境の保全

　　　2．水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行なうもの
　　　　　〃　2，3級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作，または，前処理等を伴う高度の浄水操作を行なうもの

　　　3．水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用ならびに水産2級および水産3級の水産生物用

　　　　　〃　　　2級：サケ科魚類およびアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用ならびに水産3級の水産生物用

　　　　　〃　　　3級：コイ，フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

　　　4，　工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行なうもの

　　　　　〃　　2級：薬品注入等による高度の浄水操作，または，特殊な浄水操作を行なうもの

　　　5．　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）｝こおいて不快感を生じない限度

田一1－7　最近の水質基準の改正（1978）

現行の水質基準は、昭和41年に制定されたもので、その後既に10年余を経過してい

る。この間、水質に関する科学的知見の拡大、とくに機器分析に代表される分析技術に顕

著な進歩がみられ、現行の手分析を主体とした検査方法に対し、精度及び客観性のより高

い分析が可能になり、又能率アップが望めるようになった。

このような状況において、水道の分野でも一部の水質項目（水銀、カドミゥム）にっい

て暫定的な基準値及び検査方法を定めて運用されてきたが、今回はとくに分析技術の顕著
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な進歩に着目して、検査方法の全面的な見通しを行うとともに、基準値についても見直し

の必要性から選定した一部の項目にっいて省令の改正が行われた。（53，8．31交付、

54．4．1施行）

　検査方法の改正の要旨は次のようである。

　（1）金属イオンにっいては、原則として原子吸光光度計を使用し、又、比色分析にっい

　　ては、濁度及び色度を除き、光電分光光度計を使用する方法を採用した。

　②　分析の濃度範囲、分析着手までの時間、試料保存法、試験及び標準溶液、細菌培地

　　の組成を明確化することにより、誤差要因の除去に努めた。

　（3）定性分析によっていた項目については、できるだけ定量分析に改め、検査結果の数

　　値化に努めた。

（4）現行の比率にょる表示（ppm）を濃度の絶対量表示（ng／Z）に改めた。

　また基準値の改正及び追加の概要は次のようである。

（1）　「アンモニア性窒素及び亜硝酸性窒素は同時に検出されないこと」及び「硝酸性窒

　　素は10ppm以下であること」をsアンモニア性窒素は基準から除外し、「亜硝酸性

　　窒素、硝酸性窒素の合計量で10㎎／L以下であること」とした。

②　シアンイオン、水銀、有機リンはいずれも従前どおり「検出されないこと」とする

　　が、検出限界をそれぞれO．　01ng／L、0．0005㎎／L、0．1ng／Lであることを明

　　記した。

（3｝カドミウムは暫定基準0．01　M9／Zを水質基準として追加することとした。

（4）セレンを新たに加え、基準値を0．01　nz9／Lとした。

⑤　六価ク・ム、フッ素、フェノール類、陰イオン界面活性剤にっいても検討を加えた

　　が、現行の基準値で適当であるとした。ただし、フッ素にっいてls．，現在実施中の調

　　査結果に基づき必要に応じ基準値を検討することとした。

（6）一部の項目の名称を変更した。
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　1皿一1－8まとめ
水質基準の歴史的経緯をまとめると次のようになる。

○　水質分析法および判定基準値が我か国で最初に定められたのは、明治37年（1904）

　で、当時の東京市衛生研究所の遠山椿吉氏が中心となって作成した。

○　分析方法の見直し、基準値の改定は、科学の進歩とともに行われてきたが、抜本的

　な改定は、大正15年（1926）　（「改正協定上水試験法」）、昭和11年（1936）

　（「水協協定上水試験法」）、昭和25年（1950）　（「飲料水判定標準と検査方

　法」）、昭和41年（1966）（厚生省令第11号）、及び昭和53（1978）

　（厚生省令改正）において行われた。

○　水質基準が法制度に位置づけられたのは、昭和32年水道法制定以後であり、それ

　以前の水道条例時代には、水道界の自主的な基準が定められていた。

○　省令化以前の基準には、「衛生上差支えkければよい」とか「消毒してあればよい」

　とか環境上の諸点を考慮して判定するような余地があった。省令化後は、それらの余

　地はなくなったo

O　分析項目数は、明治37年の「協定試験法」当時は16項目だった。昭和25年の

　「飲料水の判定標準とその試験方法」では26項目、昭和33年厚生省令では30項

　目となり、昭和41年厚生省令（現行）では27項目となった。

○　水質判定基準値は、明治37年「協定試験法」当時は6要件12項目だった。昭和

　11年「水協協定上水試験法」では、銅、鉄が、昭和25年「飲料水制定標準」では

　米国の影響もあって重金属関係項目が大幅に追加された。昭和33年厚生省令では、

　有機燐、硅酸、硫酸イオン、鉱酸酸度、アルカリ度が加えられ、30項目となった。

　昭和41年厚生省令（現行）で整理され、ーまたこの時陰イオン活生剤か加わ　て27

　項目となった。

○　分析方法は、科学技術の進歩とともに変遷している一方、濁度、臭気、アンモニア

　性窒素、塩素イオン等のように、原理的には明治37年「協定試験法」当時にすでに

　確立していたものもある。

○　基準値も分析方法の変遷と同様のことか言える“方、過マンガン酸カリウム消費量、

　臭気、味等のように明治37年「協定試験法」と表現内容的に同じものもある。
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○　水質基準に対する考え方を比較すると、戦前の水質基準は、病原生物による汚染、

　異常な酸性アルカリ性、異常な臭味外観を中心に考慮していたのに対し・戦後は・有

　毒物質、有害物質に対しても広く考慮するようになった点が根本的に違っている。

○　戦時中には、輸入試薬の入手困難から試験法を簡略化したり・空襲による毒物降下

　　に対応するため、簡易毒物試験法が定められたことがあった。

○　終戦直後の水質検　方法の改定（昭和25年）の際には米国のStandard　Method

　　の影響を大きく受けた。

○　水質に係る環境基準制定の際にね、水道の水質基準が大幅にとり入れられた。

　　　また、水質管理に関連する事柄として、上記の日かに次のものがある。

○　明治時代においては、主要都市においても、水質検査は、衛生試験所や病院の付属

　　試験所等の衛生関係機関において行われており、水道局内に水質検査の組織が設けら

　　れたのは、横浜市では大正7年（1918）、東京府では昭和19年（1942）で

　　あり、大都市においても自己水質検査が水道事業の中に位置づけられたのは・かなり

　　後年になってからと言える。

○　塩素消毒は、大正11年（1922）横浜市において開始されたのが最初であり・

　　大都市では、昭和3年（1928）ごろまでに塩素消毒体勢がとられていたカ、常時

　　の塩素消毒と管末端での残留塩素測定については、戦後、GHQの影響によるもので

　　ある。

　以上述べてきたように、水質基準（基準値及び検査方法）は、科学的知見の拡大にとも

なって改訂されてきた。基準項目についても、社会的要請及びその必要性に応じて追加さ

れてきたし、今後とも、必要に応じて見直しあるいは追加を行っていかなければならない

ものであるo

　水道の水質基準は、水道の安全性を守る基礎となるものであるとともに、その測定及び

遵守が全ての水道事業者等に義務付けられるものであるから、その設定にあたっては、新

しい科学的知見にもとつくとともに、項目の必要性、測定方法の妥当性等について慎重に

検討する必要かある。
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資料一1

飲　料　水　注　意　法

（明治　】1年5月内務省達乙第18号）

●

1

，

不潔ノ水ヲ飲料二用フル時ハ人身ノ健全ヲ害スルハ勿論二候処従来都下ノ風習ニテ粗造ノ井戸側ヲ用

ヒ或ハ甲板下水ノ設ケナク或ハ下水ノ設ケアルモ頗ル接近スルヲ以テ溜滞ノ汚水自然井中二滲入シ為

メニ水ノ素質ハ変換スルノ患者不砂就中伝染病ノ流行ノ際二於テ最モ忽カセンス可カラサル儀二候条

自今共同私有ノ別ナク別紙飲料水注意法二照シ新調又ハ補理候様無遣漏各自へ懇篤可論達此旨相達候

事

但時々警視官史巡回実施検査二可及候事

一　井側ノ破壊シテ汚水ノ滲透スルノ患アルモノハ速カニ新調スヘシ

ー　井戸流シノ大破スルモノハ新調シ其小損スルモノハ板及亜土等相応ノモノヲ以テ精密二塵塞スヘ

　シ

ー　凡ソ井戸二下水ナキモノハ新二作ルヘシ但下水ハ能ク水ノ流通スル様注意スヘシ

ー　従来地形ノ不便二依リ他ノ所有地ヲ経サレハ井戸水ヲ開設シ難キ場所ハ隻方地主協議ノ上取設ク

　ヘシ若シ又道路等官有地二交渉スルモノハ府県ノ検査ヲ乞ヒ指図ヲ受クヘシ但井戸ヲ新設セントス

　ル時本項ノ場合アルニ於テハ前以テ協議ヲ尽シ着手スヘシ

．一 O項ノ場合二於テ事情不得己者ハ当分汚水溜ノ設ケァルモ妨ケスト難モ井戸ヲ距ルコト三間以上

　タルヘシ但地所狭盤ニシテニ間以内接近セサルヲ得サル場所ハ板又ハ亜土等ヲ以テ汚水ノ漏レサル

　様ニスヘシ

ー　井戸ヨリ三間以内へ剛房ヲ新二作ルヘカラス、但現在設置ノ分ト難モ修繕等アル毎二本文二kス

　ヘシ

ー　井戸近傍二於テ横裸虎子等、汚楊ノ物品ヲ洗篠シ及魚鳥ノ骨腸等ヲ棄ツヘカラス

ー呼ヒ井戸ノ井管破損スルト認ムル時ハ速カニ之ヲ補理スヘシ

ー　E水井二於テハ汚濁且塵挨認アルカ、又ハ臭気ヲ含ムモノアラバ速カニ府庁又ハ該区務所へ調査

　ノ義申出ツヘシ

ー　毎年少クトモー度ツツ井戸凌ヲ為スヘシ
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資料一2

水 道 条 例

）
日号31　

9

月2第年ヨ2律治明法
（

’

第　1条水道トハ市町村ノ住民ノ需要二応シ給水目的ヲ以テ布設スル水道ヲ伝ヒ水道用地トハ水源

　　　　地、貯水地、炉水地、卿水場及水道線路二要スル地ヲ云フ

第　2条水道ハ市町村其公費ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ布設スルコトヲ得ス

第　3条　市町村二於テ水道ヲ布設セントスルトキハ其目論見書二左ノ事項ヲ詳記シ地方長官ヲ経テ

　　　　内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

　第　1　水道事務所ノ所在地

　第　2　水源ノ位置（河川池湖又ハ堀井ノ別其周囲ノ概況）及其水量ノ概算但図面及水質ノ分析表

　　　　ヲ添フヘシ
第第第第第第第

3456789

第10

水道線路及水道線路二沿フタル地名、貯水池、炉水場、卿水場ノ位置但図面ヲ添フヘシ

給水ノ区域、其人口及其1人1日二対スル平均給水量

人口増殖及多量ノ水ヲ用フル製造所等二対スル給水量増加ノ見込

水圧ノ概算

工事方法

起工拉竣工期限

工費ノ総額、其収入支出ノ方法及其予算

水料ノ等級、価格、水料徴収ノ方法及経常収支ノ概算

第4条～第7条（省略）

第　8条　地方長官ハ随時当該官史又ハ技術官ヲ派遣シテ水道工事及水質水量ヲ検査セシメ其改築修

　　　　理ヲ要シ又ハ水質不良水量不足ナリト認ムルトキハ地方衛生会ノ議定ヲ経相当ノ猶予期日ヲ

　　　　定メテ之力改良ヲ市町村二命スヘシ

第　9条　（省略）

第】0条水道ノ給水ヲ受クル者ハ水質水量ノ検査ヲ市町村長二請求スルコトヲ得

第11条以下（省略）

，

資料一5

上水試験に関する臨時措置

1）昭和16年9月6日　第10回総会議決
過マンガン酸カリ消費量………検水量を半量にし、硫酸濃度を1：2から】：3に変更し、分析操

　作を一部修IEした代用法によってもよいことにした。
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アルカリ度測定………エリトロシン溶液を用いる方法をメチルオレンジ溶液を用いる代用法によっ

　　てもよいことにした。

2）昭和18年1］月10日　第12回総会議決

亜硝酸性窒素の定性試験………検水量を】／10にし、試薬は、スルファニル酸及び2ナフチルアミ

　　ンを用いる方法によってもよいことにした。

硬　度………単鉛硬膏を用いた石けんを用いる代りに日本薬局方薬用石けんを用いてもよいことに

　　した。また、薬品節約のため試料を適宜稀釈して行うこととした。

過マンガン酸カリ消費量………薬品節約のため硫酸濃度を】：2から］：3にした。

資料一4

簡　易　毒　物　試　験　法

（昭和］9年5月2日常設調査委員会決定）

θ

下記試験は、防空警報発令中其他必要を認めたる場合之を行うものとす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡易毒物試験法

第一試験　検水5CCを試験管に採り之にヨード澱粉溶液0．3ccを加へよく混和すべし。

　　ヨード澱粉の青色5分以内に脱色するか、或は凝集現象を呈して青色紮状の沈澱を生ずる場合は

　　腐敗性物質又は劇毒物（脱色の場合にS”．S203’‘As203　CNI　Fe（CN）6，t，・CNSl・Hg

　　・Ag・C12・Br2・pHo・5以上、ルイサイト等、凝集現象の場合は、イペリット等）の含有を

　　徴す。

第二試験　第一試験に於て青色脱色せず又は凝集現象を呈せざるときは、之に稀硫酸］滴を加ふべし。

　　検水潤濁を呈する場合は、劇毒物（BaI1．　Pb”等）の含有を徴す。

第三試験　第二試験に於て掴濁を呈せざるときは、之にネスレル試薬1～2滴を加ふべし（脱色した

　　る場合は稀硫酸を滴加して青色に復せしむべし）

　　検水溺濁したる場合は毒物（硝酸ストリキニーネ・硫酸アトロピン等）の含有を徴す。

第四試験　第三試験に於て個濁を呈せざるときは、之に無砒性亜鉛小粒2～3箇を添加すべし。

　　水素互斯の発生に併ひ槌色又は脱色する場合は毒物（As203等）の含有を徴す。

　　ヨード澱粉溶液、1000分定規ヨード液200ccに、新に製したる澱粉液の上澄100cc

　　を加へ、よく混和したる後、之に10分定規硫酸25cc加ふべし。
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資料一5

水　道　法　第　4　条

（水質基準）

第4条　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

1）病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含む

　ものでないこと。

2）シアン、水銀その他の有害物質を含まないこと。

3）銅、鉄、沸素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。

4）異常な酸性又は、アルカリ性を呈しないこと。

5）異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

6）外観は、ほとんど無色透明であること。

2　前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生省で定める。

，

資料一6

水道法施行規則第tO条
（昭32．12．14厚生省令第45号）

（給水開始前の水質検査）

規則第10条　法第13条第▲項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質

　基準に適合するかしないかを判断することができる場合において、次の各号に掲げる項目について

　行うものとする。

1）アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、塩素イオン及び過マンガン酸カリウム消費量並

　びva・一般細菌及び大腸菌群

2）シアン、水銀及び有機燐

3）銅、鉄、沸素、鉛、亜鉛、クロム、砒素、マンガン、硅酸、フェノール及び硫酸イオンの含有量

　並びに水の硬度

4）水素イオン濃度、アルカリ度及び酸度

5）臭気及び味

6）色及び濁り、消毒の残留効果並びに蒸発残留物

」
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　　第2節　水道水の水質基準のあり方とその運用法

田一2－1　水質基準のあり方

　現行の飲料水の水質基準は水道法第4条に基づく水質基準に関する省令であり、諸外国

の一例も含めたものは表m－2－1に示すとfoりである。

　飲料水の水質基準は、飲用等により人の健康に対し安全であることを最優先に考えるべ

きことは当然としても、直接健康上の影響がないものについても、生活利用上の障害、及

び水道施設の損傷がないことについても配慮することが必要である。これらの基本的要件

に関し、毒性や分析技術が重要な関係にあり、又行政上の基準として運用する上での配慮

kり、制約が必要である。よって以下において水質基準のあり方、及びその運用上の留意

点について整理しておく。

　水道法に基づく水質基準は、この基準に照らして供給水の水質上の適否が判断されると

ともに、水道事業者等の供給する者が常時この基準に適合しているかどうかを確認するた

め、定期及び臨時の水質検査を実施し、必要に応じて給水停止等の措置を講ずべきことが

要請されているo

　いいかえれば、生活用水として人の健康及び利用上等の有害な影響に関する科学的テー

タ　（Criteria）に加えて、分析法、サンプリングと分析の実施の必要性や可能性につい

ても配慮した上で基準（Standards）化されるべきである。このような考えについては、

USEPAがWater　Quality　Criteria（1972）において、　NAS－NRCの汚染

委員会の報告書を引用して、「Criteriaの定義は特定の利用目的のための水の特性につ

いての勧告を引き出すために求められた科学的データ」であるとし、これに水の特性の検

査及ひ測定法の設定、時間的、空間的なサンプリングと検査及び評価の実施のための測定

機器整備の実態のほか、政治的、社会的、経済的な配慮を加えて基準化を図るべきもので

あるとしている。これは環境水質の許容値の決定に関して述べたものであるが基本的な考

え方において共通する。クライテリアから基準に発展させるための概念的なフレーム・ワ

ークを図一皿一2－1に示す。
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図一皿一2－1　クライテリアから基準に発展させるための概念的フレーム・ワーク

フィ

ト

ノ

ッグ

　　　　　クライテリア

鑑定されねばならず、防止されねば

ならないかも知れない科学的決定に

基づく水質と水量

鑑定通路

　　　　　鑑　　　　定

分析方法（化学者、生物学者、技術

者、レクリェーション関係専門家、

その他）

　　　　　　　↓

　　　　　鑑　　　　定

評価と防止のためのクライテリアと

情報を与えるための測定機器の整備

　　　　　　　↓

　　　　　基　　　　準

政治的、経済的、社会的要素に関係

し、そして水の利用と管理の実施と

問題のための計画を含んだ地域独特

の状況に関係した許容水質の明確化

特定の水の利用 レクリェーションと景観

に関する水

上水道の水

淡　　水

海　　水

農業用水

工業用水

（水の特性の検査と測定

のための操作が必要とさ

れる）

（時間的、空間的なサン

プリング操作が必要とさ

れる）

1

1

4

注）USEPA、Waten　Quality　Criteria（1972）、筆者監訳による。

　したがって水道の水質基準の設定に当っては、水質項目、基準値及び検査方法に関し、

①人の健康及び利用上、必要かつt分であるかどうか、②水道事業者等において監視測定

が可能かどうか、③定期的に検査を行う必要かあるかどうか等について配慮する必要があ

るo
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　第一の人の健康及び利用上の影響に関しては、水道が飲料水をはじめ、各種の生活用水

及び事業活動用水に対し、一元的に供給されていることから、その基準は飲用等により人

の健康に対し安全であることを最優先に考えるべきことは当然としても、直接健康上の影

響はないものについても生活利用上の障害及び水道施設の損傷がないことについても配慮

することが必要である。なお事業活動用水への配慮については、これらの要件を満たすこ

とにより特殊な用途に供されるものを除き実態上支障を生ずるおそれはない。

　第二の水道事業者等の監視測定能力に関しては、基準が行政上の基準として運用される

ためには、水道事業者あるいはこれを補完する検査機関において所定の分析が十分な精度

で行わなければならない。したがって水質分析機器及び分析技術者の配置と技術水準の実

態について配慮することか必要である。

　第三の定期検査の必要性に関しては、水道水が基準に適合しているかどうかを確認する

ために定期的に検査を行うことが義務づけられているから、一般的に問題とされない水質

項目までを基準化することは、不必要な項目を強いることになり適当でない。したがって

基準化される項目は原則として全国的に普遍して問題とされる物質又は指標に限定するこ

ととし、地域の地質的特殊性等により、例外的あるいは局地的に問題とされるものについ

ては、ガイドライン的に分析方法及びCriteria（許容濃度を含む）を定め、個別に判断

することが適当であろう。

　以上のような基本的な考え方に基づき検討されるべき事項を具体的に列記すれば次のよ

うである。

1）人あるいは動物に対する健康上及び生活利用上の影響に関する情報

2）自然界における物質（叉は指標）の含有濃度、及び汚染の実態

3）水質検査の技術水準及び水道事業体の検査体制

4）その他の配慮

①国際機関及び先進諸外国の基準化の動向

②現行基準の運用上の支障と見直し

③基準の定量的な表示
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皿一2－2　水質基準の運用上の留意点

　水道法に基づく水質基準は、水質基準に適合すべきことを義務づけている（第4条）が、

不適合であることが直ちに罰則とはリンクしていないoこの意味において水質基準の

基本的な性格は、許容基準ではなく、推奨的な基準である。ただ供給する水が人の健康を

害する☆それがあることを知っICときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用するこ

とが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずべきこととしてte　b、　（第23条）この

意味で一部の、例えば大腸菌群、シアン等については許容値として働き、この判断は水道

事業者に委ねられている。実態的にみて、色、濁り、臭気、味左どのように、使用者が感

覚的に水質の異常を知る場合には、苦情とkり、水道事業者としても健康上の支障はない

としても何らかの措置をとらざるを得kいであろうが、その他の基準不適合について、給

水停止の措置をとるかどうかは、その措置により住民に不便を与えることは勿論であるが、

かえって水質に関し不安を与えることになるから慎重でなければならない。どの段階で給水

停止なり、給水制限をすべきかは、使用者のコンセンサスが得られるかどうかをt分に配

慮する必要があろうが．’法律上の水質基準の不適合と給水の緊急停止措置との関係を述べ

れば次のようであるo

　ここでいう「人の健康を害するおそれ」とは、その水を使用すれぱ直ちに人の生命を害

するか、叉は身体の正常な機能に障害を与えるなど、具体的な危険のある場合をいい、そ

の水を長期間使用することによって、ねじめて身体に障害の起るような場合は含1まれない

と解されているoしたがって給水を停止すべき場合というのは次のような場合である。

（1）汚染原因が明らかな場合

　1）水源及び取水、導水の過程にある水が、浄水操作等により除去することが困難な病

　　原生物、叉は有毒物質に汚染され、あるいはそのおそれのあるとき、及び浄水操作等

　　により、除去を期待するのが困難な程度にーまで著しく有害物質に汚染され、あるいは

　　そのおそれのあるとき。

　2）浄水、送水、及び給配水の過程にある水が病原生物、叉は有毒物質に汚染され、あ

　　るいねそのtsそれのあるとき、及び著しく有害物質に汚染され、あるいはそのk一それ

　　のあるとき。
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（2）汚水原因が不明である場合

　水源及び取水、導水の過程にある水において、次のような変化があるときは直ちに取水

を停止し、その検査を行うとともに、必要に応じて給水を停止する。

　1）不明の原因によって色及び濁りに著しい変化が生じた場合

　2）臭気及び味に著しい変化が生じた場合

　3）魚が死んで多数浮遊する場合

　4）炉過装置を有しない水道の水源において、人叉は動物の死体、ごみ及び汚泥その他

　　の汚物が浮遊したり、遊泳叉は洗たくををているのを発見した場合

（3）塩素消毒が行われない場合

　　塩素注入器の故障、叉は薬剤の欠如のため、消毒か不可能とkり、かつ供給される水

　か人の健康を害するk・それがあることを知った場合。

　　以上において給水の緊危停止の措置をとるべき場合を具体的に列記した。水質検査の

　結果、とるべき措置についての一つの考え方を示せぱ図皿一2－2のようであろう。

1

図皿一2－2　水質基準に合致しない場合の取扱い

1濃噺染

n　水質基準
　不適合

給水停止

給水継続

皿　水質基準の許容量に近い場合・・

IV水質基準に余裕をもって合致する場合t一

　　　　　　　　　　　　　　　たってこえる（または見込みの）
　　　　　　　　　　　　　　　とき

B懲蜷一｛1欝欝難；驚
　　　　　　　　　　　　　　　予想されるとき

C用途制限の上継……　　　…　　・1集団赤痢発生時等で、雑用水の
　続　　　　　　　　　　　　　　供給が必要なとき

D水質変化予告の・・……　…　　・1ユ事にともなう濁水が予想され
　上継続　　　　　　　　　　　　　るとき

E特別の行為なレ…　　　　　　　1原因除去のための措置を講じる
　　　　　　　　　　　　　　　／赤水等）

　　　　　　　　　…・　　　監視体制の強化

　　　　　　　　　　　　　　・通常給水
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　　第5節水道原水の水質クライテリア

　皿一5－1　わが国の水道水源の水質環境基準（原水基準）

　第1章において考察したように、河川、湖沼等の水質汚濁は経済の高度成長とともに急

速に進行し、最近水質保全にかかる諸施策の推進によってかなり改善されたが、一部の河

川、湖沼等の水道水源の汚濁度は高いレベルにある。

　今日の浄水技術をもってすればいかなる原水でも飲料レベルに処理することは可能であ

るといえようが、現実には技術的、経済的制約があるから、水道として利用し得る原水水

質vaは限界があり、又望ましい水質レベルが存在する。水道行政上、これらの水質レベル

を明らかにして原水水質がよりよい状態に保持されるよう主張するとともに、水源を質的

に評価し、計画に際して浄水方法の選定及び浄水管理レベルの決定の目安を与える意義を

有する。

　このようk観点から、わが国においても一つの原水基準が示されている。これは生活環

境審議会公害部会、水質に係る環境基準専門委員会の答申（45．4）で、水質の環境基準

の設定との関連で作成されたものであるから、水道原水の望ましいレベルとして示めされ

たものである。

　基準は表皿一1－7のとおりである。（注）に示すように、健康阻害項目、利用阻害項目

及ひ水道施設やその機能に関係する機能阻害項目について定め、　1また（参考）に示すよ

うに基準値はわが国の水道水源及ひ浄水施設の現状、及び浄水施設の浄化機能及び管理水

準を考慮して3つに区分して設定されている。水質項目については今後検討を要する項目

として酸度、アルカリ度、ウイルス、放射性物質、温度、CCE、有機塩素剤等の農薬、

セレン、バリウム等の重金属類、油脂類、臭味源物質等とし、今後の調査研究が進み、健

康阻害や利用阻害あるいは機能阻害の点で問題があると認められた段階で速やかva検討を

加え、基準値を設定する必要があるとしている。

　また・表中3類に示されている基準値は高度な浄水操作に対応するもので、現在のわが

国の浄水操作の実態を考慮して、薬品沈澱一急速炉過方式を基本とし、前塩素処理などの

前処理を伴なう浄化施設で、浄水処理に必要な原水水質を連続測定し、薬品を原水水量に

応じて比例注入し得る設備等を有し、かつ水質に関する専門教育を受けた技術者が処理操

作を行なう管理体制にあるものを想定している。
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以上の成果は現行の公害対策基本法に基づく1水質汚濁’k係る環境基準」　（46．　12）

に反映されている。すなわち水産生物への蓄積を考慮して定められた総水銀、PCB以外

の健康項目、及び生活環境項目のpH、　BOD、　COD、大腸菌群数はこの原水基準どおり

va設定されているo

m－3－2　諸外国における水道の原水基準

　水道水源として利用される河川、湖沼の水質について、多くの国でCri　teriaを示して

いる。その例を表m－3－2、（1）及び（2）に示す。

　これらのCriteriaはわが国と同様、水質保全上の要望値として定められ「〔いるもので

ある。わが国のそれと比較して特徴的にみれば次のようである。

先づ比較的情報量の多い米国については、USEPAの公表したWater　Quality

Criteria（1972、邦訳筆者監修）がある。これはわが国と同様に急速炉過法を想定

してとりまとめられているが、水質項目については、わが国の項目以外としてCCE、バ

リウム、硫酸イオン、油脂類につき勧告値を示しているほか、ホウ素、アルカリ度、リン

酸塩、DO、ニトリロアセテート、プランクトン、　PCB、フタル酸エステル、銀、ナト

リウム、　溶解性物質、ウイルス、放射性物質についても勧告値は示していないが・現時

点での多くの科学的テータを提供している。看お農薬については各種物質ごとに不してい

るか、BOD、　CODについてはとくに議論はし一（いないo

　ソ連邦は同国保健省が「衛生的生活の用に供する水道水源の水質に関する有害物質の許

容濃度限界及び飲用もしくは文化的生活の用に供する水域の水質の成分及び性状に関する

要望」　U972・12）としてとりまとめているoここではBOD、　DO、　SS、透視

度、臭味等の一般項目10項目のほか、420項目の有害物質について許容限界濃度を示

しているのが特徴的であるoその他ブルガリア、ルーマニア、オランダ、ノールウェー等

も50～60項目を示している。これらの数値の根拠等の詳細は不明であるが、かつて訪

日したソ連邦の一衛生学者か上記の水質要望値は衛生、水産、自然保護等の各分野での要

望値のうち最もきびしい値を示したものであると述べたことから推察して、それぞれの物

質について検定方法、毒性等（クライテリアの中で有害性を区分して、衛生的毒性、官能

刺激性、一般衛生に別けている）に関する研究が進んでいるものと考えられ、このこと

自体に敬意を表するものである。まfcこのようなCriteriaは現実の行政運用上の活用
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度は低いと考えられるが、有害物質を網ら的に明らかにすることによって、将来問題が発

生したときのために事前にその判断根拠を準備してb〈ことは十分に意味のあることであ

り、わが国においてもさきに飲料水基準の節で述べたと同様に調査研究を拡大し、Crit－

eriaとして科学的デ・一タを蓄積するべきと考える。

　また主要な指標についてみると一部の指標においてかなり差のあることが目立つ。例え

ば、BOD　については3ppm（日本、ソ連）、5ppm（ブルガリア、オランダ、ルー

マニア・ボーランド）・6PPm（WHO）・アンモニア性窒素については、0．08PPm

（ノールウエ｝）、0．5ppm（日本、米国、　WHO）、1ppm（ルーマニア、ボーラン

ド）、2ppm（ソ連、オランダ）であり、叉硝酸性窒素についてもかなり差のあることが

わかる。これらの相違はその詳細が米国以外は不明であるが、各国の原水基準の性格や考

え方、浄水施設の実態、河川等の汚濁の状況等に基因するものであろう。筆者の見聞した

ところでもヨ・・t一ロッパ大陸の主要河川の汚濁度は著しく、そのための浄水プロセスも複雑

多様である。また米国West　Virginia洲では完全叉は補助的な処理を行うこととして、

日間平均BOD　5．5ppm（日間最大7．　5　ppm）としている。これらから推察して急速

炉過法に若干の前処理を付加したレベルの浄水操作fC比して、かなり高度な処理を予定し

た利用司能な原水基準を定めたものと考えられる。

　以上のように諸外国の原水基準を概観するとき、わが国においてもより多項目にわたる

Criteria作成のための調査研究を拡充することの必要性を痛感するとともに、わが国の

の原水基準を超えたレベルでの限界値をより高度な浄水操作との関連で検討し準備する必

要があるものと考える。

皿一5　一一3　当面留意すべき水質指標についての考察

　表1皿一3－3に示すように「水道施設設計指針・解説」においては、浄水方法選定の目

安として、原水水質との関連では大腸菌群、→般細菌、BOD、濁度、色度、　pH、鉄、

マンガン、フッ素、陰イオン活性剤、フェノール類、生物、臭味、侵食性遊離炭酸をとり

上げている。また維持管理上留意づべき項目としてアンモニヤ性窒素、亜硝酸性窒素、硝

酸性窒素、DO、アルカリ度が追加されている。

　一般的にいって・水中の各種汚濁物質のうち、懸濁成分については浄水や下水処理プロ

セスでほとんど除去できるが、溶解成分については、鉄、マンガンのように酸化プロセス
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表皿一3－2　（1）水道水源の原水基準例

水質項目 日　　　　本 ア　メ　リ　カ ソ　　　　連 備　　　　　　　　考

濁　　　　度

F　　　　度

50度※

@5度※

　　※※

V5度※※
α25ppm
Q度

※豪雨時を除く、※※勧告せず

ｦ※ブラチナコパルト色度単位
ｦ染料の場合刺激純度にして1．5

pH 6．5～8．6 5．0～9．0 一

臭　　　　気 TO　3※ 異常なし 2度 ※緩速炉過（SSF）はTO5

味 TO　3※ 一 2度 ※　　〃　　　　　〃

NH4－　　N 0．5　ppm 0．5　ppm 2　　ppm

NO3－　N 10　　　〃 10　〃※ 10　　　〃 ※NO2－N　lppm以下

大腸菌群
MP　N／100mZ
T000 2000／100mZ ※ ※病原生物はND

一般細菌 500（レ／1mZ 一 一

BOD 3　　ppm 一 3　ppm※ ※DO　4ppm以上

COD 3　　　〃 一 一

溶解性物質 400　　　〃 （500ppm） 物質ごと

総　　硬　度 300　　　〃 一 一

CZ一 180　　　〃 250　　　〃 350　　　〃

CN ND 02　　〃 0ユ　　〃

T－Hg ND 0．002〃 0．005〃

有機リ　ン ND ※ 一
※有機リン系農薬、カルバミン酸系農薬
ﾍ…合量で0．1ppm以下、有機塩素系農薬

Fe 03　ppm 0．3　　〃 0．5　　〃 各種及びクロロフェノキシル系除草剤各
墲ﾌ許容値あり

Mn 0．05　” 0．05　〃 一

Cu 1．0　〃※ 1　　　〃 1．0　　〃 ※SSF　Oユppm

Zn 10　　〃 5　　　〃 1．0　　〃

F 08　　〃 14～2．4　〃 1．5　　〃

Cd 0．01　” 0．01　〃 0．01　〃

Pb 0．1　　〃 0．05　〃 0．1　　〃

　6十Cr

0．05　〃
T－Cr
@O．05　〃

0．1　〃※ ※T－’Cr　O．5ppm

As 0．05　〃 0ユ　　〃 OO　5　〃

フェノール類 OOO5〃 0．001〃 0．001〃

陰イオン活性剤 0．5　　〃 0．5　　〃 0．5　　〃

Ba 一 1　　　〃 　

油　　　　脂 一 ND 物質ごと

CCE’

一 0．3ppm※ 〃 ※CAEで1．5ppm未満

Ce （0．01ppm） 0．01　〃 0．001〃

2一SO4 一 250　　　〃 500　　　〃
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（注）　USERA（rWater　Quality　Criteria（1972）」は．急速F過法を仮定し

　　　て定めたもの。なお、次のような物質についても検討されているが勧告値は出てていない。

　　　ホウ素、アルカリ度、DO、ニトリロトリアセテート（NTA）、プランクトン、　PCB、

　　　Ag、　Na、溶解性物質、ウイルス、なお放射性物質については各種定められている。

　　　ソ連（同保健省の「要望」（1972））

　　　衛生的毒性、一般衛生、官能刺激に区分して420項目について基準値（要望値）を定め

　　　ている。但し、基準値の根拠は不明である。

表皿一3－2　②　諸外国の水道用原水基準例（主要な指標）一上限値

国　　名 pH BOD5 COD（Mn） DO アンモニア
ｫ　窒　素 墾酸纂 　　　．昼ﾀ醸

ppm ppm ppm ppm ppm
日　　本 6．5～8．6 3 10 5 0．5 9 29

WH　O 一
6 10 一 0．5 7 24

米　　国 5．0～9．0
一 一 一 0．5 10

（46）30

ソ　　連 6．5～8．5 3
一

昼間の12
?窒刀@4

2 10 430
フンレガリア 6．5～8．5 5 10 75％　6

0．05 5 58

オランダ 6．5～8．5 5
一 50％ 2 4 27

ルーマニア 6．5～8．5 5 10 6 1 10 31

ポーランド 6．5～8．0 5 10 6 1 1．5 47

ノルウェー 8．0～8．5
一 15 70％ 0．08 2．5 19

注　1）日本は生活環境審議会の報告（1970）、米国はWater　Quality　Criteria

　　　　（1972）、ソ連は同保健省の「衛生的生活の用に供する水道道源の水質に関する有害物

　　　質の許容濃度限界、及ひ飲用又は文化的生活の用に供する水域の水質の成分及び性状に関す

　　　る要望」による。その他は国連経済社会理事会、ヨーロッパ経済委員会のMethods　of

　　　Establishing　National　Protection　Standards　For　MajorWater　Po－

　　　llutants　Quality　Standards　for　waters　and　effluents等による。

　　2）日本、米国、ソ連は急速炉過法を前提とすることが明記されているが他は不詳。

　　3）米国の基準値のある項目欄の（46）は検討されたが基準値が勧告されなかった項目数であ

　　　　り、農薬3、放射能、細菌、ウイルス各1と数えている。

　4）DOの％は飽和濃度に対する比率。
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皿一3－3　浄化方法の選定の目安
（水道施設設計指針・解説）

浄水

菇@
原　水　の　性　　質 処 理　　　法 摘　　　　　　　　　要

塩け ①大腸菌群（100ml　MPN） 消毒設備のみとすることがで
素の 50以下 きる。

消方 ②一般細菌（1ml）500以下
毒式 ③他の項目は水質基準に常に
だ 適合する

緩 ①大腸菌群（100ml　MPN） 緩　速 沈澱池不要 年最高濁度10度以下
速炉 　1，000以下

A生物化学的酸素要求量（BOD）
炉過池

普通沈澱池 年最高濁度10～30度

過 2ppm以下 薬品処理可能左沈澱 年最高濁度30度以止
方 ③年平均濁度10度以下 池

式

急 上記以外 急　速 薬品沈澱池
速 炉過池 ⑪蜀度最低10度前後、最高約
炉 高速凝集沈澱池 LOOO度以下、変動の幅が
過 極端に大きくないこと
方 ②処理水量の変動が少ないこと
式

侵食性遊離炭酸 エアレーションアルカリ処理

pH調整（pH低く侵食性） アルカリ処理

鉄 前塩素処理、エアレーシ。ン、

pH調整、 鉄バクテリア法
特

マンガン ①〔酸化〕斗〔凝集沈澱〕＋
殊 r砂炉過〕前塩素処理、過

マンガン酸カリウム処理、（オ

処 ゾン処理）

②接触炉過法
理． マンガン砂炉過、二段炉過

③鉄バクテリア法
を

生　　物 薬品〔硫酸銅、塩素、塩化塩〕
含 処理、 二段炉過、マイクロストレ

一ナ

む

臭　　味 発生原因生物除去、エァレーシ。

方 ン、活性炭処理、塩素処理、

オゾン処理
式

陰イオン活性剤、フェノール等 活性炭処理（オゾン処理）

色　　度 凝集沈澱、 活性炭処理、オゾ
ン処理

フ　ッ　素 活性アルミナ法、骨炭処理、
電解法

（　）は、実際にはあまり使用されてい左い
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声

，

によって比較的容易に除去できるものを除き、無機性、有機性のいずれも問題がある。

　個々の物質、叉は指標にかかる薬品沈澱一急速炉過方式の行政技術的にみた原水水質の

限界は皿一1－7において紹介したとおりであるが、上記の浄水方法の選定の目安として

配慮された項目以外で、とくに今後、行政上、原水水質を基準化する方向で検討すべき項

目は、窒素化合物とCCE等で表示される溶解性有機物質であるような印象を受ける。す

なわち、近年における様々な汚水に由来する汚濁の進行は、各種の未確認物質や生物に対

tる不安を増大せしめているが、前述のように懸濁性成分については比較的容易に浄水処

理できるとしても、生活排水から不可避的に供給され、あるいは工場排水、農薬のように

経済的、あるいは突発的に混入する窒素化合物及び溶解性の微量有機物質は、前者は主と

して浄水コストの点から、後者は主としてその種類が多様で固定が困難であること、した

がって個々の物質について浄水効率が評価できない点から問題である。とくに未確認の有

機物質については、最近USEPAが塩素消毒によってクロロホルムの形成を報告して、

基準値として0」ppmを定め、叉わが国でもこの基準値は超えないが塩素添加によってク

ロロホルム等のトリハロメタンの増加することが確認されており、叉その他の微量な有機

物、例えば有機塩素系農業等の同定し難い物質に対する不安は払拭できない状況にある。

　現在わが国で実際に行われている浄水方法は表田一3－3に示されているものでほぼ網

らされている。主として異臭味除去のために活性炭注入叉は炉過を、多くはその発生時期

に限って行っているものが49浄水場ある。これは結果的に各種の未確認物質も吸着除去

されていることになろうが・これらの例にみる異臭味問題のある浄水場では発生時に注入

叉は炉過を行うことは当然に必要であるが、皿一2－5において考察したように、上述の

ような溶解性の微量有機物質に対拠するため、各種排水で比較的高度に汚濁されている河

川を原水とする浄水場では経常的に活性炭炉過を行なうことが必要ではなかろうか。また、

窒素化合物について、毒性上問題とされるのは硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として

10ppm以上である。アンモニア性窒素は酸化されて亜硝酸、叉は硝酸に変化するから、

総窒素量に着目する必要がある。一方アンモニア性窒素は有機汚染、とくvaし尿汚染の指

標として重要であるとともに、浄水操作上も重要な指標である。すなわちアンモニア性窒

素は塩素と結合してクロラミンとなり、その消毒力を低下させるとともに、塩素要水量を

増加させ、例えば図皿一3－1のように汚濁度の高い河川等においては、その濃度も高く、
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かつ時間的変化がはげしいから、過剰な塩素注入とその時間的調節に高度な管理を必要と

するoまた過剰塩素処理は皿一2－5において指摘したように有機塩素化合物の生成を助

長する。

　このように原水中のアンモニアの存在は浄水管理上様々な影響を与えるから・水道原水

の水質を論ずる上で注目する必要がある。

図M－3－1　淀川（柴島）水質の時間的変化
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　かが国の水道原水とされている河川表流水の水質をみると、渇水年である48年度につ

いて、淀川柴島地点でアンモニア性窒素平均0．77ppm（最大1．72ppm）、亜硝酸性窒

素平均0．04ppm（最大0．05ppm）、硝酸性窒素平均0．45ppm（最大0．51ppm）、

レベルで、過剰塩素処理を要するアンモニア性窒素が問題であるが、総窒素としてはそれ

程問題はない。『また多摩川ではアンモニア性窒素平均3．8ppm（最大8．4　ppm）、亜硝酸

性窒素平均0．2ppm（最大0．3ppm）、硝酸性窒素平均1．1ppm（最大3．2ppm）で、

アンモニア性窒素レベルは極めて高く、通常この10倍量の塩素要永量となるからアンモ

ニア性窒素に対し何らかの浄化法を考える必要があり、叉総窒素でも10ppmを超えるこ

とがあるから脱室素に関する何らかの浄化法を必要としているが、現在のところ取水され

ていない。も一方の有機汚濁の著しい大和川は、51年度についてアンモニァ性窒素平均2．2

PPm（最大72ppm）を示しており、そのために5PPmを超える場合には取水停止（そのほか

BODl5ppm、陰イオン活性剤1．5ppmを超える場合等を含む）を行kうと共に、48

時間以上滞流の普通沈澱池により水質変動を調節し、平準化し、前塩素処理（平均約5ppm

レベル）、薬品沈澱、急速炉過により浄化し．ている。そのアンモニア性窒素量の年間平均

的推移は次のようであり、急速炉過方式で上記のように若干の処理工程と操作によってあ

る程度の対応は可能であるが・なお浄水中の残留量についてはその挙動と影響につき関心

を持つ必要がある。

●

表m－3－4　浅香山浄水場（大和川）のアンモニア性窒素の処理プロセス内の挙動

　　　　　　　　（51年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　ppm

平　　均 最　　高 最　　低

原　　　水

£ﾊ沈澱水

�i沈澱水

}速炉過水

2．20

Q．06

P．75

O．54

7．20

R．10

R．52

P．43

0．12

P．13

O．20

O．03

今後このような水源の活用が強いられる状況も予想されることから、アンモニア性窒素

のほか、窮局的には硝酸性窒素にかかる各種除去法を確立する必要があろう。
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窒素化合物にかかる原水水質と浄化方法との関係、及びその経済性について、OECD

の研究報告がある。　（OECD、　ENV／WAT／7　7．6）

表M－3－5　窒素化合物含有量例

区　　　　分 アンモニヤ性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 地　域　名

大和川（48年） α70 0．40 4．60 浅香山

（50年） 1．50 0．13 2．80 〃

（51年） 2．2　（7，2） 一 一 〃

多摩川（48年） 3．8　（8．4） 0．2　（0．3） 1．1　（3．2） 玉　川

淀　川（48年） 0．77（1．72） 0．04（0．05） 0．45（0．51） 柴　島

（50年） 1．80 0，033 025 〃

注（1）数値は年平均ppm、（　）は年間最大値

　②　最水値の記載にあるものは各都市の年報、その他は「水道統計」による6

　将来的には環境基準にも加えて河川等の水質改善の目標とし、所要の対策を講ずべきこ

とを主張するとともに、OECDの提示しているようなアンモニア性窒素及び総窒素に着

目したアンモニア・ストリッピング、硝化池、高pH値でのばっ気等の除去法について調

査研究を蓄積する必要があろう。

　　第4節　水質汚濁に係る環境基準とその運用に関する考察

皿一4－1　水質汚濁に係る環境基準

　水質汚濁に係る環境基準は、公害対策基本法第9条に基づき、水質保全上の行政目標と

して、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」

として定められているo

　その内容は表皿一1－8のとおり、人の健康に係る環境基準（健康環境基準）と生活環

境に係る環境基準（生活環境基準）とに大別され、後者については河川、湖沼、海域ごと

に基準値が定められているo

　健康環境基準は、シアン、アルキル水銀、有機リン、カドミウム、鉛、6価クロム、ヒ

素、総水銀、PCBの9項目vaついて定められている。これらの基準はすべての公共用水
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域に共通的に適用されると共に、常に維持達成することとされている。

　生活環境基準は、河川、湖沼、海域別に、それぞれ水域の利用目的の適応性を考えて類

型に区分し、個々の水域をこれらの類型にあてはめていく方式（指定方式）がとられてい

るo

　水域類型の指定は、水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域について、それぞれの水

域の現在ならびに将来の利用目的や現状水質、及び汚濁源の立地状況等を勘案して決定さ

れるが、国の指定にかかる47水域（主要な県際水域）vaついては関係知事その他の関係

者の意見を聞いて行なうと共に、その内容及び達成期間を公示しなければならないとされ

ているo

　環境基準の達成期間は、所要の水質汚濁防止対策の効果との関連で定められることにな

るが、その期間によって、イ、ロ、ハに分類される。イは直ちに達成、ロは5年以内達成、

ハは5年をこえる期間で、できるだけ速やかに達成することとされている。

　環境基準が達成されているかどうかの判定は、健康項目については流量等のいかんを問

わす常時達成されなければならないが、生活環境項目については、河川等の流量等によっ

て変ることを考慮し、通常の状態にある場合として、河川にあっては低水量以⊥の流量が

ある場合、湖沼にあっては低水位以上の水位にある場合に拾いて測定された結果について

行なうこととされている。

皿一4－2　現行環境基準の類型指定方式における諸問題と考察

　筆者が実際に環境基準の類型指定作業va当った際に当面した諸問題のうち、類型方式そ

のものにかかる問題点について考察したい。

　（1）水質項目間の破行性

　　　現行の類型は河川、湖沼、海域につきそれぞれ5項目の水質項目をセットにして定

められているか、同一類型について環境基準値と実際の水質値の間には必ずしもパラレル

の関係があるとは限らないo

　例えは端的k事例として、北上川上流部（赤川）のように、硫黄鉱山跡地（旧松尾鉱山）

からの主としZ坑内水（pH　1．0～2．　0）の流出に伴ない、その一部を中和操作している

にかかわらず赤川富士見橋地点で強酸性（pH　2．9～4．4、48年）を示し、まfc北上川

本川でもかなり酸性が継続している。　（四t四田ダム地点、pH　4．9～6．9、48年）
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BOD、　SS、その他の項目から判断すれば、河川「A」類型に分類されるがpHだけは

例外となる。

　また、佐賀県六角川の例をみると、河川感潮部にあたり、潮汐の影響を受けて、とくに

干潮時のとくに引潮時に河川底質を浮上させるため、SSが顕著に高くなる。そのため日

間のSSは数10ppm～数1，000ppmに変化する。　BODもSSとおおむねパラレル

に変化し、1～20ppmの値を示す。　（図皿一4－1）

　また、港湾内においては、船舶の航行により、大規模なビルジやバラスト水の排出はな

いとしても、油分の検出が避けられない場合が少くlt　h。油分については「C」類型のみ

にその検出を許容しているので、油分が検出する点から類型を指定すると、COD8ppm

以下の「C」類型となり、多くの場合現状水質を著しく悪化することを許容することにな

るo

　このような自然的な、あるいは制御し難い特定の項目がある場合、現行の類型指定方式

をそのまま適用すれば、特定の項目に支配されて現状水質の悪化を許容することになるし、

あるいは特定項目が類型外の数値を示す場合には類型指定はできない。

　現在一までのところ、特定の項目を除き、BODを中心とした他の項目の水質値を基とし

て類型指定を進めてきたが、今後項目が追加されることになると、・このよう左同一類型に

bける水質項目間の破行性の問題は避け難くたろう。このことは類型指定方式の欠かんと

もいえよう。

　しかしながら、例外的ともいえるこれらの事例があるからといって現行方式を否定され

るべきではなく、むしろ多くの長所を有するので現行方式を支持し、そのさいの運用法、

あるいは留意点を指摘するものである。類型指定方式の長所を考察すれば次のようである。

　①現行の類型指定方式は、各種の利用目的とのリンクで区分されていて、指定にあた

　　っては、個々の水域ごとの利用目的の多様性を考慮して行うこととされているように、

　　その水域の水資源的価値あるいは水環境のあり方を基本として、現在ならびに将来に

　　わたって維持し、または改善するための清浄度、いいかえれば汚濁レベルを行政目標

　　として示すことに意義があること。

　②環境基準が行政目標であることから、簡潔かつ明確kものであることが望ましいが、

　　現行方式はかなりこの趣旨を満足していること。
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　　　　　　　　　　　　　　　ル／
③利用目的を最大のメルクマータとして設定されるから、実際上利用目的に支障はな

　いことo

　　先に例示した自然的な原因による汚濁も、それを前提としてその水域の自然の環境

　や生態系があり、水利用があるから、その状態を是認し、特例的な扱いをすることで

　足りること。これを是認するかどうかは、一般vaその改善には莫大な費用を要するこ

　とから、cost・－benefitの面からの検討と、地域甘民の選択と首長の決断にかかる

　問題であろう。

④項目間の破行性は、類型指定方式をとる限り避けられないが、各種利用目的を維持

　する立場から、総合的、平均的にみれは一般的には類型ごとの清浄度あるいは汚濁レ

　ベルはかなり均衡していること。例えは上水道vaついてはその浄水能力、水産につい

　ては魚貝類の生育の観点から一応整合されている。

②汚濁のライセンス

　　現行の類型指定方式では、先に述べたように「現状よりも少くとも悪化することを

　許容することとなってはならない」とされているが、類型か段階的に区分されている

　ために、現在の水質を環境基準レベルまでの悪化を許容することとなる場合が少くない。

　　例えば水質汚濁が進んでその水域の利用目的に支障か生じているような場合fCは、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
　改善する方向で上位の類型にランクされるからこの問題はない。しx）・・ab例えば河川に

　おいてBODが1．5PPmの場合には、河川類型の「AA」、または「A」　（基準値は

　それぞれ1．Oppm、2．Oppm）のいすれかとなろうか、「A」として指定しfc場合、

　　（「AA」は汚濁源の殆んどない状態であるから、逓常「AA」レベルまでの改善は

　困難であ9、「A」として指定されることが多い。）2ppmと1．・5　ppmの差は将来

　の汚濁のライセンスを与えたことになる。この場合、利用目的に支障はなく、かつ水

　質保全計画をたてる上では容易であb、経済的であろうか、上記の「現状よりも悪化

　させない」とする原則に反するとし、汚濁の進行を許容することにより、水道につい

　てみれば浄水費の上昇、その他生態系の変化などの影響か生じよう。

　　このことに対応するため、類型指定V（あたり、現状水資を悪化レないよう配慮する

　旨指導されているが、実態上の損失が顕著でないこと等から、このようなコメントな

　り・指導だけでは十分な実効が期せられるかどうかは疑わしい。
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　従って現行の類型指定により、ある範囲の広域的な流水基準として環境基準を設定

すると同時に、現状水質を配慮しつつ、当該水域内のある特定の地点にっいて維持す

ることが望ましい水質値を設定して、これを水質監視上の基準とし、また水質保全計

画上の目標水質とする等の方法で補完することが適当と考える。

　すなわち、基準点方式ともいうべき、水域内の特定点（基準点）を定めて、その水

域の特性に応じて、この地点で維持達成することが望ーましい水質値を与える方式であ

るが、この方式の妥当性は次のようである。現行の類型方式か、後述のようなその水

域を代表する2～3の基準点の選定上の問題や、項目間の販行性、汚濁のライセンス

等の問題点を有するのに対し、水域の特性に応じた水質指標を選定し、目標値を設定

することにより、これらの諸問題にも対応できる。いいかえれば水質指標及び水質値

の選定の自由度が高まり、実態に即した選定を行うことにより、項目間の破行性、汚

濁のライセンス等の問題は生じないo

　叉、現行の平面的な拡がりを持った水域の水質を評価するためva　2～3の地点（湖

沼、海域については更に多い）の水質値を総合的に判断する方法では、水質の測定個

数が著しく多くなるが、水域全体の水質の状態を把握した上で、代表的あるいは水質

保全上重要な地点を選定し、その地点において水質保全上重要な指標を特定し、目標

水質を与えることにより、所要の監視測定個数を減少させ、あるいは集中的に測定頻

度を高めることが可能となる利点も有すると考えられる。

　このように基準点方式には幾多のメリットを有する。しかしながら基準点方式では、

基準点、水質指標、基準値の設定にあたり、水域ごとに、その汚濁の状況と多様左利

水目的との調整、その基礎資料として将来の開発計画、浄化機構の解析、水質保全計

画などにより精緻な作業が要求され、その間、水質目標値の決定をめぐって政治的な

議論も生ずることも考えられ行政能率は著しく低下するおそれがある。類型指定方式

でも同様な技術的検討や関連の調整は必要であるが、利用目的に重点をfo　hて、総合

的に類型に基づく比較的ラフな目標（ランク）を設定しようとするものであるから、

水質保全計画等における不確定要素もある程度の見通しの中に立って目標達成の判断

をすることで足りようし、各種利水目的間の調整も容易と考えられる。

　このように行政事務の能率化のメリットが大きいが、総合的にみた場合、少くとも
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　全国的な水質保全行政の展開をはかろうとする現時点では前述のような類型指定方式

　　のメリットを強調し、いくつかのテメリットを補う運用により推進することが必要と

　考える。

　　一つの妥協案として、基準点方式のメリットを現行の類型指定方式にできるだけと

　　り入れるという観点から、類型指定により水域の水資源的評価を簡潔かつ明確に表示

　　し、同時に特定の地点の特有の水質値を与えて、水質監視X・よぴ水質保全計画上の目標

　水質とする（チェックボイントとする）併用方式をとることを提言しておく。

皿一4－3　現行の環境基準の水質調査法と評価法における諸問題と考察

（1）環境基準による現行の水質調査法と評価法

　　　ある水域の水質測定値を基として、その水域が環境基準に適合するかどうかの判断

　　は、測定地点、測定時期あるいは時刻、測定回数等の水質調査法と、測定値の統計的

　　処理の方法に密接lt関係がある。

　　　現行の環境基準の運用方法や水質調査法の関連する部分の概要は以下のようである。

　　a　健康項目

　　　1）水域の水量等のいかんを問わず、常に維持達成されること。

　　　2）測定回数X・よび時間は、毎月1回以上、各1日につき4回程度以上とし、このう

　　　　ち1日以上は全項目について実施すること。その他の日は汚濁の状況、排出源の

　　　　状態等からみて、必要と思われる項目について適宜実施する。

　　　　採水日は、採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選ぶ

　　　　ことo

　　b　生活環境項目

　　　1）水域が通常の状態一河川では低水量以上の流量がある場合等一において測

　　　定すること。

　　　2）測定地点は、環境基準の維持、達成の状況を把握するための地点とし、水域ご

　　　　とに選定された2～3の基準点とすること。

　　　3）基準点の選定は、水域の利用目的との関連を考慮すること。

　　　4）測定回数および時期は、毎月1日以上、各1日につき4回程度とすること。

　　　　　このさい、水質変動の少ない地点では状況に応じて適宜回数を減じてもよい。
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　　　また日間の水質変動の大きい地点では、年間2日程度は、各1日につき2時間間

　　　隔で13回採水分析する通日調査を行kう。

　　　　採水日は、採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選ぶ。

　　5）当該水域の水質が環境基準に適合しているかどうかは、環境基準点において通

　　　常の状態（前述）で測定された結果を総合的に勘案して判断する。

（2）環境基準点の選定

　　環境基準点の選定については、前述のとieり水域内の利用目的について配慮して、

　基準の維持達成状況が把握できる地点とされているが、細部の選定の方法は明らかに

　されていないo

　　本来、基準点において測定された水質値ロ、これを基としてその水域の水質の状況

　を表示し、それが環境基準va適合するかどうかを判断するとともに、それが不適合の

　場合、あるいは現在適合していても将来的にみて不適合となる場合には、その維持達

　成のための水質保全計画を定量的に、策定し、実施していくための基礎テータとして

　最も重要なものである。すなわち水質保全計画の目標の設定、負荷量計算、自浄作用

　などの算定を行う上での基礎データである。

　　従って基準点は、前段の当該水域の水質の状況を表示し、環境基準の適否を判断す

　るためにはその水域の水質を代表する地点　　通年的にはその水域の平面的及び断面

　的に、平均的な水質を示す地点であることが必要であろう。そのためには排水口直一トや

　支川流入直後のような汚濁水の拡散域や、水の局地的な停滞等によって、水域全体か

　らみて異常な水質値を示す地点は避け、流入する汚濁物質が河川水等と十分混合した

　（と考えられる）地点を選ぶよう配慮されるべきであろう。

　　また環境基準は、利水目的とのリンクで類型化され、設定されるものであり、基本

的には利水の保護を目的としていることを考慮すれば、当該水域において保護される

べき利水地点に対する配慮は重要である。

　　後段の水質保全計画上の配慮としては、その計画の目標を設定する上から、その水

　域の代表的な水質を表わす地点であることが必要であり、1また水域を区分して幾つか

の類型が不連結に設定される場合には、隣接水域への影響を考慮して、隣接水域への

　流入地点、いいかえれば類型区分線上の地点を含んで選定するか、あるいは少くとも
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チェックポイントとして水質測定を行うような配慮が必要であろう。

　さらに、水域の水質は流量に大きく影響されることから、環境基準の適否を判断し

たり、あるいは水質保全計画をたてるさいの汚濁負荷量を算定する上でも、流量の把

握は重要である。すなわち環境基準に適合するかどうかは水域の状況が通常の状態一

低水流量以上で測定された水質値を基として行うこととされており、　（この点に関す

る実態上の問題点については後述する）、また水質保全計画のための汚濁負荷量を算

定する場合等にも流量の把握が必要である。

　　　　　　　　　　L＝C×Q

　ここでL；汚濁負荷量、C；水質値、　Q；流量である。また自然水質C。として、

ある地点の水質値Cは一般に次式による

　　　　　　　　　　　　　L
　　　　　　　　　　C＝Q＋C°

　後述するように水質値と流量は必ずしも相関しないから、　汚濁負荷量を流量に関

係なく水質値（自然汚濁として例えばBODについては0．5～LOppmを差引いた

水質値）に比例するものとして汚濁負荷削減量△Lを求めることも可能である。

　　　　　　Lt　　　　　　La

　　　　　Ct－Co　　Ca－Co

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ct－Co
　　　又は　　△L－L－Lt＝La　（1－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ca－Co’

　ここで、Lt、Ctね目標とする汚濁負荷量およひ水質、La、Caはa地点の汚

濁負荷量むよび水質、Coは自然汚濁である。

　この場合には流量に関係はなく算定できるが、例えば浄化用水の導入による水質改

善の例（隅田川、堀川）に端的にみられるような水質一水量の一体的な管理が基本で

あるべきと考えるし、少くとも当該水域の水質現象を理解する上で流量等の水文現象

に関する情報は重要である。

　以上のような考察から、環境基準点の選定に当っては、現在の①利用目的との関連

を考慮して2～3地点を選定すること、従って当然に、②流入汚濁水等が河川水等と

十分に混合した（と考えられる）地点、あるいはその水域の平均的な水質を表わす地

点であることに加えて、③隣接水域との境界線上、あるいは類型区分線上の地点、④

流量等の水丈観測が行われている地点についてもあわせて配慮する必要がある。
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　　実態的にみると、①teよび②の要件はかなり満たされているようであるが、③につ

　いては殆んど配慮されておらず、④についても流量観測点が少ないこともあって十分

　には満たされていないような印象をうけるo

（3）通常の状態における水質測定と測定結果の取扱い

　　水質の測定は、生活環境項目については水域の状況が通常の状態一河川にあって

　は低水量以上の流量がある場合、湖沼にあっては低水位以上の水位がある場合等

　において行ない、その結果に基づき環境基準の適否を判断することとされている。

　　ここで通常の状態として河川にあっては低水流量以上の状態等としているのは、

　河川流量がある程度減少した状態においても環境基準は維持されるべきである、いい

　かえれば低水流量以下の渇水状態の水質は無視するとする考えに基づく、さらにその

　背景には水質と水量とが逆比例的な関係にあることを予定している。

　　ここで問題となるのは、水質と水量とが逆比例的な関係にあることを前提として、

　低水流量以上で水質測定を行うこととしていること、および低水流量以下の状態は棄

　却していることであるo

　　第一の水質と水量が逆比例的な関係を予定して、低水流量以上で測定することとし

　ていることは、実態上必ずしも適確ではない。すなわち図皿一4－2～6に示すよう

　に、木曾川、大和川vaついては水質一流量間に相関がみられるが、石狩川、淀川につ

　いては相関はみられない。

　　また淀川の場合、時間帯別にみると、例えば16時～22時のようにかなり相関す

　るものもみられる。筆者が環境基準の類型指定の作業で取扱った事例についてみると、

　水質一流量間、あるいは湖沼での水質一水位間に相関のみられたものは極めて少なか

　ったo

　　一方府県等で行なわれる水質測定の実態をみると、流量観測点が少ないこともあっ

　て、建設省がその管轄する流量観測所で行っている以外は、一般的には流量や水位を

　把握あるいは確認しないで採水、分析しているのが通例である。また野外の採水は降

　雨時や出水時には困難であり、実際上は行なわれていkい。これら¢ことから、現在

　の建前である低水流量以上での測定は、実態的には、洪水時等の出水時を除き、逆に

　低水時以下の状態を含んだ任意の日に行なわれているものと推察できる。
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図皿一4－4 石狩川（豊平川一雁来）48’BOD

　　　　　　　（測定時間10～15時）

タ

t

10

5

3

2

BOD

ppm

05

●

●
●

■

●

●

■ ■

●

●

●

●

流量仇シs
2　　　3 5 10 20　　　30　　　50 100

図皿一4－5 淀川（牧方大橋）48’BOD
（調査時間帯　午前9時15分～午後2時10分）

拓

レ

20

10

B　5
0
D

　3ppm

2

1

10

●

●

■

●

●
●

．　　　　・

■ ：　　’8

●　　　　　　　　　　　　・

、

20　　　30 50 100 200　　　　300　　　　　　500

流量m3／s

一181一



　　　50

　　　30

　　　20
B

O
D

　　　10
ppm

　　　5

　　　3

　　　2

　　　1

図皿一4－6　淀川（桂川一宮前橋）48’BOD

1 o
◎○◎増水時

△

五、 x

■＿．

　、@　　＼｢
o　　　　　　△

@　　o
．

、 ・＿@◎
△ x　　　も x、

o △△o

o 8も

調査時間帯

IO　10～　16

1X　l6～22
匠△　22～10

　　　　　　　　　510’2030
流量mシ〆⑨

　　　　　図田一4－7　水質の時間的変化

　　30

B

O　20
D

ppm

　　10

tOO

時　刻

淀川（桂川一宮前橋48’）

30

20

12レ／1」f≒12（Q＝4－6閉夢／s）

5／乞2望3（Q←26～32n：Pt／s）

8レ／1－2　 （（｝＝10－》29me／s）

10

一182一

1

1



r

　このように、水質測定の時期については、実態にみて、水質一流量の相関の事例が

少いこと、teよび水質測定が流量に関係なく行われ、むしろ洪水時を除き、そして恐

らくは異常な渇水時を除いた状態で行なわれていることから、現行の通常の状態

低水量以上等で測定することとしているものは必ずしも適確ではk〈、検討を要する。

　代案としては、上記の実態を考慮して、「異常な洪水時teよび渇水時を除き、でき

るだけ水文条件の異る状態で測定する」こととし、　「その結果の75％非超過確率値」

をもって代表値とするのが適当であろう。

　ここで75％非超過確率値をとったのは、現行の低水流量以下の25％を棄却した

取扱いを引続いたものである。

　次に問題となるのが25％を棄却したことの是否である。

　これを非とするのは、渇水時等での水質悪化に伴う利水上の支障、あるいは環境基

準は望ましい環境レベルを示すが、それが常時満足されることがbetterであるとす

る考え方であろう。

　これに対し是とするのは、一つには環境基準値そのものに安全性が見込まれていて、

一時的に基準値を多少超えても直ちに利水目的に重大な支障をもたらすことはなく、

また異常な渇水等により水質が悪化して、例えば環境基準値の2倍以上のような状態

が、相当長期間継続するような場合には、緊急措置として排出水の制限等の措置命令

をとることによって対処しうる（水質汚濁防止法第18条）ことにょる。

　実際渇水年の48年度には、岩木川、馬淵川、高瀬川（以上青森県）、阿武隈川

（福島県、宮城県）で措置命令がとられた例がある。またある地点の水質の年間最大

値は、年ごとに著しく変動し、経年的な考察をする上で適当でない。

　また、測定時（採水時）の天候については、主要10河川についてみると、年間測

定延回数339のうち、晴天64％、曇27％、雨天7％、不明2％となっていて、

実態上降雨のない日に実施されている。

　次に、日間の時間的な水質変化に着目すべきことを指摘したい。図皿一4－7は淀

川（桂川、宮前橋）の水質の時間的変化を示す。

　現在年2回程度の通日調査を行うよう指導されていることは正しい。しかしその結

果が十分に活かされているかどうかは疑わしい。通日調査の意義は、ある時刻の水質
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　値がその代表値（例えば平均値）に対しどのような関係をもつかを知b、通年調査に

　bける当日の代表値を得ることができるよう測定時刻を決定することにある。加えて

　日間最大値に問題があるとすれば、これに対する水質保全計画に配慮することであろ

　う。これらに対しても一般に関心が低く、通日調査の実施と活用は十分でない。

（4）測定回数の実態

　　昭和48年度の基準点ごとの年間測定回数は、表皿一4－5に示すように、年間1

　～5回（大部分は四季ごとの4回）が最も多く、全体の39％を占める。特に湖沼、

　海域ではこのグループが多い。次いで11～20回（大部分が月1回）、6～10回

　　（大部分が2月ac　1回）であり、これらの3グループで全体の73％（河川について

　は80％）を占めている。所定の毎月1日、1日4回の48回以上のものは全体の9

　％（河川については11％）に過ぎないo

，

表皿一4－5　基準点における年間水源測定回数（48年度）

年　間　測 定　回 数 （回／年）

基準点数区　　　分

1　～　5 6～10 11～20 21～30 31～50 51～

（構成比：％） （100） （36） （18） （26） （9） （9） （2）

河　　　川 3，813 1，358 677 999 360 356 63

（全　　　上） （100） （55） （9） （26） （6） （4） （0）

湖　　　沼 227 125 21 59 13 8 1

（全　　　上） （100） （43） （23） （22） （6） （6） （0）

海　　　域 1，603 693 363 354 93 96 4

（全　　　上） （100） （39） （19） （25） （8） （8） （1）

計 5，643 2，176 1，061 1412 466 460 68

　また都道府県別にみると測定回数は、都道府県の広さ、または基準点数の多寡と分

’析能力、foよび水質汚濁の程度に関係があるような印象をうける。

　例えば河川についてみると、12回／年以上が過半数を占める都府県は、北海道・

一184一



N

　東北地区1／7（7県のうち1県、以丁同じ）、関東7／7、中部7／9、近畿3／7、中

　国1／5、四国2／4、九州3／8、合計24／47で全都道府県の半数に過ぎない。このう

　ち、基準点数が100以上のものについては2／11と少く、反面水質公害問題の多い

　東海道ベルト地帯は9／10で、残りの1県もほぼ半数に近い。また大都市圏以外でも

　測定回数の多い県は少くないが、これは行政庁の熱意と分析体制の充実によるものと

　考えられる。

　　ーまた湖沼、海域は、河川に比して測定回数が少ないが、これは採水に多くの労力と

　経費を要するためであろう。

　　環境庁の「水質調査法」　（46．9．30）において、月1回以上、各1日につき4回

　程度を原則とし、河川上流部、海域の沖合のような水質変動の少ない場合は測定回数

　を減じてもよいとされている。実態的にみると水質汚濁防止上、あるいは利水上重要

　な地点については、原則どおりに実施されている場合が多いような印象をうけるが、

　反面全国的にみて10回／年以下が過半数（58％）を占めていることは、後述する

　ように当該地点の水質値の精度が落ちるので不十分であり、監視測定体制の拡充が望

　まれるo

（5）測定回数と精度

　　先に述べたように各都道府県あるいは水域ごとの水質測定回数にかなりの差がある

　ことを指摘した。ここでは測定回数とその測定値から求めた75％非超過確率値およ

　び平均値の信頼度について考えてみたい。

　　信頼度を表わす方法として、ここでは次式によって、それぞれ75％非超過確率値

　tsよひ算術平均値の変動巾によることとした。

　　　　　　　　　　　Max－Min　　　　　　変動巾＝　　　　　　　　　　　　　　　　　×100％
　　　　　　　　　　　　Avr

　　例えば年4回の測定値の変動巾は、年365個のテータにつき、90日間隔で4つ

　のデータをyra　1、％91、／1ra　181、／ra　271等として選び、90個の75％非超過

　確率値k・よuc平均値を求め、これをAvrとし、抽出値のMax、及びMinについて上

　式の変動巾を算定した。

　　淀川柴島地点の過マソガン酸カリウム消費量の48～50年度資料によって算定し
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　た結果は図皿一4－8、図皿一4－9のようであり、次のように考察された・

　　1）年間測定回数が少い程明らかに変動巾が増大する。

　　2）週1回～月2回レベルでは変動巾は10～25％で比較的少ないが、月1回では

　　　75％非超過確率値で30～60％程度、平均値で20～50％となり、また年4

　　回ではそれぞれ50～140％、45～145％と変動巾が大きい。

　　3）75％非超過確率値の方が平均値より変動巾の年度差がやや少なく、48年度は

　　渇水年、49～50年は比較的豊水年に当るが、75％非超過確率値の方が流量の影

　　　響を受けることが少kいようにみえる。

　　4）各年度を比較する上でこの変動巾の少ないこととともに、その差の少ないことが

　　　望ましく、この意味からも月2回以上のの測定に基づく75％非超過確率値をとる

　　　ことが適当といえるo

　　　以上のような考察から、先に述べた測定回数の実態を再考察すれば、月2回以上と

　　見なされる21－一　30回／年グループ以上のものは、全体の17％、河川、湖沼、海

　　域にういてはそれぞれ20％、10％、12％に過ぎない。

　　　ーまた所定の各月1日、1日4回の測定回数の原則についても再考し、例えば各月2

　　回以上に改め、かつ75％非超過確率値をとることを明らかにすること等とすること

　　が適当と考えるo

皿一4－4むすび
　本節では、現行の環境基準の類型指定方式及び水質調査法、並びにこれらの運用の実

態について考察して、問題点を指摘し、若干の提言を行った・これらを列記すると以下の

ようであるo

（1）現行の類型は、河川、湖沼、海域について夫々5項目をセットにして定められてい

　　るが、実際の水質については必ずしも項目間にパラレルの関係にない。例えば酸性河

　　川のpH、二F満の著しい河川感潮部のSSにおいて著しい。結論としては現行方式の

　　メリットが大きいのでこれを支持し、適用し難い項目については例外的な取扱いがで

　　きるよう運用する必要があることを指摘した。

　②　類型の基準値が段階的に区分されているため、現在の水質を改善に努力しても、よ

　　り上位の類型に指定することが困難な場合には、下位の類型の水質値まで下げること
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　を許容すること、つまり汚濁のライセソスを与えることになる。これに対しては水域

　全体の環境基準とともに、水質保全上の目標水質として特定点に特定の水質値を定め

　て補完すること、つまり類型指定方式に基準点方式のメリットの導入を提言した。

（3）環境基準点の選定は、利水目的について配慮しつつ、環境基準の維持達成状況が把

　握できるような2～3地点とすることとし、細部の選定方法は示されていない。

　　基準点の選定は、その地点で測定された水質値に基づき、当該水域の水質の状況を

　表示し、そして環境基準の適否を判断し、かつ汚濁現象の解析と水質保全計画上の基

　礎資料となるものであるから、これらの目的に適合するよう選定すべきことを強調し

　た。そのf（めには、上記の利水目的への配慮と達成状況の把握のため2～3地点を設

　定することに加えて、流入汚濁水等が河川水等と十分に混合したと考えられる地点、

　あるいはその水域の平均的lt水質を表わす地点である（この点にっいては水質調査法’

　においてコメントされている。）ことのほか、実態的に配慮が不足していると考えら

　れる隣接水域に対する配慮として、類型区分線上の地点、及び流量等の水文観測が行

　われている地点についても配慮すべきことを指摘した。

（4）水質の測定は、生活環境項目については水域の状況が通常の状態（河川にあっては

　低水量以上の流量がある場合等）において行うこととされている。これは測定された

　水質値が環境基準の適否の判断、水質保全上の目標水質等の基礎資料となること、あ

　るいは変動のはけしい最大値等を棄却して水質の年度間あるいは水系間の比較を容易

　にすること、及び水質と流量が逆比例的左関係にあること等をその根拠としているも

　のと考えることができる。

　　しかし、水質測定の実態をみると、多くの場合、洪水時等の出水時や降雨時を除き、

　逆に但水量以下を含んだ任意の日の昼間に行われている。従っ．て現行の通常の状態で

　の測定に代えて、異常な洪水時及び渇水時を除き、できるだけ流量の異る状態で測定

　し、その結果の75％非超過確率値をもって代表値とするような取扱いをするのか適

　当であることを指摘しfc。

　　ここで75％非超過確率値をとったのは現行の低水流量以下を棄却した考えを引継

硫が・・の是非は灘のあると・ろである・しかし卒のよう撮大値鎗めエ

　との欠点のほか、環境基準値そのものには利水目的に照して安全が見込まれてas・　b、
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　一時的にこれを超えても直ちにその目的に支障を生ずることは少く、また仮りに例え

　ば渇水等によって環境基準値の2倍以上の状態が相当期間継続するような場合にロ、

　行政措置として排水制限等の措置命令が可能であること等から止むを得ない取扱いと

　考える。

　　また測定時刻にも関心を持つべきことを指摘した。現行の水質調査法において年2

　回程度の通日調査を行うこととしているか、実態上十分には行ltわれていないし、ま

　た測定結果の活用も不十分な印象をうける。測定された水質値の意義に照して、とく

　に日間の水質変動のはげしい河川等においては、日間の水質測定の頻度を高めるより

　も、日間変動のパターンから測定時刻を選定するほうが効率的であろう。

（5）測定回数の実態は、水質調査法で定められた毎月1回以上、各1日につき4回程度

　以上の回数を行っているものは、全基準点の9％に過ぎず、年4回が全体の39％を占

　められている。この比率を高めるためには、人的、物的に測定体制の拡充を図らなけ

　ればならないが、人的、財政的に大変なことであり、特に海域、湖沼については困難

　である。このような実態から測定回数と精度について解析し、測定回数はどの程度ま

　で減少できるかについて考察した。

　　一つの方法として年間365のデータを等間隔に抽出して、75％非超過確率値及

　び平均値を求め、その変動巾を次式によって求めた。

　　　　　　　　　　　　Max－Min
　　　　　　　変動巾＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100％
　　　　　　　　　　　　　　Avr

　　淀川柴島地点の過マンガン酸カリウム消費量についてみると、①年間測定回数が少

　い程、明らかに変動巾は増大する。②月2回以上の変動巾は10～25％と少ないが、

　月1回では30～60％、年4回では50～140％と変動する。③月2回以上では

　平均値より75％非超過確率値の方が流量変動の影響を受けることが少いような印象

　をうけるo

　　これらの考察から、測定回数は月2回以上とし、その測定結果に基づく、75％非

　超過確率値をとることが適当であることを指摘した。
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　　第5節　第皿章のまとめ

　第皿章においては、水道水とその原水について、水質の表示及び各種の基準（叉はクラ

ィテリア）について、わが国の水道創設期からの変遷及び現況について述べ、諸外国の各

種基準と比較して考察して若干の提言を行うと共に、現行のわが国の水質環境基準とその

運用上の問題点を指摘し、若干の提言を行った。

　先づ第一節では、わが国の水道創設期から現在va至る水質指標（検査方法を含む）の変

遷についてとりまとめた。わが国における水質分析の創始は、明治7年東京司薬場、明治

8年英人R・W・A　tkinsonが神田上水等の分析を行ったことと記録されてX・り、当時の

分析項目は塩素、アンモニア等の窒素成分など、し尿汚染に着目したものである。

　第2期は明治37年「上水試験統一のための協議会」の制定した「協定試験法」で、pH、

有機物の定量、鉛、細菌集落数を含む16項目が定められた。その後、大正15年には鉄、

昭和11年には銅、遠藤赤痢菌、大腸菌などが追加されている。

　第3期は昭和25年で米国標準試験法との整合が図られ大巾に改正され、水質項目もシ

アン、水銀、フッ素、ヒ素、六価クロム、亜鉛、マンガソ、フェノール等が従前の項目に

追加されてい。。その後33年に賄機，ソ笠41年には陰イオソ縫剤、49年には

カドミウム（暫定）がそれぞれ追加された。

　飲料水の水質表示は、環境汚染との関係から初期の細菌汚染から最近の化学汚染へと項

目の拡大を続け、叉、分析技術の進歩によりその内容及び基準値も変ってきている。本節

ではその間の事情をとりまとめ概説したo

　第2節においては、飲料水の水質基準は、Standards（規制力をもつ、いわゆる基準）

とCriteriaに区分すべきことを強調しつつ、そのあり方について考察した。わが国の

飲料水基準は法的には罰則を伴わない推奨基準の性格を有するが、一般の受けとめ方は基

準不適合が直ちに飲料不適と解されがちであることを考慮して、StandardsとCriteria

に区分すべきことを強調した。またStandards一基準化に当っては、水道事業者等には定

期及び臨時の水質検査の実施が義務づけられ、かつ必要に応じて給水停止等の措置を講ず

べきことが要請されていることから、（1）人の健康及び生活利用上、適当かどうか。　（利用

上の安全性、適合性）、（2）全国的な検査の義務づけに適当な項目かどうか。　（項目選定上

の妥当性）、（3）水道事業者等の実施する検査として適当な極査方法かどうか。　（検査方法
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の妥当性）等について検討すべきことを明らかにした。またCriteriaについては、基準

化されない項目について毒性、分析方法等に関する科学的データを集積して生活用水とし

ての適否の判断根拠を準備し、個々のケース毎に対応し得るようにすべきで、そのための

調査研究を拡充すべきことを強調した。また水質基準に適合しない場合において給水停止

をすべきかどうかの一つの判断基準を示した。例えば急性毒性にかかる項目と慢性毒性に

かかる項目との取扱い上の区分等である。

　第3節においては、最近における水質汚濁の進行に対応して、水道原水として利用可能

な、あるいは望ましい水質レベルvaついて考察した。わが国の場合、生活環境審議会の答

申がある（45．・4）。これはわが国の水道水源の水質と浄水技術の実態を基として3類型

に区分して、飲料水基準項目＋αについて定められている。その結果の主要な項目につい

ては現行の「水質汚濁に係る環境基準」　（46．12）に採択されている。諸外国でも水道

原水水質のC　ri　teriaを発表している。わが国のそれと比較して特徴的にみれば、一つに

はソ連邦がBOD等の一般項目10項目のほか、420項目の有害物質について要望値と

しての許容濃度を示しており、その他ブルガリヤ（58項目）等多項目にわたって定めら

れていることである。行政の実態からみればこれ程多数の項目を常時測定、監視すること

は不可能であろうが、ある特殊な物質による汚染の疑いがある場合において、その物質の

存否と存在する場合の判断基準となり、未然に所要の措置をとることが可能であるから、

わが国にエ・いても先に飲料水基準でも述べたと同様に基準項目以外のCriteriaをの充実

すべきことを強調した。次に水質指標については、わが国において当面有機物質特に溶解

成分、アンモニヤ性窒素等の窒素化合物に着目すべきことを強調した。すなわちわが国の

場合既に有機汚染がかなり進行し、その改善が当面期待し難いものがあり、一方水資源の

質的な選択の自由度が小さくなっている事情がみとめられることから、高汚濁水の利用が

増大することが予想される。このような動同に対しわが国の浄水法は急速炉過法を巾心と

し、一部に主として脱臭を目的とした活性炭注入叉は炉過が行われている情況にあるが、

現在及び将来下水処理が整備されても、従来その一部は系外（土壌、海洋等）に搬出され

ていたし尿及び雑排水に基因するこれらの物質も系内に排出されるような事情もあり、今

後ともその改善は困難である。これらの汚濁物質への対応はC　os　ts　一　B　ellef　itsの問題

として別途に総合的な水質管理の課題として研究されるべきであろうが、ここでは水道サ
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イドとして対応すべき方向性について指摘し、当面とくに窒素化合物は水質衛生上及び浄

水操作上問題が多いので、高濃度原水の浄水処理法について研究を進め、その標準化のた

めの準備を進めるべきことを強調し、叉有機物質の溶解成分はそのすべてを同定すること

は不可能であり、したがって未確認物質に対する不安が払拭できないことを考慮して、

CCE等の総合指標を行政上確定するとともに、その除去のための調査研究を進めてその

標準化を図るべきことを強調しfc。とくに後者の浄水法として当面、例えばあるレベル以

上の汚濁水について謡性炭処既翻づける細より、未鰯礁物甑赫る破を

未然に防止するような措置を検討すべきことを提言した。

　第4節では、わが国における現行の環境基準の類型指定方式について、筆者の行政運用

上の経験に照して若干の問題点を指摘し、叉運用上の留意事項vaつき提言した。類型指定

方式については、実態的に同一類型の水質項目間に必ずしも均衡がとれていないこと　（敬

行性）及び類型間の水質値のへだたりが汚濁のライセンスを与えることになる危険がある

ことを指摘し、その運用法あるいは留意事項について述べた。また環境基準の適否の判断

にかかる水質調査法とその評価法について考察し、環境基準点の選定法、水質測定の時期、

測定回数及び測定結果の処理法について運用上の留意点を指摘した。特に測定回数とその

信頼度について考察しfc。信頼度を表わす方法として、年間測定値について測定回数に応

じて均等間隔抽出した測定値につき、Max．　Min．及びAvr．　（75％非超過確率値及

び算術平均値）からン丁式じよつち。

　　　　　　　　　　　　　　Max－Min
　　　　　　　　　変動巾一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100％
　　　　　　　　　　　　　　　Avr
　その結果、（1）測定回数が少い程明らかに変動巾が増大する。（2）1．回／週～1回／2週

では変動巾は10～25％程度であるが、1回／月では年度により20～60％に増大し

4回／年では45～145％に培大する。（3）変動巾は75％非超過確率値の方が平均値よ

り変動巾の年度間較差が少いようであり、又75％非超過確率値の方が流量の影響を受

けることが少ないような印象をうける等が考察された。これらの結果から少くとも測定

回数を1回／2週以上とすることを主張しfc。
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第IV章　上水道の水質管理体制の現状と将来の方向に関する考察

　清浄な水を供給することは水道に課せられた使命であり、水質管理はこの使命を果たす

上で重要な役割を演じている。

　水質管理には、河川、湖沼、地下水等原水の水質管理と浄水過程の水質管理及び送水、

配水、給水過程の水質管理がある。

　水道原水は表流水と地下水に大別されるが、一般に地下水は水質の変動が少ないので原

水の水質管理は主として表流水にかかる問題と考えてよい。わが国の水道水の需要はこの

10数年急激な増加をみ、それに伴って原水量も大巾に増加してきた。とくに河川水等の

表流水の増加が著しい。

　表流水を原水とする場合は、水文、気象条件、上流での各種排水の排出状況、河川工事

等により原水の水質が時間的、季節的に変動するから、浄水操作に必要な水質項目を適時

測定し、薬品注入量の調整、その他の所要の浄水操作を行う必要がある。更に、浄水場の

立地条件により原水に混入する有害な物質についても常時監視あるいは測定を行い、人の

健康に障害を及ぼす恐れがあれば取水停止等の措置を講じ、又、不快な異臭味をつける物

質の混入があれば所要の浄水操作を加え、あるいは必要に応じて取水制限等の措置が必要

であろう。また、水質変動に関する資料や汚染物質の拡散流達時間の資料を整理記録する

ことにより、その水源特有の性質を把握し、将来の水質予測と浄水操作の対応を明らかに

することが可能になる。

　浄水過程における水質管理は、原水の水質に対応して如何にして効率的に水質基準に適

応した水道水を製造するかという点にあb、また、この過程での水質管理では赤水対策等

給水過程における水質変化についても配慮しなければならない。

　送水、配水、給水過程における水質管理は、浄水処理された水が常に水質基準に適合し

て供給されているかを把握することである。浄水処理が終了した時点において水質基準に

　　　　　　　　　　　　　水
適合した水であっても送水、配、給水の段階においてクロスコネクシ・ン等による水質汚

染、水道管の材質からの重金属等の溶解又は析出により給水栓における水道水が水質基準

に適合しなくなることもありうることであるo
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　水道法における第4条の水質基準は浄水一正確には給水栓水の基準であり、第20条

の水質検査も浄水について規定されたものであり、浄水を生みだす以前の原水については

規定されていない。しかしながら、水道全体をとらえた時、最終目標である浄水の水質を

水質基準に適合させるためには、原水から給水に至るまでの一貫した水質管理が必要であ

るo

　この章では、厚生省が実施した「水道における水質汚濁対策調査」によb原水水質の監，

視測定の現状を、又、　「水道水質検査実施状況等調査」により水質検査体制の整備の現状

をとbまとめ解析し、考察した。

　また維持管理の重要性に対応し、水道の水質検査については、昭和52年6月に施行さ

れた改正水道法において、水道事業者は水質検査を行うため必要な検査施設を設けなけれ

ばならないとされたこと、また、昭和53年度の予算に厚生省が要求していた水質検査施

設整備費に対する国庫補助制度に大蔵省の内示が行われたこともあるので、上記の調査に

よる現状及び問題点の指摘をもとに将来の水質管理の方向の一つとして水質管理センター

の試案をまとめてみたo

㍉

　　第1節　　原水水質の監視・測定の現状

　原水水質の監視、測定は、前述のとおり、その異常等の状況を早期かつ適確に把握して

所要の対応をすると共に、適正かつ合理的な浄水操作を行うための基礎データを得ること

にある。又、長期的k水質の動向を知る上でも重要である。

　このような目的を持っている原水水質の監視にかかる水質自動測定装置、共同監視組織、

生物による監視、水質検査の実施状況について、昭和51年度の「水道における水質汚濁

対策調査」に基づいて、表流水を一部でも原水としている浄水場についてとりまとめ考察

した。なお、この調査の対象は、施設能力が10．000M3／日以上で、　沈澱池又は炉過池を

有する浄水場であるo

IV－1－1　原水の水質自動測定装置

　表W－1－1は、上記に該当する362の浄水場にteける水質自動測定装置の有無を示し

たものである。浄水場の規模が大きくなるに従い、自動測定装置を有する浄水場の比率が

高くなっている。これは、大規模な浄水場になる程、汚濁の進んだ河川を水源とし、原水
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水質の時間的変動が大きいこと等から、水質の連続測定の必要性が高いほか、浄水操作が

複雑になり維持管理に多くの人手、時間が必要となるので、これに対する省力化の一環に

よるものであろうo

　表IV－1－2は表］V－1－1の水質項目別の内訳を示す。整備率は、規模別の自動測定

装置を有する浄水場数に対する各項目の比率である。なte、測定項目中その他とあるのは、

アンモニア性窒素、フェノール類、COD、酸化還元電位、六価クロム、マンガン等の10

項目である。

　これによると、規模が大きくなるに従い、一浄水場当りの平均項目数は多くなっている。

又、項目別に見ると、濁度、pHが多く、水温、アルカリ度、伝導度がこれに次ぎ、浄水

操作上、最少限必要な項目と自動測定が容易な項目が採用されているものであろう。

　なお、シアンについては、全国で19浄水場において設置されているが、汚染事故の頻

度が高く、又、住民の理解が得やすいことから採用されたものであろう。

　上記以外の測定項目については、個々の浄水場の立地条件により、海水の混入、又は、

塩水化が予想されるか、被害を受けた事がある場合は、塩素イオンを、上流部に工場が多

いか、そこからの排水による被害を受けた事がある場合は、フェノール類、シアン等の測

定を行なっている例が多い。

　規模の小さい浄水場では、アルカリ度の測定数が比較的少ない点から推測して、水質の

時間的変動も少なく、従って、薬品注入量の時間的調整も必要としないことによるもので

あろうか。反面、シアン等その他の項目についても行なわれているところがあることは、

小規模浄水場といえども、そのような危険にさらされていることを物語っているといえる。

W－1－2　共同監視組織

　個々の事業体又は浄水場が行なっている原水の監視、測定に加えて、早期に水質の異常

を知り、所要の対応をするため、同一の水系から取水している浄水場が共同でその水系を

監視し、相互に水質の情報を交換する目的で、多くの水系において水質監視及び緊急時の

連絡通報体制の組織化が図られている。

　表IV－1－3は、共同監視組織に属する浄水場を実績浄水量別、及び地区別に集計整理

したものである。全国的にみると、調査した362浄水場のうち、37％に当る134浄水

場がなんらかの組織に属しているo又、地区別には、関東1地区で94％、関東皿地区で
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62％、近畿地区で50％と高い比率を示している。これらの地区は、人口、産業の集中

地域であb、又、長大な河川や大きな湖沼を有する地域であり、水質の変化による影響と

汚染による被害を受けた事業体数が多いため、このような措置の必要性が高いことによる

ものであろう。

IV－1一ろ　生物による原水監視

　常時、水質を監視する方法として自動測定装置があるが、測定可能な項目には限界があ

る。これを補完する目的でシアン化合物、農薬等、生物が敏感に反応する有害物質をマク

ロ的に監視するため、一般的にはウグイ、フナ等の魚類を用いた生物監視が行われている。

　表IV－1－4からは、全国で62％の浄水場に設置されており、関東皿地区における32

％を除くと、他の地区では、関東1地区の94％を最高に、50％以上の浄水場に設置さ

れている。これは、有害物質による汚染の危険性を感じている浄水場が多いことのほか、

住民の水質に対する理解が得やすいこと、又、設置費が安いこと、維持管理が容易なこと

も、その整備率が高い理由であろう。

IV－1－4　原水の水質検査の実施状況

　表IV－1－5は、測定を行なう間隔を浄水場の規模別に集計整理したものである。なお、

集計に際して、濁度、pH等を1項目でも測定している浄水場も、20～30項目について

測定している浄水場も同一一K，集計している。表中、通日検査とは、24時間以上にわたり

一定の時間間隔で測定を行なう検査を云い、その他の検査は、他の区分に分けられない研

究のための検査、委託を受けた検査等が含まれている。

　毎日行なう検査は、浄水操作上必要なものであり、原則的には、100％であるべきで

あるが、10万M3／日以下の浄水場での実施率は、80～86％となっている。これは、原水

水質が比較的清浄で、変化も少ないため、週1回程度の水質検査で足りることによるもの

と考えられる。

　又、月1回の検査については、浄水の月1回の検査が義務づけられていることに準じて、

原水についても実施していることがうかがえるo

　浄水場の規模が大きくなる程、毎日と月1回行なう検査が良く行われているが、これは

規模が大きくなるに従い、水源の選択性が限定されることもあって、水質変動の大きな原

水や汚染の進んだ原水を用いざるを得ない事情から、測定頻度を高めるため、検査体制を
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充実する必要があることと、人的、物的に、

よるものであろうo

あるいは技術的、経済的に実施できることに

表IV－】一】 水質自動測定装置の整備状況

ぷ」・1・・／・≦Q1＜・万・／・

数％　率場

有無

水備浄整

711

412

54

5万t／H≦Q’＜1°万t／F1 n1°万t／日くQ：＜5°万t／日 Q’≧50万t／日

23554266 5167 1　

10∨

一n

205

157

362

57

注）施設能力10，000rns／日以上の浄水場に関する調査である。　Q，は施設能力を示す。

　　　　　　　　　　表fV　一一］－2水質自動測定項目別の整備状況

濁

P

水

ア　ル　カ　リ

伝　　　導

シ　　　　ア

溶　存　　酸

塩　素　イ　±

そ　　　の

数目項延

数り数　当目

水水　浄均浄1平

1万t／日≦Q1＜5万t／日

個　　所

91

整備率

　94

　89

　34

　21

　14

　4

　5

　4
．15

％

272

2．8

5万t／日≦Q，＜10万t／日

個　　所 整備率

9臼

％

10万t／日≦Q1＜50万t／日

個　　所　　整備率

　　　　．．一一一一一．％

89

T5

S0

S5

P5

P3

@一26

Q，≧se万tノ日

個　所

1　1

整備率

。。1
％

計

個　所 整備率

2

．％o

124

42

3．0

201

53

3．8

56

13

4．3

653

205

3．2

注）整備率は自動測定装置を有する浄水場数に対する比率である。
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表IV－1－3 共同監視組織に属する浄水場

地　　区　　名

ゴビ海道・東　　aヒ

関

関

北

東

近

東　1

東　皿

陸

海

畿

中　国・四　国

九　州・沖　縄

十

浄水場数

88

33

7

35

60

56

49

362

浄　水　場　数

Q2＜
1万t／日

6

2

2

0

0

0

3

）（

12

50

1万t／日≦Q2＜
　　　　5万t／日

22

5

15

0

3

11

5

3

58

201

5万t／日≦Q2＜
　　　　10万t／日

5

3

4

0

2

6

1

1

10万t／日≦Q2＜
　　　　50万t／日

L

3

15

0

0

3　　・

9

2

1

33

50万t／日

　　≦Q2

0

6

0

0

1

4

0

計

0

11

36

31

21

・　0

9

30

ll

51 49 11

5

134

362

属する率

41

94

62

0

26

20

8

37

％

1

イ

）汀 浄水場の規模は実績浄水t（Q2）によった。

関東1地区は埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県

関東皿地区は茨城県，栃木県，群馬県，山梨県，長野県

表IV－】－4 生物による原水監視の整備状況

地　　区　　名

コヒ海道・東　　dヒ

関

関

北

東

近

東　1

東　fi

陸

海

畿

中　国・四　国

九　州・沖　縄

計

浄　水　場　数

浄水場数

88

33

34

7

35

60

56

49

362

Q2＜
1万t／日

6

2

1

0

2

1

11

3

26

50

1万t／日≦Q2＜
　　　　5万t／日

33

5

9

2

17

15

12

15

10S

201

5万t／日≦Q2＜
　　　　10万t／日

8

3

1

2

6

12

2

4

38

51

10万t／日≦Q2〈　　50万t／日
　　　　50万t／日　　　　≦Q2

5

15

0

2

4

6

5

4

41

T 49

0

6

0

0

1

4

0

0

11

11

計

52

31

11

6

30

38

30

26

224

362

整備率

59

94

32

86

64

54

53

62

注）　浄水場の規模は実績浄水量によった。

表IV－1－5 原水の水質検査の実施状況

測定間隔

毎日行なう検査

1回／週　〃

1回／月　〃

数回／年　〃

1回／年　〃

通　日　検　査

その他の　〃

浄　水　場　数

Q，＜1万t／日

個　所

10

42

22

7

7

実施率

80

20

44

52

14

14

％

50

1万t／日≦Qt＜
　　　　5万t／日

個　所

176

66

174

98

33

45

実施率

86

48

48

16

22

％

201

5万tノ日SQ2＜
　　　　10万t／日

個　所

43

46

25

18

15

15

実施率

57

go

49

35

19

％

51

10万t／日≦Q2＜
　　　　50万t／日

個　所

49

46

32

12

20

17

実施率

loo

71

94

65

24

41

一％

49

50万t／日≦Q2

個　所

11

6

実施率

11

8

2

3

100

55

100

73

18

27

一％

十

2 18

319

146

319

184

156

78

11 362

全浄水場

の実施率

40

51

43

24

一％
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第2節 水質検査体制の整備状況

IV－2－1　実施すべき水質検査の内容

水道法では第20条で水道事業者による定期及び臨時の水質検査と、そのための水質検

査施設の設置が義務付けられてte　b、さらに施行規則第14条では、検査の項目と頻度等

が定められている。また、水道環境部長通知「水道法の施行について」（49．7．26環水第

18号）により、採水場所選定上の細則等と水道水源の汚染防止のために必要な措置等が

定められている。これらを総合すると、原水および給水栓水の定期的管理のために実施す

べき水質検査の内容は、表IV－2－1のようになる。

IV－2－2　水質検査体制の現状

水道法第20条において、水道事業者は定期k・よび臨時の水質検査を行うために必要な

検査施設を設けなければならない（ただし、当該水質検査を地方公共団体の機関又は厚生

大臣の指定する者に委託して行うときは、この限りでない。）ことが定められている。こ

の規定は昭和52年6．月23日に公布・施行された改正後の水道法に新たに規定されたも

のである。それまでは、水質の検査機関については、水道法上の規定はなく、厚生事務次

表IV－2－］ 実施すべき水質検査の内容

項 n 全項目検査
必要に応じ，BOD，　SS侵
食性遊離炭酸も加える　寧）

全項目検査零） 省略可能項目（法4条1項2
号，法4条1項3号）以外の
全項目検査

採水場所　全ての水源＊） 給水栓　零） 施設の構造配管の状態を考慮
して最も効果的な場所

頻 度　　年1回以上（水質が最も悪化
　　していると考えられる時期を
　　含めること）■）

年1回以上　＊） 月1回

色，濁り，残留塩素

同左及び，配水管の末端等水
が停滞しやすい場所も含めて
選定　⑨）

備
剣・讐用罷）巌臨．

考

毎日

省略可能項目については，原
水及び浄水の全項目検査の結
果，明らかに必要がないと認
められる項目に限る。＊）

注）表中　奉）印の欄は，水道環境部長通知，その他は，施行規則第14条による。

　法4条1項2号とは，シアンイオン，水銀，有機燐
　法4条1項3号とは，銅，鉄，vソガン，亜鉛，鉛，六価クロム，砒素，弗素，硬度，蒸発残留物，フェノール類，陰イオン活性剤
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官通達「水道法の施行について」（32．1　2．2　7発衛520）により、　「水質検査の実施は、

自己機関において行わない場合は、なるべく保健所、地方衛生研究所等の公的機関に委託

して行う」ように指導してきた。

　厚生省では、水質検査体制の現状を把握するため、昭和52年度に「水道水質検査実施

状況等調査」を実施した。調査対象は全国の市町村、都道府県営、企業団営の水道事業及

び水道用水供給事業で、調査対象年は原則として昭和51年度である。水質検査の内容区

分は表IV－2－2に示すA、　B、　C、　Dレベルとした。なま）・、記入にあたっては、各区分

のうち1項目でもその区分の項目の検査を実施していればその区分に該当するとした。

　この調査の結果を図IV－2－1、図IV－2－2、表IV－2－3～表IV－2－8にまとめ

た。

　1）水質検査能力

　　（1）毎日検査レベル

　水道法施行規則で定められている毎日の検査項目を当該市町村の水道部局で独自に行う

ための体制を、Aレベルについてのデータから現在給水人口の規模別に見ると、表IV－2

表IV－2－2　「水道水質検査実施状況等調査」における

　　　　　　検査内容の区分

区　　分 項　　　　　　　　　目 備　　　　考

Aレベル pH、色度、濁度、残留塩素程度 毎日検査レベル

Bレベル Aレベルの項目十アンモニア性窒素、

沛ﾉ酸性窒素、塩素イオン、過マンガ

梼_カリウム消費量程度。鉄、マンガ

唐ﾌみの測定を含む

毎月検査レベル

Cレベル 一般細菌、大腸菌群その他の生物試験 生物検査レベル

Dレベル Aレベルの項目＋Bレベルの項目十シ

@ン、水銀、右機燐、銅、鉄、マンガ

刀A亜鉛、六価クロム、砒素、弗素、

d度、蒸発残留物、フェノール類、陰

Cオン活性剤他

水道法第4条1項2号

R号に掲げる要件に該

魔ｷる項目の検査のレ

xノレ
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　一3のようになっており、現在給水人口10万人以上の規模では、ほぼ独自に検査を行え

　る体制にあるが、5～10万人の規模で14％、1～5万人の規模の28％、1万人未満

　の規模の41％が委託検査に頼らざるを得ない現状にある。また、全国の水道のうち67

　％が毎日検査レベルの自己検査設備を持っていることがわかる。

　　　（2）毎月検査レベル

　　水道法施行規則で定められている月1回の省略項目以外の全項目検査を当該市町村の水

　道部局で独自に行うための体制を、Bレベル（およびDレベル）についてのデータから現

　在給水人口の規模別に見ると、表IV－2－4のようになっており、現在給水人口10万人

　以上の規模では、ほぼ独自に検査できるが、5～10万人規模では55％に減り、1～5

　万入の規模のところでは82％、1万人未満では96％が委託検査に頼らざるを得ないこ

　とがわかる。また、全国では、Bレベルの自己検査設備を持っているのは、全水道事業の

　15％にすぎない。

　　　（3）生物検査レベル

　　生物検査項目を当該市町村の水道部局で独自に行うための体制をCレベルについてのデ

　ータから現在給水人口の規模別に見ると、表IV－2－5のようになっており、現在給水人

　口25万人以上の規模でDレベルの検査体制を持っているものについては、全て体制が整

　っている。しかし、5万人以下では整備率は5％以下に低下し、Dレベルの検査体制を保

　有するところでも、その半数程度しか生物検査設備を持っていない。また、全国の水道の

　8％が生物検査レベルの設備を持っている○

　　（4）全項目検査レベル

　　Dレベルの検査設備の整備が行われているものを現在給水人口の規模別に見ると、表IV

　－2－6のようになっており、25万人以上の規模では90％以上であるが、10～25万

人の規模では76％、5～10万人の規模では42％に下がり、1～5万人の規模では9．1

％、1万人未満になると皆無であり、特に現在給水人口5万人以下の規模にtoける整備率

の低さが目立っているo

　　Dレベルの自己検査設備があっても、委託で行っているものと、自己検査・委託検査を

、併用しているものとがある。表IV－2－6でわかるように、　Dレベル設備使用率は、全国

平均で58．9％、規模別に見ると、現在給水人口10万人以上の規模では全部、　5～10
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表N－2－3　Aレペル（毎日検査）の自己検査体制

①　調　　査　　総　　数

②Aレベルの検査設備保有数

　②／①　　　　　　（％）

100万～

11

11

100

・・一 ﾋ・一・・∋1・噺 ・－1・ｹ1－・万

　　1
　8　1

81
　　‘
100

ρ02 148

127

1万未・）
計

932

673

72

17∋
1035　，

591
　　！

2975

1980

　67
｛

表N－2－4　Bレベル（毎月検査）の自己検査体制

①　調　　査　　総　　数

③Bレペルの検査設備保有数

　③／①　　　　　　（％）

i竺一・・－1・・万． P25二 1・－25万1・－1・万「・；．

一一u
932

169

18

．1万未∋

11

11

100

8　　　　　35　．　　　96

8　　　　　33　　　　　80
　　　
100　　　　　94　　　　　83

148

82

55

1745

　76

　4　．

計

　2975

　459

　15

表N－2－5　Cレベル（生物検査）の自己検査体制

1，・・万一

①　調　　査　　総　　数

④　Cレベルの検査設備保右数

⑤Dレペルの　　〃

　④／①　　　　　　（％）

　④／⑤　　　　　　（％）

11

11

11

100

1co

50～100万
　　　　L
25～50万　‘10～25万　　5～10万

32

32

91

100

∋
62　！

73　1

65　‘

85

148

53

62

36

1～5万

　　932

　　49

　　85

　　　5

　　58

1万未。』 P

5471

nVl

1

84

計

2975

225

292

　8

　77

表N－2－6　Dレベル検査の自己検査体制

卜・・万一1・・－1・・万i25－・・万1，・⇒・－1・万1

①　調　　査　　総　　数

⑤Dレベルの検査設備保有数

⑥Dレベル検査の自己実施数

⑤／①（Dレベル設備保有率）（％）

⑥／⑤（Dレペル設備使用率）（％）

11

11

11

100

100

　8

　8

　8

100

100

32

32

91

100

73

73

76

100

148

62

39

42

63　，

1～5万

　　932

　　85

　　9
　　9．1

　　11

1万未∋　・

1

　　1745

　　　21

‘　　　　O

　　　O．0

　　　0．0　．

2975

292

172

9．8

58．9

注⑤の保有et⑥のeil実緻の差は，⑤1こはDレベルの一E目でも検査可能なものカ・含まれているの・・＝対し⑥は輪・おおむねD・ベルの検査が

　行なわれているものであることによア。

万人で63％、1～5万人で11％が自己検査のみでまかなっている。

　すなわち、水道の規模が小さくなるにつれてDレベルの設備の保有率が小さくなるとと

もに、設備を持っていても、他の機関に検査を委託しているところがあることがわかる。

　以上のA、B、　C、　Dレベルについて水質検査能力の規模別構成比を表わしたのが図IV

－2’－1である。これによると、全国の水道で、全く水質検査設備を持たない水道が33．4

％、Aレベルしかない水道が51．1％、　Bレベルの設備を持つ水道が5．6％、　Dレベルの設
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ψ

し

卜

備の水道は9．8％である。また、Cレベル即ち生物検査設備を持つ水道は8％である。

　また、図IV－2－2には水質検査能力の地方別整備状況をあげた。これによると、　Dレ

ベルの検査設備の保有率の高いのは近畿地方で約20％であり、ついで関東（IX北海道と

続いている。反対に保有率の低いのは、四国、九州、関東伍）である。

図N－2－1　水質検査能力の規模別構成比

　　全　数
（オく〕首数2，975）

　給水人口
100万人以上

　　　〔11）

50～100万人
　　　（8）

25～50万人
　　　（35、

10～25万人

　　　、Vb．

　5～le万人
　　LlIs

　1－3JJ人
　　（9」2）

　1万人％．　lt

　　（1，フ
，水ABCD

B　・

，EABCD
A止

図W－2－2　水質検査能力の地方別構成比

　　0　　　　20　　　　1t］　　　6｛l　　　se　　　100％

全国隈工＝＝＝工三コ

北・道ザロ：＝：＝＝：：回

・・ｽ匝［：＝＝コ＝三コ

・ぽ誕［＝：：［＝iコ
・間麗：：：：コ：：三：コ

北・ @［：コ：＝：i：：コ

卵圏正＝＝：＝：［コ
近よ　（　！！B　　　、　　　　］’；

・・旺［＝：：コ＝…：コ

・・ﾍ：＝＝＝＝：：口

九・囲＝＝：コ：＝：コ

・唖困：工＝＝＝＝コ
　（注）

　　｝船品㌶：聡雲151｜1。野を。う．

　2）水質検査職員

　調査対象の平均水質従事職員数は、表IV－2－7のようになっており、現在給水人口

100万人以上の規模では33人であるが、人口規模の減少とともに減少し、1～5万人の

規模では0．9人、1万人未満では0．25人と、規模の小さいところでは専任職員の少い実態

がわかる。
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　平均水質従事職員数は、地方別・規模別に見ると地方により若干の差はあるが、いずれ

も人口規模とともに減少している。

　3）委託検査機関

　表IV－2－8は、委託を行っているものの委託機関の利用の割合を示している。ここで、

公共機関とは、保健所・衛研等、民間機関とは、各種の法入および民間会社を示している。

全国的にみると、委託のうち58．0％は公共機関、22．5％が民間機関、16．8％が両者の

併用を行っている。地方別にみると関東（珊地方、東海地方、中国地方teよび沖縄地方の民

間機関依存率が高い。

　4）共同水質検査機関

　現在、水道の水質検査を市町村の共同事業として組織化して行っている例としては、奈

良県の「王寺周辺広域衛生センター」があげられる。これは、奈良県王寺町等7か町村（行

政区域内人口合計74．4千人）の一部事務組合として昭和47年6月に設立されたもので、

主な業務として、水道の水質検査の他、工場排水の検査、環境基準のモニタリング等を行

っている。組織は、各町からの出向者（6名）で構成され、経費は、分析料としての収入

の他は、各町村が人口比率に従って支出している。

　この他、地域内の中核都市の水道事業が周辺市町村の水道の水質分析の一部を引き受け

ている例はかなりある。

表IV－2－7　平均水質職員数（人）
1水道あたり

現在給水人゜（人）1・・万一・・－1・・万一・一・・万1・－25万・－1・万1－・ ｹ1万未満 †

　　東東

海

11

6

9

561

62

・．・1　・．・4

0．7　　　　　0．　08

0．9　　　　　0．26

0．6　　　　　0．12

0，5　　　　　0，09

1’1 P　0’　22

1：lll：2！

1：：1：司

。．．91　。．。6i

全　　国　　平　　均
331

13 6a 3＆ 1．9 9α

・・　2s　1

0．9
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表W－2－8　委　託　機　関　の　利　用　の　割　合

（個所）

・計数
P§旨ぺ副公共機関・順間・元・雨6一研三間併♂⊂一元兀

北　　　海　　　道

東　　　　　　　北

関　　　　東　（1）

関　　　　東　（皿）

北　　　　　　　陸

東　　　　　　　海

近　　　　　　　畿

中　　　　　　　国

四　　　　　　　　国

九　　　　　　　　州

沖　　　　　　　縄

　204

竺

ll，：

c
：li

4i：

’・，・・grl

iili

’；：1；l

iiiii　l

i：：：1

181（1）

290（4）

100（12）

145（3）

84（6）

72（8）

241（22）

105（6）

185（4）

282（2）

2

8

126（2）

23（2）

166（2）

13

118（2）

19

137（4）

6（1）

22（3）

16

十三ロ

189　（92）　　　　　　1，687　（68） 654（16）

三㍑三；㍑『

22．5

1

63（1）

55（2）　、

7

106

22（2）

44　　1

17

136（1）

2

　　tt　　

489（6） P

3

4

：0

12（1）

4

1

18

3（1）

1

24

11

81（2）

（）内は自己検査と委託検査を併用。用水供給を含む。

　　第3節　　水質管理センター構想

　水道の水質検査は、水質管理の基礎となるものであるから、各水道事業体自ら実施する

ことが望ましい。しかし、中小規模の事業体は、前述のように、他の機関に委託して実施

しているケースが多い。このような実態を背景として、水道法の一部改正が行われ、各水

道事業体に水質検査施設の設置が原則として義務づけられることとなった。しかし、中小

規模の水道事業体は、独自に水質検査設備を整備し、水質分析技術者を確保することが、

予算的な制約あるいはマンパワー資源の制約等から相当の困難があるため、共同で検査体

制を整える必要がある。

　その基本的な考え方は、技術的、財政的にみて、給水人口25万人程度以上を包含する

地域を単位として、その地域内のすべての水道の、原水、浄水及び給水栓水の水質にかか

る管理業務が遂行できるよう、水質管理の中枢的役割を果す水質管理センターを設置し、

既存の浄水場等の水質管理体制と機動力でこれを補完したような、水質管理体制の整備を

構想するものである。

　水質管理に属する業務は、水質管理の企画、資料の収集と解析、定期、臨時の水質検査、

薬品、資材の質的検査、水質事故調査、浄水管理、水処理の調査研究等にわたるが、一般

的にいって、浄水管理のような個々の浄水場で常時即応して行うべき水質検査、又は広範
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にわたる給水末端の採水と簡易な水質検査等は、それぞれの・事業体によって対応し・その

他の業務については、センターにおいて行うことが適当であろう・

　この際、地域内の水質管理の効率性を考慮すれば、恐らくは一元的な管理体制が望まし

いことであろうが、直ちにこのような体制がとれないとすれば、水道事業者相互に意見を

交換しつつ、既存の水質管理体制でその一部を分担する等、整合性のとれた体制作りを考

える必要がある。

　以下において、地方の中小規模水道について、若干、具体的な検討を試みた。

　IV－5－1　共同水質検査の項目

　水質管理を水道原水、浄水過程水、給水栓水について行うものとし、その検査項目は表

IV－2－2に掲げた区分の項目に若干追加して決めた。その結果は表IV－3－1のとおり

¶

表W－3－1　水質管理上の項目と区分

区　分 項　　　　　　　　　目 備　　　　考

A pH、色度、濁度、残留塩素（臭気、味、

Aルカリ度）

毎日検査必要項目

B アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性

qf、塩素イオン、過マンガン酸カリウム

ﾁ費量（塩素要末量、遊離炭酸）

毎月検査必要項目

C 一般細菌、大腸菌群その他の生物試験 生物試験項目

D 硬度、蒸発残留物、弗素、シアン、六価ク

鴻?Aマンガン、鉄、銅、亜鉛、砒素、水

竅i無機）、鉛、フェノール類．有機燐、

Aイオン活性剤

水道法第4条1項2号

R号に掲げる要件に該

魔ｷる項目

（BOD、浮遊物質、有機水銀、　PCB、

Jドミウム）

排水基準関連項目

（アルブミノイド性窒素、硫酸イオン、リン

_、ケイ酸、ナトリウム、カリウム）

その他
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であり、表IV－2－2に比べて追加した項目は（　）内に記入している。追加項目は、水

道法の水質基準に関する省令には掲げていないが、いわゆる一般的な水質検査を実施する

上で常識的な項目及び水質に係る排水基準の関連項目とした。

　また、実態をふまえて、水道事業体独自で検査する項目と共同で検査する項目を分類し

たものが表IV－3－2である。これによると、給水人口25万人以上のいわゆる大規模の

水道ではすべての水質検査を独自で実施することとし、Dレベルの検査は25万人未満で

共同検査、B、　Cレベルの検査は10万人未満で共同検査を実施することとしたo前述の

表IV－2－6によると、人口10～25万人規模の水道でDレベルの検査設備を持っている

水道は全国の76％となっているが、ここでいうDレベルは表IV－3－1のとas・　b排水基

準項目等を追加して考えているので、共同検査で実施することとした。また、Aレベルの

水質検査は、毎日検査の項目でもあるので、水道の規模の大小にかかわらず、すべて自己

検査を行うこととした。

　その他、共同で検査を実施する項目は、現在その設備の保有率がおおむね60％以下の

ものを対象とした。

表rv　－3－2　共同水質検査項目

　給水人口
@　による
謨ｪ　　…見模

50万人

ﾈ上
25～50

恊l
10～25

恊l
5～10

恊l
0．5～5

恊l
0．5万人

｢満

A O　lO　l　O　lO　lO　lO　　　　　　　　　　l　　　　　　l

B
＿＿＿＿L＿＿＿」＿＿＿＿
@　　l　　　　　　l
@O　　l　O　　l　　　　　　　　　O－一一一（自己検査）一一一一

Z｛O　lつC

　　　　△　　　　　　　　△　　　　　　　　△
@　　　　　1　　　　　1
@　　　－一一（共同検査）一一一
@　　　　　l　　　　　l　　　　△　　　　　　　　△　　　　　　　　　　　　△

@　　　　　｜　　　　　1
@　7一一r「一一一一1－一一
｢　　　1　　△　　　｜　　△　　　1　　△D

一一一一P－一一一
@〇　　1　0

（注）1．水道原水、浄水過程水、給水栓水すべてこのわりふりによる。

　　2．水質に係る排水基準項目は浄水能力1万m9／日以上の浄水場に

　　　おいてのみ検査項目とするJ
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　N－3－2　業務内容と経営費の試算

　水質管理センターは、幾つかの水道を対象にしてその水質検査等を行なうもので、業務

の内容として次のものを考える。

　　（1）水質管理の企画資料の収集と解析

　　（2）水源及び浄水施設管理（配水本管も含む）のための水質試験と評価

　　（3）給水栓水の安全性確認のための水質試験と評価

　　（4）排水基準関係項目の水質試験と評価

　　（5）薬品、資材の質的検査

　　（6）水質事故調査

　　（7）水処理の調査研究等

　すなわち、水質管理センターはその地域の水質管理の中枢をなすもので、業務の内容は

大規模の水道事業の水質管理内容とほぼ同様であるが、傘下の水道に簡易水道等小規模な

水道が多く存在し、またそれだけに水源の数、水源の種類も多くなるので、きめの細かい

管理が要求される。

　こ¢）ような水質管理センターを設けて地域全体の水質管理を実施すべきところは全国に

数多く存在すると考えるが、水質管理センターを設けるとどのような人員が必要で、その

経費はどの程度になり、またこれが給水原価にどのように影響するか、東北地方のM地域

と九州地方のS地域について試算してみた。

　検査項目の検査頻度は、水道法上の規定やその必要性等から表IV－3－3のようにした。

¶

表IV－3－3　水質検査の頻度

　目的別
謨ｪ

原　　　水 浄水過程水 給水栓水 排水基準項目

日　単　位

氏@　〃

氏@　〃

N　　〃

日　単　位

氏@　〃

氏@　〃

N　　〃

日　単　位

氏@　〃

氏@　〃

N　　〃

日　単　位

氏@　〃

氏@　〃

氏@　〃
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　検査に要する人員は、検体数が1の場合と10の場合（まとまった場合）に分け、試薬

調製と試験に要する時間を考慮して、各レベルごとに表IV－3－4のように設定した。又、

各レベルごとの所要経費は、表IV－3－5のように設定した。なお、計算にあたっては、

各レベルの項目別に1サンプル当りの試薬経費、機器経費、光熱水道経費、備消耗品経費

を算出し・合計した。また・試験方法は「水質基準に関する省令」または「上水試験法」

によることとし、　機器類の耐用年数、備消耗品の耐久年数は、Y市の実績値によった。

　給水栓水管理の採水個所数については、次のように設定した。

　給水人口　0．5万人未満　：　1ケ所

　　〃　　0．5～5万人　：1万人につき1ケ所

　　〃　　　5～10万人：5ケ所＋5万人を超える人口について2万人につき1ケ所

　　〃　　10～25万人：8ケ所＋10万人を超える人口について4万人につき1ケ所

表rv　－3－4　検査に要する人員

検体数1の場合 検体数10の場合

（1．29）

i0．65）

V37

　2．43

@2．08

i14．97）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：検体数1の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔人／1検体〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検体数10の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔人／10検体〕

（計算方法：各レベルの各項目の試薬調製と試験0）所要時間（Y市実績）

の合計を1人1日当たりの実働時間（5時間）で除した。）

表IV－3－5　1検体あたりの検査費用

　2，087

　2，132

30，879
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　A．東北地方M地域の場合

　M地域はY市を中心とする地域で、

内訳は表W－3－6のとおりである。

7市7町を有する。地域内の水道数は59で、その

4

表IV－3－6　M地域の水道数等

給水人口に

謔驪K模
水道数

年間有収水量
i千〆／年）

給水栓必要検査個所数

0，5万人未満

O5～5万人

T～10万人

P0～25万人

47

P1

@0

@1

　1，642

P7，792

@　　0

P8，191

47

Q9

O11

（50年度末）

　ア．検体数

水質管理センターに持ち込まれる検体数を計算すると表IV－3－7のようになる。

表IV－3－7　M地域の共同水質検査検体数

給水人口
区　による 10～25万人 0．5～5万人 0．5万人未満

目的の別 分　規模

B 一 132 564

原　　　水 C 一 132 564

D 1 11 47

B 一 132 564

浄水過程水 C 一 132 564

D 1 11 47

B 一 348 564

給水栓水 C 一 348 564

D 11 29 47

排水基準項目 D 12 一 一

総検体数　　B．2，304　C．2，304　D：217
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　イ．試験経費

　　　B：2，304×2，087＝4，808，448

　　　C：2，304×2，132＝4，912，128

　　　D：　217×30，879＝6，700，743

　　　　　　　　小計　　　16，421，319円

　　　　（人件費　サンプル採取　輸送費を含まず）

　ウ．必要定員数

　　　B：2，304×1／250×2．43／10＝2．24

　　　C：2，304×1／250×2．08／10＝1．92

　　　D：　217×1／250×7．37／1＝6．40

　　　　　　　　　　　　　小計　　10．56人

従って、センターの機構を次のように設定する。

所　長

理化学係長一シニアクラス3人　ジュニアクラス6人

生物細菌係長一シニアクラス1人　　ジュニアクラス1人

　　　　　　事務2人　　　運転手1人

エ。人件費

　所　長700万×1人＝700万
　係長500万×2人＝1，000万
　　シニアクラス　　400万×5人＝　2，000万

　　ジュニアクラス　　250万×9人＝2，250万

　　　　　　　　　　　　小計　　　5，950万円

オ．経費

　試験費16，421，319
　人件費59，500，000
　輸　送　費　等　　　1，642，132（試験費の10％）

　　　　　　小計　　77，563，451円

力．有収水量1M3あたりの単価

　　　　　　　　　　2．06円／M3
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　B．九州地方S地域の場合

　S地域は、S市を中心とする地域で2市12町4村を有する。地域内の水道水は51で

あb、その内訳は表IV－3－8のようになっている。

表IV－3－8　S地域の水道数等

給水人口に

謔驪K模
水道数

年間有収水量
i千肌ツ年）

給水栓必要検査個所数

0．5万人未満

O．5～5万人

@5～10万人

P0～25万人

44

@6

@0

@1

　1，697

@3，627

@　　0

P2，238

44

P3

@0

P0

（50年度末）

　　ア．検体数

　前節で設定した条件にもとついて水質管理センターに持ち込まれる検体数を計算すると、

表IV－3－9のようになる。

表W－3－9　S地域の共同水質検査検体数

給水人口によ

目的

ﾌ別

　　る規模区分

10～25万人 0．5～5万人 0．5万人未満

B
一 72 528

原　　　水 C
一 72 528

D 1 6 44

B 一 72 528

浄水過程水 C 　 72 528

D 1 6 44

B 一 156 528

給水栓水 C 一 156 528

D 10 13 44

排水基準項目 D 12 一 　

総検体数　　B：1，884　　C．1，884　　D：181
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　イ．試験経費

　　B：1，884×2，087＝3，931，908

　　C：1，884×2，132＝4，016，688

　　D：　181×30，879＝5，589，099

　　　　　　　　小計　　13，537，695円

　　　　（人件費　サンプル採取　輸送費を含まず）

　ウ．必要定員数

　　B：1，884×1／250×2．43／10＝1．83

　　C：　1，884×1／250×2．08／10＝1．57

　　D：　181×1／250×7．37／1＝＝5．34

　　　　　　　　　　　　　小計　　＆74人

従って、センターの機構を次のように設定する。

所長

理化学係長一シニアクラス3人　ジュニアクラス4人

生物細菌係長一シニアクラス1人一ジュニアクラス1人

　　　　　　事務2人　　　運転手1人

エ．人件費

　所　　　　長

　係　　　　長

　シニアクラ　ス

　ジュニアクラス

　費費等計　　　　小　　　費　験件費　　

送

経試人輸

九

700万×1＝　700万

500万×2＝1，000万

400万×5＝2，000万

250万×7＝1，750万

　　小計　　5，450万円

13，537，695

54，500，000

1，353，770（試験費の10％）

69，3．　91，465円

カ．有収水量1m3あたbの単価

　　　　　　　　　3．95円／M3
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　IV－3－3　自己検査体制

　　（1）給水人口10万人未満の水道

　この規模の水道では、B、　C、　Dレベルの水質項目の検査を水質管理センターで共同で

実施することとし、自己検査は毎日検査程度が確実に実施できる体制を確立する。表IV－

2－3のAレベルの自己検査設備の実態からしても人口5～10万人規模で86％、1～

5万人72％、1万人未満で59％と満足すべきものではない。したがって、水質管理セ

ンターと連絡を密にしながらAレベルの検査体制の整備に努めなければならない。

　　（2）給水入口10万～25万人の水道

　この規模の水道となると、B、　Cレベルの水質検査も独自で実施できる体制をととのえ

る。実態からいってもBレベル83％、Cレベル65％の設備保有率となってk・b、自ら

の検査体制の整備に努めるとともに、水質管理センターの中枢的役割を果すべきである。

　　（3）給水人口25万人以上の水道

　この規模の水道では、すべての水質検査を独自で実施することを目標とする。実態から

してもA、B、　C、　Dレベルいずれも90％以上の設備保有率であb一応その体制は形造

られているといえよう。しかしながら、この規模の水道は規模が大きいだけに水源が幾つ

かにわかれていたり、広大な給水区域をかかえていることによる水道全体にわたる高度な

水質管理が要求される。これらの水道に課せられた水質管理の問題は今後のわが国の水道

水質管理の技術水準をリードし、また、地域によっては、水質管理センターの中心となっ

てその地域の水質管理の指導的立場となるべきことが要請されよう。

　　第4節　　第IV章のまとめ

　第IV章においては、わが国の水道における水質管理体制の現状分析と考察を行なうとと

もに、将来の方向として水質管理センター構想を提言した。

　水道水の需要は今後とも増大することが予想され、これに対応する施設整備を進める必

要がある一方、全国の水道の普及率が90％近くになった今日、水道の維持管理に一層力

点をおいてその充実に努める必要がある。とくに水質管理はその中枢的な役割を演ずるも

のであり、これからの水道行政においても真剣に取り組むべき分野である。

　水質管理体制の現状分析の結果と考察をとbまとめると次のようである。
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　（1）原水水質の監視・測定

　　①自動測定装置は全国の362浄水場の57％が整備し、規模が大きい程その整備率

　　　が高い。

　　②　河川等の水質汚濁に対処するため、全国の浄水場の3分の1が他の水道事業との

　　　共同水質監視組織を持っている。地域別では関東、近畿地方が多い。

　　③全国の3分の2の浄水場で生物による原水水質の監視を行っている。

　　④水質検査施設を持たない水道が全国で33％もある。毎月検査程度の施設を持っ

　　　ている水道は15％で、また全項目検査のできる設備を持っている水道は全国で10

　　　％に満たない。また、生物検査のできるのは全国で8％弱であるo

　　⑤　毎日検査の項目でさえ人口10万人以下の水道では委託検査に出しているところ

　　　があるo

　　⑥　毎月検査項目となると人口5～10万人規模で55％、それ以下の人口規模の水

　　　道ではほとんど委託検査にたよっている。

　　⑦生物検査の設備は人口10～25万人規模で65％、5～10万人規模で36％

　　　持っているが、生物以外の全項目検査の設備があつても生物検査設備のない水道が

　　　半数を占めている。

　　⑧生物以外の全項目検査設備は、人口10～25万人規模の水道で76％が持って

　　　いるが、5～10万人で42％、1～5万人で9．1％と小規模水道ではほとんど検

　　　査ができない。

　　⑨　水質検査従事職員は全国平均で1水道あたり0．9人で従事職員のいない水道があ

　　　るo

　　⑩　水質検査の委託機関は公共機関58％、民間23％、残りは公共機関と民間の併

　　　用となっているo

　以上のように、水質検査体制は必ずしも十分であるとはいえず、とくに小規模の水道の

水質管理体制の拡充が必要である。

　水質管理の将来の方向としては、主として中小規模水道の共同管理すなわち水質管理セ

ンターについて提案を行なった。

　その基本的な考え方は、技術的、財政的にみて、給水人口25万人ていど以上を包含す
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る地域を単位として、その地域内のすべての水道の原水、浄水及び給水栓水の水質にかか

る管理業務が遂行できるよう、水質管理の中枢的役割を果す水質管理センターを設置し、

既存の浄水場等の水質管理体制と機動力でこれを補完するような、地域単位の水質管理体

制を構想するものであるo

　この構想を進めるにあたっては既存の都市ごとの検査体制との整合が必要である。既存

施設の検査体制は規模によって異る点も考慮しつつ、管理センターの受け持つ検査対象を、

例えば毎日検査レベルは各水道で実施するものとし、アンモニヤ性窒素等の毎月検査及び

生物検査は10万人未満の水道につき、又重金属等の検査は25万人未満の水道につき共

同化を図る等と想定して、具体的な事例について水質管理センターの検査業務量、組織、

人員、及び所要経費を試算したo

　この構想の具体的な推進については、各水道が水質管理について問題意識をもち、かつ

地域内の結束が前提となる。水道法改正による広域的水道整備計画の中で誘導し、又53

年度予算で新たに制度化された水質検査施設整備費に対する国庫補助も活用しつつその整

備を図るべきことを強調した。
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第II編　水道原水の水質特性と浄水管理についての一考察

　近年における河川等の水質汚濁は、全般的にみて、重金属等の有害物質による汚染は著

しく改善され、又、有機性の汚濁についても、その進行は鈍化し、一部には改善のきざし

がみえるとされている。しかし水道の立場からすれば、シアン、フエノールなどの濃厚汚

染に伴なう取水停止や制限の事故は跡を断たないし、又、湖沼、ダムの富栄養化の進行に

伴なう異臭問題を提起している。さらに新しい化学物質の出現や水質分析技術の進歩は、

水質管理の対象とすべき指標の拡大と分析の高度化を要請している。

　最近における水道水源の確保難は、計画段階での水源の種別及び取水地点の選択を著し

く制約し、将来的にもこの傾向は強まるものと予想されることから、これらの水質問題を

回避することは困難となり、加えて、ダムの築造に伴なう下流域の濁水の長期化、強酸性

河川や高汚濁水の活用など、水道の浄水操作にかかる水質問題は複雑、多様化の動向をた

どっているo

　これらの水質汚濁問題への対応は、第一義的には環境サイドで措置されるべき課題であ

ろうが、水道サイドとしても浄水操作一浄水法と浄水管理一の高度化等により対応す

る必要がある。

　本編では、水源の汚濁度と浄水管理のレベルに着目し、とくに水道水源の水質特性の類

型化を試みた。現在、水道水源の汚濁度を表示する方法としては、さきに厚生省が水質基

準研究班の協力を得て作成した飲料水の水質基準等の各項目に対応する原水基準があり

（45年）、又、水道施設設計指針・解説（52年改訂）においても、その浄水方法の選

択の目安、及び水質管理上の留意点に関し、原水の主要な項目についての記述がある。ま

た諸外国でも水道原水の基準、又はクライテリアを出している例もみられる。

　これらは、いずれも項目ごとに表示したものであb、水質管理の目標は個々の項目の基

準値であるから、項目ごとの特性について配慮すべきことは当然であるが、水源の個々の

特性を総合的に把えて、水源相互間を比較考察することは困難である。例えばBODlppm、

アンモニア性窒素O．・5ppmの場合と、　B　O　D　5　ppm、アンモニア性窒素0．1ppmの場合

をどのように評価するか、あるいは、浄水管理h重要な意味をもつ水質値の変動をどのよ
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うに把えるか等である。

　よって本稿においては、わが国の主要浄水場の原水の毎日検査結果のうち、浄水操作に

関係の深い指標をとbあげて、主成分分析法を用いて総合特性値を求め、原水の水質特性

を表示し、その類型化を試みた。またこの類型と浄水操作の水準とのリンクについて考察

したo

、

4

　　第1節　　水質特性の表示法一主成分分析

　浄水場の原水水質特性を浄水場間で横断的にながめ、評価しようとするとき、水質項目

が数多くあると全体の特性把握が困難である。一般に、水質項目が互いにどのように影響

しあっているかについて調べるには、通常データの散布図を描き、これにより把握するこ

とが行なわれる。しかし、数多くの水質項目間の関係を同時に把握しようとする場合、た

とえば5次元空間、6次元空間にプロットされた散布図は我々の頭では想像することは不

可能であるので、なるべく情報量を損出せずに少数個の総合的な特性値に集約し、これに

よって解析・評価を行う方法として主成分分析が考えられる。

　主成分分析法（Pri　ncipal　Component　Analysis、略してPCAという）とは、

p個の特性値［zr1，x2，……Xpのもつ情報を、　次に述べる2つの条件を満足するm個

（m＜p）の総合特性値z！，z2，……Zm一　これを第1、第2……第m主成分（Pri－

ncipal　Components）とよぶ一に要約する手法である。

Zl＝t11ω1＋112×2＋……＋1　lp　Xp

z2＝121　x1＋lzcxr2＋……＋1　2ρ　Xp

Zk＝　9klXl＋1　k2　X2＋……＋九Pαごρ

Zm＝lm、Xl＋lm・砲＋…’◆＋1・P　arp

　ただし

　　P　　、三11　・・　i2＝1

条件は下記のとte　bとする。

（1）　zkとztk（k＝k’；h，k’＝1，2，

……………
@（1）

…… 香jの相関は全てゼロである。
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（2）zの分散は（Xl，　v・．r……Xp）のあらゆる1次式のもつ分散のうち最大である。　z2

　の分散はZlと無相関なあらゆる1次式のなかで最大である。以下同様にして、　Zmの

　分散はZl　，　z2，……Zm－1のすべてと無相関な1次式のなかで最大である。

　このようk原理にもとつく主成分分析によって、互いに相関のある多種類の特性値のも

っ情報を、互いに無相関な少数個の総合特性値に要約することができる。主成分分析法に

用いられるデータはn個のサンプル（この場合原則として年間365回の採水試料）につ

いて測られたρ種類の特性値（この場合、5又は6の水質項目）である。これをXCt．t（α

＝1，2，……n；i＝1，2，……p）という記号で表わすと表皿一1－1のようになるo

　このp個の特性値の単位は原則的には、何であってもかまわない。したがってある特性

値は小さい数値で分散も小さいが、他の特性値は大きい数値で分散も大きいといったよう

な場合でもさしつかえない。しかし、ある特性（たとえば水温）の値は一10°Cから＋30°

Cまでの範囲であるのに他の特性（たとえば、アンモニア性窒素）の値はOppmから1．O

ppmまでの範囲であるといったような場合、ある特性の1単位が他の特性の1単位に対応

しないので、すべての特性値xを基準化しておく方がよい。基準化する方法としては、一

般には特性値エを

　　x／Ct乙＝（XdZ－IVi）／Si　・・・・・・・・・…　ψ◆ウ・・・・・・・・・…　’・・　（2）

表皿一1－1　p個の特性値とそれから導びかれるm個の主成分

，

サンプル も と　の 特　性 値 抽出された主成分
Na

工1 ∬2
右　．　．●　◆　■

工ε
■　●　・　，　．

∬ρ Zl z2 ・　．　．■　■　・

zん ．　■　…　　　　． Zm

1
∬11 αア12

．　．　．　●　■　・

劣1τ
・　魯　・・　．　・

∬1ρ Z11 Z12 ，　■　■，　．　，

z1左
・　・　s　◆　．

z1π

2
劣21 ∬22

■　’　，　．　・　・

α72ε
．　・　・●　■　，

工2ρ Z21 Z22 ●　■　●…

Z2と
■　．　s　●　■

z2π

： ： ： ： ： ： ： ： ：

． ． ・ ・ ． ● ・
・ ・

α
工α1 工α2

■　・　■　●　■　・ 巨］一 ωαρ zα1 Zα2
・　・　．●　●　● 回一 zρπ

：
： ：

： ： ： ：
： ：

・ ・ 心
・ ・ ・ ．

◆ ．

π 工π1 劣π2
◆　．　恒　●　■　●

ωπz
●　●　●・　．　・

ωπρ Zπ1 zπ2
守　◆　●●　●　・

zπと
・　．　◆●　●　●

zπη2
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により変換（Siは標準偏差）するが、これはxが0を中心に分布し、その標準偏差は1

となるように変換したものであるo

　　第2節　 代表水質項目の選定

　全国の浄水場において測定されている水質測定項目の種類及び数は、その浄水場の原水

水質の汚濁レベルや汚濁特性によってまちまちである。当然、測定項目は汚濁レベル、汚

濁の特性によって変えられてしかるべきで、全国のどの浄水場でも全国的に共通の水質項

目を測定しなければならないわけではない。しかし、全国各地の代表的な浄水場の原水水

質特性を横断的に調べるには、一般的で共通性がありかつ水質の代表指標として適切なも

のを選ぶ必要がある。全国の浄水場の中から原水水質レベルとその特性からみて代表的と

考えられる13の浄水場について水質測定項目を調べると、原水の水質が良好な流杉浄水

場のようva　4項目しか測定していないところから、原水の水質汚濁が進行している柴島、

金町浄水場のように10数項目を測定しているところもある。

　多くの浄水場で測定されている項目としては、水温、濁度、pH（13浄水場のうち13

浄水場が測定を実施している、以下、13／13と略記する）、アルカリ度（11／13）、

KMnO4消費量、気温、色度、アンモニア性窒素（9／13）、電気伝導度（7／13）な

どであるo

　水質の状態を詳しく把握するためには、なるべく数多くの項目を測定するのがよいこと

は言うまでもないが、主成分分析を行う場合に、相関が強すぎる項目を用いるのは、その

原理から考えても得策でないので、各項目間の相関の程度を調べ、相関の強すぎる項目に

ついてはどちらか一方で代表させる必要がある。13浄水場の測定項目により調べてみる

と、相関係数0．6以上の項目間の組合せの存在は表皿一2－1に示すとk・bである。○で

囲んだものは相関が比較的多くの浄水場で存在するものである。この○で囲んだもののう

ち、相関がとくに強い（相関係数が0．9以上）浄水場の数を表皿一2－2に示した。①気

温一水温、②アルカリ度一電気伝導度、③色度一濁度の間の相関は比較的多くの浄水場で

非常に強い（相関係数0．9以上）相関がある。KMn　04消費量一濁度も強い相関のある浄

水場もある。測定している浄水場が多くないので一般的傾向かどうか明確でないが、電気

伝導度とCLイオン、　ABS、総硬度とのそれぞれの相関、アルカリ度とCLイオン、
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ABS、総硬度とのそれぞれ

の相関、アンモニア性窒素と

ABSとの相関、一般細菌と

デソ赤変菌との相関が強い。

　浄水場間の共通測定水質項

目の選定のため、数多くの浄

水場で測定されている項目を

ピックァッブすると、前述の

ごとく水温、濁度、pH、ア

ルカリ度、KMnO4消費量、

気温、アンモニア性窒素、電

気伝導度がそれに該当する。

相関の非常に強h、水温一気

温、色度一濁度、電気伝導度

一アルカリ度については、そ

れぞれどちらか一方だけを採

用することとし、水温、濁度、

アルカリ度を採用することと

すると、次の6項目は、水質

特性をできるだけ正確に表現

し、しかも比較的多くの浄水

場で測定されているという観

表ロー2－1 測定項目間の相関係数が0．6以上の

項目の組合せが存在する浄水場の数

　　項　目

?@目

水温 濁度 PH 電気伝導度
τカリ度 号イ； 色度 BOD DO 気温 ABS 総硬度 Mn Fe

水　　　温 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 99 ％ ％ ％ ％

濁　　　度 ％ ％ ％ ％ ％ 9 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

PH ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

KM．04消費量 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

電気伝導度 7
6

川％　1

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

アルカリ度 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ κ ％ ％

アンモニア性窒素 ％ ％ ％ ％ 6 2 ％ ％ ％

Cεイオン ％ 一 一 ％ 一 　 一 一

色　　度 ％ ％ ％ ％ 　 ％ 一

BOD ％ ％ ％ 一 ％ 一

DO ％ ％ 一 ％ 一

気　　　温 ％ ％ ％ ％

ABS ％ 一 一

総　硬　度

（注）。表中の数値の分母は該当

@　する浄水場の数。分子は
@　そのうち相関係数が0．6
@　以上を示す浄水場の数
@　。分数を○で囲んだものは

@　分子か2以上、分数の値
@　が％以上のもの。
@　。一は該当する浄水場かな

@　いことを意味する。

％ ％

Mn ％

Fe

点での代表水質項目であるということができる。

（1）水温

　（2）濁度

　（3）pH

　（4）　アルカリ度

　（5）KMnO4消費量
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（6）アンモニア性窒素

　ただし、アンモニア性窒素はか

ならずしも多くの浄水場で測定さ

れているというわけではないので、

全国的に共通な水質項目という観

点では適切でないかも知れない。

したがって、アンモニア性窒素を

含めた6項目と、除いた5項目の

2ケース（表皿一2－3参照。前

者をケースA、後者をケースBと

呼ぶこととする。）を代表水質項

目として解析し、どちらのケース

の方が適切かをも検討する。

表皿一2－2　相関がとくに強い測定項目の組合せ

　　（表皿一2－1で○で囲んだものについて）

項目の関係

相上
ﾖの
W浄
柏?
O場

相上

ﾖの
W浄
柏?
O場

アンモニア性窒素 ％ ％①水 温

気　温 ％ ⑧②水 温度

KM。04消費量 ％ ％③濁

色　度 ％ ⑧④濁 度度

アルカll度 ％ ⑤⑤電気伝導
アンモニア性窒素 ％ ％⑥電気伝導 度

気　温 ％ ％⑦アンモニア性窒素

ABS ％ ％⑧アンモニア性窒素

（注）分母は該当する浄水場の数。 分子はそのうち相関係数が0．6

又は0．9以上の浄水場の数。

○で囲んだのは％以上の浄水場で相関係数が0．9以上のもの。

、

表皿一2－3・ケースAとケースBの比較表

ケ　　ー一　ス A ケ 一　　ス B

水 温 同 左

対 濁 度 〃

象 p　H 〃

項
KMnO4　消費量 〃

ア　ル　カ　リ 度 〃

目

アンモニア性窒素
一

一
大 治

藻 岩 同 左

対 柴 島 〃

象 玉 川 〃

浄 朝 霞 〃

水 金 町 〃

場 浅　　　香 山 〃

柏 井 〃

霞 浦

一
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　　第5節　主成分分析の結果と考察

　水質項目として6項目（水温、濁度、pH、　KMn　04消費量、アルカリ度、アンモニア

性窒素）を選定し、この全てを測定している7浄水場（藻岩、柴島、玉川、朝霞、金町、

浅香山、柏井）を対象とする場合（ケースA）と、アンモニア性窒素を除いた5項目を選

定し、この水質項目の全てを測定している9浄水場（前述の7浄水場に大治と霞浦の2浄

水場を加えたもの）を対象とする場合（ケースB）についてそれぞれ主成分の算出を行な

った。又各特性値のデータは式（2）をモディファイした次式（‘Z），で基準化した。

　　x’Ctt＝（　xαi－it）／万一：：「「Se　　・・・・・…　一・・一一・・・・…　　（2）ノ

　ここでnはデータ数

　ケースAの主成分の計算結果は表皿一3－1、表皿一3－3に示すとfo　bである。いま

ここで、

　　Xl＝水　温

　　x2＝濁　度

　　x3＝pH

　　x4＝＝　KMn　04消費量

　　x5＝アルカリ度

　　x6＝アンモニア性窒素

とおくと、表皿一3－1の固有ベクトルの表から明らかなように第1主成分（Zl）、第2

主成分（z2）、……第6主成分（z6）は次のように表わせる。

表ll－3－1　固有ベクトル表（ケースA）

第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分 第6主成分

水　　　　　　温 0．0945 0．4861 0．4242 0．7397 0．0099 0」660

濁　　　　　　度 0．2567 0．5223 一〇．6790 一〇．0127 一〇．4243 0．1412

pH 0．1195 0．5151 0．4617 一〇．6710 0．0640 0．22gg

KMnO4消費量 0．5761 0．1121 一〇．2109 0．0231 0．7354 一〇．2643

アルカ　リ　度 0．5590 一〇．1423 0．3147 一〇．0293 一〇．5207 一〇．5443

アンモニァ性窒素 0．5163 一〇．4390 0．0477 0．0321 一〇．0623 0．7305
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表皿一3－2　　固有ベクトル表（Bケース）

第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分

水　　　　　　温 一〇．2523 一〇．5100 一〇．6988 一〇．4366 一〇．0013

濁　　　　　　度 一〇。4434 0．0545 一〇．3341 0．7312 0．3925

pH 一〇．1643 一〇．8106 0．5212 0．2093 一〇．0195

KMnO4消費量 一〇．6501 0．2034 0．0774 0．0167 一〇．7279

アルカ　リ　度 一〇．5386 0．1961 0．3500 一〇．4829 0．5620

1

z1　＝0．0945　xl十〇．2567ジc2十〇．1195x3

　　十〇．5761au十〇．5590x5十〇．5163αb

z2　＝0．4861xl十〇．5223αア2十〇．5151x3

　　十〇．1121x4中0．1423x5－0．4390x6
…………

i3）

　　z6　＝’’’’’”‥’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”◆”◆’

　これらの主成分は、各特性値に係数を乗じたものを加え合せたものとなっているので、

各特性値の重みづき平均値であり、その重みが適切な値に設定されれば水質の総合指標と

して用いうる可能性がある。

　各浄水場の主成分値がどのようであるかを見るため、各特性値の月平均値を式（1）に代入

し、主成分値の．月別変動を調べた（図皿一3－1）。図皿一3－1（イ）は第1主成分、（ロ）は

第2主成分、（・→は第3主成分を表わしたものである。（イ）の図において、第1主成分の値は、

月別変動が若干認められ、浄水場による差が大きい。浅香山が最も大きく、藻岩が最も小

さい。7浄水場の第1主成分の順位は原水水質の汚濁の程度の順位に合致している。（ロ）の

図において、第2主成分の値の順位は玉川が低い方に位置し、柏井が高い方に位置してい

る点を除けば、概ね原水水質の汚濁の程度の順位に合っている。また第2主成分は夏は高

く、冬は低くなるサインカーブ状の月別変動が見られる。

　（イk（ロk←・）の図をながめてみると、主成分の値のとるRangeが第1主成分が最も大きく、

第2主成分は第1主成分の1／2以下であb、第3主成分は第1、第2主成分と較べると、

値のRangeは非常に小さい。　したがって、元の特性値の大部分の情報は第1、第2主成
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図皿一3－1任）

0．10

0．09

0．08

0．07

0．06

0．05

0．04

0．03

0．02

0．01

－0．01

－0．02

－－ O．03

－O．04

－0．05

第1主成分の月別変化
（ケースA）

島㌍町岩柴朝金．湛

図皿一3－1（ロ）

0．05

0．04

0．03

0．02

0．01

－0．Ol

－0．02

－0．03

－0．04

－0．05

第2主成分の月別変化
（ケースA）

図H－3－iO第3主成分の月別変化　　　　　　　分に集約されていると見られ、第3
　　　　　　　　（ケースA）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下の主成分による情報のウェイト
　0．04

　0・03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は小さいと考えられる。具体的に第
　O．02

§°’°1　　　　　　　1主成分だけ一”（’・　P＝6個喘性直

爾一〇．Ol　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xl，X2……X6のもつ情報を何％カ
　ーO．02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーできるか（何％の情報損出で総二1：ll

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合特性値Zlに要約できるか）をみ
　1：ll

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るのには、寄与率（又は累積寄与率）
§°・°1

撒．。。1　　　　　　　　を調べればよい・第1主成分から第
○。。2　　　　　　　　　mAi成分までの累積寄与率は
　一〇．03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、三λ・／P………’（4）

で表わされる。ここで、祉は第k主成分の固有値（Eigenvalues）、pは特性値の総数

であるo

（4）式から、第1主成分の寄与率は0．43、第1～第2主成分の累積寄与率はO．6・5、第1

～第3主成分の累積寄一与率は0．81である（表皿一3－3）。

　ケースBについても同様に主成分の計算及び寄与率の計算を行うと、主成分は表皿一3
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表ll－3－3　　固有値と累積寄与率（ケースA）

第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分 第6主成分

且滅易分講累積寄与　率

2．5710

@0．43

1．2998

@0．65

0．9697

@0．81

0．8996

@0．96

0．1462

@0．98

0．1135

@LOO

表皿一3－4　　固有値と累積寄与率（ケースB）
」

第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分

固　　有　　値
i一主成分の分散）

ﾝ積寄与　率

2．0465

@0．41

1．0028

@0，61

、0．9105

@0，79

0．8741

@0．97

0．1661

@1，00

一2、寄与率は表皿一3－4に示すとte　bとなる。ケースAはケースBよりも特性値の数

が多いにもかかわらず第1主成分、第2主成分、第3主成分の累積寄与率が高く、したが

って、できるだけ各種の特性値を少数個の総合特性値に要約するという観点からはケース

Aの方を用いた方がよいことがわかる。

　ケースAの場合、各主成分がどんな意味をもつのかをみるために、主成分Zkともとの

特性xtとの相関（因子負荷量、　factor　loadingという。）を計算すると、表皿一3

－5に示すように、第1主成分と、KMnO4消費量、アルカリ度、アンモニア性窒素との

相関係数は、それぞれ0．92、O．90、0．83であり、非常に強い相関がある。これらの3

特性は汚濁とくに人工的汚濁の強い場合に高くなるので、第1主成分は人工的汚濁の程度

を表わす指標であると考えられる。また、図皿一3－1（イ）で既に考察したごとく、各浄水

表皿一3－5　因子負荷量（主成分と各項目との相関）（ケースA）

第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分 第6主成分

水　　　　　　温 0，152 0，566 0，418 0，702 0，004 0，056

濁　　　　　　度 0，412 0，595 一〇．669 一〇．012 一〇．162 0，048

pH 0，192 0，587 0，455 一〇．636 0，002 0，078

KMnO、消費量 0，924 0，128 一〇．211 0，022 0，281 一〇．089

アノヒカ　リ　度 0，896 一〇．162 0，310 一〇．028 一〇．199 一〇．183

アンモニァ性窒素 0，828 一〇．501 0，047 0，030 一〇．024 0，246
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表皿一3－6　　因子負荷量（主成分と各項目との相関）（ケースB）

第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分

水　　　　　　温 一〇．361 一〇．511 ＋・0．667 一〇．405 一〇．005

濁　　　　　　度 ・0．634 0，055 一一 Z．319 0，684 0，160

pH 一〇．235 一〇．812 0，497 0，196 一〇．008

KMnO4消費量 一〇．930 0，204 0，074 0，016 　　グ[0、297

アルカ　リ　度 一〇．771 0，196 0，334 一〇．452 0，229

場の第1主成分の順位は、原水水質の汚濁の程度の順位と合っており、このことからも前

述のことが確められる。一方、第2主成分は、水温、濁度、pHとかなり相関が強く、ま

た図皿一3－1（ロ）で既に考察したごとく、季節的変化が明瞭であり、その値の順位は概ね

汚濁の程度の順位となっている。したがって、第2主成分は自然的汚濁の程度又は気候因

子を表わす指標と考えられる。他のいくつかの同様の研究例（たとえば南音臥松本など）

においてもここで述べた意味づけと概ね同様であるので、このような意味づけは一応正当

なものと考えられるo

　ケースBについても同様の解析が可能であり、結果も概ね同様のものである（表ll　－3

－6）。しかしながら、ケースAにおいて既にみたように、アンモニア性窒素と第1主成

分の相関が、KMn　04消費量との相関と同程度に強いということから、　アンモニア性窒

素の汚濁指標としての重要性が立証されたとも言え、また、前述の主成分の寄与率の評価

の点とも合わせ考えると、アンモニア性窒素は水質解析には重要な項目と推定され、これ

を含まないケースBよりも、含んだケースAでの解析の方がよい結果が得られると考えら

れるo

表U－3－7　ケースAの全データの平均と標準偏差

平 均 標準偏差

水 温 14．64 8．04，

濁 度 19．82 32．78

pH 7．20 0．33

KMnO4消費量 11．65 9．77

アルカリ 度 44．57 24．83

アンモニア性窒素 1．00 1．53
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　　第4節　　水質特性による浄水場の類型化と水質管理

　7浄水場について毎日の採水試料の第1主成分の値と第2主成分の値の分布図を描いて

みると図ll　－4－1（イ）のようになる。第1主成分を横軸、第2主成分を縦軸にとったもの

であり、第1主成分値の大きさの順位は、浅香山→玉川→柏井→柴島→朝霞→金町→藻岩

という順位であb、値の分布幅の大きさも概ね同様の順位である。第2主成分については、

その値は柏井が大きく、玉川が小さい。値の分布面積は浅香山、柏井、玉川が大きく、柴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島、朝霞、金町は中程度で、藻岩

　　図皿一4－1（イ）主成分の分布（第1主成分
　　　　　　　　　＿第2主成分）　　　　　　　　は小さい。図に表わされた主成分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　値の分布面積は汚濁の変動を表わ

　　　　　　　　駕　　　　　　　　　　　　　　す。すなわち、面積が大きいのは

　　　　　　　　・殼井　　　汚濁の変動が著しく、面積が小さ

　　　　　　　　　　　島　　　　　　浅香山
　　　　　　朝霞　　　／　　　　　　　　　　　　いのは変動が小さいことを表わす。

図亙一4－1仲） 主成分値の分布（第1主成分

一第3主成分）

0．15
・念

ば
相

め
0．10

搬
（

0．05
川柏井

朝霞
’　　　　．

金町 1　．05

一〇．15－0．10－0．05 0．1　　0．15　　0．20
　　　　’
矧竅A・一＼

@　－0．05

　，　　　玉川　　　　第1
ﾄ島　　　　　　　　　　主成分

浅香山

一〇．10

一〇．15

また、分布面積が円形に近いのは、

人工的汚濁と自然的汚濁の変動が

同程度であb、かつ両者に相関の

ないことを示し、細長いのは一方

の汚濁の変動の方が大きく、かつ

両者に相関があることを示す。

　たとえば、浅香山については分

布面積は円形に近く、かつその面

積は大きいので、人工的汚濁、自

然的汚濁ともに変動が大きい。柏

井、玉川については分布面積は細

長いので、柏井、玉川はそれぞれ

自然的汚濁、人工的汚濁の変動が

大きい。一方、藻岩は分布面積が

小さいので、汚濁の変動は小さいことがうかがい知れる。

　図ll　－4－1（ロ）は第1主成分の値と第3主成分の値の分布図である。図皿一4－1（イ）と

一228一
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概ね同様のパターンがみられるが、第3主成分について特に特徴的な情報は得られない。

またその寄与度は大きくないので、第3主成分以下の主成分は評価対象としなくても大き

な判断の誤りはないであろうo

　原水水質の汚濁程度と変動状態は浄水場の水質管理に重要な意味をもつ。図皿一4－1

（イ）は、汚濁の程度（人工的汚濁と自然的汚濁の程度）とその変動状態を集約して表わした

ものと言え、したがってこの図の主成分得点分布パターンは水質管理の観点からの浄水場

の類型化の基礎情報を与えるo

　類型化は、汚濁の程度、変動状態

を考慮し、かつ、図ll　－4－1（イ）を

参考にすると、図旺一4－2に示す

ように5タイブに類型化することが

可能と考えられる。この図の縦軸、

横軸は、図皿一4－1（イ）の縦軸、横

軸と同様のもの、つまり、7浄水場

における主成分分析の結果の第1主

成分と第2主成分の値であるが、主

成分分析の結果の第1主成分、第2

図皿一4－2　総合指標による類型パターン

（cり
o
一

こ100
N
～ ！’、

！

　50
P11類

　／
^！B1

Al ＼　！／ A3

一100　　－5　　　　　＼ ！　　、 50　　　100 150

晶麸・・

＼＼B2
、＼

@＼

∫1（刈03）

一50 ＼
＼＼　　　｝　＼＿ノ

一100

主成分は、水質の総合的な指標として考えられ、解析にとりあけた7浄水場は全国の浄水

場のうち原水水質の観点から代表的なものであるので、この縦軸、横軸を普遍的な水質の

総合指標と考え、それぞれ11，12とすると、11，12は式（2）tと式（3）及び表H－3－7

から次のように表現することができる。

　11　×103　＝0．25（xl－14．64）十〇．169（x2－19．82）

　　　　　　　十7．81（x3－7．20）十1．27（x4－11．65）

　　　　　　　十〇．486（鵡一44．57）十7．28（x6－1．00）

　12　×103＝1．30（x1－14．64）十〇．344（x2－19．82）

　　　　　　　十33．6（6r3－7．20）十〇．248（x4－11．65）

　　　　　　　－0．124（x5－44．57）－6．19（as－1．00）

表皿一4－1は、

・・・・・・・・・・・・… @（4）

5つの類型パターンのグラフ上の特徴を一覧表にしたものである。こ
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の類型パターンに各浄水場をあてはめると、

藻岩……A1
朝霞＿｝A、とA、の間

金　町

柴島……A2
浅香山　……　A3

柏井……B1

玉川……B2

、

表皿一4－1　浄水場の類型パターンの

　　　　　　グラフ上の特徴

となるo

　これらの類型が原水水質の基準

（1類、皿類、皿類）と比較して

どのような位置関係にあるかをみ

るため、水質の基準値を式（4）に代

入し、その結果（結果は表皿一4

－3参照）を同じ図にプロットし

た。水温、アルカリ度については

基準値が設けられていないので、

便宜的に設定した（表皿一4－2）

　次に、類型ごとの水質特性と水

質管理の概要は次のとおりである。

Al

鋤 分布面積の形状 分布面積の大きさ 分布位置

円形に近い

小　　さ　い

?@　　　間

蛛@　き　い

左　　　　方

?@　　　間

E　　　　方

細　長　い かなり大きい
右上にのびる

E下にのびる

表皿一4－2　水質の基進

’　原水水質の状態は非常

に良好であるo〈工的汚

濁は低く、変動も小さいo

自然的汚濁の変動は若干

あるが大きくない。この

類型の浄水場では、原水

1　類 皿　類 皿　類

水　　　　　温 （15℃） （15℃） （15℃）

濁　　　　　度 2．0 10．0 30．0

pH 7．0 7．0 7．0

KMnO4消費量 4．0 8．0 12．0

アルカリ　度 （10．0） （20．0） （30．0）

アンモニァ性窒素 0．01 0．1 0．5

表皿一4－3　水質の基準の11，12値

1　類 皿　類 皿　類

11（×103）

P，（×103）

一38．2

|　3．9

一26．3

|　2．0

一10．0

¥　2．2

の水質は良好であるので、水質管理は一般に容易である。自然的汚濁の変動が若

干あるので、この点に考慮を払いさえすればよい。
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表皿一4－4　ある取水源の水質データと総合指標

→ ××年

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

水　　　　　温 15．0 18．3 22．5 283 28．4 24．5 19．1 13．1 7．1 5．8 5．9 81

濁　　　　　度 3輻9 26．1 14．0 13．0 17．5 16．3 20．1 14．3 14．0 13．5 22．6 27．4

pH 7．2 7．1 7．1 7．2 7．3 7．3 73 7．3 7．2 7．3 7．4 7．4

KMnO4消費量 12．6 11．0 12．2 11．1 12．7 13．1 13．6 11．0 12．1 10．7 10．8 10．3

アルカリ　度 30．0 27．5 32．7 34．3 35．1 35．4 35．6 38．0 40．6 35．7 3L4 30．2

アンモニア性窒素 α79 0．60 0．95 0．74 0．84 0．77 0．96 1．07 1．38 1．18 0．98 0．84

11（×103） 一53－10．9 一51 一5．3 一〇．5 一1．6 一〇．2 一4．1 一L4 一6．8 一78 一8．7

12（×103） 7．9 8．0 6．8 18．2 22．9 18．0 11．2 一〇．4－13．6 一10．6 一23 33

　　

ヨ

AA

B1

B2

　原水水質の特性はA、とA3の中間的状態である。

　　水質の状態は全般的に悪い。人工的汚濁は高く、変動も大きい。自然的汚濁の

変動も大きいo

　　この類型の浄水場における水質管理はかなり困難で、高度の技術を駆使しなけ

ればならないo

　人工的汚濁及び自然的汚濁の変動が大きい。また、一方が大きくなると他方も

大きくなるという関係がある。汚染がかなり進行した湖沼を水源とする浄水場が

これに該当する。

　　この類型の浄水場では、原水の水質はA3ほど悪くはないが、自然的汚濁（富

栄養化現象など二次的汚染を含む）の変動が大きいので、原水水質の監視を密に

　し、異臭味等の問題の起こらないような水質管理が必要である。

’人工的汚濁及び自然的汚濁の変動が大きい。また一方が大きくなると他方が小

さくなるというB1と逆の関係がある。たとえば、降雨等による流量増加に伴い、

人工汚濁の希釈による低下が起こるときには濁度の上昇があり、濁度が低下して

いるときには人工汚濁が高いというような関係が考えられる。

　この類型の浄水場では、原水の水質が人工的汚濁、自然的汚濁ともにきれいに

なることがほとんどないので、高度の技術と費用を考えなければ水質管理は困難

であるo
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　以上のように浄水場を原水の水質の特性から5つの類型に分類すると、たとえば、新規

の取水源を選定した場合、この水質特性がどの類型に該当するかをみることにより、どの

程度の水質管理が必要となるかが判定できることとなる。

　たとえば、いま新しい取水口を選定し、その水質が表皿一4－4に示すようなものであ

ったとする。この原水を取水する浄水場はどのような類型に属するのか、そしてどのよう

な水質管理が要求されるのかは、原

水水質から計算される11，12の値

を図皿一4－2上にプロットし、ど

のような位置にどのような形状で分

布するかをみればよい。表皿一4－

4のデータを式（4）に代入し、1，，12

を計算し、この結果を図上にプロッ

トしたのが図皿一4－3であるoプ

ロットされた点（12個の点）は図

中の斜線の部分に分布している。月

平均にまとめたデータについてのも

のであるので、原データについての

ものよリバラツキが小さく、

図皿一4－3 総合指標による類型パターン図に新規

水源の水質の総合指標の値をプロット

した図
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　　　　　　　　　　　　　したがって分布の面積も小さくなっていると考えられるが、

分布の位置及び形状は類型A2と概ね同様であり、したがって、この原水の浄水について

の水質管理はA2型の水質管理が必要であることが推定される。

N

’

　　第5節　　総合指標と薬品注入量

　浄水場における薬品注入量は、水質管理の総合的な結果を表わすものと言える。総合指

標11が人工的汚濁の状態、総合指標12が自然的汚濁の状態を表わすものとすれば、　こ

れらの総合指標の値と薬品注入量との間には相関が存在するはずである。この関係が把握

されれば総合指標の値を計算することにより、必要な薬品注入量を算出することができる。

　図一fi－5－1は薬品注人量と総合指数11との関係を藻岩、柴島、朝霞、金町、柏井、

浅香山の6浄水場について図示したものである。縦軸は換算薬品注人量（硫酸アルミニウ
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ムを1としたとき・A・□果と費用を勘案して乎・ii：iiiに相当するとして・両

者の合計をとったもの）を単位浄水量あたりで表現したもので、単位はppmである。　横

軸は、総合指数1，の各月の値を平均して年間平均値とした値である。図から1，が大き

くなると薬品注入量が大きくなるという関係がみられる。

　新規に取水源が選定された場合、この原水の処理にどの程度の薬品注入量が必要である

図1－5－1　薬品注入量とIlとの関係
300
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　を示

かはこの図から算出できる。たとえば、その

原水の水質は表皿一4－4に示すようなもの

であったとする。11の平均値は一481×103

であるのでこの11に相当する薬品注入量は、

図から約50～100ppmと読みとれ、表H－

4－4に示すような水質特性の原水処理には

月平均で50～100ppmの硫酸アルミニウム

換算の薬品を注入すればよいことになる。

　一方、個々の浄水場において、原水の水質

変動に対応した薬品注入量の算出にも用いる

ことが考えられる。図皿一5－2（1）に金町に

おける薬品注入量と1・との関係を示した。相関係数0・81とかなり高い相関がみられる。

図皿一5－2（2｝～図皿一5－2（8）には、12foよび各水質項目（濁度、　KMnO、消費量等）

との関係も参考のため図示したが、これらの図（回帰式及び相関係数は表皿一5－3に示

した。）から、薬品注入量との相関が最も高いのは1，であることがわかる。したがって、

この浄水場においては、薬品注入量の決定には個々の水質項目（たとえば濁度、KMn　04

消費量）を用いるよb、総合指標11を用いた方がベターであると言える。しかしながら、

浄水場によっては他の特殊な判断によって薬品注入量が決定される必要がある場合もある

ので、上述の例のように1，が薬品注入量決定の最もよい指標になるとはかぎらない。

　第4節で述べたように、総合指標11、12は、　全国の代表的な浄水場のデータの解析

から算出されたものであるので、個々の浄水場において経時的な水質変動に応じて薬品注

入量を管理することに用いるよりは、他の浄水場の実態との比較により自分の浄水場にと

って適切な平均薬品注入量を推定するのに用いる方が実際的であろう。
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図皿一5－2（1）金町浄水場における11と
　　　　　　　　薬品注入量との関係

図ll　－5－2（4）金町浄水場におけるKMnO4
　　　　　　　　消費量と薬品注入量との関係
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図皿一5－2（2）金町浄水場における12と

　　　　　　　　薬品注入量との関係
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図皿一5－2（3） 金町浄水場における濁度と

薬品注入量との関係

図皿一5－2（6） 金町浄水場におけるアルカ

リ度と薬品注入量との関係
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図皿一5－2（7） 金町浄水場におけるpHと
薬品注入量との関係

図皿一5－2（8） 金町浄水場におけるアンモ

ニア性窒素と薬品注入量と

の関係
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表一皿一5－2　各浄水場における月別換算薬品注入量（ppm）

藻岩 柴島 朝霞 金町 浅香山 柏井
昭和48年4月 30．6 107．3 24．2 82．6 84．2

5 31．6 3＆3 17．8 729 80．2

6 25．9 96．6 23．0 101．0 73．1

7 28．1 101．7 27．0 620．9 89．7

8 57．6 34．3 49．5 158．5 108．4
9 45．2 92．5 39．8 95．2 120．0

10 43．9 403 26．7 89．2 119．0

11 40．1 10L3 24．8 88．1 86．0

12 25．8 93．5 25．1 82．9 80．2

1 26．2 62．8 29．5 101．3 84．0

2 31．1 74．0 29．2 87．2 89．9

3 33．9 72．8 28．4 96」 90」

昭和50年4月 3＆7 81．5 112．2 22．7 87．2 82．4

5 33．2 53．7 41．2 17．1 87．5 84．1

6 25．3 79．1 39．7 22．2 134．7 883
7 27」 81．5 120．2 27．1 117．1 878
8 53．4 83」 115．0 35．4 152．6 97．2

9 37．5 62．8 42．4 31．1 97．2 104．1

10 36．1 67．1 103．4 27．6 94．0 96．8

11 38．5 60．0 109．5 25．9 94．2 148．7

12 31．7 49．0 80．7 24．8 92．7 84．1

1 28．5 42．5 57．4 26．1 395．4 83．6

2 27．4 55．6 40．2 25．7 143．0 81．4

3 26．1 58．9 6L7 25．4 94．2 86．4

平　　　　　均 34．3 64．6 76．6 27．3 136．0 92．9

標　準偏　差 8．8 13．9 29．5 6．7 121．5 16．7
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表皿一5－3　金町浄水場における薬品注入量と各項目間の

　　　　　　回帰式と相関係数

項　　目 回　　　帰　　　式 相関係数

第　1主成　分 772α↑十44．6 0．81

第　2主成　分 426エ十28．5 0．47

濁　　　　　　度 一〇．260∬十30．7 一〇．20

KMnO4消費量 2．72∬十10．0 0．61

水　　　　　　温 0．339∬十22．2 0．41

アルカ　リ　度 0．560】τ＋10．8 0．69

pH 34．3エー21．3 0．69

アンモニア性窒素 2．99エ十26．3 0．12

、

　　第6節　　第皿編のまとめ

　第皿編においては水源の汚濁度と浄水管理のレベルに着目して、総合指標を用いて水質

特性を表示し、主要な水道水源の類型化を行ない、浄水管理との関連について考察した。

　第1編第皿章において紹介したとおり、飲料水やその原水の水質表示は多項目を並列的

に行われている。水質管理の目標は終局的には個々の項目の許容基準値であるから、浄水

管理についても項目ごとの特性について配慮すべきことは当然である。しかし水源の水質

特性を総合的に把えて水源相互間を比較考察し、あるいは浄水管理の関連における水道水

源の優劣を適確に論ずることは困難である。

　そこで本編においては、わが国の主要浄水場の原水の毎日検査結果を用いて、浄水操作

に関係の深い項目をとbあげて主成分分析により総合特性値を求め、原水の水質特性を表

示し、その類型化を行った。またこの類型と浄水操作上の留意点との関連について考察した。

　全国の浄水場の中から原水水質レベルとその特性からみて代表的と考えられる13の浄水

場について、毎日検査項目の種類の少ないもの及び項目間の相関の高いもの（のいずれか

一方）を除外する等の作業のうち、水質項目として6項目（水温、濁度、pH、過マンガ

ン酸カリウム消費量、アルカリ度、アンモニア性窒素）を選定し、このすべてを測定して

いる’7浄水場（藻岩、朝霞、金町、柴島、玉川、浅香山、柏井）について種々の解析を行

った。またアンモニア性窒素を除いた5項目についてそのすべてを測定している9浄水場
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（前述の7浄水場に大治、霞浦の2浄水場を加えたもの）についても解析を行った。

　解析の結果と考察の概要は次のとおりである。

　（1）主成分分析の結果、第1主成分と過マンガン酸カリウム消費量、アルカリ度、アン

モニア性窒素とは非常に高い相関があり、又第2主成分はこれら3つの汚濁指標との相関

はなく・水温・濁度・pHとの相関がみとめられることから、第1主成分は人工汚濁を表

わす因子、第2主成分は自然汚濁と気候を表わす因子である。また第3主成分以下はウェ

イトが小さく評価対象に加えなくても情報の損失は大きくない。

　（2）第1主成分及び第2主成分は水質の総合指標とみることができる。前者（1、）を

横軸、後者（12）を縦軸にとり、原水水質をこの図にプロソトすると、その分布の位置、

形状、面積は原水の水質特性を表現している。

　代表的な浄水場の原水水質をこの図にプロットすれば5つの類型に区分することができ、

パターン化して図示すれば次図のようである。

　　　　　総舗敵よる類型パターン　　　　飴総合指標としての11・1・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は次式により表現できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　×103　＝0，25（xl－14．64）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十〇．169（x2－1982）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十7．81（x3－7．20）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十1．27（こτ4－11」65）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十〇．486（x5－4457）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十7．28（x6－1．00）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　×103　＝1．30（xl－14．64）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十〇．344（x2－19．82）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十33．6（x3－7．20）

　　　　　　　　十〇．248（x4－11．65）－0．124（x5－44．57）－6．19（x6－1．00）

　（3）類型パターンを各浄水場にあてはめると、藻岩（A、）、朝霞及び金町（A、とA2の

中間）、柴島（A2）、浅香山（A3）、柏井（B、）、玉川（B2）となり、類型ごとの水質

特性と水質管理の概要は次のとおりであるo

　A1：　原水水質の状態は非常に良好である。人工的汚濁は低く、変動も小さい。自然
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AA

B1

B2

的汚濁の変動は若干あるが大きくない。この類型の浄水場では、原水の水質は良

好であるので、水質管理は一般に容易である。自然的汚濁の変動が若干あるので、

この点に考慮を払いさえすればよい。

・　原水水質の特性はA，とA3の中間的状態である。

　水質の状態は全般的に悪い。人工的汚濁は高く、変動も大きい・自然的汚濁の

変動も大きい。

　　この類型の浄水場における水質管理はかなb困難で、高度の技術を駆使しなけ

ればならない。

　人工的汚濁及び自然的汚濁の変動が大きい。また、一方が大きくなると他方も

大きくなるという関係がある。汚染がかなり進行した湖沼を水源とする浄水場が

これに該当する。

　　この類型の浄水場では、原水の水質はA3ほど悪くはないが、自然的汚濁（富

栄養化現象など二次的汚染を含む）の変動が大きいので、原水水質の監視を密に

　し、異臭味等の問題の起こらないような水質管理が必要である。

　　人工的汚濁及び自然的汚濁の変動が大きい。また一方が大きくなると他方が小

　さくなるというB，と逆の関係がある。たとえば、降雨等による流量増加に伴い、

人工汚濁の希釈による低下が起こるときには濁度の上昇があり、濁度が低下して

　いるときには人工汚濁が高いというような関係が考えられる。

　　この類型の浄水場では、原水の水質が人工的汚濁、自然的汚濁ともにきれいに

　なることがほとんどないので、高度の技術と費用を考えなげれば水質管理は困難

　であるo

（4）新規取水源に対してどのような水質管理をする必要があるかは、その水質データを

上述の図上にプロットして、該当する類型を求めることにより、所要の水質管理方法を推

定することが可能である。

　（5）総合指標11と薬品注入量との間には、他の単独項目よりも強い相関関係がみられ、

1，を薬品注入量推定又は管理に使用できる可能性がある。
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結 論

　本論文は、「上水道の水質管理上の諸問題とその技術的対応に関する二・三の研究」と

題して、先づ第1編においては、わが国上水道の水質管理上の諸問題とその技術的対応に

ついて、行政技術上の観点から論じ、第H編においては、水道原水の浄水管理上の水質特

性を総合指標を用いて表示し、水源の類型化を行ない、浄水管理法について論じたもので

ある。以下にその概要を述べる。

　第1編第1章では、第1節において、わが国の経験及びWHO報告等による世界の飲料

水事情から、生活用水にかかる水質問題は、その初期においては主として生活汚水や汚物

に起因する細菌学的汚染が問題であり、近代産業の発展とともに重金属、新化学物質など

化学的汚染が問題となる事情にっいて述べた。またわが国の水道普及率と水系消化器系伝

染病患者数の推移から、他の様々な要因も考えられるが、普及率が50％を超える段階以

降において患者数も急激に減少することを示した。

　第2節では水道の水質問題を大きく支配している原水の水質汚濁状況と水道被害例から

環境白書等で例えば大都市近郊の大河川は改善の方向にあるとしているのに対し、水道の

水質被害は関東、近畿、九州の三地区で全国の約70％を占めていることから、なお汚濁

度が高いことを指摘し、又全国的にみて水道被害例の約60％が取水停止や制限の措置を

とっていることから、水道にとって水質汚濁はその態様の変化（とくに富栄養化）ととも

になお深刻であり、その改善策が強力に推進されるべきであることを強調した。

　第3節では現在の水道における水質問題を網ら的に整理し、水道事業をめぐる内外の要

因に起因する20項目の課題を挙げて対応策の現状と改善策について概観し、とりまとめ

た。

　第ll章では、最近とくに新しい対応が要請されている主要な課題をとりあげて、行政的

及び工学的対応の現状と問題点をとりまとめ、今後の方向について考察し、若干の提言を

行った。

　第1節では湖沼等の富栄養化に伴なう水道被害は、最近における水道水源のダム依存度

の増大と水質汚濁の進行にょって増加し、その被害の態様は、炉過池の閉塞、異臭味の発

生、マンガンの溶出等であることを、多くの報告例で示した。第2節では第1節による被

害の態様の最も一般的な異臭対策としての活性炭処理について、わが国の実態を述べると
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ともに、将来は高汚濁水については活性炭処理を義務づける方向で検討すべきことを提言

した。すなわち、活性炭処理は生物、フェノール等に基因する異臭除去を主たる目的とし、

粉末活性炭注入方式による間鱗作が主流を占め、その平均使用日数は、。昧齢過半

数であること、季節的又は事故時に短期間だけ使用する場合は処理コストから粉末活性炭処

理の方が経済的であること等を示した。反面、間褐操作では多くの場合、異臭発生を予知

して事前に対処することが困難で、異臭水供給後の苦情によって知る例も少くないこと、

及び原水中の微量人工有機物質にょる衛生上の危倶、その多様性と分析技術及び体制の制

約から日常監視も不可能に近いから、これら未確認物質の影響を未然に防止する必要があ

るような印象をうけることから、例えば汚濁度がある水準以上の原水に対しては活性炭処

理の常時設置を義務づける方向で、基礎的な研究、及び具体的な設計法、操作法に関する

調査研究を進めるべきことを提言した。またこのさいの汚濁度の表示については、合田博

士らも提唱しているようにCCEのような処理側と分析側を結びつける新しい中間指標を

用いることについても付言した。第3節では浄水場の排水、汚泥の処理処分にっいて、わ

が国の主要浄水場の実態をとりまとめ、その半数近くが機械脱水法を採用していること、

他の浄水場等へ移送し処理しているものもかなりあること等を示した。また計画段階ではわ

が国の河川は一般に濁度変化がはげしく、例えば年2回の台風時に年度発生量の67％が

発生した等の事例を示し、計画発生量の算定、及び高濁時対策に留意すべきこと等を強調し

た。今後の研究課題としては単位操作の改良開発を経続するとともに、浄水プ・セスある

いは水道施設全体と排水、汚泥の処理・処分との関連を合理化することが重要であること

を指摘した。また中小規模の浄水場では技術的、及び財政的制約から単独で整備すること

は困難か、又は不合理であることから、共同処理を推奨し、例えば各浄水場では量、及び

質の均等化のための調整機能を保有せしめ、濃縮一脱水一処分は共同化することにっいて

提言した。

　第4節では水道水源のダム依存度の増大に伴って問題化している濁水の長期化現象と水

道への影響について例示し、対応策としてダム計画時点における事前の水質影響評価と所

要の対策を講すべきことを強調した。第5節では強酸性河川の活用例を示し、代替水源と

の比較、衛生的、工学的及び経済的検討、及び住民のコソセンサスの必要性を強調した。

また河川水全体を中和するかどうかについては費用と効用との均衡について総合的な評価
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の上、決定すべきことを論じた。第6節ではいわゆる雑用水道について、その必要性と供

給システムの概念、供給目的と水質上の要件について既往の研究成果をとりまとめるとと

もに今後の工学的及び行政的対応について論じた。雑用水道は、水需給の均衡に資し地域

全体が受益する反面、上水道よりコストが高いことから利用者個人の不利益をもたらす。

この矛盾を解決するためには、全体と部分が水道水の有効利用の観点で結びついている点

に着目し、雑用水道を水道のサブシステムとして位置づけて連けいさせる方式が最も合理

的と考える。そこでは雑用水道は上水道の補完的な水源とみなすことができ、相応の財政

援助をすることにより、料金の低れん化をはかることが可能となり、現実性をもつことを

主張した。

　第皿章では、第1節においてわが国の水質基準及び水質管理の水道初期から現在に至る

歴史的経緯をとりまとめた。第2節では水質基準のあり方として、遵守義務のほか、監視

測定義務を有する性格から、規制力をもつ水質基準と、基準化する前段の科学的データと

勧告値（クライテリア，Criteria）にわけて考えることが適当であることを指摘し、

Criteriaにっいては極力その知見の拡大をはかるべく、基礎的研究を推進すべきこと

を強調した。また水質基準と給水停止措置の判断基準の一案を示した。第3節では水道原

水として利用可能な、あるいは望ましい水質レベルについて、わが国及び諸外国の各種の

Criteriaを示し、行政上の目安としてCriteria項目の拡大をはかるべきことを主

張し、とくにそのさい原水基準の基本となる浄水法については、通常処理にとどまらず、

高度処理に対応する原水基準についても準備すべきことの必要性を強調した。第4節では

わが国における環境基準の類型指定方式の問題点を指摘し、運用上の留意点にっいて提言

した。現行の類型指定方式は、同一類型の水質項目間に実態上破行性があること、類型間

の基準の差が汚濁のライセンスを意味する危険があることを指摘し、その運用上の留意点

を示した。また環境基準の適否の判断にかかる現行の水質調査法とその評価法にっいて実態

的考察を行ない、基準点の選定、水質測定の時期及び回数、ならびに測定結果の処理法に

っいて、運用上の留意点を示した。とくに測定回数については、測定結果の信頼度を、年

間測定値を均等間隔で抽出して得た水質値のM　ax、Min及びAvr（75％非超過確率値及

び平均値）を用いて、変動巾＝＝（Max－Min）／Avr×100％で表わし、既往の測定資

料を用いて、信頼のおける測定回数は2週間に1回以上であろうことを示した。

一241一



第IV章では、わが国上水道における水質管理体制の実態を分析し、将来の方向として地

域単位の水質管理センター構想を提唱した。第1節では主要な浄水場における原水水質の

自動測定装置の設置状況、共同監視組織の整備状況、生物監視及び原水の水質検査の実施

状況をとりまとめ、例えば関東、近畿地方等の水質汚濁の進行している地方の充実してい

ること等を示した。第2節では全浄水場の水質検査体制の整備状況をとりまとめ、自己検

査体制とその内容について分析し、全国的には水質検査体制は必ずしも十分とはいえず、

とくに小規模水道の検査体制の拡充の必要性を強調した。第3節では水質検査体制の整備

の方向として、小規模水道では技術者の確保及び財政負担上の制約から単独で自己検査体

制の整備は困難であるから、地域単位の共同水質管理体制の整備一水質管理センター構想

を提唱した。すなわち実態上、技術的、及び財政的にみて給水人口25万人ていど以上を

包括する地域を単位として、地域内の水道の水質管理業務が遂行できるよう、水質管理の

中枢的役割を果す水質管理センター、各浄水場での浄水管理上必要な検査を行なう支所、及

び給水栓水検査や事故調査等のための機動力の三者が総合された水質管理体制を構想した。

またこの構想に基づくセンターの検査業務量、組織、人員、所要経費を具体的2例にっい

て試案を示した。なおこの構想の推進にあたっては、各水道事業体が水質管理の重要性に

っいて十分に問題意識をもって共同化に協力する姿勢が必要であり、又、国及び県の誘導、

調整を要することを強調した。

　第皿編では水源の汚濁度と浄水管理法に着目して、総合指標を用いて水質特性を表示し、

主要な水道水源の特性の類型化を行なうとともに、浄水管理法との関連について考察した・

現在の水質表示は多項目を並列的に行われていて、水源の水質特性を総合的に把えて水源

相互間を比較、評価し、あるいは浄水管理のあり方をマクロ的に把握することは困難であ

る。本論文においては浄水操作に関係の深い項目をとりあげ、わが国の代表的な浄水場の

水質資料を用いて、主成分分析法により総合特性値を求め、原水の浄水操作上の水質特性

を表示するとともに、浄水場の類型化を行った。第1節から第3節までにおいて、第1主

成分は人為的汚濁を、第2主成分は自然的汚濁をそれぞれ表わす因子であり、第3主成分

以下はウェイトが小さいことから第1主成分と第2主成分は原水の水質特性を表わす総合

指標・とみなし得ることを示した。総合指標は次のようである。
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　　　11　×103＝025（x1　－14．64）十〇ユ69（x2－1982）

　　　　　　　　　十7．8　1（x3－720）十127（x4－11．6　5）

　　　　　　　　　十〇．486（x5　－4457）十7．28（x6　－100）

　　　12　×103　＝130（x1　－14．64）十〇．3　4　4（x2　－1982）

　　　　　　　　　十33．6（x3－720）十〇248（x4　－11．65）

　　　　　　　　　－0ユ24（x5　－4457）－6．19（x6　－1．OO）

　ここで、11、12はそれぞれ第1主成分、第2主成分、x1＝水温、　x2＝濁度、　x3

＝pH、　x4＝KMnO4消費量、　x5＝アルカリ度、　x6＝アンモニァ性窒素である。

第4節では第1主成分を横軸、第2主成分を縦軸にとってその分布をみると、その位置、

形状、面積は原水の水質特性を表現し、かつ5つの類型に区分することができることを示

した。またそれぞれの水質特性に対応する水質管理の基本を示し、新規水源についての所

要の水質管理法を決定する一つの手法となりうることを指摘した。第5節では第1主成分

と薬品注入量との間に強い相関がみとめられることから、第1主成分を薬品注入操作に利

用できる可能性があることを指摘した。

■

A

　水資源の有限性から、地域によって

は水源の質的選択の自由度が抑制され

て、汚濁原水の使用を余儀なくされ、

かつ汚濁の態様も多様化の動向を強め

ている。生活用水の衛生性、利便性を

確保するための水質管理は、直接的に

は水道事業者の責務であるが、行政の

果すべき役割は今後とも増大するであ

ろう。本研究が行政技術上の対応の一

ステップとなれば幸いである。
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14）日本水道協会；水質基準の検査方法註解（1959）

15）大阪市水道局　水質試験所報告第10集（1958）

16）関東水道衛生協議会成立の経緯（1975．10）

17）山村勝美監訳；Water　Quality　Criteria，USEPA（1972）

18）WHO；European　Standards　For　Drinking　Water，2nd　Edi

　　tion（1970）
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19）WHO；International　Standards　For　Drinking　Water，3rd

　　Edition（1975）

20）USEPA；National　Interium　Primary　DrinkingWater　Regu－

　　lation　，　EPA－570／i9－76－003（1975）

21）USPHS；Drinking　Water　Standards（1962）

22）USSR国定規格2874－73飲料水（1973）

23）生活環境審議会（厚生省）水道部会；水質基準の改正に係る報告書（昭53．5）

24）厚生省水道整備課編集；水道実務六報（昭52）

25）生活環境審議会公害部会；水道水源の水質環境基準（答申）（昭45．4）

26）ソ聯邦保健省；衛生的生活の用に供する水道水源の水質に関する有害物質の許容限界

　　及び飲用もしくは文化的生活の用に供する水域の水質の成分及び性状に関する要望

　　　（岡沢訳、水道協会雑誌487号、昭50．4）

27）国連経済社会理事会ヨーロッパ経済委員会；Meth・ds　of　Establishing　Na－

　　　tional　Protection　Standards　for　MajonWa　ter　Pollution－

　　Quality　Standards　forWaters　and　Efflueuts　．

28）日本水道協会編、厚生省監修；水道施設設計指針・解説（昭52）

29）日本水道協会；水道統計（昭50）

30）建設省河川局；水道年表（昭48、50）

31）OECD；Programme　on　Policies　for　Water　Pollutions　Control，

　　Treatment　Technologies　－Potable　Water　，　Contribution　to　an

　　Economie　Study（OECD　ENV／WAT／77．6）

32）経済企画庁；水資汚濁に係る環境基準の取扱いにっいて（通知）、（昭45．7）

33）環境庁；水資調査法（昭46．9）

34）科学的技術庁研究調整局；都市排水の質的制御システムに関する総合研究

35）R．V．Thomann；Systen　Analysis＆Water　Quality　Management，

　　Environmental　Science　Service　，　USEPA（1972）

36）Hall　and　Dracup；Water　Resources　Systems　Engineering

　　（1970）
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37）山村勝美；諸外国における水質管理について1、H、皿、　IV、公害と対策vol　la

　　〆願6、　7、　9、　10

38）合田健；水質工学（基礎編、応用編）、丸善（昭50）

39）山村勝美；わが国の水道水質基準に関する歴史的経緯、水道協会雑誌i16・525

　　（昭53．6）

1

　　（第IV章関係）

1）厚生省水道整備課編；水道実務六法（昭52）

　　　　　　　一　水道法

　　　　　　　一　水道法の施行にっいて（昭32．12．27事務次官通達）

　　　　　　　一　水道法の施行について（昭49．7．26水道環境部長通達）

2）山村勝美；水質管理体制の現状と将来の方向、水道協会雑誌Ma　523（昭53．4）

　　　第皿編

1）環境庁；昭和50年度公共用水域水質測定結果にっいて、（昭51．12）

2）奥野忠一ら；多変量解析法、日科技連（昭52．2）

3）土木学会；水質変化予測基本調査報告書（昭50．3）

4）松本順一郎；女川湾における細菌汚染の実態とその解析、第5回土木学会環境問題

　　シンポジゥム講演集

5）山村勝美；原水水質と浄水管理にっいての一考察、水道協会雑誌A6521（昭53．2）

」
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